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第１号（９月１日）

　日程第　１　会議録署名議員の指名…………………………………………………………………………………………………………………………

　日程第　９　議案第５９号　平成２３年度深川市一般会計補正予算（第３号）…………………………………………………………………………………………………………………………

　日程第　２　会期の決定について…………………………………………………………………………………………………………………………

　日程第　３　諸般の報告…………………………………………………………………………………………………………………………

　　　　　　　（１）議長諸般報告…………………………………………………………………………………………………………………………

　　　　　　　（２）市長一般行政報告…………………………………………………………………………………………………………………………

　　　　　　　（３）教育長教育行政報告…………………………………………………………………………………………………………………………

　日程第　４　報告第　６号　健全化判断比率の報告について…………………………………………………………………………………………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　質疑・田中昌幸君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・瀬川市民福祉部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議事進行・田中昌幸君…………………………………………

　　　　　　　報告第　７号　資金不足比率の報告について…………………………………………………………………………………………………………………………

　日程第　５　議案第５５号　深川市功労者の表彰について…………………………………………………………………………………………………………………………

　日程第　６　議案第５６号　深川市税条例等の一部を改正する条例について…………………………………………………………………………………………………………………………

　日程第　７　議案第５７号　沼田町からの旅券交付申請及び交付に関する事務の受託について…………………………………………………………………………………………………………………………

　　　　　　　報告第　８号　深川市立病院経営健全化計画の実施状況報告について…………………………………………………………………………………………………………………………

　日程第　８　議案第５８号　深川市営住宅条例の一部を改正する条例について…………………………………………………………………………………………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・瀬川市民福祉部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再質疑・田中昌幸君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・瀬川市民福祉部長…………………………………………

　　　　　　　議案第６１号　平成２３年度深川市病院事業会計補正予算（第１号）…………………………………………………………………………………………………………………………

　　　　　　　議案第６０号　平成２３年度深川市水道事業会計補正予算（第１号）…………………………………………………………………………………………………………………………

　日程第１０　議案第６２号　深川市教育委員会委員の任命について…………………………………………………………………………………………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　いて…………………………………………………………………………………………………………………………

　　　　　　　〔議案第５９号〕　　　　　　　　　　　　　　質疑・楠理智子君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・瀬川市民福祉部長…………………………………………

　日程第１１　認定第　１号　平成２２年度深川市一般会計歳入歳出決算認定について…………………………………………………………………………………………………………………………

　　　　　　　認定第　２号　平成２２年度深川市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について…………………………………………………………………………………………………………………………

　　　　　　　認定第　３号　平成２２年度深川市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について…………………………………………………………………………………………………………………………

　　　　　　　認定第　４号　平成２２年度深川市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につい

　　　　　　　　　　　　　　て…………………………………………………………………………………………………………………………

　　　　　　　認定第　５号　平成２２年度深川市老人医療特別会計歳入歳出決算認定について…………………………………………………………………………………………………………………………

　　　　　　　認定第　６号　平成２２年度深川市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について…………………………………………………………………………………………………………………………

　　　　　　　認定第　７号　平成２２年度深川市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定につ

　　　　　　　認定第　８号　平成２２年度深川市地方卸売市場特別会計歳入歳出決算認定について…………………………………………………………………………………………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　質疑・松沢一昭君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・藤田経済・地域振興部長…………………………………………
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・藤田経済・地域振興部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再質問・東出治通君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・松田選挙管理委員会委員長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・坂本企画総務部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・藤田経済・地域振興部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．　質問・和田秀隆君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・山下市長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再質問・楠理智子君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・藤田経済・地域振興部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再々質問・楠理智子君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２－１．　７番・楠理智子君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・沢田教育部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．　質問・和田秀隆君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・坂本企画総務部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　いて…………………………………………………………………………………………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．　質問・楠理智子君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６．　質問・和田秀隆君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・坂本企画総務部長…………………………………………

　日程第１２　一般質問…………………………………………………………………………………………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・松浦建設水道部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３．　質問・東出治通君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３－１．１２番・東出治通君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・坂本企画総務部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再質問・和田秀隆君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・坂本企画総務部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再々質問・和田秀隆君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３．　質問・楠理智子君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・沢田教育部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再質問・和田秀隆君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　〔議長発議・決算審査特別委員会設置について〕…………………………………………………………………………………………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・沢田教育部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再質問・和田秀隆君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・沢田教育部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再質問・和田秀隆君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・山下市長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再々質問・和田秀隆君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・沢田教育部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４．　質問・和田秀隆君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１－１．　８番・和田秀隆君…………………………………………

　　　　　　　認定第１１号　平成２２年度深川市駐車場事業特別会計歳入歳出決算認定について…………………………………………………………………………………………………………………………

　　　　　　　認定第１２号　平成２２年度深川市水道事業会計決算認定について…………………………………………………………………………………………………………………………

　　　　　　　認定第１３号　平成２２年度深川市病院事業会計決算認定について…………………………………………………………………………………………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３．　質問・和田秀隆君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・山下市長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・松田選挙管理委員会委員長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．　質問・東出治通君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・河合農業委員会委員長…………………………………………

第２号（９月２日）

　日程第　１　一般質問…………………………………………………………………………………………………………………………
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再質問・田中昌幸君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・坂本企画総務部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再質問・松沢一昭君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・藤田経済・地域振興部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再質問・東出治通君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・沢田教育部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．　質問・東出治通君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・沢田教育部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・坂本企画総務部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・沢田教育部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・山下市長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．　質問・田中昌幸君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・沢田教育部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再質問・田中昌幸君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・沢田教育部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４．　質問・田中昌幸君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４．　質問・東出治通君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再質問・田中裕章君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・坂本企画総務部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・山下市長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再質問・東出治通君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・山下市長…………………………………………

　　　　　　　　　　　９月２日からの大雨による被害状況等の報告・山下市長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・坂本企画総務部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．　質問・田中裕章君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５－１．１５番・田中昌幸君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４－１．　９番・田中裕章君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３．　質問・田中昌幸君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・坂本企画総務部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３．　質問・田中裕章君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・藤田経済・地域振興部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４．　質問・田中裕章君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・山下市長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・坂本企画総務部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・松浦建設水道部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．　質問・北畑　透君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・坂本企画総務部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・鈴木教育長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・山下市長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６－１．１４番・北畑　透君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・坂本企画総務部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・鈴木教育長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再質問・北畑　透君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７－１．１６番・松沢一昭君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・藤田経済・地域振興部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・山下市長…………………………………………

第３号（９月５日）

　日程第　１　一般質問…………………………………………………………………………………………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再質問・田中昌幸君…………………………………………
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再質問・松沢一昭君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・坂本企画総務部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・坂本企画総務部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７．　質問・松沢一昭君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・沢田教育部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８．　質問・松沢一昭君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・松浦建設水道部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再質問・松沢一昭君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．　質問・松沢一昭君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・坂本企画総務部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．　質問・松沢一昭君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・坂本企画総務部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９．　質問・松沢一昭君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４．　質問・太田幸一君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・坂本企画総務部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６．　質問・松沢一昭君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４．　質問・松沢一昭君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・瀬川市民福祉部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・山下市長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再々質問・松沢一昭君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・沢田教育部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．　質問・太田幸一君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３．　質問・松沢一昭君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・瀬川市民福祉部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８－１．１０番・太田幸一君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・山下市長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再質問・太田幸一君…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・松浦建設水道部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・松浦建設水道部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・坂本企画総務部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・坂本企画総務部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・藤田経済・地域振興部長…………………………………………

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答弁・山下市長…………………………………………
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平成２３年第３回深川市議会定例会会期日程 
                                      ９月１１日 
                                   会期      １６日間 
                                      ９月１６日  

 日目  月  日  曜日  種 別      審 議 事 項 等   開議時刻 

  １   ９． １ 木  本会議 会期の決定、諸般の報告、議案審議（条例、補正予算、 
決算認定等）、報告、決算審査特別委員会、一般質問 

 １０：００ 

  ２       ２ 金  本会議  一般質問  １０：００ 

  ３       ３ 土  休 会    

  ４       ４ 日  休 会    

  ５       ５ 月  本会議  一般質問、決算審査特別委員会  １０：００ 

  ６       ６ 火  休 会  常任委員会（総務文教、経済建設、社会民生）  

  ７     ７ 水  休 会 事務整理  

  ８       ８ 木  休 会 事務整理  

  ９       ９ 金  休 会 決算審査特別委員会  

 １０      １０ 土  休 会   

 １１      １１ 日  休 会   

 １２    １２ 月  休 会 決算審査特別委員会  

 １３    １３ 火  休 会 決算審査特別委員会  

 １４    １４ 水  休 会 事務整理  

 １５    １５ 木  休 会 事務整理  

 １６    １６ 金  本会議 委員会報告、議案審議（補正予算、意見書等）、決議、 

総合計画調査特別委員会 

 １０：００ 
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平成２３年第３回深川市議会定例会議決結果表 
 

                                自 平成２３年 ９月 １日（木） 
                              会期 
                                至 平成２３年 ９月１６日（金）  
 
 事 件 番 号 

 
     件 名 

 議決年月日  付託年月日  
 索 引 

 議 決 結 果  付託委員会 

 
 報告第 ６号 

  
健全化判断比率の報告について 

 2 3 . 9 . 1 
 

 
  ２５ 

 報 告 済 

 
 報告第 ７号 

 
資金不足比率の報告について 

  〃     
  ２５ 

  〃   

 
 報告第 ８号 

 深川市立病院経営健全化計画の実施状況報告につい 
 
て 

  〃     
  ２５ 

  〃   

 
 議案第５５号 

 
深川市功労者の表彰について 
 

 2 3 . 9 . 1   
  ２６ 

 同 意 

 
 議案第５６号 

 
深川市税条例等の一部を改正する条例について 
 

 2 3 . 9 . 1 6 2 3 . 9 . 1  
 １０６ 

 原 案 可 決 総 務 文 教 

 
 議案第５７号 

沼田町からの旅券交付申請及び交付に関する事務の受 
 
託について 

  〃   2 3 . 9 . 1  
 １０７ 

  〃   社 会 民 生 

 
 議案第５８号 

 
深川市営住宅条例の一部を改正する条例について 
 

  〃   2 3 . 9 . 1  
 １０８ 

  〃   経 済 建 設 

 
 議案第５９号 

 
 平成２３年度深川市一般会計補正予算（第３号） 

 2 3 . 9 . 1   
  ２８ 

 原 案 可 決 

 
 議案第６０号 

 
 平成２３年度深川市水道事業会計補正予算（第１号） 
 

  〃     
  ２８ 

  〃   

 
 議案第６１号 
 

 
 平成２３年度深川市病院事業会計補正予算（第１号） 
 

  〃     
  ２８ 

  〃   

 
 議案第６２号 

 
 深川市教育委員会委員の任命について 
 

 2 3 . 9 . 1   
  ３２ 

 同 意 

 
 議案第６３号 

 
 平成２３年度深川市一般会計補正予算（第４号） 
 

 2 3 . 9 . 1 6   
 １１２ 

 原 案 可 決 
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 事 件 番 号 

 
     件 名 

 議決年月日  付託年月日  
 索 引 

 議 決 結 果  付託委員会 

 
 認定第 １号 

 平成２２年度深川市一般会計歳入歳出決算認定につい 
 
 て 

 2 3 . 9 . 1 6  2 3 . 9 . 1  
 １０９ 

認 定 決算審査特別 

 
 認定第 ２号 

 平成２２年度深川市介護保険特別会計歳入歳出決算認 
 
 定について 

  〃     〃    
 １０９ 

  〃     〃   

 
 認定第 ３号 

 平成２２年度深川市国民健康保険特別会計歳入歳出決 
 
 算認定について 

  〃     〃    
 １０９ 

  〃     〃   

 
 認定第 ４号 

 平成２２年度深川市後期高齢者医療特別会計歳入歳出 
 
 決算認定について 

  〃     〃    
 １０９ 

  〃     〃   

 
 認定第 ５号 

 平成２２年度深川市老人医療特別会計歳入歳出決算認 
 
 定について 

  〃     〃    
 １０９ 

  〃     〃   

 
 認定第 ６号 
 

 平成２２年度深川市簡易水道事業特別会計歳入歳出決 
 
 算認定について 

  〃     〃    
 １０９ 

  〃     〃   

 
 認定第 ７号 
 

 平成２２年度深川市農業集落排水事業特別会計歳入歳 
 
 出決算認定について 

  〃     〃    
 １０９ 

  〃     〃   

 
 認定第 ８号 

 平成２２年度深川市地方卸売市場特別会計歳入歳出決 
 
 算認定について 

  〃     〃    
 １０９ 

  〃     〃   

 
 認定第 ９号 

 平成２２年度深川市下水道事業特別会計歳入歳出決算 
 
 認定について 

  〃     〃    
 １０９ 

  〃     〃   

 
 認定第１０号 

 平成２２年度深川市土地区画整理事業特別会計歳入歳 
 
出決算認定について 

  〃     〃    
 １０９ 

  〃     〃   

 
 認定第１１号 

 平成２２年度深川市駐車場事業特別会計歳入歳出決算 
 
 認定について 

  〃     〃    
 １０９ 

  〃     〃   

 
 認定第１２号 

 
 平成２２年度深川市水道事業会計決算認定について 

  〃     〃    
 １０９ 

  〃     〃   

 
 認定第１３号 

 
 平成２２年度深川市病院事業会計決算認定について 

  〃     〃    
 １０９ 
   〃     〃   
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 事 件 番 号 

 
     件 名 

 議決年月日  付託年月日  
 索 引 

 議 決 結 果  付託委員会 

 
 決議案第２号 

 
 総合計画調査特別委員会設置に関する決議について 
 

 2 3 . 9 . 1 6   
 １１６ 

原 案 可 決 

 
 意見案第６号 

森林・林業・木材産業施策の積極的な展開に関する意 
 
見書 

  〃      
 １１５ 

  〃   

 
 意見案第７号 

軽油引取税の課税免除措置などの恒久化を求める意 
  
見書 

  〃      
 

 
 １１５ 

  〃   

 
 意見案第８号 

 
平成２４年度農業予算編成に関する意見書 

  〃     
 １１５ 

  〃   

 閉会中の所管事務調査の申し出について（総務文教・ 
 

 社会民生・経済建設） 

 2 3 . 9 . 1 6   
 １１６ 

決 定 
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出  席  議  員 

  
  議席 

 
 番号 

 
  氏 名 

   出 席 月 日  
  9.1   9.2   9.5   9.16   

   １  水 上 真由美 君   ○    ○    ○    ○    

   ２  宮 澤 孝 司 君   ○    ○    ○    ○    

   ３  辻 本   智 君   ○    ○    ○    ○    

   ４  小 田 雅 一 君   ○    ○    ○    ○    

   ５  菅 原 明 義 君   ○    ○    ○    ○    

   ６  髙 橋 修 司 君   ○    ○    ○    ○    

   ７  楠   理智子 君   ○    ○    ○    ○    

   ８  和 田 秀 隆 君   ○    ○    ○    ○    

   ９  田 中 裕 章 君   ○    ○    ○    ○    

 １０  太 田 幸 一 君   ○    ○    ○    ○    

 １１  鶴 岡 恵 司 君   ○    ○    ○    ○    

 １２  東 出 治 通 君   ○    ○    ○    ○    

 １３  長 野   勉 君   ○    ○    ○    ○    

 １４  北 畑   透 君   ○    ○    ○    ○    

 １５  田 中 昌 幸 君   ○    ○    ○    ○    

 １６  松 沢 一 昭 君   ○    ○    ○    ○    
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説 明 の た め 出 席 し た 者 

  
  

 役 職 名 
 
  氏 名 

   出 席 月 日  
  9.1   9.2   9.5   9.16   

 市  長  山 下 貴 史 君   ○    ○    ○    ○    

 教育委員会委員長  上 垣 由紀子 君   ○    ○    ○    ○    

 農業委員会会長  河 合 義 則 君   ○    ○    ○    ○    

 選挙管理委員会委員長  松 田 俊 雄 君   ○    ○    ○    ○    

 監査委員  太 田 春 夫 君   ○    ○    ○    ○    

 副市長 寺 下 良 一 君   ○    ○    ○    ○    

 企画総務部長 坂 本 光 央 君   ○    ○    ○    ○    

 市民福祉部長  瀬 川   慎 君   ○    ○    ○    ○    

 経済・地域振興部長  藤 田 正 男 君   ○    ○    ○    ○    

 建設水道部長 松 浦 龍 行 君   ○    ○    ○    ○    

 総務課長  高 田 智 之 君   ○    ○    ○    ○    

 財政課長  平 山 泰 樹 君   ○    ○    ○    ○    

 教育長 鈴 木 英 利 君   ○    ○    ○    ○    

 教育部長  沢 田 敏 幸 君   ○    ○    ○    ○    

 市立病院事務部長 川 端 政 幸 君   ○    ○    ○    ○    

公平委員会事務局長 坂 本 光 央 君   ○    ○    ○    ○    
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事 務 局 職 員 出 席 者 

 
  
  

 職 名 
 
  氏 名 

   出 席 月 日  
  9.1   9.2   9.5   9.16   

 事務局長  山 岸 弘 明 君   ○    ○    ○    ○    

 事務局次長  渡 辺 加代子 君   ○    ○    ○    ○    

 議会庶務係長  水 野 紀 子 君   ○    ○    ○    ○    

 議事係長  稲 田 伸 人 君   ○    ○    ○    ○    

 議事係兼議会庶務係  梶 原   仁 君   ○    ○    ○    ○    
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平成２３年深川市議会 

意見案 第  ６  号 

 

   森林・林業・木材産業施策の積極的な展開に関する意見書 

 

 上記議案を別紙のとおり、会議規則第１３条第１項の規定に基づき提出する。 

 

  平成２３年９月１６日 

 

                             提出者 深川市議会議員 東 出 治 通 

                                 深川市議会議員 鶴 岡 恵 司 

                                 深川市議会議員 水上 真由美 

                                 深川市議会議員 太 田 幸 一 

       深川市議会議員 北 畑  透 

                                 深川市議会議員 髙 橋 修 司 

                                 深川市議会議員 田 中 昌 幸 

                                 深川市議会議員 楠  理智子 

                                 深川市議会議員 松 沢 一 昭 

                                 深川市議会議員 和 田 秀 隆 
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森林・林業・木材産業施策の積極的な展開に関する意見書 

 

 近年、地球温暖化が深刻な環境問題になっている中で、森林は二酸化炭素の吸収源として大きな関心と期待

が寄せられているところである。 

 しかしながら、本道の森林・林業・木材産業を取り巻く環境は依然として厳しい状況にあり、引き続く経済

の低迷は、経営基盤の脆弱な林業・木材産業に深刻な影響をもたらしている。 

 このような厳しい状況の中、森林整備を着実に推進し、森林の多面的機能を持続的に発揮するとともに、林

業の安定的発展と山村の活性化を図っていくためには、「森林・林業再生プラン」に基づき、森林施業の集約

化、路網の整備、人材の育成等を積極的に進めるとともに、道産材の利用促進により、森林・林業の再生を図

ることが重要である。 

 また、先般の東日本大震災により、東北地方を中心に未曾有の大被害をもたらしたところであるが、その復

旧・復興が必要であるため、以下の項目を実現するよう要望する。 

 

記 

 

１．東日本大震災の速やかな復興に向けて、被災した森林や木材加工施設等の早期復旧に加え、復興木材の供

給に向けた被災地域及び全国における森林・林業再生を加速化すること。 

２．今般導入される地域温暖化対策のための税の使途に森林吸収源対策や木材利用促進を位置付けるなど森林

整備推進等のための安定的な財源措置の確保による森林経営対策を推進すること。 

３．間伐等森林整備の推進、持続可能な森林経営の確立に向け、森林管理・環境保全直接支払制度による搬出

間伐の推進、路網整備等経営基盤の整備、担い手育成確保対策の強化を図るとともに、森林施業の集約化

や機械化の推進、森林整備経費の定額助成の導入など効率的施業の推進と所有者の負担軽減を推進するこ

と。 

４．低炭素社会の実現に着目した公共建築物や民間住宅・事務所等での地域材の利用を推進するとともに、新

たなエネルギー政策の転換の検討に当たって、木質バイオマスエネルギーを最大限活用するなど国産材の

利用拡大を推進すること。 

５．森林整備加速化・林業再生事業の拡充・延長により、川上・川下が一体となった森林・林業の再生に向け

た取り組みを推進すること。 

６．国民共有の財産である国有林については、一般会計により、公益的機能の一層の発揮を図とともに、森林・

林業政策の推進に貢献するため、国による一体的な管理運営体制を確立すること。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

  平成２３年９月１６日 

北海道深川市議会 

 

提出先 

 内閣総理大臣、衆議院議長、参議院議長、財務大臣、農林水産大臣、国土交通大臣、文部科学大臣、 

 経済産業大臣、環境大臣
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平成２３年深川市議会 

意見案 第  ７  号 

 

   軽油引取税の課税免除措置などの恒久化を求める意見書 

 

 上記議案を別紙のとおり、会議規則第１３条第１項の規定に基づき提出する。 

 

  平成２３年９月１６日 

 

                             提出者 深川市議会議員 東 出 治 通 

                                 深川市議会議員 鶴 岡 恵 司 

                                 深川市議会議員 水上 真由美 

                                 深川市議会議員 太 田 幸 一 

       深川市議会議員 北 畑  透 

                                 深川市議会議員 髙 橋 修 司 

                                 深川市議会議員 田 中 昌 幸 

                                 深川市議会議員 楠  理智子 

                                 深川市議会議員 松 沢 一 昭 

                                 深川市議会議員 和 田 秀 隆 
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軽油引取税の課税免除措置などの恒久化を求める意見書 

 

 農業など各産業分野の発展に貢献してきた軽油引取税の課税免除措置（免税経由制度）が、平成２４年３月

末に期限切れを迎え廃止される予定である。 

 経営規模が大きい北海道の農業は、トラクター等の大型農業機械を使用し、燃料として免税軽油を使ってい

る。また、漁業の船舶や鉄道運輸などあらゆる産業分野で活用され、基幹産業の育成や地域経済の活性化に貢

献してきた。 

 平成２１年度において道内で活用された免税軽油の量は４２万7,000キロリットルにのぼり、免税額にして

１３７億円に達し、このうち農業分野の使用量は１７万3,000キロリットル、免税額で５６億円、船舶関係で

は７万1,000キロリットル、免税額２３億円、鉄（軌）道関係８万2,000キロリットル、免税額は２６億円など

となっている。 

 他方、農林漁業用Ａ重油に対する石油石炭税の特例措置の恒久化も求められている。農林漁業用Ａ重油は、

農業用ハウスの暖房や船舶などの燃料に幅広く使用され、本道の基幹産業である農林水産業の振興に大きく貢

献している。 

 燃油価格が高どまり状況の中で、免税軽油制度や農林漁業用Ａ重油に対する特例措置が廃止されると、農林

水産業など幅広い分野で大きな経済的打撃を受けることになる。 

 このため、軽油引取税の課税免除措置および農林漁業用Ａ重油に対する特例措置の恒久化などについて下記

事項を要望する。 

 

記 

 

１．軽油引取税の課税免除措置（免税軽油制度）を恒久化すること。 

２．農林漁業用Ａ重油に対する石油石炭税の特例措置を恒久化すること。 

３．地球温暖化対策税については、農業者の負担が増えることのないよう万全の措置を講ずること。特に、燃

油への課税は油種にかかわらず負担増を回避すること。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

  平成２３年９月１６日 

 

北海道深川市議会 

 

提出先 

 内閣総理大臣、衆議院議長、参議院議長、総務大臣、財務大臣、国土交通大臣、農林水産大臣 
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平成２３年深川市議会 

意見案 第  ８  号 

 

   平成 24 年度農業予算編成に関する意見書 

 

 上記議案を別紙のとおり、会議規則第１３条第１項の規定に基づき提出する。 

 

  平成２３年９月１６日 

 

                             提出者 深川市議会議員 東 出 治 通 

                                 深川市議会議員 鶴 岡 恵 司 

                                 深川市議会議員 水上 真由美 

                                 深川市議会議員 太 田 幸 一 

       深川市議会議員 北 畑  透 

                                 深川市議会議員 髙 橋 修 司 

                                 深川市議会議員 田 中 昌 幸 

                                 深川市議会議員 楠  理智子 

                                 深川市議会議員 松 沢 一 昭 

                                 深川市議会議員 和 田 秀 隆 
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平成24年度農業予算編成に関する意見書 

 

 ３月11日発生した東日本大震災と福島第１原発の事故は、我々日本人がかつて経験したことのない精神的苦

痛と甚大な被害をもたらしていますが、当面する緊急かつ最優先の課題は、原発事故の収拾と損害賠償を含む

被災地の復旧・復興である。 

 こうした中、政府は7月29日、「東日本大震災からの復興の基本方針」を決定するとともに、８月15日、日

本の再生に向けた取組を再スタートするための「政策推進の全体像」を閣議決定し、国家戦略やエネルギー・

環境政策の再設計のほか、ＴＰＰ交渉参加問題については、「総合的に検討し、できるだけ早期に判断する」

とし、依然、高いレベルでの経済連携を進める姿勢は変えていないところである。 

 このような未曾有の国難に対して、被災地の復旧・復興の支援は基より、我が国の食料安定供給へのさらな

る貢献を果たすという使命感に立ち、北海道が持つ潜在能力を最大限に発揮し持続可能な農業の確立を図るた

め、平成24年度農業予算編成にあたり、下記の事項について要請する。 

 

記 

 

(1) 日本経済・社会の再建と国内農業対策 

 ① 東日本大震災ならびに福島第1原発事故の被災地の農林漁業の再建、安全・安心を最優先にしたエネルギ

ー政策の再構築ならびに内需拡大を重視した日本経済・社会の再建に全力で取り組むこと。（除染対策の

徹底等） 

 ② 国内農業対策の検討にあたっては、災害にも強い食料供給基地の建設と国の構造改革に着実に取り組ん

できた地域の経営実態などその課題点を真摯に洗い出した上で、経営形態別の目標とすべき構造ならびに

経営展望の明示、それを実現するために主業的経営体が真に必要とする政策を確立すること。 

 ③ 自給率目標の達成に向けては、国産農畜産物が確実に輸入農畜産物に置き換わるための誘導策を食料・

農業・農村政策のみならず、税制・食品産業対策など省庁横断的な政策体系としてパッケージで仕組むこ

と。 

(2) 包括的経済連携等貿易交渉対策 

  過去の国会決議などに基づき、これまで同様すべての貿易交渉(ＷＴＯ・二国間ＦＴＡ・ＥＰＡ)にあたり、

例外措置として重要品目の関税を維持する交渉姿勢を貫くことが必要と考えます。よって、例外なき関税

撤廃を原則とするＴＰＰ交渉への参加は断じて行わないこと。 

(3) 政策の安定的継続と財源確保 

  戸別所得補償制度をはじめとする農業政策については、これまで努力してきた生産者・産地の取り組みを

尊重するとともに、24年度予算においても万全の財源を確保し、生産者が安心して営農に取り組めるよう

制度の法制化等中長期的に安定して継続される政策とすること。 

(4) 生産基盤確保対策 

  農業の生産性向上には、ほ場の基盤整備、排水対策ならびに農畜産物の集出荷・調製施設等の生産基盤の

確立と優良品種や技術の試験研究・開発が重要であり、併せて生産現場への組織的普及活動が不可欠であ

ることから、これらに必要な万全な予算を確保すること。 
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 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

  平成２３年９月１６日 

 

北海道深川市議会 

 

提出先 

 内閣総理大臣、衆議院議長、参議院議長、外務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、総務大臣、財務大臣 
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平成２３年第３回深川市議会定例会一般質問通告表 

  
 
 順 位 

 
 議席番号 

 所 属 会 派 
 
 氏 名 

 
   件 名 

 
 索 引 

   １    ８ 

 

日本共産党 

 深川市議団 
 和 田 秀 隆 

１．公営住宅のガス・灯油料金について〔建設〕 

 （1) 市内の公営住宅について、灯油・ガスの基本料金等 
    の一般住宅との格差について伺う 
 ２．食の安全について〔一般、農業〕 

 （1) 芦別市等で原発事故による汚染稲わらが原因の牛肉 
    の流通が報じられ、市民の中で疑念が広がっている。 
    こうした事態の際の市の調査と情報の発信について 
    伺う 
 ３．学校給食について〔教育〕 

 (1) ７月１１日の小学校給食の異臭・食味問題の経過と 
    今後の対応について伺う 
 ４．小学校公務補について〔教育〕 
 (1) 小学校公務補の勤務体制の現状と問題点を伺う 

 ５．住宅用火災警報器の設置について〔一般〕 
 (1) 設置期限を過ぎて市内の設置状況はどうか伺う 

 (2) 今後の対応について 

 ６．市立病院前バス待合所について〔市勢振興〕 
 (1) 第２回定例会の答弁と経過を踏まえて、これから冬 

    にかけて簡易待合室（プレハブなど）を設置しては 

    どうか伺う 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
   ３３ 
 

   ２     ７  民主クラブ 
 楠  理 智 子 

１．労働基本調査について〔労働〕 

 (1) 労働基本調査の活用について 
  (2) サービス労働の改善について 
 (3) 最低賃金の引き上げについて 
  (4) 女性が働き続けられる条件づくりについて 
  (5) 雇用されている側からの調査について 
 ２．協働のまちづくりについて〔市勢振興〕 

 （1) 高齢者対策について 
  (2) 協働のまちづくり支援事業について 
 (3) 深川市協働のまちづくり推進について  
 ３．次世代育成支援対策について〔福祉〕 

 （1) 保育所の定員について 
 （2) 子育て支援策のＰＲについて 

    

 

 

 

  ３９ 
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 順 位 

 
 議席番号 

 所 属 会 派 
 
 氏 名 

 
   件 名 

 
 索 引 

   ３   １２ 

 

 公政クラブ 
 東 出 治 通 

１．６月実施の選挙について〔一般〕 

 （1) 選挙公報について 
 （2) 選挙七つ道具について 

 （3) ポスター掲示板について 
 （4) 投票所の削減と投票率について 
 ２．農業後継者と農地移動について〔農業〕 

 （1) 農業者の高齢化と後継者の状況について 
 （2) 農地移動の現況について 

 （3) 農地移動の課題と対策について 
 ３．太陽光発電パネルについて〔市勢振興〕 

 (1) 市内における個別太陽光発電パネルの設置状況につ 
    いて 
 （2) 道の駅ライスランドふかがわの太陽光発電パネルに 
    よる発電状況について 
 （3) 他の市公共施設への設置の考えについて 
 （4) 国・道による補助と市の助成の考えについて 
 ４．スポーツ振興について〔教育〕 
 (1) 各種スポーツ大会の助成について 

 （2) 全国大会出場者への支援について 

 ５．深川駅周辺整備について〔市勢振興〕 
 (1) 地域振興課の体制について 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  ４６ 
  

 

   ４    ９  新政クラブ 
 田 中 裕 章 

１．市役所の組織・意識改革について〔一般〕 

 (1) 先導的な取り組み強化について 
 （2) 組織機構の再編強化について 

 ２．防犯対策について〔一般〕 
 (1) 公共施設の防犯対策の取り組みとその考え方につい 
    て 
 (2) 再発防止について 

 (3) 防犯マニュアルの作成について 
 (4) 通学・通勤のための街灯増設の考え方について 
 ３．深川駅周辺整備について〔市勢振興、商工〕 

 (1) 基本的な考え方について（割愛） 
 (2) 中心市街地の活性化について 

 (3) まちなか居住について 
 ４．障がい者福祉の推進について〔福祉〕 

 (1) 障がい福祉計画について 
 (2) 障がい者の就労支援について 

 (3) 社会福祉協議会の育成強化について 
 

 

 

 

 

 

  ５６ 
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 順 位 

 
 議席番号 

 所 属 会 派 
 
 氏 名 

 
   件 名 

 
 索 引 

   ５    １５  民主クラブ 
 田 中 昌 幸 

１．２０１２年度予算編成方針について〔財政〕 

 (1) 財政収支見直しから丸３年経過し、自治体財政を取 
    り巻く情勢、大型補正予算により経常費で予算措置 
    しなければならない項目が、前倒しされてきたこと、 
    過疎対策事業でソフト事業が認められたことや少子 
    高齢化のさらなる進行など、市内環境も大きく変化 
    しているが、この３年間の検証と見直しをするべき 
    と考えるがどうか 
  (2) これまで、財政基盤の安定化を図るため、従前の莫 
    大な公共投資の借金の返済や公的施設の維持管理費 
    用の増大などの現状認識に立ち、本市の身の丈に合 
    った安定した行政サービスを提供し、健全財政を維 
    持、継続することが、本市財政の喫緊の課題である 
    と答弁しているが、この１０年ほどで実際はどのよ 
    うに変化し、それがどう影響を与えているのか、検 
    証した数値を示し、その数字が身の丈に合っていな 
    いとすれば、どこまで努力しなければならないのか 
    伺う 
 (3) 単年度収支の均衡が一般会計では既に２年連続実現 
    し、かなり多額の実質黒字を出している状況下で、 
    新年度予算編成方針について、依然として緊縮型な 
    のか。また一律カットなのか。めり張りのある見直 
    しなのか。低迷を続ける市内経済に配慮した積極型 
    なのか伺う 
 ２．生きがい文化センター・パトリアホールの運営につい 
   て〔教育〕 
 （1) 財政収支改善で唯一、実質的にゼロ稼動となってい 
    る生きがい文化センターのパトリアホールの利用再 
    開について、関係団体、市民の皆さんからの要望が 
    根強くあると考えるがいかがか 
  (2) 再開に向け、新たな管理運営体制の提案を広く公募 
    してはどうか 
 ３．子どもたちのスポーツ環境の維持充実について〔教育〕 

 （1) 指導者の確保、指導をできる環境整備もあわせて重 
    要なことで、クラブチームという仕組みではない、 
    中体連の枠組みの環境下での、優れた指導者の確保、 
    支援が重要だが、教育委員会としてどのような対応 
    をしてきたか、今後の考えについて伺う 
    また、このような指導力は、教員の評価ポイントに 
    どのように反映されているのか 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ６４ 
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 順 位 

 
 議席番号 

 所 属 会 派 
 
 氏 名 

 
   件 名 

 
 索 引 

    (2) 小学校は少年団、中学校では中体連、さらに高校は 
    高体連とスポーツに取り組む体制はそれぞれのカテ 
    ゴリーで指導者の皆さんの努力により、少子化の中 
    で頑張っている 
    学校と団体、地域の指導者たちとの連携、世代間で 
    途切れないような橋渡しを行政としてどのように行 
    っているか 
 (3) 中学校の統廃合の方向性が出され、この間の議論で 
    部活動の選択肢の確保という視点もあり、その受け 
    皿となるべく存続校での部活動を維持すべきと考え 
    る。部の成立や存続のルール等は教育基本法、学習 
    指導要領の中や道教委からの指導、あるいは市教委 
    としての考えがあるのか 
 ４．組織機構、職員管理について〔一般〕 
 (1) 平成２２年第３回定例会での定数条例改正の委員会 
    審査で、『さまざまな職の適正数を持ち合わせて適 
    切な人事管理ができるように整理したいと考えてい 
    ます』と答弁しているが、その後の検討結果は 
 (2) 実質的に現場で人が足りない状況は明らかだが、そ 
    の声が人事管理担当、市長に届いていないとすれば、 
    各部の最高責任者である部長が報告していないの 
    か。所管部長は報告しているのだが伝わっていない 
    のか 
 (3) 民間の考えを取り入れることなどを行革推進の軸と 
    しているが、組織のスリム化に必要なのは、現場を 
    削るのではなく、管理部門のスリム化、しかも役職 
    者のスリム化を進めるのが常識である 
    また、２００９年につくった課内室の存在もいびつ 
    な状況なことから、現場の各層の意見をまとめ、仕 
    事を見直し、仕事のやり方を見直し、部課の大胆な 
    見直しを進め、課設置の整理、部長職の廃止あるい 
    は発展的解消を進めるべきではないか 
 (4) これまでの無計画な採用ではなく、一定の期間をめ 
    どに職員の採用計画を策定し、研修体制とあわせて 
    人材育成を進めることについて 
 (5) 障がい者の採用について検討するとしていたが、そ 
    の検討結果と採用計画について 
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 順 位 

 
 議席番号 

 所 属 会 派 
 
 氏 名 

 
   件 名 

 
 索 引 

   ６    １４  平成公明クラブ 
 北 畑   透 

１．地域防災計画の見直しについて 

   〔一般、福祉、教育、建設〕 

 (1) 「想定外の大震災」の教訓から地域防災計画見直し 
    の対応について 
  ア 過去の災害検証と想定にとらわれない防災対策に 
    ついて 
  イ 広域の防災計画の必要性について 
  ウ 防災計画における住民目線での検証について 
  (2) 防災力のアップについて 
  ア 地域の自主防災組織の取り組みについて 
  イ 「老老」救助の現状について 
  ウ 防災訓練について 
 (3) 学校施設の防災機能について 
  ア 非構造部材の落下防止対策などの取り組みについ 
    て 
 (4) 耐震改修の現状と対応について 
  ア 耐震化目標の現状について 
  イ 地震ハザードマップについて 
  (5) 災害備蓄品の状況と対応について（割愛） 
 (6) 独自の発電設備の確保について（割愛） 
 (7) 被災者支援システムの導入について 
 ２．建設業の衰退について〔一般、建設〕 

 （1) 建設業の置かれている状況の認識について 
  (2) 災害対応力の現状と対策について 
 （3) 命を守る公共事業の優先発注と社会資本整備の取り 
    組みについて 
  (4) 公正・公平な入札制度と地元業者優先の発注の取り 
    組みについて 
 ３．ＪＲ深川駅西側の土地活用について〔市勢振興〕 

 （割愛） 

 （1) 現状と今後の展望について 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ７４ 

   ７    １６ 日本共産党 

 深川市議団 
 松 沢 一 昭 

１．深川市における農家所得の引き上げについて〔農業〕 

 (1) カントリーエレベーター整備による農家負担及び米 
    の有利販売、今後の展望について 
 (2) 全国２番目の深川産そばの利活用と販売戦略につい 
    て 
 (3)  和牛の導入事業と経営の実態について 
 

 

 

  ８１ 
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 順 位 

 
 議席番号 

 所 属 会 派 
 
 氏 名 

 
   件 名 

 
 索 引 

    ２．地方自治法の改正について〔一般〕 
 (1) ことし１月に改正骨子が示された新自治法の考え方 
    について。行政としてどのように押さえているか 
 (2) ことし１月以降の地方行財政検討会議の動向と今後 
    のスケジュールについて 
 ３．国民健康保険税について〔医療〕 
 (1) 短期被保険者証、資格証明書の交付状況について 

 ４．住宅リフォーム支援制度について〔建設〕 
 (1) 過去２回、実施の経済波及効果の評価及び平成２４ 
    年度以降の安定実施について 

 ５．山下市長の被災地への訪問について〔一般〕 
 (1) 息の長いつき合いの中で、恒常的な支援をしていく 
    べきではないかと思うが、見解を伺う 

 ６．指定管理者制度について〔一般〕 
 (1) 昨年１２月２８日に総務省から通達があったが、こ 
    のことを受けて深川市はどのような対応を行ったか 

 ７．ストーンサークルについて〔教育〕 

 (1) 案内板を大きくし、駐車場、登坂道路の整備を実施 
    すべきではないか 
 ８．私道の整備について〔建設〕 
 (1) 第２回定例会後の検討について。住民の生活、安全 
    安心を守る立場で早急な解決を求めたい 

 ９．拓大関係者の住民登録の実態について〔市勢振興〕 
 (1) 他市の状況を聞くと、学生のかなりの人が住民票を 
    移動していない模様だが、実態を伺う 

    
  
 
 
 
 
 

 

   ８    １０  新政クラブ 
 太 田 幸 一 

１．『ふかがわ夏まつり』における課題〔市勢振興、商工〕 

 (1) 東日本大震災で、深川に避難移住されている家族へ 
    の花火大会への招待は 
 (2) 『しゃんしゃん傘踊り』は、ことし最後と聞くが、 
    継続する考えは 
 (3) 傘踊りの謝礼として進呈いただいた品が他市の物で 
    あったが、「地元商品購入」の運動をしている深川 
    市や商工団体として、問題ではないか（割愛） 
 ２．「桜山パークゴルフ場」における課題〔教育〕 
 (1) 認定コースから一時脱退しても「コース管理は悪化 
    させない」としていたが、悪化していないか 
 (2) 芝焼け、芝枯れがひどい。散水は満遍なく行われて 
    いるのか 
 (3) 毛虫の発生がひどいが、駆除はしないのか 
 (4) コース奥に簡易トイレの設置はできないか 

 
  
 
 
 
 
  ９２ 
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 順 位 

 
 議席番号 

 所 属 会 派 
 
 氏 名 

 
   件 名 

 
 索 引 

    ３．虚構の上に進められてきた原発施策とクリーンエネル 
   ギーは〔一般、農業〕 
 (1) 「住民説明会」への世論操作『やらせ』は、民主主 
    義の否定と思うが、深川市の考えは 
 (2) ここにきて「脱原発」、クリーンエネルギーへの転 
    換に、市としての考え方と、クリーンエネルギーへ 
    の具体的対応策は 
 (3) 農業を基幹産業とする深川市として、原発のない「ク 
    リーン北海道」からの「クリーン農産物」を前面に 
    押し出すことへの思いは 
 (4) 「非核平和都市」宣言の深川市として、「核の平和 
    利用」は、よしとするのか 
 ４．「市民の安全・安心」確保に、問題はないか〔一般〕 

 (1) アンダーパス（市道１２号線）内の課題 
  ア 車道内（隧道部）へ歩行者が侵入通行している。歩 
    行通路への誘導と規制をすべきでないか。危険きわ 
    まりない 
  イ 歩行通路の『監視カメラ』が、「ちぎられ、ぶら下 
    がっている」と聞く。点検の外注化に問題はないか 
  ウ 歩行通路の「非常灯」が相変わらず、不点灯が目立 
    つ。「犯罪の抑止効果」と聞くが、そうなっていな 
    い 

 (2) 交通事故の多発している市道交差点に、標識（交差 
    点あり）を設置されたい 
 (3) 踏切において一たん停止し、「左右確認」のできな 
    い箇所がある。線路内で左右確認とはならない 
 ５．緑町中央部の市道整備の考えは〔建設〕 

 (1) 「市道緑町堤防線」及び「市道緑町４丁目線」は、 
    多少の雨でも水たまりができ、緑町の中央に位置し 
    ているにもかかわらず、改良がおくれている。改修 
    の考えはいかに 
 ６．市営住宅に付随する『駐車場』の整備の考えは〔建設〕 

 (1) 市営住宅（緑町）の駐車場が未整備により、水たま 
    りとなっている。整備の考えはいかに 
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 順 位 

 
 議席番号 

 所 属 会 派 
 
 氏 名 

 
   件 名 

 
 索 引 

   ９     ４  公政クラブ 
 小 田 雅 一 

１．農産物の安心、安全について〔農業〕 

 (1) 深川産牛肉が、セシウム汚染牛肉の風評被害でどの 
    ような影響を受けているのかについて 
 (2) お米の放射性物質検査を実施し、深川産米の安全で 
    あるという証明をしてはどうか、市の見解について 
 ２．スクールバスについて〔教育〕 

 (1) 路線ごとの運用開始時と現在の生徒数の変化につい 
    て 
 (2) 教育現場で通学利用以外でのバスの活用について 

 (3) バスの更新について 

 ３．地上デジタル放送について〔一般〕 

 (1) 現時点での難視聴地域対策と、建物の影響等受信障 
    害を受けている世帯の把握とその対策について 
 (2) コミュニセンター等公共施設の整備状況について 
 ４．深川駅前の駐輪場について〔市勢振興〕 

 (1) 駐輪場の現状を踏まえ、今後どう予測しているのか 
 (2) １条駐車場の一画や公共の空きスペースに仮設の駐 
    輪場を設置してはどうか、市の見解について 
 ５．ふかがわ夏まつりについて〔農業、商工〕 

 (1) 第２回ふかがわ夏まつりの反省と今後の方針につい 
    て 
 

    
  
 
 
 
 
 
 
 
  ９８ 
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平成２３年 第３回 

 

深川市議会定例会会議録 （第１号） 
                                    午前１０時００分 開会 
 平成２３年９月１日（木曜日） 
                                    午後 ２時３２分 延会 

                                                 

 
〇議事日程（第１号） 

 日程第 １ 会議録署名議員の指名 

 日程第 ２ 会期の決定について 

 日程第 ３ 諸般の報告 

       （1）議長諸般報告 

       （2）市長一般行政報告 

       （3）教育長教育行政報告 

 日程第 ４ 報告第 ６号 健全化判断比率の報 

       告について 

       報告第 ７号 資金不足比率の報告 

       について 

       報告第 ８号 深川市立病院経営健 

       全化計画の実施状況報告について 

 日程第 ５ 議案第５５号 深川市功労者の表彰 

       について 

 日程第 ６ 議案第５６号 深川市税条例等の一 

       部を改正する条例について 

 日程第 ７ 議案第５７号 沼田町からの旅券交 

       付申請及び交付に関する事務の受託 

       について 

 日程第 ８ 議案第５８号 深川市営住宅条例の 

       一部を改正する条例について 

 日程第 ９ 議案第５９号 平成２３年度深川市 

       一般会計補正予算（第３号） 

       議案第６０号 平成２３年度深川市 

       水道事業会計補正予算（第１号） 

       議案第６１号 平成２３年度深川市 

       病院事業会計補正予算（第１号） 

 日程第１０ 議案第６２号 深川市教育委員会委 

       員の任命について 

 日程第１１ 認定第 １号 平成２２年度深川市 

       一般会計歳入歳出決算認定について 

       認定第  ２号 平成２２年度深川市 

       介護保険特別会計歳入歳出決算認定 

       について 

       認定第  ３号 平成２２年度深川市 

       国民健康保険特別会計歳入歳出決算 

       認定について 

       認定第  ４号 平成２２年度深川市 

       後期高齢者医療特別会計歳入歳出決 

       算認定について 

       認定第  ５号 平成２２年度深川市 

       老人医療特別会計歳入歳出決算認定 

       について 

       認定第  ６号 平成２２年度深川市 

       簡易水道事業特別会計歳入歳出決算 

       認定について 

       認定第  ７号 平成２２年度深川市 

       農業集落排水事業特別会計歳入歳出 

       決算認定について 

       認定第  ８号 平成２２年度深川市 

       地方卸売市場特別会計歳入歳出決算 

       認定について 

       認定第  ９号 平成２２年度深川市 

       下水道事業特別会計歳入歳出決算認 

       定について 

       認定第１０号 平成２２年度深川市 

       土地区画整理事業特別会計歳入歳出 

       決算認定について 

       認定第１１号 平成２２年度深川市 

       駐車場事業特別会計歳入歳出決算認 

       定について 

       認定第１２号 平成２２年度深川市 

       水道事業会計決算認定について 

       認定第１３号 平成２２年度深川市 

       病院事業会計決算認定について 

 日程第１２ 一般質問 
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(午前１０時００分 開 会) 

〇議長（長野 勉君） ただいまから平成23年第３

回深川市議会定例会を開会します。 

                     

〇議長（長野 勉君） これより本日の会議を開き

ます。 

                     

〇議長（長野 勉君） 日程第１ 会議録署名議員

の指名を行います。 

 会議録署名議員には、会議規則第78条の規定によ

って辻本議員、北畑議員を指名します。 

                     

〇議長（長野 勉君） 事務局長から諸般の報告を

申し上げます。 

〇議会事務局長（山岸弘明君） 初めに、本定例会

に付議されます事件は、市長から提出のありました

議案８件、報告３件、認定13件であります。 

 次に、監査委員から６月分及び７月分に関する例

月出納検査結果報告の提出がありましたので、お手

元に配付しております。 

 次に、本定例会に説明員として出席通知のありま

した者の職・氏名を一覧表としてお手元に配付して

おります。 

 次に、第３回定例会１日目の議事日程は、お手元

に配付のとおりであります。 

 以上で報告を終わります。 

                     

〇議長（長野 勉君） 日程第２ 会期の決定につ

いてを議題とします。 

 お諮りします。本定例会の会期は、本日から９月

16日までの16日間にしたいと思いますが、異議あり

ませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（長野 勉君） 異議なしと認め、よって会

期は本日から９月16日までの16日間に決定しました。 

                     

〇議長（長野 勉君） 日程第３ 諸般の報告を行

います。 

 初めに、議長諸般報告を事務局長から申し上げま

す。 

〇議会事務局長（山岸弘明君） 平成23年第２回市

議会定例会後の７月16日以降昨日までの議会の動静

概要は、お手元に配付のとおりであります。 

 これで議長諸般報告を終わります。 

〇議長（長野 勉君） 次に、市長一般行政報告を

行います。 

 山下市長。 

〇市長（山下貴史君）〔登壇〕 平成23年第３回市

議会定例会の開会に当たり、一般行政の報告を申し

上げます。 

 初めに、ふかがわ夏まつりについて申し上げます。

本市の夏の最大イベントでありますふかがわ夏まつ

りは、７月29日から31日までの３日間にわたって開

催されました。７月29日及び30日は、駅前会場にお

きまして、多くの関係機関・団体の皆様のご協力を

いただき、花いっぱい祭り、料飲店夏祭り、スロー

フードフェスタ及び深川商工☆フェスティバルとい

った大きなイベントが行われ、その中でしゃんしゃ

ん傘踊りでありますとか、大盆踊り大会、はたらく

くるま、俵みこしなどの催しもののほか、スクール

バンドや太鼓の演奏、ダンスやよさこいソーランの

演舞など、さまざまなステージ、公演などが繰り広

げられ、また縁日コーナーやフードマーケット、こ

どもイベントラリーは、多くの子供たちでにぎわっ

たところでございます。そして、翌31日には、石狩

川河川敷におきまして花火大会が盛大に行われ、こ

としも市内外から大勢の方々にご来場いただき、夜

空に打ち上がる花火を楽しんでいただきました。こ

うして、ことしの夏まつりは、祭り期間中天候にも

恵まれまして、盛りだくさんの催しものに多くの皆

様のご参加、ご来場いただき、短い夏の一時を存分

に楽しんでいただくとともに、本市の観光振興、商

工振興の面においても大きな成果が得られたものと

考えているところであります。 

 次に、石狩川クリーンアップ作戦について申し上

げます。石狩川の大きな恵みに感謝するため、毎年

８月７日は石狩川の日と定められております。本市

におきましては、この日にちなんだ取り組みとして、

毎年、石狩川クリーンアップ作戦を右岸の緑地公園

で実施してきております。ことしも花火大会終了後

の８月３日に約200人の市民の皆様の参加をいただ

き、空き缶や紙くずなどの一斉清掃が行われたとこ

ろであります。これらの活動を通じまして、ことし

も良好な河川環境の保全や河川の愛護意識の一層の

高揚が図られたものと考えております。 

 最後に、農作物の生育及び収穫の状況について申

し上げます。空知農業改良普及センター北空知支所

の８月15日現在の作物生育状況調査によりますと、
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水稲につきましては、平年より生育が２日ほど早く、

順調に推移してきておりまして、そう遠くないうち

に稲刈りが始まるものと思われます。小麦につきま

しては、登熟後期の高温と大雨などが影響し、収量

は平年を下回る見込みとなっております。大豆につ

きましては、順調に推移いたしておりまして、平年

並みの収量、品質が見込まれております。バレイシ

ョにつきましては、平年より若干おくれぎみであり、

収量への影響が懸念されております。ソバにつきま

しては、既に収穫作業が始まっておりますが、平年

よりやや良の収量、品質が見込まれております。リ

ンゴにつきましては、平年より若干生育がおくれて

おりますが、平年並みの収量が見込まれております。

このような状況でありますので、今後とも天候が順

調に経過し、無事に出来秋を迎えられますよう、市

といたしましても関係機関・団体と連携しながら、

適切な対応に努めてまいりたいと考えております。 

 以上、行政の一端を申し上げ、報告とさせていた

だきます。 

〇議長（長野 勉君） 次に、教育長教育行政報告

を行います。 

 鈴木教育長。 

〇教育長（鈴木英利君）〔登壇〕 平成23年第３回

市議会定例会の開会に当たり、教育行政の概要につ

いて報告を申し上げます。 

 学習サポートプログラム事業チャレンジ深川につ

いて申し上げます。児童・生徒の確かな学力をはぐ

くむため、今年度から開始した学習サポートプログ

ラム事業の一環として、長期休業中の小学生に勉強

に取り組んでもらうチャレンジ深川を、夏休みの７

月27日から８月３日までの間に、各小学校において、

それぞれ３日間から５日間の日程で実施いたしまし

た。チャレンジ深川は、学習サポートプログラム事

業として、６月に実施した小学生向けの家庭学習の

手引き、中学生向けの家庭学習ガイドの配布に続く

取り組みとして実施したものであります。長期休業

中の望ましい生活習慣や学習習慣を身につけ、休み

中の過ごし方を改善することや学力の確実な定着を

目的に、小学生を対象として実施しましたが、参加

希望者による自主参加の取り組みのもと、市内小学

校６校の参加者は506人、率にして52％に上り、全

児童の半数を超えたところであります。現職の教職

員や退職教員の協力を得て、各学校の状況に応じた

内容で実施しましたが、終了後に行った児童及び保

護者へのアンケート結果では、回答者の９割以上の

人が満足し、次回も参加したい、大変ためになった、

勉強する意欲がわいたなどの声が寄せられたところ

であります。初めての実施でありましたが、多くの

児童が参加し効果的な取り組みとなり、今後さらに

充実したチャレンジ深川の実施に向けてさまざまな

成果が得られたところであります。 

 以上、教育行政の一端を申し上げ、報告といたし

ます。 

〇議長（長野 勉君） これで諸般の報告を終わり

ます。 

                     

〇議長（長野 勉君） 日程第４ 報告第６号健全

化判断比率の報告についてないし報告第８号深川市

立病院経営健全化計画の実施状況報告についての３

件を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 山下市長。 

〇市長（山下貴史君）〔登壇〕 報告第６号健全化

判断比率の報告についてないし報告第８号深川市立

病院経営健全化計画の実施状況報告についての３件

について一括してご説明を申し上げます。 

 報告第６号及び報告第７号は、地方公共団体の財

政の健全化に関する法律第３条第１項及び第22条第

１項の規定に基づき、平成22年度決算における健全

化判断比率及び資金不足比率を監査委員の意見を付

して報告するものであり、また報告第８号は、同法

第24条において準用する同法第６条第１項の規定に

基づき、平成22年度における深川市立病院経営健全

化計画の実施状況を、お手元にご配付のとおり、報

告するものであります。 

 このうち、財政健全性に関する指標となる各比率

について、若干昨年度の数値と比較して申し上げま

すと、健全化判断比率の中の連結実質赤字比率は、

前年度より3.72ポイント改善をいたしまして6.98％

に、また実質公債費比率は、1.3ポイント改善して

18.9％に、将来負担比率は、31.2ポイント改善いた

しまして174.3％になったところでありまして、ま

た病院事業会計の資金不足比率につきましては、前

年度より6.2ポイント改善いたしまして38.9％にな

ったところであります。このように、指標等には若

干改善の方向が見えてきておりますが、これに安堵

することなく、今後とも健全財政の確立に向け慎重

な財政運営を行ってまいりたいと考えております。 
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 以上、３件につき報告させていただきますので、

よろしくお願い申し上げます。 

〇議長（長野 勉君） これより一括質疑に入りま

す。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（長野 勉君） 質疑を終わります。 

 これで報告第６号ないし報告第８号の報告を終わ

ります。 

                     

〇議長（長野 勉君） 日程第５ 議案第55号深川

市功労者の表彰についてを議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 山下市長。 

〇市長（山下貴史君）〔登壇〕 議案第55号深川市

功労者の表彰について提案理由を申し上げます。 

 市民の市勢振興に対する意欲の高揚などに資する

ため、毎年市勢功労者の表彰を行ってきております

が、今年度は市勢の発展と市民生活の向上に特に功

労のあった方々６人を公益功労者として、また、お

２人を自治功労者として深川市功労者表彰条例第２

条第１項の規定に基づき、議会の同意を得て表彰し

ようとするものでございます。 

 表彰対象者を功労区分ごとに申し上げますと、統

計調査の推進に貢献されました耳浦淳惠さん及び寺

本政義さん、児童生徒の健全育成・学校保健の向上

に貢献された小野昭郎さん、地域防災と消防団活動

に貢献された吉田俊雄さん及び平間誠さん、交通安

全運動の普及推進に貢献された馬田陞さん、そして、

地方自治の発展に貢献された北本清美さん及び山田

圭二さんの計８人でございます。 

 以上の方々を表彰いたすことについて、よろしく

ご審議の上、ご同意くださいますようお願い申し上

げます。 

〇議長（長野 勉君） これより質疑に入ります。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（長野 勉君） 質疑を終わります。 

 お諮りします。本件は、会議規則第36条第３項の

規定によって委員会付託を省略したいと思いますが、

異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（長野 勉君） 異議なしと認め、よって本

件は委員会付託を省略することに決定しました。 

 本件は討論の通告がありませんので、これより議

案第55号を採決します。 

 本件はこれに同意することに異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（長野 勉君） 異議なしと認め、よって議

案第55号は同意されました。 

                     

〇議長（長野 勉君） 日程第６ 議案第56号深川

市税条例等の一部を改正する条例についてを議題と

します。 

 提出者の説明を求めます。 

 山下市長。 

〇市長（山下貴史君）〔登壇〕 議案第56号深川市

税条例等の一部を改正する条例について提案理由を

申し上げます。 

 本年４月27日と６月30日に地方税法の一部を改正

する法律などや関係法令が公布されましたことに伴

い、深川市税条例等の一部を改正しようとするもの

であります。今回の主な改正点としましては、東日

本大震災被災者等の負担軽減を図るため、住宅や家

財などに生じました損失について、平成23年度の個

人市民税の総所得金額からの控除を可能とすること

及び前年分の総所得金額から控除し切れない損失分

について、繰り越し可能期間をこれまでの３年から

５年に延長すること。住宅借入金等特別税額控除の

適用を受けていた住宅が、震災により滅失等した場

合においても、控除対象期間の残存期間について、

引き続き個人市民税において税額控除の適用を可能

とすること。東日本大震災により被災した住宅用土

地にかわって取得した宅地に対して、引き続き住宅

用地における固定資産税の軽減措置を適用するため、

所要の申告規定を設けること。さらに、個人市民税

における寄附金税額控除の適用下限額を現行の

5,000円から2,000円に引き下げるということでござ

います。 

 以上の内容を持った改正案でございますが、よろ

しくご審議の上、議決くださいますようお願い申し

上げます。 

〇議長（長野 勉君） これより質疑に入ります。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（長野 勉君） 質疑を終わります。 

 本件は、総務文教常任委員会に付託します。 

                     

〇議長（長野 勉君） 日程第７ 議案第57号沼田

町からの旅券交付申請及び交付に関する事務の受託

についてを議題とします。 
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 提出者の説明を求めます。 

 山下市長。 

〇市長（山下貴史君）〔登壇〕 議案第57号沼田町

からの旅券交付申請及び交付に関する事務の受託に

ついて提案理由を申し上げます。 

 昨年度から本市が、妹背牛町、秩父別町、北竜町

及び沼田町の北空知４町と連携して取り組む広域事

務といたしまして、旅券パスポートの交付申請及び

交付に関する事務を受託することについて、その可

能性や実施方法及び経費の負担等に関して、関係各

町と協議を重ねてまいりました。その結果、このた

び沼田町が、昨年12月北海道議会の議決を経て、本

年10月に旅券交付申請及び交付に関する事務の権限

移譲を北海道より受けるということになっておりま

すことから、本市と沼田町で協議の上、本市が沼田

町の旅券交付申請及び交付に関する事務を受託する

ことで合意いたしましたので、その事務の受託に関

する必要な規約を定めることといたしまして、地方

自治法第252条の14第１項の規定において準用する

同法第252条の２第３項の規定に基づき、議会の議

決を求めようとするものであります。なお、事務の

受託を開始する日は、平成23年10月１日からを予定

しており、沼田町の経費負担につきましては、事務

処理件数に応じた北海道からの権限移譲事務交付金

の額によるということにいたしたところであります。

また、妹背牛町、秩父別町及び北竜町との関係につ

きましては、本年12月にこれら３町が北海道議会で

当該事務の権限移譲の議決を経た後、平成24年度中

の事務委託を目指してそれぞれ作業を行う予定とい

たしております。 

 以上、よろしくご審議の上、議決くださいますよ

うお願い申し上げます。 

〇議長（長野 勉君） これより質疑に入ります。 

 田中昌幸議員。 

〇15番（田中昌幸君） 委員会付託案件なのですが、

会派で所属している議員がおりませんので、若干質

疑させていただきたいと思います。お許し願いたい

と思います。 

 深川市においては２年前からパスポートの申請を

行っているということで、その際にもいろいろと議

論はあったのですが、今回は事務の委託ということ

で、規約第３条で、経費負担は沼田町から求めます

となっておりますが、今回この事務を受託するとき

に沼田町からいただく額は幾らになっているのかお

伺いしたいと思います。 

 それと、この際ですから２年前の市の導入時のと

きの負担経費は幾らだったかお示しいただきたいの

と、そのうち市の単独経費が幾らだったのかをお示

しいただきたいと思います。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 瀬川市民福祉部長。 

〇市民福祉部長（瀬川 慎君） ただいま質疑いた

だきましたけれども、資料が手元にないので、詳し

いことは説明できませんが、まず沼田町からいただ

く１件当たりの交付手数料というのは1,350円であ

ります。 

 それから、私どもが平成21年６月から導入したと

きの経費というのは、約75万円で、当時はこのうち

の２分の１をたしか北海道の補助でいただいている

と記憶しております。 

 詳細については、後ほど整理して答弁させていた

だきたいと思います。 

(｢議事進行｣と呼ぶ者あり) 

〇議長（長野 勉君） 田中昌幸議員。 

〇15番（田中昌幸君） 一応通告もさせていただい

ているのですが・・・ 

〇議長（長野 勉君） 暫時休憩します。 

（午前１０時２８分 休 憩） 

                     

（午前１０時４３分 再 開） 

〇議長（長野 勉君） 休憩前に引き続き開議しま

す。 

 答弁願います。 

 瀬川市民福祉部長。 

〇市民福祉部長（瀬川 慎君） 大変貴重な時間を

使わせてしまい申しわけありませんでした。 

 ただいま田中昌幸議員からいただきました質疑、

２点についてお答えしたいと思います。 

 まず、１点目の沼田町からいただく交付額ですけ

れども、これは１件当たり1,350円となっておりま

す。これは、北海道から権限移譲に基づいて交付さ

れる金額ともちろん同額であります。 

 それから、２点目の深川市が平成21年６月から旅

券申請交付及び交付に関する事務を受けまして、事

務事業を開始しておりますけれども、そのときの負

担経費についてであります。必要経費は、当時ＩＣ

旅券交付用窓口端末で50万4,000円、それから旅券

用写真カッターが７万1,000円、穴をあけて使用で
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きないようにする旧旅券用穿孔機３万7,000円、旅

費１万4,000円、あと需用費、役務費等で７万4,000

円、総額で70万円程度となっております。これはす

べて単費となっております。 

〇議長（長野 勉君） 田中昌幸議員。 

〇15番（田中昌幸君） 規約第３条でこの経費を負

担いただくとなっているのですけども、過去にイニ

シャルコストとしてかかっている部分の請求は今回

されないということで理解していいでしょうか。 

〇議長（長野 勉君） 瀬川市民福祉部長。 

〇市民福祉部長（瀬川 慎君） そのとおりであり

ます。 

〇議長（長野 勉君） 質疑を終わります。 

 本件は、社会民生常任委員会に付託します。 

                     

〇議長（長野 勉君） 日程第８ 議案第58号深川

市営住宅条例の一部を改正する条例についてを議題

とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 山下市長。 

〇市長（山下貴史君）〔登壇〕 議案第58号深川市

営住宅条例の一部を改正する条例について提案理由

を申し上げます。 

 本改正案は、本市の公営住宅ストック総合活用計

画に基づく、西町団地の建てかえ事業の第５年次目

の事業として、同団地の一部３棟12戸を用途廃止し、

耐火構造２階建て１棟、１ＬＤＫ１戸、２ＬＤＫ４

戸、３ＬＤＫ３戸、合計８戸を供用開始するため、

条例中の別表第１の一部を改めるとともに、あわせ

て条文中の字句の修正を行おうとするものでありま

す。 

 よろしくご審議の上、議決くださいますようお願

い申し上げます。 

〇議長（長野 勉君） これより質疑に入ります。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（長野 勉君） 質疑を終わります。 

 本件は、経済建設常任委員会に付託します。 

                     

〇議長（長野 勉君） 日程第９ 議案第59号平成

23年度深川市一般会計補正予算ないし議案第61号平

成23年度深川市病院事業会計補正予算の３件を議題

とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 初めに、議案第59号。 

 平山財政課長。 

〇財政課長（平山泰樹君）〔登壇〕 議案第59号平

成23年度深川市一般会計補正予算（第３号）につい

てご説明申し上げます。 

 第１条で歳入歳出にそれぞれ１億348万5,000円を

追加し、予算の総額を163億5,649万1,000円とする

ものであります。 

 第２条で債務負担行為の変更を、第３条で地方債

の追加及び変更を行おうとするものであります。 

 初めに、歳出予算についてご説明申し上げます。

10ページ議会費については、省略させていただきま

す。 

 12ページをお開きください。２款総務費、１項16

目情報化推進費4,612万2,000円の増額は、説明欄１、

総合行政システム管理運営自治体クラウド・モデル

団体支援事業は、本市が取り組む第４次総合行政シ

ステムの更新に当たり、自治体クラウドのモデル事

業に応募しておりましたが、このたび実施団体とし

て選定されたことを受けて、事業委託費及び使用料

に充てる費用を補正しようとするものであります。

なお、総合行政システムの更新に当たり、一般会計

のほか介護保険、国民健康保険、後期高齢者医療保

険の各特別会計の使用料の負担の低減については、

繰出金の財源振替のみを行い、それぞれの会計の歳

出予算の減額につきましては、別に行うこととして

おります。説明欄２、ブロードバンド拡大整備事業

電柱建てかえ等に係る光ケーブル移設等は、本市が

敷設した光ケーブルを添架している北電等の電柱の

移設等による経費及び道路整備等で移設の必要の生

じた電柱に係る経費を補正しようとするものであり

ます。 

 次に、14ページをお開きください。４項４目市議

会議員選挙費789万9,000円の減額は、６月12日執行

の市議会議員選挙の費用が確定したことから減額す

るもの、また次の５目農業委員会委員選挙費288万

9,000円の減額は７月10日執行の農業委員会委員選

挙が無投票となったことから、執行残を減額補正す

るものであります。 

 次に、16ページをごらんください。３款民生費、

１項２目障がい者福祉費490万8,000円の増額補正は、

平成22年度自立支援介護給付費等の確定により超過

になった交付金を返還するものであります。 

 同じく、１項３目老人福祉費500万円及び次のペ

ージの５項１目総合福祉センター費100万円の増額
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補正は、全体の事業は、地域支え合い体制づくり事

業でありますが、前の老人福祉費の補正は、生活介

護支援サポーターの要請とネットワークづくりを行

う事業並びに認知症の高齢者等を支える仕組みづく

りを行うなど、地域包括ケア体制基盤整備事業に取

り組むものであり、さらに後者は、高齢者・障がい

者等の支援団体の活動拠点である総合福祉センター

の備品整備に取り組むものであります。 

 16ページの介護保険及び20ページの国民健康保険、

さらに22ページの後期高齢者医療費は、先ほど申し

上げました総合行政システムにおける自治体クラウ

ド・モデル事業の採択により、減額後の各会計使用

料に係る一般会計からの繰出金を一般財源から特定

財源に振りかえるものであります。 

 ここで、22ページをごらんいただきたいと思いま

す。４款衛生費、１項２目予防費724万6,000円の減

額は、新型インフルエンザが昨年度において大きな

流行等の特別の事情が生じなかったことから、本年

３月31日をもって季節性インフルエンザ対策に移行

したことを受けまして、本市としてもワクチン接種

事業として取り組む事業を従来の季節性インフルエ

ンザ事業に戻すこととしたものであります。 

 次に、24ページをお開きください。６款農林水産

業費、１項１目農業委員会費17万8,000円の増額は、

農業者年金業務に必要な備品の整備を行うものであ

ります。 

 同じく、３目農業振興費5,287万8,000円の増額補

正は、拡大するエゾシカの食害に対して、納内及び

多度志地区において、国の鳥獣被害防止総合対策事

業により、エゾシカ侵入防止さくを総延長40キロメ

ートルにわたり設置しようとするものであります。 

 次の５目農業後継者対策費15万円の増額補正は、

農業後継者の研修事業等に支援するものであります

が、当初予算を超える申請があったことから増額し

ようとするものであります。 

 次に、26ページをお開きください。８款土木費、

２項２目道路維持費300万円の増額補正は、春先の

融雪及び７月の大雨による道路復旧等に多額の費用

を要し、また今後も事業執行に不足が生じることが

見込まれることによるものであります。 

 次に、28ページをお開きください。３項２目河川

維持費50万円の増額補正は、大雨により市の管理す

る河川に被害を生じ、復旧に要する費用を増額しよ

うとするものであります。 

 30ページをお開きください。４項２目街路事業費

の補正は、内示された社会資本整備総合交付金の減

額に際して、無利子貸付金を確保できるよう財源の

補正を行うものであります。 

 次に、32ページをごらんください。９款消防費、

１項１目消防費547万2,000円の増額補正は、東日本

大震災による消防団員の公務中の被災に対する補償

に当たり、消防団員等公務災害補償等責任共済等に

関する法律施行令が改正され、本年度に限り掛金が

引き上げられたことから、負担金の増額が必要にな

ったことによるものであります。なお、負担増につ

きましては、特別交付税により措置されることにな

っております。 

 次に、34ページをお開きください。11款災害復旧

費、２項１目土木施設災害復旧費150万円の増額は、

７月14日の豪雨による市道岩瀬農道線の被災箇所の

復旧を行うものであります。 

 戻りまして、４ページをお開きください。第２表、

債務負担行為補正についてご説明申し上げます。第

４次総合行政システムの更新に当たり、自治体クラ

ウド・モデル団体支援事業に採択されたことから、

限度額を変更しようとするものであります。 

 同じページの第３表、地方債補正について説明い

たします。地方債に新たに単独災害復旧債を追加し、

また地方道路等整備事業債及び地方道路整備臨時貸

付金を変更するもので、その結果、地方債の限度額

の合計を13億3,190万円としようとするものであり

ます。 

 次に、８ページをお開きください。歳入予算につ

きましては、国庫支出金、道支出金、市債などの特

定財源を充当するとともに、19款繰越金5,165万

9,000円により対応しようとするものであります。 

 以上、一般会計補正予算についてご説明申し上げ

ましたが、原案に賛同賜りますようよろしくお願い

申し上げます。 

〇議長（長野 勉君） 次に、議案第60号。 

 松浦建設水道部長。 

〇建設水道部長（松浦龍行君）〔登壇〕 議案第60

号平成23年度深川市水道事業会計補正予算（第１

号）についてご説明申し上げます。 

 今回の補正は、北海道が施工する大鳳川河川改修

事業に伴い、水道用地の一部を売却することにより

生じます特別損失の増でございます。 

 初めに、予算本文についてご説明申し上げます。
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第２条では、予算第３条に定めている水道事業費用

の特別損失に22万8,000円を増額するものでござい

ます。 

 ３ページをお開きください。収益的支出について

ご説明申し上げます。１款１項３目特別損失22万

8,000円の増額は、北海道の河川改修事業による河

川敷地拡幅に伴い、大鳳川水管橋用地の一部を北海

道へ売却する予定をしているためでございます。な

お、当該土地の帳簿価格は、土地の取得価格に用地

確定測量費及び水道拡張事業の事務費が計上されて

おりますことから、今回の売却額と34万2,000円の

差が生じたもので、そのうち国庫補助金11万3,000

円分は、資本剰余金を取り崩し、残りの22万9,000

円が固定資産売却損となり、予算に不足します22万

8,000円を増額補正するものでございます。 

 以上、水道事業会計にかかわる補正予算について

ご説明申し上げましたが、ご審議の上、原案にご賛

同賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

〇議長（長野 勉君） 次に、議案第61号。 

 川端市立病院事務部長。 

〇市立病院事務部長（川端政幸君）〔登壇〕 議案

第61号平成23年度深川市病院事業会計補正予算（第

１号）についてご説明申し上げます。 

 初めに、予算本文について申し上げます。第２条

では、平成23年度深川市病院事業会計予算第３条に

定めた収益的収入及び支出について、収入の予定額

を965万4,000円増額し、総額を43億9,450万8,000円

に、支出の予定額を785万4,000円増額し、総額を47

億4,414万8,000円に改めるものであります。 

 ３ページをお開き願います。収益的収入及び支出

の予算内容について申し上げます。 

 初めに、収入であります。１款２項５目その他医

業外収益640万5,000円の増額は、深川医師会からの

救急医療に係る交付金の額の確定によるものであり

ます。 

 ４項２目過年度損益修正益324万9,000円の増額は、

平成17年６月分から22年12月分までの間、業務用電

化厨房契約に係る電気料金に過払いがあったことか

ら、その返還によるものであります。 

 次に、支出であります。１款１項３目経費685万

4,000円の増額は、医療機器の老朽化などに伴う修

繕費の増によるものであります。 

 ２項４目助産師確保経費100万円の増額は、不足

している助産師の確保を図るため、助産師養成学校

等に在学しているものに、卒業後、助産師として深

川市立病院に勤務を志望する者に対し補助を行うた

めのものであります。 

 よろしくご審議の上、原案にご賛同賜りますよう

お願い申し上げます。 

〇議長（長野 勉君） これより質疑に入ります。 

 初めに、議案第59号一般会計歳出の質疑を行いま

す。 

 １款議会費は、既に議会運営委員会委員を通じて

ご理解いただいておりますので、２款総務費から質

疑を始めます。 

 ２款総務費。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（長野 勉君） 終わります。 

 ３款民生費。 

 楠議員。 

〇７番（楠理智子君） 16ページの３款２項３目老

人福祉費と、次のページの５項１目の中の総合福祉

センター費もかかわりがあるような説明がされてい

ましたので、まとめて質疑したいと思います。 

 まず、老人福祉費の中で地域包括ケアセンター基

盤整備事業の中身はどのようなものか少し具体的に

お伺いしたいのと、これは地域包括支援センターと

かかわりがあるのか、その辺もお伺いしたいと思い

ます。 

 あと、説明欄２の認知症ケア向上研修事業の中身、

この事業主体などもあわせてお伺いしたいと思いま

す。 

 次に、総合福祉センター施設管理費で、先ほどの

説明では備品の整備ということでしたが、今障がい

者支援の活動拠点を総合福祉センターに施設が移す

ということで改修されていると思うのですが、それ

の備品ということなのか、その内容もあわせてお伺

いいたします。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 瀬川市民福祉部長。 

〇市民福祉部長（瀬川 慎君） 今回私ども３事業

総額600万円に上る補正予算を計上させていだきま

した。若干これまでの経過も含めて楠議員の質疑に

お答えさせていただきたいと思います。 

 昨年、国が平成22年の補正予算の中で、円高・デ

フレ対策ということで、緊急総合経済対策をつくっ

ています。閣議決定が10月８日にされているのです

が、この中で地域での日常の支え合い活動を推進し
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ていく事業を盛り込みました。この中身というのは、

市町村だけではなくて、住民組織だとか、あるいは

ＮＰＯさらには社会福祉法人などを巻き込んで、協

働して地域にいる高齢者あるいは障がい者等の生活

を支えていこう、推進しようという事業であります。

これを具体化するために、国は平成23年度までの事

業として、具体的には都道府県に特例交付金を交付

し、手を挙げた市町村に対して100％の補助を出す

という制度であります。その補助金の名前は、地域

支え合い体制づくり事業補助金といいます。ご案内

のとおり私どもは、今平成24年度から26年度までの

３年間を計画期間とする高齢者福祉事業、介護保険

事業の計画の策定取りまとめを進めておりますけれ

ども、この計画をしっかりと円滑に進めていくため

には、市の地域包括ケアシステムをつくる必要があ

る。前段の基盤整備ということで、この補助金を活

用して実施したいということで、今回、道に申請し

ましたところ、８月４日に総額600万円の内示をい

ただきまして、今回この提案となったわけです。 

 お尋ねの事業は三つありまして、一つは地域包括

ケア体制基盤の整備事業というものでありまして、

高齢者などに生活あるいは介護を支援するサポータ

ー、あるいは市民成年後見人といった地域で支え合

う活動を行う担い手を要請するとともに、その要請

した人たちがネットワークを組んで、そして取り進

めていきたいという事業でありまして、この事業に

396万円を計上しております。それから、二つ目の

事業でありますが、これは認知症ケア向上研究事業

といいまして、認知症の医療・ケアに携わっている

関係する機関・団体の資質向上を目指し、そのこと

によって認知症を有している高齢者の方々の生活を

継続的に支援していくシステムをつくろうというこ

とで、この事業に104万円。さらにもう一つは、高

齢者、障がい者等支援団体がたくさんあるわけです

が、これら支援団体の活動がうまく回っていくよう

に、その拠点の整備をしたいということで考えてお

りまして、議員の今の質疑にもありましたとおりそ

の活動の拠点施設の改修工事を進めております。総

合福祉センター内に整備することで、各団体の活動

を活性化させ、さらには団体と団体の間の相互連携

も持たせながら、地域支え体制づくりを進めるとい

うもので、この事業に100万円、計600万円を今回提

案させていだきました。 

 なお、進め方についてですけれども、地域包括ケ

ア事業にかかわっては、社会福祉協議会に委託しま

して、関係する団体の間で運営委員会をつくりまし

て取り進めていこうと考えておりますし、認知症ケ

アの事業につきましては、深川医師会あるいは介護

支援専門員連絡協議会というのがございますので、

こういった関係団体との間で仮称でありますけれど

も認知症ケア向上研究会を起こしまして取り進めて

いきたいと考えています。 

 それからもう一つ、基盤整備につきましては、今、

総合福祉センターが改修されておりますが、この中

でボランティア室、交友スペースができますので、

この部分を利活用しまして必要な備品等を整備し、

進めていきたいと考えております。 

 それから、地域包括支援センターとのかかわりで

すが、当然今申しましように社会福祉協議会に委託

したりあるいはそういった団体を設立して進めてい

くのですけれども、当然地域包括支援センターのか

かわりは、私たちも支援していくという形になって

います。 

〇議長（長野 勉君） 終わります。 

 ４款衛生費。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（長野 勉君） 終わります。 

 ６款農林水産業費。 

 松沢議員。 

〇16番（松沢一昭君） ここで、鳥獣害防止対策事

業5,287万8,000円に関してお尋ねします。 

 非常に大きな事業で、総延長40キロという説明も

ございましたが、この電牧さくの管理は相当距離も

長いだけに大変だろうと思うのです。音江地域も既

に電牧さくが張られていて、その辺のノウハウは一

定程度できていると思うのですが、今後の電牧さく

の管理体制についてどのようになるのかお尋ねした

いと思います。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 藤田経済・地域振興部長。 

〇経済・地域振興部長（藤田正男君） お答え申し

上げます。 

 今回の事業につきましては、エゾシカによる農作

物被害を防止するため、北空知鳥獣害防止対策協議

会が事業主体となりまして、国の鳥獣被害防止総合

対策事業を活用し、納内、多度志地区に電牧さく総

延長約40キロメートルを整備するものでございます

が、生産者の高齢化などにより電牧さくの設置、撤
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去など維持管理に多大な労力を要するため、積雪に

も耐えられる支柱を使用するなど、冬期間に撤去を

要しない電牧さくを設置するものでございます。電

牧さくの維持管理につきましては、事業主体であり

ます北空知鳥獣害防止対策協議会が行うこととなり

まして、主な維持管理作業を申し上げれば、春先と

秋口の電牧さくの電線をきつめたり緩めたりする調

整、電圧の点検、ソーラーバッテリー及び注意喚起

のための安全看板の春先の設置と秋口の撤去と、ほ

かに漏電防止のための電線の下の草刈り、その他必

要に応じた設備の修繕などがございますが、これら

の維持管理につきましては、実質的には経費的な負

担を含めそれぞれ納内、多度志地区の受益者が行う

こととなります。 

〇議長（長野 勉君） 終わります。 

 ８款土木費。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（長野 勉君） 終わります。 

 ９款消防費。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（長野 勉君） 終わります。 

 11款災害復旧費。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（長野 勉君） 終わります。 

 次に、歳入、債務負担行為、地方債。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（長野 勉君） 終わります。 

 以上で一般会計補正予算を終わります。 

 次に、議案第60号水道事業会計。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（長野 勉君） 終わります。 

 次に、議案第61号病院事業会計。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（長野 勉君） 終わります。 

 質疑を終わります。 

 お諮りします。本件は、会議規則第36条第３項の

規定によって委員会付託を省略したいと思いますが、

異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（長野 勉君） 異議なしと認め、よって本

件は委員会付託を省略することに決定しました。 

 本件は討論の通告がありませんので、これより議

案第59号ないし議案第61号の３件を一括して採決し

ます。 

 本件は原案のとおり決定することに異議ありませ

んか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（長野 勉君） 異議なしと認め、よって議

案第59号ないし議案第61号は原案のとおり可決され

ました。 

                     

〇議長（長野 勉君） 日程第10 議案第62号深川

市教育委員会委員の任命についてを議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 山下市長。 

〇市長（山下貴史君）〔登壇〕 議案第62号深川市

教育委員会委員の任命について提案理由を申し上げ

ます。 

 深川市教育委員会委員であります轡田光章さんは、

本年９月24日をもってその任期が満了となりますが、

その後任の委員として同氏を再び任命することにつ

いて、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第

４条第１項の規定に基づき、議会の同意を求めよう

とするものであります。 

 轡田光章さんの生年月日及び住所につきましては、

記載のとおりでありますが、平成19年９月から教育

委員会委員としてその職務に専念しておられ、教育

行政の推進に貢献され、人格は高潔で識見豊かであ

り、教育委員として適任であると考えますので、よ

ろしくご同意くださいますようお願い申し上げます。 

〇議長（長野 勉君） これより質疑に入ります。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（長野 勉君） 質疑を終わります。 

 お諮りします。本件は、会議規則第36条第３項の

規定によって委員会付託を省略したいと思いますが、

異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（長野 勉君） 異議なしと認め、よって本

件は委員会付託を省略することに決定しました。 

 本件は討論の通告がありませんので、これより議

案第62号を採決します。 

 本件はこれに同意することに異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（長野 勉君） 異議なしと認め、よって議

案第62号は同意されました。 

                     

〇議長（長野 勉君） 日程第11 認定第１号平成

22年度深川市一般会計歳入歳出決算認定についてな
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いし認定第13号平成22年度深川市病院事業会計決算

認定についての13件を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 山下市長。 

〇市長（山下貴史君）〔登壇〕 認定第１号平成22

年度深川市一般会計歳入歳出決算認定についてない

し認定第13号平成22年度深川市病院事業会計決算認

定については、地方自治法第233条第３項の規定及

び地方公営企業法第30条第４項の規定に基づき、そ

れぞれ議会の認定を得ようとするものであります。 

 よろしくご審議の上、認定くださいますようお願

い申し上げます。 

〇議長（長野 勉君） これより一括質疑に入りま

す。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（長野 勉君） 質疑を終わります。 

 お諮りします。認定第１号ないし認定第13号の13

件については、６人の委員で構成する決算審査特別

委員会を設置し、これに付託して審査することにし

たいと思いますが、異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（長野 勉君） 異議なしと認め、よって認

定第１号ないし認定第13号の13件については、６人

の委員で構成する決算審査特別委員会を設置し、こ

れに付託して審査することに決定しました。 

 お諮りします。ただいま設置されました決算審査

特別委員会の委員の選任については、委員会条例第

８条第１項の規定によって、辻本議員、髙橋議員、

楠議員、田中裕章議員、東出議員、松沢議員の６人

を指名したいと思いますが、異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（長野 勉君） 異議なしと認め、よって決

算審査特別委員会の委員は、ただいま指名したとお

り選任することに決定しました。 

 暫時休憩します。 

 なお、決算審査特別委員会開催等のため、再開は

午後といたします。 

（午前１１時１９分 休 憩） 

                      

（午後 １時００分 再 開） 

〇議長（長野 勉君） 休憩前に引き続き開議しま

す。 

 事務局長から諸般の報告を申し上げます。 

〇議会事務局長（山岸弘明君） 先ほど決算審査特

別委員会が開催され、正副委員長互選の結果、委員

長に東出委員が、副委員長に松沢委員が当選されま

した。 

 以上で報告を終わります。 

                      

〇議長（長野 勉君） 日程第12 一般質問を行い

ます。 

 初めに、和田議員。 

〔和田議員、質問席へ〕 

〇８番（和田秀隆君） 最初に、今定例会一般質問

の１番くじを引き当てまして、やはりまだまだ緊張

は隠せませんが、この幸運に感謝して臨みたいと思

います。 

 30日に新しい首相が選任されて、早くも古い自民

党政治を進めるような流れがあります。我々日本共

産党は、政権交代に託した国民の願いを真っ向から

裏切る政策には大いに提言をしていくとともに、今

日までの被災者そっちのけの党略的政争は許せるも

のではありません。復興においても、国民生活を守

るべき政治を進めるために、市議会議員として勉強

していかなくてはとかみしめているところです。 

 そんな中、私はたびたび庁舎に足を運んでいます

が、幾度となく問題視してきた縦割り行政の弊害も

現政権が改善し得ていないことです。本市において

もその影響であろう不均衡が、市民生活に発生して

いるという事実があります。個々を確立させたほう

が前進する性格を持った政策はまた別として、市民

の安全と健康、福祉においては、横断的な配慮と情

報交換が必須です。市役所内の横断的な連携は目に

見えてきましたが、例えば消防や保健所などとの連

携は、一昨年から前進していないというのが私の正

直な第一印象で、またそれを裏づける案件が私のも

とに届いています。一言、市長の所信にある信頼さ

れる市役所づくりの障害になるであろうと述べさせ

ていただき、通告に従い一般質問を行います。 

 最初の質問は、市内公営住宅の灯油・ガス料金に

ついてです。もともと公営住宅は、各世帯の所得に

合わせた家賃設定など、国及び地方公共団体が協力

して健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備

し、これを住宅に困窮する低所得者に対して賃貸し、

国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを

目的としています。しかし、現在市内の公営住宅で

ガス・灯油の料金が高いという声が数多く出ていま

す。 
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 そこで、市内公営住宅の灯油・ガス基本料金など

の一般住宅との差について伺います。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 松浦建設水道部長。 

〇建設水道部長（松浦龍行君） 公営住宅のガス・

灯油料金についてお答えいたします。 

 初めに、市営住宅に供給している灯油につきまし

ては、入居者各自が任意に販売店を選択しておりま

すが、道営住宅につきましては、集中供給方式のた

め、市内各販売店が加入している深川石油協会加盟

業者の中から市が選定しているところでございます。

また、ガスの供給につきましては、市営住宅、道営

住宅ともに集中供給方式となっておりますことから、

市内各販売店が加入しているガス北空知分会深川会

の加盟業者の中から選定し、供給しているところで

ございます。ガス料金につきましては、灯油の料金

と違いまして基本料金の上に使用料が加算されてお

りますが、各販売店の料金システムの違いにより若

干の差が生じてきますが、大きな差はないと思って

おります。所管といたしましては、毎年ガス供給業

者の関係者の方々に集まっていただき、各販売店に

おける単価の動向、料金改定の時期などについて聞

き取りするなどして情報把握に努めているところで

ございます。 

 質問のガス料金及び灯油料金についてでございま

すが、同じ販売店が一般住宅と公営住宅に供給して

いる料金については、同一料金で供給している旨伺

っておりますので、料金の格差についてはないもの

と思っているところでございます。 

〇議長（長野 勉君） 和田議員。 

〇８番（和田秀隆君） これに関しては、定期的な

供給業者との協議など一般住宅との不均衡を生まな

いよう、日ごろからの所管の尽力は大いに評価した

い点です。前向きな答弁をいただいたと思いたいで

す。重ねて言いますが、せっかくいい仕事をされて

いる中でのことだと理解しています。今後に期待し

たいと思います。 

 それでは、次の質問に移ります。 

 ２番目の質問は、深川市の食の安全についてです。

つい先日、震災から半年近くたって、ようやく土壌

汚染の分布図が発表されました。皆さんももうおわ

かりのとおり、今になって情報を出しても時既に遅

しで、危険度は低くても公開さえしていれば被曝を

免れたという事例は今後ふえていくと思われます。

本当に無念でなりません。それ以外の言葉が見当た

りません。これ以上の人災は要らない、日本人のだ

れもがそう願っています。 

 一方、芦別市などで原発事故による汚染稲わらが

原因の汚染牛の流通が報じられたことは記憶に新し

く、これらは収束が宣言されましたが、市民の中で

疑念が広がっています。前回、私は空間放射線量に

触れましたが、放射性物質に端を発した汚染は、最

初は空気中から、そして土壌へ移行し水源へと進行

します。すべてが関連するわけです。そして、市民

の皆さんから私の耳に入るこの時点で、情報の錯綜

も予想にたやすいのは明白です。 

 深川市の基幹産業は農業です。農民連では民医連

と協力して測定器の導入を決定したと伺っています。

そこまではいかなくとも、芦別市などの事例を踏ま

えて、こうした事態の際の市の情報の発信について

伺います。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 山下市長。 

〇市長（山下貴史君） ただいまの汚染稲わら等に

関連して生じました牛肉の放射能汚染問題などにつ

いての質問にお答え申し上げたいと思います。 

 まず一般的に、いわゆる芦別市での事例を挙げら

れました。これは牛肉のケースでございましたが、

牛肉の生産、流通ということにつきましては他の食

品と同様でございまして、食品衛生法などに基づき、

生産、それから流通の各段階で厳正に食の安全性を

担保する仕組みがとられてございますので、通常は

流通の途中で、あるいは消費地などで特別の行政的

な検査ということは、必要とされていないというの

が一般的な状況でございます。しかしながら、今般、

原発事故に関連し、放射能汚染の牛肉の流通問題が

生じまして、これが全国的に大きな問題になりまし

たことから、道内で流通しておりました福島県産の

牛肉につきましては、北海道庁がその流通経路や食

品検査等の調査を行ったところでございます。その

結果は、既に公表されておりますように、暫定規制

値を超える牛肉は確認されなかったということでご

ざいます。念のための議論でございますが、一方で

今回牛肉汚染の原因となった汚染稲わらそのものの

流通の問題につきましては、こうした稲わらが北海

道内、あるいは例えば本市に搬入されて、肉牛に給

餌されていた可能性があるかどうかということが一

応問題になるわけでございますが、本市に関しまし
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ては、北海道の調査によりまして、そうした搬入実

態はないという報告を受けておりますし、またＪＡ

から同様の確認を得ておりますので、この点、本市

に関しては全く心配ないものであると認識している

ところでございます。 

 そういうことで、特段市として前面に出て調査す

るといった必要性については、今感じておりません

し、また市民の皆様への情報発信ということにつき

ましてもご指摘ありましたが、これも例えば北海道

のホームページにおいて、この実施調査の経緯であ

りますとか結果などが示されておりますので、これ

らをご確認いただくことで当面はよいのではないか

と考えているところでございます。ただ、こうした

ご指摘がありました食品の安全性の問題ということ

については、いずれにいたしましても、やはり細心

の注意、また対応を要する問題でありますので、本

市としても、今後とも道庁やその出先機関でありま

す保健所などとの連絡調整を密にし、十分な連携を

図るように努めまして、引き続き適宜適切な対応を

してまいりたいと考えております。 

〇議長（長野 勉君） 和田議員。 

〇８番（和田秀隆君） ただいまの答弁に対して、

一つだけ再質問いたします。 

 今後、細心の注意を払って各機関との連携を図る

というお答えをいただきましたので、例を挙げて申

しますが、深川市周辺の自治体では汚染牛問題を機

に、これだけをというのではなく、それを機に行政

と保健所が協力してホームページに保健所へのリン

クを設けるなど、疑問のある方が基礎的な知識を読

んで理解できるようにうまく誘導しています。一般

質問の前段にお話しした縦割り行政の弊害が、市民

の不安を増大させるのは見過しできないと認識した

上で、必要な改善を前向きに行うべきと考えますが、

そのことについて考えを伺います。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 山下市長。 

〇市長（山下貴史君） そういうことで、今後引き

続き密接な連携、連絡をとるということで努力して

まいります。今ご指摘があったリンクについては、

これは私も今うろ覚えではっきりしたことは言えま

せんが、市のホームページからも多分リンクが張ら

れていると思いますが、これは大事なことなので、

もしそれがまだできていないといった場合は、でき

るだけ速やかにそうしたリンクが張れるように検討

したいと思います。 

〇議長（長野 勉君） 和田議員。 

〇８番（和田秀隆君） リンクの話ですが、私は先

日確認しましたが、リンクは張られていないです。

ただ、前向きな答弁をいただきましたので、ぜひと

も前進に向けて動いていただきたいと思います。 

 それでは、次の質問に移ります。 

 ３番目の質問は、学校給食についてです。給食の

問題では、ことし２月、岩見沢の給食センターでつ

くった給食を食べた1,500人を超える児童生徒が食

中毒になるという重大な出来事を思い出します。子

供たちが楽しみにしている学校給食、深川市でも食

育が進んでいて、私たちが子供のころにはお目にか

かれなかったようなメニューで、しかもおいしい、

評判もよいと聞いています。しかし、どんなに今風

でどんなにおいしくても、当然安全が前提でなけれ

ばなりません。 

 そんな中、７月11日の一已小学校の給食で異臭・

食味問題が発生したと伺いました。異物混入など給

食問題は、第１回定例会を含めて取り上げられてい

る中で、またもやこうした事態なわけです。事は児

童の健康だけではなく、だれの心にも小学校時代の

給食というのは思い出として残るものです。そして

小学校というのは、情操教育の意味合いが色濃い現

場でもあります。７月11日の問題発生の経過と今後

の対応について伺います。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 沢田教育部長。 

〇教育部長（沢田敏幸君） ７月11日の小学校給食

の異臭・食味問題の経過と今後の対応についてお答

え申し上げます。 

 初めに、経過についてでありますが、７月11日の

米飯給食におきまして、一已小学校を初め４校の小

中学校から、ご飯がぬか臭いようなにおいがする、

あるいは食味がいつもと違うなどという内容の照会

が12時25分ごろ給食センターにあり、直ちに給食セ

ンター職員と米飯加工業者が連絡のありました一已

小学校などへ出向きました。ご飯のにおいや食味に

ついて確認したところ、においについては感じられ

ませんでしたが、食味については、職員室にありま

した教職員用のご飯と比較しますと、指摘のあった

児童生徒用のご飯の食味が劣っていたということで

ありました。このような確認作業を踏まえ、教育委

員会としましては、原因調査とご飯の安全性確認の
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ため、翌12日の米飯給食をパン給食に変更する一方、

ご飯のにおいなどの調査と今後の対応について検討

したところであります。この調査に当たりましては、

深川保健所の指導を受けることとし、11日のうちに

保健所による米飯加工業者への作業現場の状況確認

や炊飯工程の聞き取りなどの調査をしていただきま

したが、問題はありませんでした。翌12日には、11

日に使用した米を前日と同じ工程で炊飯し、でき上

がったご飯を教育長、私、給食センター所長以下職

員、そして保健所の職員で試食したところ、におい

については感じられませんでしたが、食味について

は、７月11日に使用した米のうち５月24日精米のご

飯が７月２日精米のご飯よりも若干食味が落ちる程

度で、特に問題はありませんでした。また、７月11

日に、米の納入業者に調査依頼した米の食味検査等

の結果が翌12日に届き、５月24日精米の米が、７月

２日精米の米より食味値が数値としても劣っている

という結果が出ました。このような調査結果から、

教育委員会として、今回の事象については、精米後

の米を夏の高温下で長い期間保管していたことが今

回の事態を発生させた原因であると判断し、また今

回の事象による健康への影響がなかったこと、深川

保健所の指導も参考にしながら、食味値の低下のな

い７月２日精米の米を使用し、14日から通常どおり

の米飯給食としたところであります。 

 次に、一連の調査後の対応についてでありますが、

炊飯業者に対しましては、精米後の米を長期間抱え

ることのないよう適正な在庫管理を行うとともに、

改めて衛生管理の徹底を指導したところであります。

今後とも児童生徒に安全で安心、おいしい給食の提

供に努めてまいる考えであります。 

〇議長（長野 勉君） 和田議員。 

〇８番（和田秀隆君） 再質問いたします。 

 給食センター、教育委員会及び保健所との素早い

対応と原因の特定に至るまでの動きは評価したいと

ころです。しかしながら、予防という点ではいささ

か疑問が残ります。これに関しては、２番目の質問

も同様の性格を持つと思っていますが、どうも問題

が起きなければ動かない体質がいつまでも払拭でき

ないでいると指摘せざるを得ません。今回は米飯業

者ということで、工場は２カ所、うち１カ所は食品

加工の経験がありますが、そもそも原材料の在庫管

理、製品のロット管理ができていない工場というの

は、工場または加工業者として機能しているとは言

えません。そして、原材料のスペシャリストが必ず

常駐しているものです。それができていないならば、

こちらの検査レベルを上げるのが普通です。 

 そこで一つお聞きしますが、給食センター、また

は保健所の抜き打ち検査等はどの程度の頻度で行わ

れているのか、答弁を求めます。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 沢田教育部長。 

〇教育部長（沢田敏幸君） 今回の事象につきまし

ては、今申し上げました米の納品後、夏場の高温状

態で長期間保管したことによって起きたという判断

でございまして、検査等については定期的に行って

いるわけですけれども、それについては定期的とい

うことでご理解いただきたいと思います。それから、

今回の事象を受けて米飯を提供している業者につき

ましては、先ほど申し上げましたけれども、長期間

保管しないようにということを徹底しておりまして、

現在精米工場から米が来るわけですけれども、現在

夏場については毎週米飯の加工工場に届くような対

応をしているところであります。今後につきまして

も、指導を徹底しながら安全で安心な給食を児童生

徒に届けてまいりたいと考えております。 

〇議長（長野 勉君） 和田議員。 

〇８番（和田秀隆君） 再々質問いたします。 

 私はどの程度の頻度で検査が行われているかとい

うことを聞いているわけですが、定期的では答えに

はなっていないのです。具体的に月に１度、半年に

１度、そういった形でお答えください。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 沢田教育部長。 

〇教育部長（沢田敏幸君） 加工工場への検査とい

うか点検でございますけれども、今申し上げられる

のは定期的ということでありまして、それでご理解

いただきたいと思います。 

（発言する者あり） 

 申しわけございません。補足させていただきます。 

 検査につきましては、給食が始まる前、定期的に

行っていますので、基本的には１学期、２学期、３

学期の始まる前に行っているところでございます。

なお、このようなことがございましたので、今後に

つきましては指導を徹底してまいりたいと考えてお

ります。 

〇議長（長野 勉君） 和田議員。 

〇８番（和田秀隆君） 全くもって残念です。答弁
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にも残念ですが、姿勢にも残念です。再々質問まで

いってしまったので納得がいきませんが、次に移り

ます。 

 ４番目の質問は、小学校公務補についてです。現

在、私は、各小学校を回って現場の生の声を聞いて

おります。スケジュールの関係でまだ途中ではあり

ますが、大変有意義なお話を伺っています。主に家

庭教育・学社融合推進事業を中心に、さまざまなお

話を聞き勉強させていただいているのは、私の中に、

核家庭化が進む中、地域のご老人と小さいお子さん

のつながりというのは非常に大切だという認識があ

るからです。 

 高齢者福祉と児童福祉、どちらかが強過ぎても弱

過ぎても地域は成り立ちません。福祉を切り捨てら

れて、元気がないお年寄りしかいない地域のお子さ

んが、元気にそして健全にというのは無理な話です。

残念ながら、この事業は平成23年度までとなってい

ますが、形を変えて継続していくというお話も聞い

ています。 

 そんな中で気になるお話がありました。学校公務

補さんの仕事が過密になってきているという声があ

ります。そこで、小学校公務補の勤務体制と所管が

把握している問題点があれば、その点についても詳

しくお答えください。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 沢田教育部長。 

〇教育部長（沢田敏幸君） 小学校公務補の勤務体

制の現状と問題点についてお答えいたします。 

 初めに、公務補の勤務体制についてでありますが、

市内小学校６校に各１人配置しております公務補は、

正職員１人、臨時職員５人となっており、いずれも

７時間45分の実稼動時間であります。勤務時間帯は、

各学校の実態に応じたものとなっており、出勤時刻

と退勤時刻は午前７時から午後４時30分までの間で

各校ごとに異なっておりますが、公務補の業務の現

状としましては、校舎内外の保守点検、施設整備及

び備品等の整理や修繕など主に学校の環境整備を行

うほか、校長や教頭の指示する業務を行っておりま

す。こうした恒常的な業務のほかに、夏場における

敷地内の草刈りや冬期間における校舎、玄関前の除

雪、そのほか学校行事における準備、後片づけなど、

その時期に応じた臨時的な業務を行っているところ

であります。このような公務補の勤務体制や業務内

容について、学校としてどのように受けとめている

かを確認しましたところ、学校としては、公務補は

学校の環境整備などの業務を行っているが、質問に

ありましたような過密にはなっていないというよう

な認識でありました。 

 次に、公務補の業務等の問題点についてでありま

すが、教育委員会としましても公務補の勤務の現状

につきましては、学校の考え方と同様で適当な業務

量であると認識しており、現時点におきまして、特

に公務補の勤務について問題があるとは考えており

ません。公務補の勤務につきましては、これまでも

校長による管理のもとで適切に対応してきたところ

でありますが、今後も勤務状況の把握とともに過度

の負担となることがないよう意を用いてまいりたい

と考えております。 

〇議長（長野 勉君） 和田議員。 

〇８番（和田秀隆君） 再質問いたします。 

 こういった話は、少しぐらい、そのくらいは、と

いう理由で学校内で抱え込んでしまい、そのしわ寄

せが児童にというケースが最も多いと思われます。

聞き取りもいいのですが、どうしても遠慮が出るで

しょうし、もちろん日報などが提出されていると思

いますので、安易に判断する前に作業量を確認する

のも有効だと思います。もちろんこれは小学校の中

だけで確認するのではなく、教育委員会の中でも逐

一確認するという方法がいいかと思いますが、これ

についてはどうですか。お答えください。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 沢田教育部長。 

〇教育部長（沢田敏幸君） お答えいたします。 

 今ほども申し上げましたけれども、現在のところ

教育委員会としては、問題点があるとは考えており

ません。先ほど申し上げましたとおり、今後におき

ましても勤務状況、日報も把握するとともに、過度

の負担とならないよう意を用いてまいりたいと思っ

ております。 

〇議長（長野 勉君） 和田議員。 

〇８番（和田秀隆君） 職場としての学校というの

は閉鎖社会になりがちです。そういう意味では答弁

に少し疑問が残りますが、またその都度お話を伺う

ということで次に移ります。 

 ５番目の質問は、住宅用火災警報器についてです。

６月１日の義務化からちょうど３カ月が過ぎたとこ

ろですが、調べてみると、いち早く設置助成を取り

入れた自治体は既に８割から９割の設置率というと
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ころが多く、中には、ことし中に全戸設置が見込ま

れるところもあります。多くは福祉助成で行ってい

て、近隣では秩父別町が代表的です。特徴的なこと

で言えば、力のある町内会は町内会単独で助成費を

捻出して取り組んでいるということですが、もちろ

ん、そんなことが可能な町内会はそうそうないので、

ごくごく少数です。 

 そこで、２点お尋ねします。 

 １点目は、深川市の現在の設置状況。 

 ２点目は、今後の対応についてお伺いします。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 坂本企画総務部長。 

〇企画総務部長（坂本光央君） 住宅用火災警報器

の設置についてお答えいたします。 

 住宅用火災警報器の設置につきましては、消防法

に基づく事業施策でございまして、現在、深川消防

署がその任に当たっているところでございます。本

年６月１日より、その設置が義務化されたところで

すけれども、新築住宅につきましては既に平成18年

６月１日から義務化されていて、既存住宅について

は５年間の経過措置があり、本年６月１日からとい

うことになったところでございます。そこで、８月

９日付で新聞報道がございました。その時点の推計

普及率でございますけれども、国が71.1％、北海道

が72.5％、本市は53.1％という状況にございました。

その後、深川消防署におきましては、普及率の向上

に向けた取り組みといたしまして、本年度の緊急雇

用創出推進事業を活用し、５月１日より臨時調査員

を雇用いたしまして、２人１組の３班体制を構築し、

火災警報器未設置の住宅の戸別訪問を行うなど、火

災警報器の設置推進に努めているということでござ

います。８月31日現在における本市の推計普及率に

ついては、74.2％になったということで本日連絡が

あったところでございます。 

 次に、今後の対応ということでございますけれど

も、深川消防署からは、これまで実施している臨時

調査員による戸別訪問につきましては、10月末まで

実施していくということでございまして、留守宅な

どに対しましては、本事業の重要性を記載した文書

を配布するということ、再度の訪問だとか訪問の時

間帯を工夫するといった対応を行っておりまして、

面談ができた場合には、改めてこの事業の意義、必

要性を丁寧に説明してきているということでござい

ます。今後におきましても、広報紙等を活用して周

知に努め、事業の推進を図っていくと伺っておりま

すので、市といたしましても可能な協力を続けてま

いりたいと考えております。 

〇議長（長野 勉君） 和田議員。 

〇８番（和田秀隆君） 今までで一番安心できる答

弁だったと受け取ります。この問題は、まず消防行

政で取り上げるべきということで今回はこれでまと

めますが、前年度と今年度、現在までの火災発生状

況を見ても、また同月比較を見ても設置による効果

は一目瞭然です。次回、状況、数字を見きわめて、

必要であれば福祉からの切り口で取り上げようと思

います。 

 それでは次にいきます。 

 最後の質問は、市立病院前のバス待合所について

です。市立病院前のバス待合所については、平成21

年度の予特から取り上げられていると記憶していま

す。バス路線会社の経営難が理由で実現化できない

と言われ続けて、２年半になろうとしているわけで、

答弁も言葉は違えど意味は毎回同じです。一方、市

では路線に対して毎年一定額の補助を行っています。

季節もはや中秋を迎えるところで、これから先は気

温も下がり、待合所に入れないさまざまな方が病院

玄関内でバスのアナウンスを求めるなど、本来、待

合所が適正に配置されていれば出るはずのない要望

が出てきます。これは、市立病院の正常運営にもか

かわってくる事態です。私は、この問題は考え方を

変える時期に来ていると強く感じます。 

 そこで、これまでの答弁と経過を踏まえて、現在

の待合室横の駐輪場を一部縮小して、プレハブなど

の簡易待合室を設置してはどうでしょうか。この提

案について伺います。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 坂本企画総務部長。 

〇企画総務部長（坂本光央君） 市立病院前バス待

合所についてお答えいたします。 

 市立病院前のバス待合所につきましては、市立病

院前が空知中央バスの発着の場となったときにバス

事業者が設置したものということで、これまでの議

会におきましても、待合施設が狭隘なためにという

ことでの増設等の質疑などをいただいているところ

でございます。待合所につきましては、バスを利用

される方々の利便性の向上に資するものということ

がございますので、市といたしましても、待合所の

利用実態などの現状を調査した上で、空知中央バス
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に待合所の増設を要請してきておりますけれども、

費用面や利用状況などから待合所の増設は困難とい

う回答を受けておりまして、今後においても増設に

ついては難しい状況にあると受けとめております。 

 そこで、調査ということでございますけれども、

平成20年10月から12月に調査を行いまして、市立病

院前のバス待合所の利用状況の結果を見てみますと、

現行の待合所において利用者を収容できない時間帯

というのが午後３時30分から４時ごろまでに限定さ

れている。これは、学生の皆さんの下校時間帯に集

中しているということが明らかになっていると思っ

ておりまして、他の時間帯については、比較的余裕

があるものと受けとめてございます。そこで、質問

では簡易待合所を増設してはというご提案をいただ

きましたけれども、前回の調査結果は若干年数も経

過しておりますので、いま一度そういった状況につ

いての変化がないかどうかということで待合所の利

用実態なども調べまして、市としてどのような対応

が可能なのか研究してまいりたいと考えているとこ

ろでございます。 

〇議長（長野 勉君） 和田議員。 

〇８番（和田秀隆君） 再質問いたします。 

 今の答弁ですが、時間帯によって人の入りが違う

からという感じのお答えでした。今回の提案は代替

案なのはもちろんですが、妥協案でもあります。こ

のまま冬になれば冬を３回越すということになりま

す。バス路線の利便性を損なうとともに、利用して

いる市民から目をそらしていると言わざるを得ませ

ん。当然、バス路線会社にも責はあると思われるの

で、少し酷かもしれませんが、路線の補助に充てて

いる財源を一部調整してでも改善を図るべきと考え

ます。いま一度、もう一歩、前向きな答弁をお願い

します。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 坂本企画総務部長。 

〇企画総務部長（坂本光央君） 再質問にお答え申

し上げます。 

 若干誤解を与えたかもしれませんが、私は対応が

不要であると申し上げたつもりはございません。限

られた時間かと思いますけれども、こういった形で

収容し切れない状況があるということを受けとめて

おりますので、前の調査から若干の年数も経ていま

すので、その解決に向けて利用実態を再度調査して

みたい。そして、議員の質問の中にございましたよ

うに、考え方を変える時期であるという話もござい

ましたので、そういった意味でバス事業者だとか公

共交通の取り扱いをする企画課、市立病院も巻き込

んで、どういったことが可能なのかということの検

討が必要だと考えているところでございます。 

〇議長（長野 勉君） 和田議員。 

〇８番（和田秀隆君） 大変残念な答弁です。時間

がたてば、調査をやり直す。時間が詰まっていれば、

バス路線会社に要請はしているが一向にうまくいか

ない、この繰り返しです。到底納得できるものでは

ないです。 

 例えば、プレハブなどで安価に抑える方法は幾ら

でもあるはずです。それでは、もう一度伺いますが、

２年半もの間、毎回同じ趣旨の答弁ですが、例えば

次回までに方針を示す、または横断的に各所管を交

え結論を見出すなど、この場ではっきりと指針を示

していただきたい。答弁願います。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 坂本企画総務部長。 

〇企画総務部長（坂本光央君） 答弁申し上げたい

と思います。 

 議員のご指摘と私どもの考え方は、そんなに差が

あるものだと思っておりませんので、いろいろなと

ころを巻き込んで、横の連携を持ってということで、

先ほど申し上げましたように、関係する市立病院も

協議の中に入っていただいて、これについての対応

策を考えたいということを申し上げているわけでご

ざいまして、可能な限り早期の結論が出るように努

めてまいりたいと考えます。 

〇議長（長野 勉君） 和田議員の一般質問を終わ

ります。 

 暫時休憩します。 

（午後 １時４５分 休 憩） 

                      

（午後 １時５８分 再 開） 

〇議長（長野 勉君） 休憩前に引き続き開議しま

す。 

 一般質問を続けます。 

 次に、楠議員。 

〔楠議員、質問席へ〕 

〇７番（楠 理智子君） 3.11の東日本大震災以来、

福島原発の事故の収束もままならず、復興も遅々と

して進んでいない中で、なでしこジャパンの女子ワ

ールドカップ優勝は、久しぶりの明るい感動を与え
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たと思います。恵まれない環境の中での粘り強い戦

いの成果であるとも感じました。 

 一方で、女性の地位向上についてですが、2011年

版の男女共同参画白書では、衆議院議員における女

性の割合は11.3％で、世界で見ると121位、企業に

おける役員の割合は1.2％などと報道されていたこ

とも思い出しました。 

 深川市においても、労働基本調査報告書の中で女

性の企業における管理職の割合は11.2％で、女性の

置かれている状況は、まだ厳しい状況にあると思い

ます。また、女性自身の意識の変革も求められてい

るのではないかと感じながら、通告に従い一般質問

を行います。 

 １点目は、労働基本調査についてです。深川市は、

２年ごとに労働基本調査を実施しており、今回、平

成19年度の調査と21年度の調査をもとにして質問し

ます。その内容を見てみますと、平成19年度より21

年のほうが働いている人の人数が相対的に減少して

いるのは、人口減少もありますが、雇用の場も減っ

ている現状のあらわれではないかと思います。また、

雇用労働者の季節・臨時・パートの占める割合が、

平成19年度と21年度ともに40.1％と相変わらず高い

割合を占めていると感じました。また、正規雇用の

男女の比率は、男性が約63％、女性が約37％と女性

の正規雇用が少なく、役職の女性が占める割合も低

い状況にあり、平成19年度より21年度のほうが、わ

ずかですがさらに後退しているように感じました。

賃金・給料も景気の後退を反映しているのかもしれ

ませんが、初任給も基本給も平成19年度より21年度

のほうが下がっている状況にあります。 

 賃金の男女格差は初任給から差がついていること

もありますが、勤続年数が短いことも反映して年数

を経るごとに賃金格差が広がっております。その差

は平成19年度より21年度のほうがさらに開いており

ます。労働条件全般については、有給休暇のある事

業所がふえており、各種手当で夏季手当、年末手当

などを支給している事業所が若干ふえていますが、

時間外手当を支給していないが約18％から20％にふ

えている状況もありました。 

 そこでお伺いいたします。 

 まず、１点目としまして、労働基本調査の活用に

ついてです。労働調査を実施していることは、調査

するだけでなく労働条件の改善をし、働きやすい条

件づくり、雇用改善のために行っていると思います

が、調査結果をどのように活用しているかお伺いい

たします。 

 ２点目としまして、サービス労働の改善について

です。調査の中で時間外手当を支給していないとい

う回答がありましたが、働いているのに支払ってい

ないということだと思います。このことに対しての

対応はどのように行っているのかお伺いいたします。 

 ３点目としまして、最低賃金の引き上げについて

です。最低賃金は守られていると思いますが、最低

賃金はあくまで企業が支払わなくてはならない最低

の金額であり、生活保護受給者の支給額よりも低い

額です。市としても企業に対して賃金の引き上げの

対応をしていくべきですし、国・道への要望もして

いくべきと考えますのでお伺いいたします。 

 ４点目としまして、女性が働き続けられる条件づ

くりについてです。その一つで、女性が子供を産ん

で育てながら働き続ける条件づくりとして、市の施

策として本年度より深川市育児休業取得支援助成金

制度が実施されていますが、この制度の利用状況を

お伺いいたします。 

 最後に、雇用されている側の調査についてです。

労働基本調査は企業に対しての調査ですが、雇用さ

れている人たちの調査も実施されており、本年２月

に報告書が出されていますが、今後とも継続して取

り組むことが必要と考えますのでお伺いいたします。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 藤田経済・地域振興部長。 

〇経済・地域振興部長（藤田正男君） 労働基本調

査につきまして５点にわたりお尋ねがございました

ので、順次お答え申し上げます。 

 労働基本調査は、市内の企業、事業所における従

業員の雇用実態を把握し今後の労働条件等の改善及

び労働力の確保、定着を図るため、賃金を初め労働

条件の調査を本市は２年に１度実施しているもので

ございまして、本年度が調査年度となってございま

す。 

 １点目の調査結果の活用についてでありますが、

市内の賃金や労働条件の実態をまとめた調査報告書

を、関係事業所や関係機関にお送りして実態をご認

識いただき、改善を要する内容につきまして、その

是正を促すとともに、本市独自の労働行政施策を検

討するための基礎資料として活用しているものであ

ります。質問にございました深川市育児休業取得支

援助成金制度は、この調査結果も参考に制度を創設
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したものでございます。 

 次に、２点目のサービス労働の改善についてであ

りますが、どのような指導、助言を行ったのかとの

質問でありますが、労働基本調査は申し上げました

ように、市内の労働環境の実態をまとめて関係事業

所にその結果をご認識いただき、自発的に必要な環

境改善に取り組んでいただくことを前提として調査

を行っておりますため、回答いただいた個々の事業

所に対しまして個別の指導や助言を行うといったこ

とはしてございません。報告書をお送りする際に、

労働環境の改善整備について特段のご配慮をいただ

くよう文書で要請しているものでございます。 

 次に、３点目の最低賃金の引き上げについてお答

え申し上げます。最低賃金につきましては、本年第

２回市議会定例会におきまして北海道地域最低賃金

の大幅な改善を求める意見書が可決されるなど、市

も極めて重要な課題と受けとめております。北海道

の最低賃金につきましては、10月６日から現在の

691円から14円引き上げられ705円とする北海道地方

最低賃金審議会の答申が出されておりますが、質問

のように依然として生活保護の給付水準額を下回っ

た状態にございます。市といたしましても、関係事

業所や関係機関に調査報告書を送付いたしまして、

必要な改善と法令遵守を促すとともに、今後、国や

道に対しまして低迷する地域経済活性化のための支

援要望とあわせまして、最低賃金引き上げにつきま

しても機会あるごとに要請してまいりたいと考えて

ございます。 

 次に、４点目の女性が働き続けられる条件づくり

として、深川市育児休業取得支援助成金制度の利用

状況についてのお尋ねでありますが、本年度より創

設いたしました本制度は、出産や育児を経ても職場

に復帰でき、仕事と家庭の両立を一層支援するため、

育児休業の取得を推進する事業者に対しまして25万

円を支給するという制度でございます。この利用状

況でありますが、４月からこれまでに４件のお問い

合わせをいただいており、このうち１件につきまし

て、12月に申請が予定されております。今後、市と

いたしましては、より多くの事業所にご利用いただ

けるよう働く女性の多い事業所へ文書を送付するな

ど、ＰＲの強化に努めていく考えであります。 

 質問の５点目、雇用されている側からの調査であ

ります労働者就労・生活実態調査についてお答えい

たします。この調査は、市内の企業・事業所に勤務

する労働者の就労状況や生活実態をアンケート形式

で調査し、今後の労働行政推進の基礎資料として本

年２月にまとめたもので、北海道緊急雇用創出事業

臨時特例基金を活用して調査を行ったものでござい

ます。この調査につきましては、労働基本調査では

見えない労働者の皆さんの就労や生活に対する生の

声もいただくなど、行政推進上大変有用な資料と認

識しておりますことから、今後可能な限り継続した

調査が行えるよう検討してまいりたいと考えている

ところでございます。 

〇議長（長野 勉君） 楠議員。 

〇７番（楠 理智子君） ２点、再質問します。 

 まず１点目として、サービス労働の改善等につい

てですが、個々の事業者に対する個別の指導や助言

を行っていないとの回答でしたが、労働者側でも調

査している調査をもとにするなど、やはり働く者に

とっては切実な問題でありますので、労働条件の改

善等について、より細かく改善に向けての取り組み

を市として行っていく必要があると思いますので、

再度お伺いいたします。 

 ２点目としまして、深川市育児休業取得支援制度

についてなのですが、現在のところ12月に申請が予

定されているということで、実際にはまだ１件も利

用されていないという状況にあると思います。せっ

かくある制度なのに、利用されていないのはなぜか、

利用しづらい条件などもあると思いますので、その

ようなところの把握はされているのかお伺いいたし

ます。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 藤田経済・地域振興部長。 

〇経済・地域振興部長（藤田正男君） ２点の再質

問をいただきましたので、順次お答え申し上げます。 

 初めに、従業員側としてとったアンケートはどの

ような対応をしていくのかということでございます

が、この労働者就労・生活実態調査につきましても、

使用者の皆さんに調査結果をお送りして、その実態

をご認識いただいているものでございまして、必要

な改善を促すことは労働基本調査と同じでございま

して、回答いただきました従業員の皆さんに報告書

をお送りする際に、労働にかかわる法律や制度の内

容と市や関係機関の相談窓口をまとめた冊子もあわ

せてお送りいたしまして、個別のご相談に応じる体

制をお知らせしているところでございます。そうし

たご相談をいただく中で、是正や指導の権限を有し
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ます労働基準監督署などと十分に連携を図りながら、

適切な対応に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、育児休業取得支援助成制度は、確かに現在

の段階では１件も申請が出てきていないという状況

でございます。本制度につきましては、本年４月か

らの施行に当たりまして、広報ふかがわやホームペ

ージなどのほか商工会議所の会報を通じまして制度

の周知に努めたところでございますが、なかなかそ

の原因といいましょうか、それぞれの事業所の事情

もあるため、分析は大変難しいものと考えてござい

ます。そういうことはありますが、まずは先ほどお

答え申し上げましたように、ＰＲのさらなる強化を

図りまして、今後より多くの事業所にご利用いただ

けるようしっかり周知していきたいと考えてござい

ます。 

〇議長（長野 勉君） 楠議員。 

〇７番（楠 理智子君） １点再々質問します。 

 労働者の実態のその後の改善についてであります。

質問しましたように、最低賃金が生活保護以下とい

う状況の中では、やはり労働条件を整備し、サービ

ス労働ではなく時間外手当もきちんと払われなけれ

ばならないわけですし、やはり雇用者側、働く側も

含めてきめ細かい対応ですとか、あと労働者に対し

ましては労働相談の窓口というのも丁寧に指導する

とか教えることも必要だと思いますので、再度お伺

いいたします。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 藤田経済・地域振興部長。 

〇経済・地域振興部長（藤田正男君） 議員の質問

のとおりだと思ってございますので、今後、雇用者

側また従業員の方につきましても、そういう制度の

周知も含めまして、しっかりと努めてまいりたいと

考えてございます。 

〇議長（長野 勉君） 楠議員。 

〇７番（楠 理智子君） 次の質問に移ります。 

 ２点目は、協働のまちづくりについてです。協働

のまちづくりとは、市民と行政が相互の理解と信頼

のもと目的を共有し、連携、協力して地域の恒久的

な問題の解決を目指すとありました。深川市におい

ても、協働のまちづくり推進協議会を設置して推進

しておりますが、市民にはまだまだ広く認識されて

いないように思います。地域の連携が希薄になって

おり、町内会活動も停滞ぎみで、また核家族化、高

齢化が進み、ひとり世帯がふえてきており、地域と

のかかわりも希薄になってきているのではと感じて

おります。そのような中にあっては、一層の地域活

動の連携強化が求められています。そのためにも、

市民と行政の協働のまちづくりの強化が必要である

と考えますのでお伺いいたします。 

 １点目として、高齢者対策についてですが、深川

市においても高齢化が進んでいる中では、高齢者対

策も協働のまちづくりの一つではと考えます。高齢

者に対する取り組みが行われている地域もあり、例

えばふれあいネットワークですとか高齢者への声か

けなど、さまざまな取り組みがされているようです

が、停滞している地域もあるようです。行政として

把握し、紹介し、推進していくのも一つの方法では

ないかと考えますのでお伺いいたします。 

 ２点目としまして、協働のまちづくり活動支援事

業についてです。深川市において、まちづくり活動

について助成金を出していますが、その取り組み状

況についてお伺いいたします。 

 最後に、深川市協働のまちづくり推進についてで

す。協働のまちづくりは、今後も継続して取り組ま

れていくと思いますが、深川市協働のまちづくり推

進市民協議会の取り組みと今後の方向性、深川市協

働のまちづくり推進庁内委員会の取り組みと推進市

民協議会の連携についてお伺いいたします。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 坂本企画総務部長。 

〇企画総務部長（坂本光央君） 協働のまちづくり

についての１点目、高齢者対策についてであります

けれども、本市では第四次深川市総合計画の中で、

市民とともに創る住みよいまち深川を未来像に定め、

市民と協働してつくる心ふれあうまちづくりを五つ

の基本的方向の一つとしているところでございます。

そうしたことから、市民との協働によるまちづくり

を推進していくための協議を行う場といたしまして、

平成18年７月に深川市協働のまちづくり推進市民協

議会を設置しておりまして、現在の協議会は昨年12

月に発足いたしました第３次の推進市民協議会とな

っているところでございます。第１次、第２次の推

進市民協議会では議員の質問にもありましたとおり、

小地域ネットワーク事業などの高齢者対策や環境美

化、防災訓練などについて深川、一已、納内、音江、

多度志の５地区での取り組み状況についての報告を

いただくなどし、取り組みやすい体制づくりなどに

ついて検討を重ねたところでございます。実施状況
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につきましては、それぞれの地域の状況によりまし

て多少異なりますけれども、いずれの地域におきま

しても、その地域の実情に対応したさまざまな取り

組みを行っていただいておりますので、おのおのの

地域の状況やノウハウが広く活用されるよう、市の

それぞれの所管においても適切に対応していく必要

があるものだと受けとめているところでございます。 

 次に、２点目の協働のまちづくり活動支援事業に

つきましては、町内会や市民活動団体が実施する地

域の課題の解決や地域の活性化に向けたまちづくり

活動を支援するために、１年目は対象経費の２分の

１以内、２年目以降は対象経費の３分の１以内とし

ておりますけれども、10万円を限度に３年間助成す

るという事業でございまして、平成23年度の予算額

は60万円となってございます。平成23年度の申請状

況でございますけれども、新規団体５団体、継続団

体１団体と計６団体の申請がございまして、おのお

の補助金の交付を決定したところでございます。新

規５団体の活動内容でございますけれども、福祉コ

ミュニティー推進事業が１団体、地域活性化事業が

２団体、環境美化事業が２団体となっており、申請

いただきましたその事業につきましては、推進市民

協議会から選出されました５人の選考委員によりま

して、協働のまちづくり活動事業選考部会というも

のをつくっております。ここでヒアリングを行って、

内容を審査し決定しているものでございます。今後

も、町内会や市民活動団体に積極的に活用いただけ

るように、事業のＰＲに努めてまいりたいと考えて

おります。 

 次に、３点目の今後の推進市民協議会の取り組み

と方向性並びに推進庁内委員会との連携ということ

でございます。第２次の推進市民協議会の検討結果

報告書が出されておりますけれども、この中で、ま

さしくそのことが記載されておりまして、行政と市

民が協働で取り組むことができる具体的な事業の拾

い出しなど、推進庁内委員会と市民協議会が連携し

て行うことなどで協働し、具体的に地域に反映させ

ていきたいと考えているところでございます。 

〇議長（長野 勉君） 楠議員。 

〇７番（楠 理智子君） 最後の質問に移りたいと

思います。 

 最後は、次世代育成支援対策についてです。深川

市において、次世代育成支援対策行動計画が策定さ

れており、次世代を担う子供を育てる親たちや子供

たちに対しての支援をしていくことは重要であり、

人口減少にも歯どめをかける、深川に住み続けよう

という気持ちにもつながると考えます。次世代育成

支援対策行動計画の取り組みとして、少子化対策、

児童福祉などの充実が掲げられている中で、保育所

の充実もその一つであると考えますのでお伺いいた

します。 

 １点目、保育所の定員についてです。深川市にお

いては、総体的には保育所の入所は定員規模程度の

入所と聞いております。一方で、３歳児未満の児童

は待機待ちの状況にあると聞いておりますので、現

在の入所状況についてお伺いいたします。また、現

在、社会的、経済的な事情により子供を預けて働か

なくてはいけない保護者も増加傾向にあると思いま

すので、待機者が発生しないよう保育所の定員拡大

について検討すべきと考えますのでお伺いいたしま

す。 

 ２点目としまして、子育て支援対策のＰＲについ

てです。本年８月号の広報紙の特集記事で、２人目

からの入所児童につきまして、保育料無料化の掲載

がされていました。市内向けだけではなく、市外に

向けてもこのような状況を伝えていくことが重要と

思います。深川市は子育て支援を充実させています

ということを発信すれば、移住に結びついてくるの

ではとも考えます。また、市内で子供を産み育てよ

うと考えている人たちにとっても、深川市は子育て

支援を充実させているというＰＲにもつながります

し、定住にもつながると考えますのでお伺いいたし

ます。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 山下市長。 

〇市長（山下貴史君） 次世代育成支援対策につい

て、２点お尋ねがありましたのでお答えしたいと思

います。 

 初めに、１点目の保育所の定員についてでござい

ますが、まず保育所の入所状況について、８月１日

現在の状況でお答え申し上げますと、公立、私立の

保育所と、それから法人立保育所を合わせて９園ご

ざいますが、その総定員は360人となっております。

この定員に対しまして、入所児童数は367人でござ

いまして、率にしますと101.7％と100％を若干超え

ているという状況でございます。次に、保育所への

入所を待つ、いわゆる待機児童の状況についてであ

りますが、これは国では待機児童解消のために国が
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定めております施設や設備、あるいは職員配置など

の国が定めた児童福祉施設最低基準を満たしている

場合は、地域の実情に応じて定員を超えた受け入れ

を認める、受け入れが可能だという指導になってい

るところでございます。本市の現状におきましては、

今申し上げた児童福祉施設最低基準を満たす保育士

の数が必要となるわけでありますが、保育士を随時

配置する、必要に応じてすぐふやすということはな

かなか容易ではございませんで、年齢の低い児童が

入所されるといった場合などは、保育士の配置がな

かなか難しいということから、希望する時期に希望

する保育所への入所ができない、かなわないという

ケースが数件生じております。こうして希望に添え

ない場合におきましては、保護者に対して、その時

点で入所可能な保育所の情報をお知らせするととも

に、一時的保育や子育てサポートなど、その他の子

育て支援サービスをご紹介したり、また当然であり

ますが、入所可能になった時点で速やかにご連絡を

差し上げるといった対応などに努めているところで

ございます。保育所の定員拡大についてでございま

すが、近年女性の就労機会の増大などから、保育所

利用のニーズは年々高まってきておりまして、その

証拠といいましょうか、それを受けて就学前の児童

の人口数は残念ながら減少いたしておりますが、そ

の減少率に比べまして、保育所を利用される児童の

数は、横ばいないし緩やかな減少傾向にとどまって

いる状況でございます。しかし、現状における学校

に上がる前の子供たちの人口や、あるいは出生数の

推移などから判断いたしますと、将来の総体的な保

育所の定員につきましては、拡大というよりは縮小

の方向での検討が必要であろうと考えているところ

でございます。しかしながら、今後保育所の総体定

数の減少といったことを考えていく場合にありまし

ても、就労などにより保育所の利用を希望される

方々が極力円滑に児童を入所させることができるよ

うに、最大限努めることは当然重要なことでありま

すので、特に増加傾向にあります低年齢児童の保育

所利用ニーズに当たりましては、各保育所における

その時点その時点の受け入れ可能状況を適時的確に

把握いたしまして、入所を希望される保護者への速

やかな情報提供に努めますとともに、仮に将来、保

育所を新築あるいは整備を行うという場合にありま

しては、そうしたニーズをよく見きわめまして、低

年齢児童の受け入れ枠が拡大されるような配慮を検

討してまいりたいと考えているところでございます。 

 それから２点目に、子育て支援のＰＲについてお

答えしたいと思いますが、議員もご指摘のように、

広報ふかがわ８月号に掲載してお知らせしておりま

すように、今年度から入所第２子の保育料の無料化、

それから乳幼児医療費の無料化範囲の拡大というこ

となど、本市独自の子育て支援策を充実させており

ます。これらの情報について、市の内外の方々によ

り広くお知らせするということは、議員ご指摘のよ

うに、確かに移住や定住の促進といったことに効果

があるものと考えますので、今後は移住定住の促進

といった観点からも効果的な子育て支援情報等のＰ

Ｒに努めてまいりたいと考えます。また、現在市内

で子育て中の市民の方々に対しましては、本市が、

子供を産み、また育てやすいまちづくりに本気で取

り組んでいる、そういった施策を進めているという

ことを再認識していただくとともに、より一層安心

して出産あるいは子育てをしていただけるように、

全庁的な子育て支援策を取りまとめたリーフレット

をつくっております。「子育てサポートｎａｖｉ」

という名前で作成しております小冊子でありますが、

この小冊子の作成、配布を行いますとともに、引き

続き広報ふかがわ、あるいは市のホームページを通

じまして、極力わかりやすく本市の子育て支援策の

周知、広報といったことにさらに努力してまいりた

いと考えております。 

〇議長（長野 勉君） 楠議員の一般質問を終わり

ます。 

                      

〇議長（長野 勉君） お諮りします。 

 本日の会議はこれで延会したいと思いますが、異

議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（長野 勉君） 質疑なしと認め、よって本

日は延会することに決定しました。 

 本日はこれで延会します。 

 なお、明日は午前10時から開議します。 

（午後 ２時３２分 延 会） 
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（午前１０時００分 開 議） 

〇議長（長野 勉君） これより本日の会議を開き

ます。 

                                        

〇議長（長野 勉君） 事務局長から諸般の報告を

申し上げます。 

〇議会事務局長（山岸弘明君） 第３回定例会２日

目の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

 以上で報告を終わります。 

                                        

〇議長（長野 勉君） 日程第１ 一般質問を行い

ます。 

 初めに、東出議員。 

〔東出議員、質問席へ〕 

〇12番（東出治通君） 「こったら議員要らんな」、

５月９日、臨時議会、提案された議案に起立賛成し

た議員に対し、傍聴席から聞き覚えのある声でそん

なやじが入りました。当然、その傍聴者からすると、

私も「こったら議員」の１人ということなのだと思

います。６月の改選で、「こったら議員」とやじら

れた私にも、多くの市民の皆さんの支援をいただき、

６度目の議席を与えていただき、再度、議会で活動

する場を与えていただきました。過激な言葉を発し、

だれかをバッシングすることで熱気をあおり、一部

の人のためではなく、真剣に深川のまちを思い活動

している市民や、物言わぬとも真摯に生活し、まち

づくりを託してくれている多くの市民の皆さんとと

もに、この議会でこれからも微力を尽くしていくこ

とを、まず申し上げておきたいと思います。 

 ３月の議会で、ニュージーランド地震、あるいは

鹿児島での噴火、これらの被災者の皆さんに、この

場からお見舞い申し上げました。今回、私にとって

は改選後初めての議会であります。私からも、3.11

東日本大震災の被害に遭われた多くの被災者の皆さ

ん方に、心からお見舞い申し上げます。とりわけ、

私の40年来の友人が町長を務める福島県の只見町、

１月には積雪が3.5メートルを超える豪雪被害、

3.11における大震災、加えて福島第一原発事故によ

る放射能汚染、さらに風評被害、７月下旬には１日

の間に650ミリを超える豪雨で再び全戸避難という、

なぐさめの言葉もない大災害の連続に遭われている

地域もございます。 

 深川市でもこの間、多くの市民がさまざまな形、

方法で、東北の被災地支援を行ってきています。こ

こにＴＦＡ、「TEAM FUKAGAWA～愛はここから～」

実行委員会の若者たちが、支援に協力していただい

た皆さんに送った礼状がございます。若干、紹介を

申し上げたいと思います。「ご協力くださった皆様

へ。７月10日に開催しました東日本大震災チャリテ

ィーイベント「TEAM FUKAGAWA～愛はここから～」

で集まりました収益金をもとに、岩手県山田町の復

興支援イベントに参加してまいりました。イベント

では、子供たち、お年寄りを初め、たくさんの方々

の笑顔をいただいてきました。しかしながら、被災

者の方たちが心から笑顔を取り戻すためには、長い

時間、支援が必要と感じたことも事実です。同じ日

本でこのような悲惨な災害があったことを忘れずに、

ＴＦＡはこれからも支援を続けていく考えです。ご

協力いただいた皆様に感謝申し上げるとともに、今

後もＴＦＡの活動を温かく見守っていただきますよ

うお願い申し上げます。収益金103万382円、支出、

水５万7,000円、メロン・スイカ48万9,000円何がし、

運賃・雑費・支援金40万9,000円何がし」というよ

うな形で礼状が送られております。深川市の中に、

自分たちで考え、みずから行動に移していくすばら

しい若者がいることを誇りに思いながら、被災地の

一日も早い復興を願い、通告に従い、一般質問に入

ります。 

 質問の１番目、選挙管理委員会に、６月に執行さ

れた選挙についてお伺いいたします。 

 まず、選挙公報についてであります。 

 有権者にとって、選挙の事前運動期間あるいは選

挙期間を通じて、候補者全員の政策に触れることが

できる唯一のものが選挙公報であります。よって、

私たち選挙に出る候補者にとって、選挙公報の写真

あるいは政策の内容については、とても気を使いな

がら作成するものの一つであります。配布されたそ

の日、私の選挙事務所で選挙公報が話題となり、候

補者何人かの顔写真が公報の折れ目ところに入って

いる、そういう話がございました。私自身、何とも

思わずに公報を見ていましたけれども、言われて改

めて見てみると、なるほど17人の候補者のうち４人

の候補の顔写真が、公報の折れ目のところに入って

おります。かつて地元新聞に議会の質問の記事が掲

載されたときに、ある議員の顔写真が２回続けて四

つ折りの真ん中に入っていた。意図的なものかどう

かはわかりませんけれども、記者の方に忠告した。

すると、その次の新聞の記事には、私の顔写真が四
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つ折りの真ん中に掲載されていた。極めて遺憾だ、

そんな思いもしたことがございます。新聞もそうで

すけれども、犯罪者ならともかく、顔写真が折れ目

に入ることは避けるというのが、極めて常識の範疇

であると考えます。意図的でないことは承知いたし

ております。しかし、今回の選挙公報について、配

慮に欠けていた部分があったのではないか。そうい

う意味で、選管の見解をまず求めておきたいと思い

ます。 

 ２点目、選挙の七つ道具と言われる事項について

お伺いいたします。 

 選挙運動の形態も、近年はさま変わりし、今回の

市議選でも、候補者によってその運動方法はさまざ

までありました。まず、選挙用車両、選挙用拡声機

について端的にお伺いいたします。自動二輪車ある

いは自転車も、交通法規上は車両であると認識して

おります。今回の選挙では、選挙用車両としての取

り扱いになっているのか。また、選挙用拡声機につ

いて、ハンドマイクの扱いはどうなっているのか、

公選法上の内容についてお伺いいたします。何回も

選挙に出馬させていただいていると、いろいろなこ

とに気がついてまいりますので、疑問に思うことを

率直にお聞きしたいと思います。まず、選挙用自動

車や拡声機を表示する木製のプレート表示、街頭演

説用の垂れ幕など、これらについてはもっと安い経

費で簡便なもの、例えば紙印刷にラミネートをかけ

て、選管の押印をして、そういう形の表示板でも十

分対応できると判断いたします。さらに、運動員の

腕章なども、市販のネームプレートに、名刺判の紙

に印刷、選管印を押印して、これを安全ピンでとめ

る。そういうものに変えていくことによって、経費

の削減につながっていく。何か規定があってああい

う形のものにされているのか、あるいは従前の踏襲

からああいう形のものになっているのか、見解をお

伺いしたいと思います。また、候補者はたすきをか

けます。選管から白いバラのリボンを贈っていただ

いていますけれども、私は１度もつけたことがござ

いません。明るい選挙のシンボルとして贈られてい

るようでございますけれども、この際、ああいうも

のもやめてはいかがでしょうか。選管の所見をお伺

いいたします。 

 ３点目、ポスターの掲示板についてであります。 

 現在、深川市で執行される選挙の際、108カ所に

選挙用ポスター掲示板を設置しております。何年か

前に数を減らしたということは、承知いたしており

ます。投票への意識啓発や候補者を知ってもらう上

で、一定の意味があるとは思いますけれども、経費

削減の観点から、もっと設置場所を限定し、極端か

もしれませんが、各投票所付近に設置するだけでも

よいのではないか。掲示板の設置数について、何ら

かの基準があるのか。このことについても選管の見

解を伺うものであります。 

 ４点目、最後に投票所の削減との投票率について

お伺いいたします。 

 昨年、音江地区で３カ所、多度志地区では２カ所、

投票所が削減・統合されました。経費上あるいは人

的配置の面からの削減提案であったと認識しており

ますし、地域町内会の理解を得て削減・統合という

ことでありましたので、議会でも議決された。私も、

質疑の上、やむなしということで賛成させていただ

きました。今回の選挙戦の中で、実際に投票所が削

減・統合された地域の皆さんの声を聞かせていただ

きました。少なからず不満を持っておられる方も多

い。特に、独居老人の世帯の方には、地元に投票所

がなくなってから選挙には行っていませんという方

が何人かおられました。医療難民あるいは買い物難

民という表現で、最近よく取りざたされますけれど

も、今回の選挙で選挙難民という状況が、この深川

の中に存在するということを痛切に感ずる一幕でも

ありました。各投票所での投票率を見ると、いずれ

も前回から５ポイント前後落ちている状況であり、

特に削減された地域の投票率が落ちているという状

況にはありませんけれども、影響はゼロではないと

判断させていただきます。投票率を少しでも上げる

ために最善を尽くす立場にある選挙管理委員会とし

て、このような実態をどのように受けとめておられ

るか。選挙難民をなくすために、具体的な対策をど

のように講じていくのか。選挙管理委員会の所見を

お伺いし、１番目の質問とさせていただきます。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 松田選挙管理委員会委員長。 

〇選挙管理委員会委員長（松田俊雄君） 東出議員

の質問にお答えする前に、６月12日投開票の市議会

議員選挙では、候補者の皆様には明るく正しい選挙

にご協力いただきましたこと、また市職員の皆様に

は、投開票に多大なるお力添えをいただきましたこ

とを、この場をかりて改めてお礼申し上げます。 

 それでは、順次、東出議員の質問にお答えしてま
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いりたいと思います。 

 初めに、選挙公報についてお答え申し上げます。 

 選挙公報は、深川市選挙公報発行条例に基づき、

候補者の氏名、写真、経歴、政見などを掲載し、選

挙ごとに１回発行しなければならないことになって

おります。選挙公報の体裁につきましては、その都

度、委員会が定めることとなっておりまして、市議

会議員選挙の場合は立候補予定者が多数となること

から、ブランケット判の大きさで２ページに、立候

補予定者の人数を勘案し、掲載枠を決めているとこ

ろでございます。掲載順につきましては、委員会で

くじによって決めさせていただいております。今回

の市議選では、18人分の枠をとりまして、空白に選

挙の啓発・周知等の記事を掲載し、選挙公報を作成

したところでございます。質問にございました、写

真が折り目にかかっていたことに関しましては、議

員がおっしゃるように配慮に欠けた部分もあったと

考えております。今後は、掲載枠の配置を変更する

などして、写真が折り目にかかることのないよう、

選挙公報の作成に配慮してまいりたいと思います。 

 次に、選挙の七つ道具についてでございます。 

 選挙運動用自動車の使用につきましては、公職選

挙法により一定の種類、構造のものしか使用できな

いこととなっており、大きく分けて３種類あります。

乗車定員が10人以下の乗用車、乗車定員が４人以上

10人以下の小型自動車、４輪駆動式の自動車で車両

重量２トン以下のものとなっております。質問にご

ざいました自動二輪車につきましては、用途が乗用

であれば、乗車定員10人以下の乗用車に含まれ、選

挙運動用自動車として使用することはできます。し

かしながら、原動機付自転車や自転車はこれらに該

当しないため、移動の手段としては使用できますが、

選挙運動用自動車としては、連呼行為や立て札、看

板、ポスターなどを取りつけて使用することはでき

ないこととなっております。選挙運動用拡声機の使

用につきましても、公職選挙法の規定により、候補

者１人につき１そろいの拡声機に限られております。

ハンドマイクも１台で１そろいとなるものでござい

ます。これらを使用するためには、選挙管理委員会

が交付する表示板を取りつけなければならないこと

となっております。選挙運動用自動車に取りつけて

使用するポスターや看板の類につきましても、数や

大きさに制限があることから、警察が行う設置外掲

載の許可にあわせ、選挙運動の期間前に選挙運動用

自動車の車両に係る事前審査を行っているところで

ございます。次に、選挙時の交付物件についてです

が、候補者の届け出時に交付する物件といたしまし

ては、選挙運動用自動車や拡声機の表示板、選挙運

動員腕章、乗車用腕章、街頭演説用標旗並びに白バ

ラリボンなどでございます。白バラ以外は、公職選

挙法に定められた交付物件で、その選挙を管理する

選挙管理委員会が交付することとなっております。

選挙経費の関係から、簡素なものを代用してはとの

ことでございますが、表示板は選挙期間中、表示し

ておくため、ある程度の耐久性が求められておりま

す。また、腕章につきましては、ネームプレートの

ようなものに変えての交付はできないこととなって

おります。こういった選挙用品につきましては、専

門に扱っている業者などからセットで購入すること

で、経費の節減を図っていると考えております。次

に、白バラリボンにつきましては、明るい選挙のシ

ンボルが白バラであるということで、本市が昭和40

年に明るく正しい選挙に関する宣言をしていること

から、選挙が公平かつ適正に行われ、有権者の意思

が正しく政治に反映されるようにということで、明

るい選挙の推進を願って、選挙管理委員長から直接

差し上げているものでございます。趣旨をご理解い

ただきますようお願い申し上げます。 

 次に、３点目の質問でございますポスター掲示板

についてお答えいたします。 

 ポスター掲示場の設置数は、公職選挙法施行令第

111条により、投票区ごとの選挙人名簿登録者数と、

その面積に応じて設置の基準が定められております。

現在、深川市が設置しているポスター掲示場の設置

数は108カ所ですが、基準から算出した数は134カ所

となります。特別な事情がある場合には、ポスター

掲示場の数を減少することができることから、投票

区の面積と有権者の分布の状況により、減少の協議

を北海道選挙管理委員会と事前に行った上で決定し

ているところでございます。ポスター掲示場は、立

候補者の周知や市民の選挙意識の高揚の役割にもつ

ながることから、基準数と比べて極端な減少は難し

いと考えております。地域の特性を考慮に入れなが

ら、適切な数となるように今後も努めてまいりたい

と思います。 

 最後に、投票所の削減と投票率についてお答えい

たします。 

 今回の市議会議員選挙の投票率は71.37％と、前
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回に比べ4.53％の減少となり、過去の市議会議員選

挙では最低の投票率となったところでございます。

平成22年に行った投票所の統合・削減の影響につい

ては、統合先の投票所の投票率を前回の市議選と比

較しますと、吉住・更進コミュニティセンターは

8.77％の低下、納内コミュニティセンターは5.29％

の低下、豊泉コミュニティセンターは6.44％の低下、

多度志コミュニティセンターは2.3％の増加となっ

ております。市全体では、17投票所のうち13投票所

で前回と比較して投票率が下がっていることから、

投票所の削減の影響がないとは申し上げませんが、

選挙に対する関心の度合い等、いろいろな要因が影

響しているのではないかと考えております。年代別

の投票率を見ますと、65歳から74歳までの投票率が

約85％と一番高く、若年層になるほど低くなってお

り、20歳代では約40％の投票率となっております。

投開票を誤りなくスムーズにとり行うということが、

選挙管理委員会の第一の務めであり、選挙のたびに

部長職から臨時職員の皆様まで、市職員の皆さんに

投開票作業をお願いしているところでございます。

また、４年前からは開票作業に一般市民の公募も行

い、選挙によっては人員配置に非常に苦慮している

ところでございます。投票率を上げることと、投票

所の統廃合をしたことは、矛盾することとは存じま

すが、これらのことをご理解いただきますようお願

い申し上げます。 

 選挙権は、住民が政治に参加する唯一の機会であ

り、また民主主義社会の基本となるものです。投票

率の向上を図るため、投票参加の呼びかけや周知が

重要であるという考えから、選挙管理委員会では機

会あるたびに、街頭啓発や期日前投票制度の周知、

また初めて有権者になった若者への投票参加の呼び

かけと啓発行動を、引き続き行ってまいりたいと思

います。 

〇議長（長野 勉君） 東出議員。 

〇12番（東出治通君） 選管の松田委員長から、丁

寧な答弁をいただきました。最後の部分で１点だけ、

再質問させていただきたいと思います。 

 私の質問そのものも、前段のいろいろな部分での

削減、そういうところから生み出した経費を、何と

か選挙難民を生み出さないような形の中の小規模投

票所の確保に向けていただければ、そんなことから

の前振り質問でございます。他の投票所はわかりま

せんけれども、私が音江公民館へ投票に行きますと、

地元立会人も含め８人あるいは９人の選挙にかかわ

る方たちがおられる。私は、本当に８人、９人必要

なのか。それは、先ほど委員長が言うように、誤り

があってはいかぬ、そういうこともあるのでしょう

けれども、それでは８人、９人いるところを５人あ

るいは６人にして、小規模のところを両方から２人

ずつ振り向けて、４人で一つの小規模投票所を確保

する。そういう知恵だとか手だて、さらにはほかの

ところで経費的な削減を続けて、そういうところに

振り向けていく。間違いがないのが一番大事だと選

管委員長はおっしゃられましたけれども、１人でも

投票に行っていただく、そのことに最大限努力する、

私はそっちのほうが、第一の選管の務めだと判断さ

せていただきます。ここの部分について、もう少し

踏み込んだ形で選管委員長の答弁を求めたいと思い

ます。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 松田選挙管理委員会委員長。 

〇選挙管理委員会委員長（松田俊雄君） 再質問に

お答え申し上げます。 

 投票所の関係でございますが、それぞれ有権者数

に応じて職員の配置等も考えてございます。しかし

ながら、最低限の人数というのはどうしても必要に

なってございます。今、東出議員から音江公民館の

例が挙がりましたけれども、こちらのほうで申し上

げますと、まず投票管理者が１人必要でございます。

それから、受付を行ったりする事務の職員が、最低

３人必要となってございます。そして一般の方、有

権者の方に立会人として２人の方が必要でございま

す。ですから、最低６人の方は、何人の有権者がい

ても必要となってくるところでございます。したが

いまして、あとはそれぞれの有権者の人数に合わせ

て、交代要員等も含めながら、今のところ、どちら

かといいますと本当にぎりぎりの線で職員の皆様に

お願いして、投票所の作業を行っているところでご

ざいます。その辺をひとつご理解いただきたいと思

います。 

〇議長（長野 勉君） 東出議員。 

〇12番（東出治通君） 例示で申し上げております

ので、さらなる投票所の確保、あるいは選挙難民を

出さない形での取り組み、前向きな形のものを期待

しながら、次の質問に移らせていただきたいと思い

ます。 

 次に、農業後継者と農地の移動について、３点お
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伺いいたします。 

 ３年前に農業後継者の動勢あるいは農地移動につ

いて、この場で取り上げさせていただきました。市

内843戸の農家のうち、４割強の約350戸がこの10年

間に高齢化などで離農するおそれがある、そして、

その農地2,800ヘクタールが流動する可能性がある

ことが３年前の答弁で明らかにされました。３年が

経過し、いよいよ農業者も団塊の世代が農業者年金

の受給年齢に達することから、この状況に一層拍車

がかかることが予測されてまいります。第６次深川

市農業振興計画の資料を見ますと、平成20年の年齢

別構成で、農業者の４人のうち３人が50歳以上、５

人に２人以上が60歳以上の年齢構成になっています。

一方、新規就農者は、Ｉターン、Ｕターン、新規学

卒者を合わせて、平成17年から21年まで５年間、年

間平均10人程度で推移しており、この５年間で54人

という数字になっております。就農者に関しては、

昨年あるいはことし、Ｉターン、Ｕターンが増加し

てきていると仄聞しております。直近の数字で、農

業者の高齢化の状況、後継者の状況について、まず

お伺いいたします。 

 ２点目、農地移動の状況についてお伺いいたしま

す。 

 前段申し上げたとおり、10年間で2,800ヘクター

ルという膨大な面積移動が３年前に予測されており

ます。昨年の農地移動は、売買件数で100件前後と

仄聞しておりますが、この３年間、農地売買の件数、

面積、金額はどうなっているのか。あるいは、賃貸

での農地移動の件数、面積、金額、それぞれどれぐ

らいになるのか。また、売買、賃貸を合わせて、こ

の３年間で移動したトータルの農地面積について伺

うものであります。また、前回の質疑で交換分合、

いわゆる所有権交換による農地集約事業による取り

組みなどが必要だと。そのことを踏まえ、先進地の

視察を行うという考え方が示されました。交換分合

の取り組み状況について、実態をお尋ねするもので

あります。 

 ３点目、最後の質問でございます。 

 先日、マイナリーの増設補正が提案されたときに、

質疑の中で、想定される離農農地を担い手にスムー

ズに移動させるためには、この種、施設の整備は不

可欠、そんな質疑もさせていただきました。このこ

と以外、まだまだ今後の農地移動には多くの課題、

解決が急がれる問題もあると思います。農業委員会

の認識、その対策について、農業委員会会長２期目

に向けた河合会長の答弁を求めたいと思います。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 河合農業委員会会長。 

〇農業委員会会長（河合義則君） 農業後継者と農

地移動について、３点にわたり質問をいただきまし

たので、順次お答えさせていただきます。 

 平成20年第２回定例会における東出議員の質問か

ら３年が経過していますので、当時の想定と比較し、

現在の状況について申し上げます。一つ目の農業者

の高齢化と後継者の状況についてですが、市内の農

家戸数は高齢化等による離農により平成20年の843

戸から、現在756戸となっており、３年間で87戸の

減少となっています。毎年、約30戸の方が離農して

おり、いまだ減少傾向が続いているのが現状であり

ます。年齢構成で申し上げますと、経営主が50歳以

上の世帯は577戸、また60歳以上の世帯は361戸で、

率にして50歳以上の世帯は76％、60歳以上の世帯は

48％となっております。前回、平成20年にお答えし

たときは、それぞれ70％と41％でしたから、高齢化

が一層進んだ状況となっております。現在、団塊の

世代が離農時代に突入しており、今後、数年間が高

齢化率のピーク時期と見ております。また、議員が

お示しのとおり、Ｉターン、Ｕターンがふえ、ここ

２年で20人程度が帰ってきていただいており、私ど

もにとって明るい話題でもありますが、さらに今後

に期待するものであります。 

 次に、農地移動の現況についてお答えいたします。 

 まず、賃貸借ですが、公社事業再設定を除いての

数字です。平成20年は56件、145ヘクタール、21年

は139件、361ヘクタール、22年は179件、493ヘクタ

ールとふえております。売買については、農業開発

公社からの買い戻しを除き、平成20年は82件、190

ヘクタール、６億4,000万円相当、21年は136件、

304ヘクタール、５億2,000万円相当、そして22年は

124件、299ヘクタール、５億3,000万円相当の流動

化を行っております。これら賃貸、売買を合わせた

流動化面積は、平成20年335ヘクタールが、21年に

は665ヘクタールに上昇し、過去最高を記録し、さ

らに22年は791ヘクタールと記録更新したところで、

前回2,800ヘクタールの流動化が予想されるとお答

えいたしましたが、21年、22年だけで1,400ヘクタ

ールを超える流動化を行っております。このことは、

平成20年の将来予想の情報が伝わった影響から早目
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に動き始め、離農時に一気に処分するのではなく、

事前に規模縮小を重ねている状況にあると思われま

す。また、交換分合についてですが、調査研究を行

い、現状耕作区分図等を作成し、地元の意向を伺っ

たところでありますが、長期の転作により、あぜの

ない田も混在しており、図面上では一見合理的なプ

ランであっても、現場では水田地帯ならではの困難

もあり、事業としての取り組みについては断念した

ところであります。ただ、その資料の各戸の耕作区

分図は、日常のあっせん業務に際し有効に活用して

おり、非常に便利であるゆえ、最新の区分図が欲し

いと要請されているところでもあります。 

 次に、離農農地を担い手へスムーズに引き継ぐた

め、委員会としての課題と対策についてでございま

すが、団塊の世代の離農は始まったばかりで、毎年

のように記録を更新するような流動化量があり、１

戸当たりの持ち分はふえていく中で、その農家の離

農によって発生する農地を一気に引き受けることが

できるケースはまれであり、周囲の農家が分け合っ

た形で受けざるを得ない現状であります。今後も離

農は続き、厳しい状況は継続するものと想定されま

すが、段階的に規模を縮小することになり、ピーク

時の農地の流動化を避けていただくことも必要です

し、受け手自体が効率のよい圃場にして規模拡大を

容易にするため、非農用地利活用促進事業も積極的

に活用していただくことを期待しております。さら

には、今後、今年度の新たな政策である規模拡大加

算について、売買も対象とするなどの支援策の拡充

を期待するものではありますが、いずれにしまして

も、今後とも各関係機関のご支援を賜りつつ、精い

っぱい流動化に努める所存であります。今後とも一

層の力添えをお願いいたすものです。 

〇議長（長野 勉君） 東出議員。 

〇12番（東出治通君） 次に、太陽光発電パネルに

ついて質問させていただきます。 

 3.11東日本大震災による福島第一原発事故の問題

で脱原発の機運が高まる中、原発の代替エネルギー

として、風力、地熱、太陽光、バイオマスなどの自

然エネルギーが注目されております。本議会でも、

3.11大震災以前あるいは震災後、バイオマスやメガ

ソーラーなどによる発電施設の誘致について、質疑

あるいは提言がなされてきております。 

 市は昨年、まちの顔とも言うべき道の駅ライスラ

ンドふかがわに、太陽光発電パネルを設置いたしま

した。私の町内会はわずか30戸足らずの町内でござ

いますけれども、昨年２軒の方が太陽光発電システ

ムを導入し、現在稼働中でございます。お話を聞く

と、まだ半年間のデータということながら、発電量

の自家消費分と売電の分が半々の状況だということ

でございます。国の補助があるようでございますが、

個人の初期投資の部分で見ると、10年から12年で初

期投資の回収が終わる。そして、維持管理に新たな

投資がなければ、その後は売電分が利益になるとい

う見通しとのことでございました。市内には、古い

もので30年ほど前に導入された太陽光パネルによる

発電システムが、まだ現存しているという話もお聞

きしております。 

 ４点についてお尋ねいたします。 

 １点目、深川市内における住宅用太陽光発電シス

テムの設置状況はどうなっているか。調査したもの

があればお示しいただきたい。 

 ２点目、道の駅ライスランドふかがわにおける発

電の状況、ここも供用が開始されてからまだ半年、

そんな時間の経過ですから、半年間の数字的データ

について、当初計画に比べてその状況がどうなって

いるか、明らかにできるものがあればお示しいただ

きたいと思います。 

 ３点目、太陽光発電パネルを他の公共施設に導入

する考えはないか。道の駅のデータなど、まだ情報

の収集が必要と考えますけれども、市内には敷地に

余裕があり設置可能な公共施設も多く、今のポスト

原発、電力環境を考えると、十分に検討の余地があ

ると判断いたします。このことに対する見解を求め

ておきます。 

 ４点目、システム導入時における国の補助制度の

内容についてと市の補助制度の創設についてであり

ます。 

 原発事故の影響で、本年度における全国の住宅用

太陽光発電システムに対する国の補助制度の申請件

数は、７月末現在で７万7,537件、対前年比1.5倍と

大きく増加いたしております。また、道内において

も、発電システム導入時に支援制度を創設している

自治体も少なくはなく、この自治体数も増加傾向に

あります。システム導入時の投資金額は、かなり高

額なものとなっており、国の補助制度に加えて市の

支援制度の創設を求める市民の声も出てきています。

国の補助制度の概要と市の支援制度の創設について、

所見を伺います。 
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 以上４点について答弁を求めます。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 坂本企画総務部長。 

〇企画総務部長（坂本光央君） 太陽光発電パネル

についてお答えいたします。 

 まず、１点目の市内における戸別太陽光発電パネ

ルの設置状況につきましては、再生可能エネルギー

等への関心の高まりなどから、市内の個人住宅など

におきまして、太陽光発電パネルが設置されている

状況が散見されるようになってきておりますけれど

も、既存住宅を改修して太陽光発電パネルを設置す

る場合、確認申請の届け出が必要ないこと、また設

置に係る国の補助を受ける場合にも、市を介さずに

直接申請となることから、現在、市内にどの程度、

太陽光発電パネルが設置されているかは、把握が困

難な状況にあるということでございます。 

 次に、２点目の道の駅ライスランドふかがわに設

置しております太陽光発電パネルによる発電状況に

ついてであります。 

 道の駅の太陽光発電システムにつきましては、北

海道グリーンニューディール基金補助金を活用して

整備したものということでございまして、温室効果

ガスの排出量削減と道の駅の電力使用量の約５％を

賄うことを目標に、太陽光パネル52枚を設置し、年

間約１万キロワットアワーの発電量を想定していた

ところでございます。稼働を開始いたしました昨年

12月から本年７月まで、８カ月間の状況でございま

すけれども、施設の総電力使用量の合計が14万

1,286キロワットアワーであるのに対しまして、太

陽光パネルによる発電量が7,450キロワットアワー

ということになっておりまして、総電力使用量の

5.27％を賄っている。金額にいたしますと、約13万

円の節減になっているということでございます。 

 次に、３点目の他の公共施設への設置の考えとい

うことでございますけれども、ただいま申し上げま

したように、道の駅での発電システムが稼働して、

まだ１年たっていないということもございますので、

今後も発電量等のデータの収集・分析を行いまして、

太陽光発電の導入に係る費用対効果でありますとか、

有効性などについて研究するということ。さらに、

太陽光発電の余剰電力買取制度というのがございま

すけれども、今後の導入状況やパネル価格の動向を

踏まえつつ、買い取り価格を引き下げるということ

が示されるというようなこともございますので、太

陽光発電システムの低廉化動向も見ながら、これら

さまざまな動向を注視し、他施設での設置の可能性

について研究してまいりたいと思っております。 

 ４点目の国による補助、それから市の助成の考え

ということでございますけれども、国におきまして

は住宅用太陽光発電を導入する際、公称最大出力が

10キロワット未満で、１キロワット当たりのシステ

ム価格が60万円以下であることを条件にいたしまし

て、本年度は１キロワット当たり４万8,000円を補

助する制度になっておりまして、例えば４キロワッ

トの太陽光発電システムを導入した場合には、19万

2,000円が補助されるということになるものでござ

います。市の支援制度の創設ということでございま

すけれども、システムの性能が急速に進んでいる状

況でありますとか、設備の低廉化、それから先ほど

申し上げましたように、太陽光発電の余剰電力買取

制度における買い取り価格の動向、こういったこと

も含めまして、いましばらくそれらの状況、推移を

見きわめる必要があるものと考えております。また、

道内の他市町村の状況でございますけれども、道内

179市町村中54の市町村、約30％になりますけれど

も、助成制度を設けているということもございまし

て、今後、北海道の動きですとか、本市と同じよう

な自然環境にある市町村などの状況も注視しながら、

検討してまいりたいと考えております。 

〇議長（長野 勉君） 東出議員。 

〇12番（東出治通君） それでは、次の質問に移ら

せていただきます。 

 スポーツ振興について、２点お伺いいたします。 

 １点目は、各種スポーツ大会への助成についてで

あります。 

 深川市がスポーツ都市宣言をしていることは、多

くの市民の知るところであります。しかし、陸上長

距離のスポーツ合宿に取り組んでいること以外、特

にスポーツ振興に力を入れているという感は、私は

ありません。私は、これまでも例示としてバドミン

トンの全道学生新人戦を挙げて、議会で何回も各種

スポーツ大会への助成について質疑を繰り返させて

いただいています。経済効果、あるいは市民スポー

ツのレベルアップ、深川市の認知度の向上、スポー

ツ合宿と同等以上の効果が期待できると考えている

ものであります。例として、何回も申し上げていま

すけれども、このバドミントン大会は、全道から男

女それぞれ20を超える大学の学生が、市内に５日間、
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宿泊滞在して開催される。加えて、地元の小中学生

に技術指導の講習会も開催していただいている。そ

れが現況であります。ある意味、20を超える大学が

一度に深川に来て合宿している、そう考えればスポ

ーツ合宿とどこがどう違うのか。スポーツ合宿と称

して訪れる大学あるいは企業は送迎等々優遇され、

市内各所には歓迎の看板が立てられる。あるいは、

お店には歓迎のポスターが張り出される。私は、こ

れはこれで当然のことだと思いますけれども、一方、

10年以上にわたり大会開催を続け、その評価も十分

にされず、財政健全化の名のもとにわずかな助成金

も打ち切られてしまったことについて、スポーツ宣

言都市をしている深川において、どのような認識を

持っておられるのか。各種スポーツ大会の積極的招

致・助成について、納得のいく、かつ、明快な答弁

を求めておきます。 

 ２点目、市内から全国大会へ出場する選手への助

成について伺います。 

 これまで、クラーク高校生やその卒業生のオリン

ピック出場、あるいは深川西高のバドミントン部の

高校総体出場、それらのときに懸垂幕の掲示につい

て提言を都度行ってまいりました。一方で、先日、

議員による施設調査の折に、深川中学校を訪れまし

た。深川中学校では、サッカーあるいはバドミント

ンなどスポーツ系の３部活が、来年から部員募集を

取りやめるという話を聞いてまいりました。子供た

ちがスポーツに親しむ機会がどんどん狭まる、ある

いは奪われる、そういう状況があるような気がして

なりません。加えて、またバドミントンの話で恐縮

でございますけれども、全国大会出場を決めた深川

中学校の２年生が市長を表敬訪問すると聞いており

ますし、小学生でもこの後の全国大会に出場を決め

ている子供もおられます。小中学生が個人で全国大

会に出場するとき、保護者の経済的負担は大変大き

なものになります。学校以外の活動、少年団やクラ

ブに所属している選手が大きな大会に出場するとき、

自身の経費はもちろん、同行するボランティアで指

導していただいている指導者の経費を保護者が持つ。

これに、保護者たちも応援に同行する。開催地によ

りますけれども、軽く50万円を超える出費となるの

であります。現在、市からの助成額は、全道大会に

3,000円、全国大会に5,000円となっていますが、い

かにも少額だという気がいたします。北海道の中で

も、すぐれた数人の選手しか全国大会に出場できな

い。本当に限られた子供、そんな子供が深川から全

国に向けて大会に参加していく。せめて万単位、万

単位といっても１万円から９万円になりますけれど

も、せめて万単位の支援ができないのか。教育委員

会の見解を求めておきたいと思います。 

 以上２点、答弁いただきたいと思います。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 沢田教育部長。 

〇教育部長（沢田敏幸君） スポーツ振興について

の１点目、各種スポーツ大会への助成についてお答

えいたします。 

 教育委員会では、スポーツに親しみ、心身が健康

で、明るく心豊かになるスポーツ活動を推進し、ス

ポーツを通じたまちづくり、生涯スポーツ社会の実

現を目標に、スポーツ振興を推進しております。全

国・全道大会等のレベルの高い競技会が本市で開催

されますことは、本市のスポーツ振興や市民のスポ

ーツのレベルアップとともに、選手を初め多くの

方々が本市に来られ、宿泊など市内における経済効

果もあるものと認識しております。質問で触れられ

ておりましたように、全国・全道規模のスポーツ大

会の運営費の一部として助成しておりました制度を、

平成21年３月末で廃止したところでありますので、

大会への助成ということではなく、さまざまな角度

からどのような支援が考えられるのか、真剣に検討

してまいりたいと考えております。 

 次に、２点目の全国大会出場への支援についてで

ありますが、本市のスポーツ振興に寄与する全国・

全道大会等に出場される場合、深川市スポーツ振興

事業派遣助成要綱に基づき、全国・全道大会に出場

する団体及び個人の選手の方々に、全国大会は１人

5,000円、全道大会は１人3,000円の派遣助成を行っ

ております。この制度は、平成20年４月に助成額な

どの見直しを行い、今申し上げました助成額として

おりますが、議員ご指摘のように、この助成額は、

特に全国大会出場への支援として決して多い額では

ありませんので、この助成金額が適当な助成の金額

なのか、近隣市町などの実態も把握しながら検討し

てまいりたいと考えております。 

〇議長（長野 勉君） 東出議員。 

〇12番（東出治通君） 再質問させていただきたい

と思います。 

 まず、前段の各種大会への助成ということで、真

剣に検討するという答弁をいただきました。これま
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でも申し上げたとおり、何回もこのことについては

触れさせていただいてきている。都度、検討すると

いう答弁をいただいていたような気もしますけれど

も、今回は真剣に検討するということですから、真

剣に検討されるのでしょう。それではそれ以前はど

うだったのかという話にもなりますけれども、ぜひ

しっかり、本当に真剣に検討いただきたい。 

 再質問の要旨は、先ほど申し上げた質問の中で、

スポーツ合宿と、あえて例示で申し上げているバド

ミントンの５日間滞在して開催される大会に来られ

る大学生たち、その差は何なのですか。この見解だ

け、教育委員会の見解を教えてください。 

 それから、大会に出場する子供たちに対する助成

についても、検討いただくというお話でしたけれど

も、近隣町の状況を調べてなどといったって、そん

なものはすぐ調べられるでしょう。そういうものは

答弁に、私はならないと思う。そんなもの、電話一

本で、「うちはこうこうこういうふうにやっていま

す」と、すぐ聞いたらわかる話でしょう。もう一歩

の答弁を期待したいと思います。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 沢田教育部長。 

〇教育部長（沢田敏幸君） 再質問にお答え申し上

げます。 

 １点目のスポーツ合宿と例示されましたバドミン

トン大会との差ということでございます。教育委員

会としましては、スポーツの振興、それから地域経

済に対する点でスポーツ合宿を行っているところで

ございまして、先ほども申し上げましたけれども、

いろいろな全国大会で多くの選手、ご家族、それか

ら応援される方が訪れられ、そして宿泊されるとい

うような点を考えますと、スポーツ合宿との大きな

差はないものと考えております。それで、支援のこ

とでございますけれども、先ほど申し上げましたよ

うに、多くのスポーツ大会が本市で開催されること

を望んでおりますので、私ども教育委員会といたし

ましても、その対応についてあらゆる角度からの検

討を重ねていきたいと思っております。 

 それから、２点目の助成の関係でございます。近

隣市町の把握ということでございますけれども、私

どもとしましても、先ほど申し上げましたとおり、

この金額については、せんべつ的なものというよう

な感じがしてございますので、よくその点を考えま

して、より本市のスポーツの振興が図られるよう検

討を重ねてまいりたいと思っております。 

〇議長（長野 勉君） 東出議員。 

〇12番（東出治通君） それでは、最後の質問に入

らせていただきます。 

 駅周辺整備についてお伺いいたします。 

 ８月１日の人事異動で、地域振興課に新たに課長

補佐職が２人配置され、課長補佐が３人の体制にな

りました。人事は市長の専権事項ですから、このこ

とに異議を申し上げるつもりはございませんけれど

も、当然その背景、何か考えがあっての人的配置と

推察いたします。仄聞するところによると、駅西側

の開発これありということのようでございます。こ

ういう人的配置が現実に行われるということは、駅

西に関して具体的な何らかの動きがあったものと私

は推察いたします。 

 そうであるならば、議会あるいは市民と情報を共

有する意味でも、その内容を開示していくのが本旨

であると思います。課長補佐職３人体制の意図する

ところと駅西開発の内容についてお聞かせいただき

たいと思います。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 山下市長。 

〇市長（山下貴史君） ただいまの質問にお答え申

し上げたいと思います。 

 それで、前段としまして、ＪＲ深川駅周辺の整備

状況から答弁させていただきますが、ご承知のよう

に駅前通り、それから駅東側の深川商工会議所など

がある一角、さらに駅北地区は今、整備がほとんど

終わりかけておりますが、区画整理を進めてまいり

ました。このように、駅前とか駅東あるいは駅北に

ついては、整備が一定程度進んでまいりましたけれ

ども、駅の西側地区につきましては、整備がほとん

ど進んでいない状況にあります。この駅西側地区に

は、ご承知のように未利用の広い民有地が存在いた

しております。この土地は、平成２年に国鉄清算事

業団が公売にかけました折に、本市の外に本社があ

る某会社がこれを取得いたしまして、以来20年間余

りほとんど手つかずのまま、今日に至っているとい

う現状がございます。この民有地につきましては、

平成22年第１回定例議会におきまして、山田前議員

から、駅西地区の土地開発、土地活用の今後の取り

組みの考え方についてという質問をいただきました

際に、実は当該民有地の売却ということで価格も示

されていたわけでありますが、この価格が大変高額
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ということでございまして、当然、財政事情などか

ら、本市がこれを仮にでも取得して活用するといっ

た状況にはならないということを申し上げた上で、

この駅西地区につきましては、この地区の中に市営

駐車場でありますとか、深川地方卸売市場などが存

在している地区でもありますので、今後のまちづく

りの施策を進めていく、あるいは考えていく上で大

変重要なエリアに位置している、そういう認識を持

っているということを申し上げ、今後しかるべき段

階あるいは時期に、このエリアをどのように整備・

発展させていくということが望ましいのか、そのあ

たりについて大きなグランドデザインといったもの

を検討してみたいという趣旨のお答えを申し上げた

ことがございます。 

 こうした経過を踏まえまして、市としましては、

この深川駅周辺の活性化及び土地の利活用について

検討を行うということで、昨年11月に深川駅周辺活

性化検討委員会を設置したところでございます。こ

の検討委員会は、学識経験者及び関係団体から推薦

のあった方、そして行政側からは副市長を初め関係

部課長など合わせた18人のメンバーに、専門的な知

見を持ったアドバイザー１人、合計19人で構成いた

しまして、昨年12月からことし７月までの間に５回

会議を開催いたしまして、所要の検討を進めてきた

ところでございます。 

 それで、この検討委員会で、本市の人口推計であ

りますとか公示地価の価格の推移、それから土地の

利用状況などについて調査・検討、さまざま議論を

行いました結果、今般、この委員会として、いわゆ

る駅西地区において、一つは高まる少子高齢化の高

齢化率と、それから多様化する高齢者の生活態様に

対応できる住環境をつくるということ、もう一つは、

居住空間の整備をしっかり市として推進するという

こと、それから三つ目に、子供から高齢者までだれ

もが交流できる多目的な機能を有する地域共生エリ

アを創出するといった大きな考え方を基本とした、

当該駅西地区の活性化のためのあらあらの素案のよ

うなものが取りまとめられたところでございます。 

 少し長くなって恐縮ですが、こうした取り組みを

進めてまいりましたが、その一方で、最近になりま

して、冒頭申し上げた長い間遊休地となっておりま

した土地の所有者が変わりまして、別の人が所有者

になったということが明らかになりましたことから、

本市としましてはこうした状況変化を受け、また先

ほど申し上げた検討委員会での一定の結論などを踏

まえまして、当該地区の活性化のために、その地区

内に土地を持つ土地所有者など関係者との協議や今

後どうしていくかという相談を始めるべきタイミン

グに至ったと考えまして、この土地の具体的な利活

用の内容や分かれております土地の整理手法などに

ついて、関係の方々とともに検討をしていく、今、

そういうことにさせていただいているところでござ

います。 

 そうしたことが背景にありまして、議員が言われ

ました８月１日の人事異動でありますが、これは併

任発令でございまして、形の上では地域振興課に課

長補佐が３人ということになりますが、２人はあく

までも併任、本務を持ちながらという人事異動でご

ざいます。いずれにしても、今申し上げたようなこ

とを踏まえ、土地の権利関係でありますとか、どう

いった施設をどういった方向に配置していくのがよ

いのか、あるいはまた関連する事業との調整、また、

こうしたことに対して国費でどういった手当制度が

あるのかといった研究など、大変多くの具体的な検

討課題がありますことから、当面、今申し上げたよ

うに、中心市街地の活性化に関することを所掌いた

しております地域振興課内で、そうした検討の体制

を整えるべく、その一環として併任発令を行ったと

いうことでございます。いずれにしても、今申し上

げたようなことで地域振興課を窓口にしながら、申

し上げたような課題について的確な取り組みを、今

後、進めてまいりたいと考えているところでござい

ます。 

〇議長（長野 勉君） 東出議員。 

〇12番（東出治通君） 駅周辺の整備の考え方につ

いて、市長みずから現在の状況について答弁いただ

きました。 

 まだ私もぼやっとした感じの中身なのだという思

いをしながら答弁を聞かせていただきましたけれど

も、もし市長の頭の中に時期的なめど、いつごろま

でに具現化していくような目標を持って検討してい

きたいというようなものがあればお示しいただきた

い。 

もう１点は、これは確認なのですけれども、地権

者、土地の所有者が移ったと。前段の話では、前任

者が所有していたときには、高額なことを理由にと

いうことでしたけれども、地権者がかわって、その

ような状況のところが変わり得る可能性があって、
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今回のような取り進めになってきているのか、そこ

ら辺のところを若干ですけれども確認させていただ

いて、これで私の一般質問を終わらせていただきた

いと思います。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 山下市長。 

〇市長（山下貴史君） 初めに、スケジュール的な

何かイメージがあるかということに関しては、これ

は個人的には深川市の今後の発展を考えたときに、

あのエリアの再開発といいましょうか、課題は、も

う本当に喫緊の重要課題だと私は認識しております

ので、できるだけ速やかにこういったことの検討を

進め、具体化に向けて動き出すことを強く願ってお

ります。そういったことを念頭に置いて進めていき

たいと思っております。 

 それから、先ほど土地の所有者がかわったと申し

上げましたが、これはご案内かもしれませんが、深

川市内に本社を置く企業がこれを取得されたという

ことでございますので、やはり市内に関係者がいる

ということになりますと、いろいろな相談がしやす

くなるわけでございますので、できるだけ速やかに

ということで先ほど申し上げました。今、あらあら、

ぼわっとしたものだということは、まさにそのとお

りでございまして、検討委員会でつくりましたもの

は、そうした具体の土地所有者の意向は全く聞かず

に、ふわっとしたものをまとめたものでございます

ので、まずはそうした地権者の皆様方と真摯な相談

を始めたいということで、今、とば口に差しかかっ

ているということでございます。 

〇議長（長野 勉君） 東出議員の一般質問を終わ

ります。 

 暫時休憩します。 

（午前１１時１６分 休 憩） 

                                        

（午前１１時２８分 再 開） 

〇議長（長野 勉君） 休憩前に引き続き開議しま

す。 

 一般質問を続けます。 

 次に、田中裕章議員。 

〔田中裕章議員、質問席へ〕 

〇９番（田中裕章君） 通告に従い、一般質問いた

します。 

 初めに申し上げておきますが、３番目の深川駅周

辺整備についての１点目は、先ほどの東出議員の質

問と一部重複いたしているため、それ以外の部分を

質問させていただきます。 

 それでは、質問に入ります。 

 １番目、市役所の組織・意識改革について。 

 本市の経済情勢を見るとき、企業の撤退や倒産な

どにより地域経済の活力が失われていることは、残

念ながら認めざるを得ないところであり、また住民

の福祉向上に向けた取り組みにも、人口減少と少子

高齢化の進展が影響しているところです。そうした

ときに重要なのは、情報を広く集める収集力、正確

に制度を理解する分析力、そしてそれを地域課題に

適用できる応用力、さらに市民を巻き込む実行力、

最後には、それを強く市の内外にアピールする発信

力が求められていると考えるものであります。そう

したことには、市民みずからの努力や取り組みが何

よりも重要でありますが、同時に市民との協働とい

う視点からも、市役所の取り組みがやはり重要と言

えるものであります。 

 そこで、質問いたします。 

 まず１点目は、先導的な事業への取り組みの強化

であります。国や道は、地域の活性化や住民福祉の

増進に向けて、さまざまなモデル事業や有利な財源

を活用できる先駆的な事業に対して、さまざまな優

遇策を行うケースがあります。今議会でも、情報化

について自治体クラウドのモデル事業により、本市

の内部事務の基幹システムである総合行政システム

に対して、その先導性によりかなり財政支援があり

ます。これは、将来の負担を減らすということだけ

ではなく、本市がある行政分野で他に比べて先んじ

ている、ぬきんでているということが評価されてい

ることだと思うものであります。情報化に限らず、

各省庁の情報を的確に把握して、少子化対策などの

住民福祉や中心市街地の活性化などの地域経済対策

においても、厚生労働省や経済産業省の事業がある

はずですが、それは、言葉が悪いですがさっぱり取

り組まれていない。こうした現状に、物足りなさや

歯がゆさを感じているのは、多くの市民の皆さんの

共通した認識ではないかと思うものであります。毎

日をそつがなくこなしていれば、職員の皆様は安泰

なのでしょう。確かに、それも大事なことだと考え

ます。しかし、本当にそれだけでよいのでしょうか。

もしそう思うのであれば、私は少し違うのではない

かと思います。認識を改めてもらわなくてはならな

いのではないかと思うのであります。こうした先導
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的・先駆的な取り組みについての意識強化について

考え方をお聞きいたします。 

 次に、今申し上げた積極的な取り組み姿勢という

のは、時代の変化や社会情勢の転換などに機敏に対

応していくことが必要となります。以前は、こうし

たことは企画部門がいわゆる企画立案して、庁内の

議論を調整して、取り進めていたと認識いたしてお

ります。今はどうなっているのか。一つの例を挙げ

ると、市長肝いりの地域振興部門も新設されて久し

いわけでありますが、行政に携わる者であれば、ど

ういったことをする部門なのかは予測のつくところ

でありますが、どうも入り組んでいて、外部から見

たときわかりにくいのではないでしょうか。そうし

た役割分担の不明確さが、先ほどの先駆的な取り組

み、「あちらの部署でやるからいい」、「市長が言

い出すまで待っている」、「それ以外の部署は関係

ない」という、いわゆる縦割り行政で組織的な停滞

を招いているのではないでしょうか。国についても、

組織機構の改革は目まぐるしいですし、北海道など

においても、変化する行政課題に対応するために、

部署の統合や廃止、新設などは毎年度のように行っ

ているところであり、一度つくった組織機構を固定

化することのリスクのほうが大きいものであります。

市民の皆様へのわかりやすさというのも大事ですが、

それは窓口がわかりやすいということであって、ま

ちづくりの部門が同じということを意味するもので

ありません。また、職員が減少する中で、効率的か

つ効果的な組織であることが求められていると思い

ますが、組織機構の改革についての具体的な考え方

があればお示しください。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 坂本企画総務部長。 

〇企画総務部長（坂本光央君） 市役所の組織・意

識改革についてお答えいたします。 

 １点目の先導的な取り組みの強化ということでご

ざいますけれども、施策の具体的な立案・検討に当

たりましては、問題に係る地域の実情など、そうい

ったことに対する的確な把握から始めまして、解決

に向けた具体的な手法、制度設計、財源対策、さら

にはそれと関連する国や道の施策の動向、あるいは

他の自治体の対応など幅広く情報収集を行いまして、

市として検討を重ねた上で有効な施策として組み立

てることが可能と判断できましたら、所要の予算づ

けを行いまして実施するということになるものでご

ざいます。この過程の中で、お尋ねのありました先

導的・先駆的な事業の取り組みも含めまして施策の

可能性を探り、本市の行政課題を解決するために有

効な国や北海道などさまざまな事業を最大限に活用

しながら、積極的に施策の展開を図ってきたところ

でございますし、今後についても同様の考えでござ

います。そういったことで、今後の考え方でござい

ます。情勢の変化や地域の実態などを踏まえる中で、

特に人口減社会、超高齢化社会ということが言われ

ておりますし、家族の形の多様化、以前は標準世帯

ということで物事をモデル化しておりましたけれど

も、単身世帯の急増といったこともございますので、

そういった社会構造の変化に対応し、良質な行政サ

ービスの提供が持続できるように、職員の資質向上

を図るとともに、庁内において幅広く横断的にいろ

いろな情報を共有し合う中で、有効な事業の活用に

努めてまいりたいと考えております。 

 次に、２点目の組織機構の再編強化ということで

ございますけれども、本市におきましては、これま

でその時々の社会情勢や市民ニーズ、また事業施策

や事務効率の観点などから、適宜、組織機構の見直

しを行ってまいりました。具体的には、平成５年４

月の時点でございますけれども、８部30課71係とい

う組織体制でございましたけれども、17年４月には

機構改革を行いまして、２部４課９係を削減すると

いうこと。さらに、直近では平成20年４月に市民と

の情報の共有ですとか、透明性の高い行政運営に資

するべく組織の一部改正を行ったということでござ

いまして、本年４月１日現在では、６部29課63係と

なっているところでございます。一般的に組織編成

の原則ということが言われているものを見ますと、

組織は３年程度で見直し作業に着手し、６年程度た

ちますと再編成が必要であると言われているという

こともございます。質問の具体的な組織機構の改革

の考え方といたしまして、これは本市だけではなく

他の自治体も同様だと思いますが、社会の変動や国

の動向を注視しつつ、限られた職員数の中で、新た

な行政課題の発生や行政の本質的な目的である良質

の行政サービスの供給体制の確保、こういったこと

に的確に対応でき、市民にわかりやすく効率的な組

織となっているかどうかという視点を持ちまして、

常に組織を点検しながら運営していく必要があるも

のだと思っております。今後におきましても、情勢

の変化、地域の実態等を踏まえる中で、さまざまな



 - 58 -

問題に機能的かつ柔軟に対応するために、常にその

仕組みや機能を改めていくという視点を持って取り

組むことが必要と考えておりますので、議員のご指

摘、ご示唆を受けとめつつ、適切な組織機構となる

ように取り組んでまいりたいと考えております。 

〇議長（長野 勉君） 田中裕章議員。 

〇９番（田中裕章君） それでは、次に入りたいと

思います。 

 ２番目の防犯対策についてお伺いいたします。 

 防犯対策と一口で言っても、大変幅広く、全国の

自治体を見てもさまざまな取り組みを行っておりま

す。今日、我が国における治安の悪化は極めて憂慮

すべき状況にあり、治安対策は行政の基本中の基本

であります。そんな中、当市においては大変治安も

よく、子供から高齢者まで大変住みやすい環境にあ

り、不審者情報のメールや、すきやき隊など、治安

維持のために関係所管の皆様には大変ご苦労をかけ、

頑張っているものと敬意を表するものであります。

しかし、先日、ある公共施設において、女性トイレ

で盗撮される事件がありました。その事件は、女性

が気づき未遂に終わりましたが、どこの公共施設に

おいても起こり得る事例であります。公共施設でそ

ういった事件が起きると、当然、行政にも責任がか

かってきます。今後のことも考え、しっかりとした

防犯対策の整備が必要になってくるものと思うもの

であります。 

 何点かお伺いいたします。 

 過去にも同様の事例があったと仄聞いたしており

ます。公共施設における事件・事故は、頻繁に起こ

り得るものなのか。大変懸念を抱くところでありま

すが、公共施設全般の防犯対策の基本的な考え方を

お伺いいたします。 

 次に、こういった事例が起きたとき、担当の所管

が把握することだけではなく、市全体として、公共

施設全体として受けとめ、再発防止対策に取り組ん

でいかなければならないと考えます。お答えいただ

きたいと思います。 

 次に、防犯のマニュアル作成でありますが、今の

時代、どこでどのような事件や犯罪が起きてもおか

しくない、そういうような時代となってしまいまし

た。それは、当市にとっても当てはまることと考え

ます。施設の規模や形態によって起こり得る事例は

異なりますが、どの公共施設でも起こり得る事例が、

施設ごとに対応が違うのではなく、深川市として公

共施設の防犯対策のベースとなる、公共施設防犯マ

ニュアルを整備する必要があると思うものでありま

す。作成の考えをお聞かせください。 

 次に、４点目ですが、通学・通勤のための街路灯

増設の考え方についてであります。６月の深川市議

会議員選挙の際、改めて市民の皆様から、当市の多

くの課題を聞くことができました。その中で、大変

多くの方から通学・通勤時の治安に不安があるとい

う話をお聞きいたしました。街路灯の設置は、各町

内会で集約していると認識いたしておりますが、通

学や通勤では、他の町内会を通る方もおります。子

供や女性など、どこに話をしてよいかわからない方

も多いと思います。改めて、行政で通勤・通学に利

用される道を再点検し、防犯対策として街路灯を設

置していくべきと考えますが、お答えいただきたい

と思います。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 坂本企画総務部長。 

〇企画総務部長（坂本光央君） 防犯対策について

お答えいたします。 

 関連がございますので、１点目から３点目までに

つきましては、一括してお答えさせていただきたい

と思います。 

 本市では、小中学校11校、公営住宅765戸、コミ

ュニティセンター関係で15カ所を初めとしまして、

数多くの公共施設を有しているところでございます

けれども、それらの管理につきまして、施設の目的

ごとに一定の集約を行うということと、対応する担

当所管が適正な管理に努めているところでございま

す。管理に関しましては、施設自体の維持補修管理

はもとより、夜間や内部管理のために機械警備、あ

るいは警備員を配置するなどしまして万全を期して

いるところでございますけれども、公共施設の意味

合いといいましょうか、不特定多数の方が利用され

る施設ということでございますので、イベント時な

どの事故や盗難、また不測の事態への配慮なども必

要となるものと受けとめてございます。そこで、こ

うした公共施設の管理に関しまして、防犯対策の観

点から事例を引いて質問いただきました。まずもっ

て、非常に不快な場面に遭われた方に対しまして、

おわびを申し上げたいと思います。この施設におき

ましては、当面、所要の対応をとったということで

報告を受けておりますけれども、本市ではこれまで

施設管理に関しまして、特に大きな事故や事件の発
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生はなく、比較的良好な形で推移していたものと受

けとめておりましたが、今回ご指摘のような出来事

が生じましたことはまことに残念でございまして、

遺憾に思うところでございます。従来の施設管理の

状況につきまして、前段申し上げましたとおり施設

ごと、あるいは所管ごとに対象施設の管理に当たっ

ておりますことから、現状において防犯対策のため

の指針だとか防犯マニュアル、こういったものは持

っていないところでございますけれども、今日的に

は外部不審者の侵入ですとか、不法行為などにかか

わる他市の報告事例なども伺っておりますので、そ

うした面から本市においてもそうしたことへの配慮

が必要になってきたものだと認識いたしているとこ

ろでございます。また、この事例のようなことを防

止するためでございますけれども、今後、全庁的に

注意を喚起してまいりたいと考えますし、これを契

機にしまして、施設に関するセキュリティー対策や

防犯面からの施設基準、マニュアル等について、今

後どのような対応が適当なのか検討してまいりたい

と考えております。 

 次に、４点目の通学・通勤のための街路灯増設の

考え方ということでございます。本市の場合の街路

灯でございますが、国道・道道・市道の道路照明に

つきましては、それぞれの道路管理者が設置いたし

まして管理を行っているということでございます。

また、防犯灯につきましては、各町内会等で設置い

ただきまして、この場合に深川市街路灯補助金交付

条例に基づきまして、設置費についてはその設置基

準額の半額を市が助成する。電気料金につきまして

も、市が40％を補助し、残り60％を地元町内会など

でご負担いただいているという状況でございます。

街路灯の増設要望につきましては、以前、国道233

号沿線の町内会などより要望がございまして、道路

管理者であります北海道開発局深川道路事務所へお

話しした経過がございますけれども、そのときの回

答では、交差点以外には設置の予定がないというこ

とで、現在まで設置には至っていないという状況で

ございます。町内会で設置される防犯灯の増設につ

きましては、それぞれの町内会で検討し、設置いた

だいておりますので、議員ご指摘の防犯対策上必要

と判断された町内会等が防犯灯を設置するという場

合については、その設置に対して補助してまいりた

いと考えております。市といたしましても、今後と

も市防犯協会など関係機関と連携し、防犯活動に努

めてまいりたいと考えております。 

〇議長（長野 勉君） 田中裕章議員。 

〇９番（田中裕章君） それでは１点だけ、再質問

させていただきたいと思います。 

 最後の（４）通学・通勤のための街路灯増設の考

え方ですが、深川市民の治安を守ることは、先ほど

も言いましたように、行政の基本中の基本だと思い

ます。予算がない、財源が厳しいからといって市民

の安全とはかえられない、私はそう思っております。 

 通学・通勤で治安に不安を持っている深川市民の

方は、実際にいるわけであります。そういった声を

大事にするべきだと私は思います。何か事件や事故

が起こってからでは遅いです。町内会に押しつける

のではなくて、所管みずから汗を流して市民の安全

を守る必要があると思います。もう一度お聞かせい

ただきたいと思います。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 坂本企画総務部長。 

〇企画総務部長（坂本光央君） 再質問にお答えい

たします。 

 議員ご指摘の点は、まさにそのとおりと考えてお

ります。行政の進め方といたしまして、先ほどの答

弁の中でも申し上げましたけれども、高齢化が非常

に進んでいるだとか、単身世帯が非常に増加してい

る。さらには、深刻化する財政状況があるなどさま

ざまなことがございますけれども、市といたしまし

てもこれらの対応について、関係する団体の皆さん

と連携を深める中で、できる限りの努力を行ってき

ているということでございます。そういった意味で

は、行政のみではなかなか適切に対応できない領域

も広がってきているとも判断いたしますので、そう

いった不足する部分については市民の皆さんと協働

して取り組んでいきたい、今後も変わりませんし、

そういった中で、安全で安心なまちづくりについて

努めていきたいと考えているところでございます。 

〇議長（長野 勉君） 田中裕章議員。 

〇９番（田中裕章君） それでは、次に入りたいと

思います。 

 ３番目、深川駅周辺整備についてお伺いいたしま

す。 

 深川駅の周辺に、空き地が目立っております。何

とかならないのかというのは、ＪＲやバスを利用す

る人のみならず、市民全体の大きな関心事と言える

ものであります。聞くところによると、以前、市が
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取得に失敗した土地について、新たな所有者となり、

変化の兆しが見えてきているとのことであります。

そうした変化を適切にとらえ、機動的に対応するこ

とにより、将来の深川市の顔というものをどうして

いくのか、これを検討することが重要と言えるもの

であります。 

 そこで、質問いたしますが、１点目の基本的な考

え方については、先ほどの東出議員の質問への答弁

で理解いたしましたので、割愛させていただきたい

と思います。 

 ２点目、中心市街地の活性化についてであります。

駅周辺は、深川市の中心市街地であります。これま

で中心市街地の活性化に向けては、さまざまな調査

や計画が行われてきましたが、いま一つ進んでいな

いという印象を持っております。事業の難しさは十

分理解するところでありますが、これからのまちづ

くりを考えたときには、これを避けて通ることはで

きないと思います。中心市街地の活性化には、経済

産業省、国土交通省などのさまざまな制度事業があ

り、それを活用しての取り組みも考えに入れて、今

後の施策を生かすことが重要ではないかと考えるも

のであります。商店街、商工会議所との連携も強化

しなくてはならないと思うものですが、中心市街地

活性化の取り組みについて、これまでの検討経過、

今後の方向性などについて見解を問うものでありま

す。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 藤田経済・地域振興部長。 

〇経済・地域振興部長（藤田正男君） 中心市街地

の活性化についてお答え申し上げます。 

 中心市街地の活性化についてでありますが、中心

市街地は商業や住宅、文化施設などの都市機能が集

積するなど、まちの顔と言うべき地域であり、人が

住み、働き、交流する生活及び経済活動の基盤とし

て重要な役割を担っておりますが、近年、中心市街

地では居住人口の減少や、大型商業施設の郊外立地

などにより、空き店舗や空き地などが目立つ状況に

あることから、市では第四次総合計画の中で良好な

市街地の形成として、計画的なまちづくりと深川駅

周辺の整備や未利用地の宅地化の促進をうたうとと

もに、住宅マスタープランや都市計画マスタープラ

ンでも、中心市街地における住宅供給の促進や土地

の有効活用により、良好な居住環境の創出を図るこ

ととしているところでございます。具体的には、空

き地・空き店舗活用助成事業のほか、まちなか居住

等推進計画に基づく住宅助成事業や、にぎわいの街

創出プロジェクトに基づく中心市街地活性化事業な

どを実施しており、また平成20年２月には、深川商

工会議所による深川市中心市街地活性化事業報告書

が作成され、空き店舗・空き地情報の紹介や店舗所

有者との交渉及び新規開業者の事前対応が行われる

など、中心市街地への人の流れやまちのにぎわいを

創出するための活動が、各方面で行われているとこ

ろでございますが、即、中心市街地の活性化につな

がっているかというと、議員ご指摘のとおり、なか

なか難しい状況にあるというのが現状でございます。 

 また、制度事業を活用しての取り組みにつきまし

ても、国の制度事業の導入には計画の策定から事業

の実施までにかなり時間を要するものも多く、慎重

に対応せざるを得ませんが、どこが実施主体になろ

うとも、有利な財源の確保が重要でありますことか

ら、今後とも関係機関と連携し情報の収集に努める

とともに、駅周辺全体及び個別の事案の適用、実現

の可能性につきまして検討を進めてまいりたいと考

えております。 

〇議長（長野 勉君） 田中裕章議員。 

〇９番（田中裕章君） それでは、最後の質問に入

りたいと思います。 

 障がい者福祉の推進についてお伺いいたします。 

 国は現在、障害者自立支援法を廃止し、制度の谷

間がなく、サービスの医療負担を応能負担とする障

害者総合福祉法を制定するために検討を進めており

ます。障害者自立支援法の利用者負担は、サービス

量に応じた定率負担を原則とし、所得に応じた負担

の上限を設けたものでしたが、応能負担への第一歩

として、昨年から低所得者の福祉サービス及び補装

具に係る利用者負担を無料といたしました。現在、

大きな制度改正の途上にあるわけですが、市町村も

大きな役割を担うこととなることが義務規定として

盛り込まれているところであります。その中には、

支援施策を総合的かつ計画的に実施することが求め

られており、さらに情報提供や相談・指導など、必

要な支援を行うこととされております。こうしたソ

フト面での支援とともに、基盤整備義務を有すると

いう、積極的に自立生活に向けた取り組みを行うも

のとされております。法がこのように制定されるの

かどうかはなお不透明ですが、少なくとも今後の施

策に何らかの形で盛り込まれることになることは明
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らかであります。 

 そこで、現在の障がい福祉計画は、自立支援法に

基づき、平成21年度から23年度までの３年間の計画

期間を持っておりますが、まず、この障がい福祉計

画の見直しをどのようにしていくのか。また、今後

の国の障がい者施策とどのように整合性をとってい

くのかお聞きいたします。 

 さらには、障がいのある方、そして家族にとって、

就労支援は大変心配されるところではないでしょう

か。当市の障がい者の就労支援の現状と今後の方向

性についてお伺いいたします。 

 次に、社会福祉協議会の育成強化についてお伺い

いたします。社会福祉協議会は、本市の福祉施策の

重要な担い手として、行政を補完し、さまざまな活

動を行っているところであります。行政だけで福祉

施策を立案・実施することはかなり難しいものであ

り、今後の福祉施策の展開において、社会福祉協議

会の果たす役割は大変大きなものがあると思うとこ

ろであります。行財政改革のしわ寄せが社会福祉協

議会に及ぶことは、極力避ける必要があり、逆に充

実・強化が求められているものと思いますが、これ

までの社会福祉協議会との連携と今後の取り組みに

ついて、基本的な考え方をお聞きいたします。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 山下市長。 

〇市長（山下貴史君） 障がい者福祉の推進につい

てということで、３点お尋ねがございましたのでお

答えいたします。 

 初めに、障がい福祉計画についてでございますが、

この障がい福祉計画は、議員も言われましたように、

今は第２期計画ということで、平成23年度をもって

終了する計画が今走っております。平成24年度から

26年度までの３年間を計画期間とする第３期の計画

というものを今年度中に策定する、これはもう全国

そういうことになっておりまして、本市におきまし

ても、現在は障がい福祉関係団体からご意見を徴収

するなどして、策定の準備を進めているというとこ

ろでございます。この障がい福祉計画の策定に当た

りましては、これは国が示すことになります基本指

針、それから北海道が作成します作成指針を受けま

して、またさらに言うと、北海道では福祉関係のサ

ービス見込み量の圏域ごとの調整、幾らぐらいそう

いうサービスが今後あり得るかといったことの見通

し作業のようなことをすることになっております。

そうしたサービス量の圏域調整などとの整合性がと

れた計画となるように策定しなければならない、こ

ういう考え方になっているところでございます。こ

れまでのところ、現行の第２期計画が走り出す前に、

その第２期計画を策定するに当たって示されました

国のいわゆる基本指針というのがございますが、こ

の基本指針を基本的には変えない。ただし、時間の

経過とともに、時点がずれた事に伴う一定の時点修

正は行うでありましょうという趣旨の考え方が示さ

れているわけでございます。そういうことで、計画

をそれに即してつくることになります。ただ、田中

議員が今言われましたように、いわゆる障害者自立

支援法の廃止を受けた新たな障害者総合福祉法、こ

れは仮称でございますが、こうした法律の制定、施

行が平成25年８月までに行われると言われておりま

す。ということになりますと、仮にそういった新し

い法律が通ると、平成26年度までの第３期計画とい

うことで走り出しますが、途中でその計画の中身を

見直すといった可能性も全国的に出てくるかもしれ

ないと認識いたしております。いずれにいたしまし

ても、深川市といたしまして、国の基本指針が示さ

れるのが10月以降だと伺っておりますので、その国

の基本指針が示されました後に、北海道の障がい福

祉計画との整合性などもしっかり図りながら、本格

的に策定作業に入りまして、今年度中にしっかりつ

くり上げていきたいと考えております。 

 次に、２点目の障がい者の就労支援についての考

えでございますが、障がいのある方の就労の現状と

いうことで申し上げますと、市内には障がいのある

方が就労のために訓練する施設が３カ所ありまして、

30人以上の方がそこに通所されている。それぞれレ

ストランでありますとか、たいやき屋さんなどとい

った事業をやりつつ、就労に向けたいろいろな取り

組みが行われてきております。これまでに、そうし

た事業所から一般の企業に臨時またはパートという

ことで採用された方は、数人程度おられると伺って

おります。 

 市といたしましては、障がい者団体の方々と連携

をとりながら、就労支援の方策を検討してきており

ますが、一般企業への就労に結びつく施策といった

ものの、具体的な実施には今現在、至っていないと

いう状況でございます。ただ、今、一般的に障がい

のある方が就労するといっても大変厳しい状況だと

思いますが、一方で、障がいのある方が地域でしっ
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かり自立した生活を送っていくという観点から見て

も、就労ということは大変重要なことでございます

ので、本市としまして、多くの方がそうした就労に

結びつくように、引き続き相談支援事務所あるいは

ハローワークなどの関係機関と連携いたしまして、

一般就労に向けた支援は積極的にやっていきたいと

思っております。またあわせて、障がい者就労支援

施設では、具体的に、先ほど申し上げましたが、う

どんやそば、それからたいやきなど、さまざまな商

品販売を行っておられますので、機会あるごとに市

民の皆様にこうしたことのＰＲをするなど協力して

いきたいと考えておりますし、さらに市の事業の中

で、例えば清掃業務など障がい者就労支援施設に委

託できるようなものがあれば、そういった点を今後

検討していきたいと考えております。 

 それから、最後に３点目、社会福祉協議会の育成

強化についてお答え申し上げます。これは、議員も

言われましたように、福祉施策全般の推進にわたり

まして、社会福祉協議会は多大な役割を担い、ご協

力いただいております。特に社会福祉協議会は、障

がいのある方、それから高齢者への支援活動など、

地域福祉活動やボランティア活動の拠点といった役

割を担っているわけでございます。したがいまして、

市から社会福祉協議会に対しましての支援というこ

とで、これまでもボランティアセンターの人件費、

それから活動費の一部助成、それから地域福祉活動

推進事業としまして、小地域ネットワーク事業や敬

老ふれあい事業に対する事業費の一部助成、それか

ら地域福祉活動を推進するためのコーディネーター

の人件費助成など、総額にしますと1,600万円ほど

毎年、助成を行ってきております。また、現在、社

会福祉協議会が指定管理者となっております総合福

祉センターの改修ということが進んでおります。こ

れは、約3,200万円の予算をもって行うものでござ

いますが、この改修で、いわゆる交流スペース、そ

れからボランティア団体が利用する事務室などを、

その中に新たに設けることとしておりますし、また、

きのうの補正予算で地域支え合い体制づくり事業を

認めていただきましたが、その中で必要な備品の整

備に100万円ほどを充てるということにいたしてお

りまして、地域福祉活動の拠点機能の強化を図って

いきたいと考えております。さらにまた、新たな事

業として、これまたきのうの補正予算で可決いただ

きましたが、地域包括ケア体制基盤整備事業の約

400万円でございますが、これも社会福祉協議会に

取り組みをいただく事業として考えておりまして、

今後とも本市の福祉施策の推進に当たりまして、社

会福祉協議会とより一層連携をとり合いながら、さ

まざまな事業が円滑に推進していけますように、協

力体制をしっかりとって、今後とも歩んでいきたい

と考えております。 

〇議長（長野 勉君） 田中裕章議員の一般質問を

終わります。 

 暫時休憩します。 

（午後 ０時０９分 休 憩） 

                      

(午後 １時１６分 再 開) 

〇議長（長野 勉君） 休憩前に引き続き会議しま

す。 

                      

〇議長（長野 勉君） お諮りします。 

 天候等の事情により、市民生活に大変懸念される

事態がございますので、本日の会議はこれで延会し

たいと思いますが、異議ありませんか。 

(｢異議なし｣と呼ぶ者あり) 

〇議長（長野 勉君） 異議なしと認め、よって本

日はこれで延会することに決定しました。 

 本日はこれで延会します。 

 なお、９月５日は午前10時から開議します。 

（午後 １時１７分 延 会） 
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（午前１０時００分 開 議） 

〇議長（長野 勉君） これより本日の会議を開き

ます。 

                                        

〇議長（長野 勉君） 事務局長から諸般の報告を

申し上げます。 

〇議会事務局長（山岸弘明君） 第３回定例会３日

目の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

 以上で報告を終わります。 

                                        

〇議長（長野 勉君） ここで、９月２日からの大

雨による本市の被害状況等について、山下市長から

発言の申し出がありますので、発言を許可します。 

 山下市長。 

〇市長（山下貴史君） 会議の冒頭、少し時間をい

ただきまして、去る２日未明からの台風12号の接近

と道内周辺に停滞しておりました前線の影響による

大雨被害につきまして、発言させていただきます。 

 まず冒頭でありますが、このたびのこの豪雨被害

に遭われました市民の皆様方に心からお見舞いを申

し上げます。 

 市におきましては、防災の窓口でございます総務

課で、２日午前の大雨警報発表から、電話対応や状

況把握に備えておりましたところ、雨足が激しくな

ってまいりました。正午ごろから、住宅や町内会館

などへの浸水が起きつつあるなどといった被害情報

が寄せられまして、消防署や市の職員の出動などに

よりまして、随時応急対応や自主避難される方の対

応として避難所を開設するなどいたしまして、市民

の皆様の安全確保に努めたところでございます。 

 議会におかれましては、ご承知のように、災害対

応への配慮ということから、２日午後からの一般質

問を中止していただいて、本会議の延会を決定いた

だきました。議長を初め議員の皆様の適切なご判断

に大変厚く感謝申し上げる次第でございます。 

 現段階では、まだすべての被害状況を把握するに

至っておりませんが、４日午後５時30分現在で把握

しております主な被害状況を申し上げますと、幸い

人的な被害はございませんでしたが、河川や農業用

水があふれまして、住宅への床上浸水が１件発生し

ております。床下浸水につきましては５件、また、

農業被害として畦畔崩落が３カ所のほか、水田や畑

の一部が冠水したという状況にございます。また、

冠水などによりまして、現在、市道の１路線におい

て一部区間の通行止め規制が行われているところで

ございます。 

 今後、市としましては、農作物の被害状況などに

つきましても、調査等に努めてまいりたいと考えて

おります。 

 なお、今後の台風12号の進路によりましては、ま

だ予断を許さない状況にありますが、いずれにいた

しましても、市といたしましては、今後とも適切な

防災対応に最大限の努力をしてまいりますので、よ

ろしくお願いを申し上げる次第でございます。 

 以上、報告とさせていただきます。 

                                        

〇議長（長野 勉君） 日程第１ 一般質問を行い

ます。 

 初めに、田中昌幸議員。 

〔田中昌幸議員、質問席へ〕 

〇15番（田中昌幸君） ただいま、市長から市内の

台風被害の報告がされました。私も金曜日の議会の

後すぐ見ましたが、市内では非常に大きな水の被害、

本当に水というものはおっかないなと身をもって感

じさせられた気がしております。全国的には、近畿

を中心に多くの人命が奪われる被害が起きておりま

して、犠牲に遭われました皆様に心よりご冥福をお

祈り申し上げますとともに、被災されている皆さん

にお見舞い申し上げて、一般質問に入らせていただ

きたいと思います。 

 １番目の2012年度予算編成方針についてお伺いし

ます。 

 政権交代から２年が経過し、先日、民主党政権で

３人目の総理大臣が誕生しております。自公政権の

安倍総理以降、ほぼ毎年総理大臣が変わっていくと

いう不安定な情勢が続いていることは、決して国民

のためにはなっていないことは確かですが、新政権

には国民の生活が第一の政治をしっかりと進めても

らわなければなりません。今回の民主党代表選挙、

また、その後の所信表明の中でも、地域主権に言及

された方がいなかったことについては非常に残念な

ことでございますが、新しい総理にはしっかりと地

域に住む住民に根差した政治政策を行ってほしいと

ころでございます。思えば、財政収支の見直しを行

わなければならない状況に至ったのは、国の地方交

付税の一方的な大幅削減により致命傷を与えられた

ことが、深川市にとって大きな原因であったと考え

ます。当然、深川市の過去の財政運営に問題があっ
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たことが最大の原因ではありますが、この地方交付

税の大幅な削減により、本市の財政状況が非常に厳

しい状況に立たされたということは間違いありませ

ん。民主党への政権交代以降、政府の地方重視政策

の一環で地方交付税の実質的な増額が図られ、深川

市の財政も極めて好転してきております。この流れ

が、総理大臣が変わることで再び地方交付税の一方

的な削減が進められるなど、国の財政再建一辺倒に

なってしまうようなことが起きないよう、国と地方

との協議の場でしっかりと議論し、震災復興を最優

先課題としながら、地域が元気になる政策実現に取

り組まれることを期待するものです。 

 さて、深川市も財政規律を重視する方向に大きく

かじを切ってから３年が経過するとともに、残念な

がら市内経済はますます疲弊しております。これは

国内外の外的要因、２年続けての農業収入の低下な

ど、行政の立場からはいかんともしがたい情勢もあ

りましたが、市の行政運営上で、雇用の場に直接か

かわる予算の縮小が、市内雇用環境にかなりの悪影

響を与えていると感じざるを得ません。一方、国の

緊急雇用対策予算を活用し、短期間の失業者対策を

講じられていることには一定の評価と感謝をすると

ころでございますが、今、市民の皆さんが本当に求

めているのは、安定的な雇用、継続的な雇用、生活

できる賃金の確保ができる雇用で、現在の市の緊急

雇用対策では、残念ながらこの要望には合致してい

ないと言わざるを得ません。やはり、将来展望を掲

げる中から行政の側からも、こうした市民の皆さん

の要望にこたえられるような政策、予算編成が求め

られるところでございます。この間の山下市政での

財政運営を検証し、仮称第五次総合計画初年度にふ

さわしい今後の方向性をどのようにしていくのか、

以下質問いたします。 

 １点目、財政収支見直しから丸３年が経過し、自

治体財政を取り巻く情勢、大型補正予算により経常

費で予算措置しなければならない項目が前倒しされ

てきたこと、あるいは過疎対策事業でソフト事業が

認められたこと、少子化対策のさらなる進行など市

内環境も大きく変化しておりますが、この財政収支

改善の３年間の検証と見直しをするべきと私は考え

ております。この考えについて所見をお伺いします。 

 ２点目、これまでの財政基盤の安定化を図るため、

従前の莫大な公共投資の借金の返済や公的施設の維

持管理費用の増大などの現状認識に立ちまして、本

市の身の丈に合った安定した行政サービスを提供し、

健全財政を維持継続することが本市財政の喫緊の課

題である、これは理事者側からの答弁でございます。

であれば、この10年ほどで実際どのような歳入歳出

が行われてきたのか、その変化がどのような影響を

与えているのか検証した数値を示し、その数字が身

の丈に合っていないという表現をしているのであれ

ば、どこまでこの努力をし続けなければならないの

か、この点についてお伺いします。 

 ３点目、単年度収支の均衡が一般会計では既に２

年連続実現しました。これは決算の報告でもされて

おりますが、この多額な実質黒字を出している状況

下で、新年度予算編成方針についてお伺いします。

依然として緊縮型なのか、あるいは一律カットを今

後も継続するのか、めり張りのある見直しをしてい

くのか、むしろ積極的な財政運営をしていくのか、

市内経済や市民生活への波及効果をどのように進め

ていくかも含め、どのような考えかお伺いします。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 山下市長。 

〇市長（山下貴史君） 平成24年度の予算編成に関

連いたしまして、３点質問がありましたので、お答

えしたいと思います。 

 初めに、財政収支改善の取り組みに関して、検証

と見直しについてのお尋ねがございました。 

 ここ数年の間、全国的に議員が言われましたよう

な地方財政を取り巻く幾つかの変化がありまして、

そうした状況の中で、これまでも議会で答弁させて

いただいておりますように、本市は財政収支改善の

取り組みを進めてきていることなどの効果もありま

して、平成21年度以降、本市の財政が一定程度改善

の兆しを見せているということはご承知のとおりで

ございます。しかしながら、本市の財政状況の現状

は、言ってみれば、まだ健全財政に至る途上の段階

にあると認識しておりまして、今日におきましても、

いわゆる収支改善の努力の重要性は薄れていないと

考えているところでございます。ただ、いつも申し

上げますように、当然のことでございますが、行政

の各般にわたる個々の政策の展開につきましては、

個々の施策の必要性や重要性などを踏まえまして、

どのようにその施策内容を充実していくのが望まし

いのかということにつきましては、その時点時点で

市民の皆様や議会のご意見を幅広くお聞きしながら、

柔軟な行政運営に努めていくという姿勢・方針は今
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後も変わらないものであります。 

 次に、２点目の本市の財政の変化について、10年

ほど振り返りながら分析をしてみたらどういうこと

が言えるのかといった趣旨のお尋ねがございました

ので、10年ほどの期間について少し分析してみたわ

けでありますが、幾つかの点で特徴的なことが言え

るかと思います。平成10年代、10年前の12年度を例

にとりますと、この年の本市の歳出決算額は184億

円の規模でございましたが、直近、22年度の規模は

168億円でございましたので、16億円ほど減少して

おりまして、これはこの年だけでなく、やはり予算

規模自体が、この10年くらいを見ますと縮小という

大きな変化が生じております。歳入面では、今申し

上げた平成12年度の地方交付税は82億円でありまし

たが、16年度以降は70億円前後となってしまいまし

て、おおよそ10億円、基本ベースでといいましょう

か、その額の基礎的なところで減少ということが生

じております。それから、借金でいろいろな仕事を

行う地方債の発行額でございますが、平成10年代で

は大体20億円から30億円の間で推移いたしておりま

した。これは政策的なこと、また必要性などもあり、

平成20年度以降では10億円ほどに低下してきている

ということが言えます。一方で、歳出の面では、義

務的な経費であります公債費が平成10年代初めは20

億円ほどでございましたが、最近は30億円前後とな

っております。さらに、平成10年代初めと比べて、

現在の歳出の顕著な特徴の一つとして言えることは、

一部事務組合への負担、あるいは病院事業会計への

繰り出しといったことなどが、金額、割合ともに歳

出全体のかなりの部分を占めるようになってきてい

るということが挙げられるかと思います。こうした

状況の中で、質問に財政運営の方向として、何をど

こまでどういうふうに努力するのかということにつ

いてのお尋ねがあったかと思いますが、これはやは

り国政レベルでのさまざまな外的要因の変化と、こ

れは議員も先ほど過去について指摘されましたけれ

ども、この先もその外的要因の変化ということにつ

いては、やはりある程度想定しておかなければなら

ないだろう、そのようにも考えます。でありますの

で、この時点で何か財政運営に関して具体的な目標

でありますとか、そういったものを定めて、それに

向かってがむしゃらに突き進む、そういう財政運営

は、この現状では余り適切ではないと考えておりま

すが、基本的には、今後とも収支の均衡がしっかり

とれた健全な財政状況をしっかり達成し、それを維

持していくということが最も肝要ではなかろうかと

考えているところでございます。 

 最後に、３点目の平成24年度の予算編成方針につ

いての考え方ということについて質問がございまし

た。これはご承知のように、国の来年度の予算編成

方針あるいは予算案などが明らかになってきたこと

などをしっかり受けとめて作業を進めなければなら

ないものでございますが、今申し上げましたように、

基本的には収支均衡予算を目指し、そしてとりあえ

ず来年度ということになりますが、何が本市におい

て重要な政策課題であるのか、そうした取り組みに

どのように当たっていくのかといったことなどにつ

いて、当然のことでありますが、そうした必要性な

どを十分考慮に入れて、予算編成作業を適時適切に

進めていくつもりでございます。繰り返しになりま

すが、何かあらかじめ緊縮型とかあるいは積極型と

かといった、そういった名づけて何か作業をやると

いうことではなくて、やはり具体的に重要な政策課

題について的確な対応に心がけ、創意と工夫を凝ら

しながら、市民の皆様の要望に十分こたえられるよ

うな予算編成をしてまいりたいと考えているとこで

ございます。 

〇議長（長野 勉君） 田中昌幸議員。 

〇15番（田中昌幸君） 若干再質問させていただき

たいと思います。 

 野田総理が命名しないような方向も、新年度の予

算編成ではそうしていくというようなお話もありま

したけれども、前段のところで、財政収支見直しか

ら丸３年たちました。その３年前のときには、明ら

かに数値目標を立ててその数値を実現するための行

動をとっているわけです。それで、市民の皆さんは

それをもとに、深川市の財政を見詰め直し、考え直

して、理解していないところもあるかもしれません

けれども、理解していただきながら、この間、財政

運営ができてきたと思っておりますし、それはやは

り市民の皆さんの大きな大きなご協力があったと思

っております。市民の皆さんは、この３年間でどう

だったのだろう、今の状況はどうなのだろう、やは

り３年前に深川市の状況をしっかりと示してくれた

おかげである程度の判断ができました。今はどうな

のだろう。やはり３年前にもやってくれたのだった

ら、今もそういう情報をしっかりと示してくれるこ

とで、私たちのまちがどのようなことができていく
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のか、あるいは今までの成果はどうだったのかとい

うのを知りたいと本当に心から思っている方が多く

いらっしゃると思うのです。そういうことでいくと、

３年前のような状況ではないから今はもうしなくて

いいのだという発想、毎年度毎年度の予算を立てて

いくから、その予算の説明でいいのだというのでは、

予算というのはやはり単年度単年度ですから、これ

が継続して今後どういうふうになりますということ

ではないのです。３年前には間違いなく、今後８年

間というスケールが出たわけですから、そういった

ところと比べると、随分言っていたことが３年間で

変わってしまっているという印象を受けますし、市

民の皆さんも、こういう部分については、やはり市

から積極的に情報を出していただくことでいろいろ

なことが理解でき、今後、深川市が何をしていった

らいいのかということを一緒に考えていきたいとい

う方が多数おられると思うのです。私もそう思いま

す。そういった面でいくと、予算ができるまで待っ

ていてくださいという答弁なのです。結果として。

私は、やはりある程度財政状況というのをしっかり

と市民の皆さんに示すということと同時に、山下市

政の中でどういう財政運営をしていくのだという方

向性は、やはりそのときそのときで変化するという

ことを答弁されているわけですから、そういったと

ころもしっかりと説明していただきたいという視点

も含めてお伺いしたというところです。今の答弁で

いきますと、どうも３年前のときには数値目標が出

せたけれども、今後は数値目標というわけではなく、

収支均衡を図っていけばいいのだという答弁だった

のですが、まさに収支均衡を図るために３年前に数

値目標を立ててやっているわけです。逆に同じこと

ではないかと思うのです。今は多少余裕があるけれ

ども、これは確立したものではないという答弁もさ

れていました。それはそう思います。ですけれども、

では具体的にどれぐらいのところに今至ったのかと

いうところは、やはり示していただく必要があるの

ではないかと思いますので、その点についてお伺い

したいと思います。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 山下市長。 

〇市長（山下貴史君） そういう考えなども踏まえ

て、我々としては丁寧に決算の状況でありますとか、

あるいはまた財政の健全化判断比率の推移でありま

すとか、起債残高の推移でありますとか、それから

基金の残高がどういう傾向をたどっているかなどに

ついて、極力わかりやすく、機会あるごとに、市民

の皆様方にご説明してきたつもりでございます。や

はり今後とも、さらにそういったより透明性が高ま

るように、より市民の皆様方が適切に予算、決算に

かかわる情報が得られるように、さらに一段と努力

してまいりたいと考えております。 

〇議長（長野 勉君） 田中昌幸議員。 

〇15番（田中昌幸君） それでは２番目の質問に入

らせていただきます。 

 １点目の質問でもありましたけれども、これまで

我慢を強いられた、我慢をしてきた団体、市民の皆

さんのところもございます。これは財政状が況厳し

いので、当面我慢してくださいという中で決断して

いただいている部分があったと思います。そういっ

たところが、具体的にそれを再開してもいいのかど

うかという思いも、その方たちには強くあると思い

ますし、実際に財政状況がまだまだ厳しいのであれ

ば、なかなかこういう要望はできないという方たち

がもしいるとすれば、そういった方たちにも財政状

況、若干でも余裕があるということであれば、ある

程度そういうアナウンスをしていいのではないかと

思うところから、引き続き２番目の質問に入らせて

いただきます。 

 生きがい文化センター・パトリアホールの運営に

ついてでございます。 

 パトリアホールの閉鎖は、秋の総合芸術祭だけは

使用できる形にしておりますが、多くの文化芸術団

体から残念だという声がいまだに根強く、通年での

再開が求められているところでございます。市内で

は、文化交流ホールみ・らいとの競合もありますが、

み・らいのおよそ700席と生きがい文化センターパ

トリアホールの350席の違いは、当時、大は小を兼

ねるというようなお話もありましたが、これはむし

ろ帯に短したすきに長し、それぞれの規模に特徴を

持って活動をするためには若干の差異があるという

のが実態でございます。この間、財政が極めて厳し

い状況のもと、閉鎖による歳出削減にご協力をいた

だいた関係団体を初め、市民の皆様には、市として

一定の条件のもとで再開を検討する姿勢を見せてほ

しいところでございますし、そうあるべきではない

かと考えているところでございます。 

 質問の１点目、財政収支改善で唯一実質的にゼロ

稼働というのは、ほかの施設については完全閉鎖で
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はなく、何とか通年稼働をしながら経費の節減等を

してきたわけですが、実質的には完全閉鎖に近い状

態となっている生きがい文化センターパトリアホー

ルの利用再開について、関係団体、市民の皆さんか

らの要望が根強くあると考えますが、教育委員会と

してどうお考えかお伺いします。 

 ２点目、再開に向けた新たな管理運営体制の提案

を市民の皆さんに広く公募するなどしてはどうかお

伺いし、質問とさせていただきます。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 沢田教育部長。 

〇教育部長（沢田敏幸君） 生きがい文化センター

パトリアホールの運営につきまして、２点にわたり

お尋ねがありました。関連がありますのであわせて

お答えいたします。 

 パトリアホールは、財政収支改善の取り組みの一

環として、平成21年４月から休止した後、音響並び

に照明などの設備点検を兼ねて、毎年深川市文化総

合芸術祭の期間中のみ開館している状況にあります。

パトリアホール休止後におけるホール再開の要望に

つきましては、文化総合芸術祭の反省の折に参加さ

れた文化団体から出されていたと、文化総合芸術祭

を主管した文化連盟の事務局から伺っております。

また、昨年の10月には、市内の音楽団体の関係者か

らパトリアホール再開について要望書が提出されて

おります。さらに今年度に入りましてからは、市内

の音楽並びに演劇関係の有志の方々が、パトリアホ

ール再開に向けての検討をされ、７月下旬に担当所

管との意見交換とあわせて、再開についての要請を

受けたところであります。教育委員会といたしまし

ては、先ほど申し上げましたパトリアホール再開に

向けて検討されている有志の方々から、意見交換の

際に再開に当たっての運営管理の方法並びに運営経

費の試算についての資料をいただいておりますこと

から、それらを参考に再開が可能かについて検討を

進めているところであり、その検討の際には、同じ

教育委員会で所管するホール機能を持つ文化交流ホ

ールみ・らいへの影響や両施設をトータルで考えて

の市の負担額などについて、十分な研究検討をする

必要があると考えているところであります。このよ

うに市民の有志の方々から管理運営体制を含めた提

案をいただいておりますことから、ご提言のありま

した新たな提案を公募することにつきましては、現

時点では考えていないところであります。 

〇議長（長野 勉君） 田中昌幸議員。 

〇15番（田中昌幸君） それでは、３番目の子供た

ちのスポーツ環境の維持充実についてお伺いします。 

 なでしこジャパンの活躍、地元でも深川西高校の

女子バドミントン部などの活躍は自分のことのよう

にうれしいことでありますし、明るい話題を待ち望

んでいる市民の皆様にも大きなニュースでした。こ

の活躍を支えたのは、厳しい練習に挑み続けたプレ

ーヤーの努力はもちろんのことでございますが、や

はりすぐれた指導者の存在があることは間違いあり

ません。ところが、指導者不足はどの競技でも深刻

な状況であると同時に、競技に参加する子供たちの

減少も非常に深刻です。指導者の確保、指導できる

環境整備も重要なことで、クラブチームという仕組

みとは内容の違います、中学校のスポーツ関係の連

盟である中体連は、学校単位での運営で学校教育の

一環として位置づけられるような環境下では、教職

員の枠組みの中で対応しなければならない非常に難

しい状況もあるかと思います。スポーツに限らず、

部活動にかかわる方たちの日ごろの献身的な取り組

みには頭の下がる思いで、心から敬意を表するもの

です。しかし、子供たちの活躍を支援するためには、

すぐれた指導者の確保やその指導者の方たちへの支

援が非常に重要だと考えます。この間、部活動や指

導者の確保について、市の教育委員会としてどのよ

うな対応をしてきたのか。また、今後の考えについ

てお伺いします。また、このような指導力は教員等

の評価ポイントにどのように反映されているのか、

あわせてお伺いをします。 

 ２点目、小学校は少年団、中学校は中体連、さら

に高校は高体連と、スポーツに取り組む体制はそれ

ぞれのカテゴリーで、指導者の皆さんの努力により、

少子化の中、競技者の発掘や競技の継続に向け、ボ

ランティアで頑張っておられます。ところが、その

カテゴリーや他競技間で横の連携ができているとは

必ずしも言えません。私は主にバレーボール競技を

やらせていただいております。この競技団体側の課

題も十分承知の上でありますが、スポーツ宣言都市

である深川市として、行政もこれを課題としっかり

とらえまして、積極的にかかわっていくことが必要

な時期に来ていると考えます。学校と団体、地域の

指導者たちとの連携、世代間で途切れのないような

橋渡しを行政としてどのように行っていくのか、考

えをお伺いします。 



 - 69 -

 ３点目、中学校の統廃合の方向性が教育委員会か

ら選択肢の一つとして出されておりますが、この間

の小規模校の課題の議論の中で、部活動の選択肢の

確保という視点もあったと認識しております。その

受け皿となるべく存続校では、できる限り子供たち

の可能性を広げる意味でも、部活動をしっかりと維

持すべきと考えますが、どうお考えでしょうか。ま

た、部の成立や存続のルール等は、教育基本法、学

習指導要領の中や道教委からの指導、あるいは市教

委としての考えがあるのかお伺いしたいと思います。

もし仮にすべて学校任せということだとすれば、行

政としては若干無責任ではないかと考えます。いず

れにしても、子供たちの希望がかなえられるような

取り組みと、子供たちの意欲を引き出すための働き

かけが教育委員会としても必要と考えますが、この

考えについてお伺いします。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 沢田教育部長。 

〇教育部長（沢田敏幸君） 子供たちのスポーツ環

境の維持充実についてお答えいたします。 

 初めに、中学校の運動部の活動や指導者の確保に

ついてでありますが、中学校における運動部の活動

は、生徒が学級や学年を離れて自発的、自主的、組

織的に活動することにより、自主性、協調性、責任

感、連帯感などを育成するとともに、仲間や教師と

の密接な触れ合いの場として大きな意義を有するも

のであり、中学校生活において大切な教育活動であ

ります。この部活動を通じた生徒の健全育成は、指

導者の影響も大きいことから、教育委員会としては、

これまで教科専任教員の確保とともに、運動部を指

導できる教員の確保にも意を用いてきたところであ

り、今後も運動部を指導できる教員の確保に努めて

まいりたいと考えております。運動部を指導する教

員は、その活動が生徒たちにとって学校生活におい

て意義あるものとなるように努め、学校の教育活動

全体との調和を図りながら活動させることが求めら

れているなど、適切に部活動の指導を行うことは、

教員としての一定の評価に値するものと考えており

ます。 

 次に、２点目の学校と団体、地域の指導者たちと

の連携、世代間で途切れないような行政としての橋

渡しについてでありますが、子供たちが継続してス

ポーツ活動を行うためには、子供たちを取り巻くス

ポーツ環境づくりが大切であり、適切な指導のもと、

子供たちのスポーツ活動の継続やスポーツに関する

能力を引き出してくれる指導者やスポーツ団体など

の組織体制を整えることも必要であります。スポー

ツ環境の充実に向けましては、体育協会を初め、関

係競技団体やスポーツ少年団などが連携し、子供た

ちが継続してスポーツに親しむことができるような

体制づくりや環境づくりに努めていかなければなら

ないものと考えております。また、スポーツ少年団

や地域スポーツの指導者が中学校と連携していくこ

とも、子供たちのスポーツの継続につながるものと

考えますので、こうした考えを学校に伝えてまいり

たいと考えております。 

 次に、３点目の運動部の維持についての考え方と

運動部の創設及び存続のルールについての質問にお

答えいたします。運動部の維持については、児童生

徒数の推移及び指導者の確保など課題もありますが、

可能な限り生徒の興味や関心にこたえられる多様な

部活動を維持することが望まれていると考えており

ます。中学校の運動部の創設及び存続のルール等に

ついては、教育基本法や学校指導要領、また道教委

の指導にもなく、市教委においても特に定めはなく、

それぞれの学校において都活動を希望する生徒の状

況、指導者の状況、校内体制などを踏まえ検討しま

して、運動部の編成について学校が判断するもので

あります。このように各学校の運動部の創設、存続

について、教育委員会が直接対応することにはなり

ませんが、学校と部活動の意義を共有するとともに、

教育委員会として、指導者の確保などに引き続き意

を用いてまいりたいと考えております。 

〇議長（長野 勉君） 田中昌幸議員。 

〇15番（田中昌幸君） １点だけ再質問させていた

だきたいと思います。 

 特に学校の指導者の皆さんが、本当に日夜を分か

たず、平日、土日、極端に言えば年末年始も含めて

本当に熱心に指導されていることについては、これ

は皆さん、やはりなかなか知られていない部分では

ないかと思いますので、ぜひこのこともお話をさせ

ていただいて、私の立場からも本当に感謝をしたい

と思いますし、敬意を表したいと思っているところ

でございます。学校の授業もやる、当然クラスも持

たなければいけない。それにプラスして部活動など

の指導をする。これはスポーツ関係だけではなく、

例えば吹奏楽なども、長い時間指導されている先生

方が、本当に献身的にやられていると考えておりま
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す。ただ、子供たちがいろいろな活動をしていきた

い、やはり小学校から中学校に、あるいは中学校か

ら高校にステップアップするときにやりたい競技が

ない、ぜひこういうこともやってみたいということ

がなくなるというのは非常に寂しい、悲しいことで

すので、ぜひ最大限希望がかなえられるように取り

組んでいただきたい。これは学校だけではなかなか

取り組めないことで、本当に指導者の確保について、

いわゆる人事の部分でも精力的に行っているという

答弁がありましたけれども、そういった部分を学校

任せにしないという立場を、教育委員会として持っ

ていただきたいということがございます。その点に

ついて改めてもう一度答弁いただきたいと思います。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 沢田教育部長。 

〇教育部長（沢田敏幸君） 再質問にお答え申し上

げます。 

 田中昌幸議員から、部活動に関しての指導者の立

場というか、いろいろな面で大変だというようなお

話がありましたけれども、教育委員会といたしまし

てもそのように思っております。部活動の存続とか

新しい部の創設については、先ほど申し上げました

とおり、それぞれの生徒の状況、指導者の状況、そ

れから学校の校内事情も踏まえて、十分学校で検討

されて編成されている状況になっておりまして、教

育委員会といたしましても、運動部の指導者の確保

についてはこれまでも意を用いてまいりましたし、

これからも意を用いてまいりたいと思っております。

また、地域の指導者との連携ということであります

けれども、それについてはいろいろ学校にも理解を

得ながら取り進めていかなければならないという点

もございますので、このようなことも学校に十分伝

えた中で、中学校での部活動がより活発になるよう

努めてまいりたいと考えております。 

〇議長（長野 勉君） 田中昌幸議員。 

〇15番（田中昌幸君） それでは、４番目の質問に

入らせていただきます。 

 組織機構、職員管理についてお伺いします。 

 市の職員数も、10年前と比べ目に見えて減ったと

いう思いがございます。事実、この間の大量退職に

比べての採用数の縮減、採用しないという年もあっ

たことなど、現場で働く職員の減少は著しいと感じ

ます。さきの東日本大震災、実は先週の深川市の災

害でもそうでしたが、職員の皆さんの本当に献身的

な活動を見て、私は職員は本当に大事だと感じてお

ります。特に東日本大震災では、職員の方が犠牲に

遭われたり、被災を受けた方も非常に多かったこと

が報道されておりますが、やはりこのような非常時

には自治体職員の献身的な行動が高く評価されてお

ります。一方、職員を育てるということは決して簡

単なことではない。これはこれまでの議会議論の中

でも明らかでございますし、職場のマネジメントや

目標設定、研修等でのスキルアップもあわせて意識

的に進めていかなければ進むものではございません。 

 そこで、１点目の質問ですが、定数条例改正の際、

これは昨年の９月の総務文教常任委員会での委員長

報告でございます。「適切な人事管理や定数の適正

化を進めるための具体的な考えは。」という質疑に

対しまして、「以前は正規職員を中心として、定数

条例のうちで物事がすべて解決していましたが、職

員の年金支給開始年齢が段階的に引き上げられ再任

用制度ができたこと、今後も年金支給の年齢が上が

り、さらには定年の延長により、これまでの正規職

員の枠におさまらない職が多くなっていくものと考

えています。その中で、業務に対してどういった体

制の職員で臨んでいくのか、仮に業務を縮小してい

くような場合、正規職員をあてがうのではなく、臨

時的任用職員、非常勤職員を充てて将来的な減少に

備える定員管理の考え方も必要であり、そういった

見きわめをしながら個別具体的なところを詰めてい

くべきと考えています。また、人口減少がイコール

で職員数の減につながらない面もあり、正規職員の

定数だけではなく、さまざまな職の適正数を持ち合

わせて適切な人事管理ができるよう、今後整理した

いと考えています。」という答弁だったと認識しま

して、実は私は、この定数条例については根拠が不

確かだということで反対させていただきました。大

変申しわけなかったかもかもしれませんけれども、

そういった部分、その辺の事情を払拭する意味でも、

この答弁から１年経過しておりますが、その後この

検討結果はどのようになったか、お伺いしたいと思

います。 

 ２点目、実質的に現場で人が足りない状況は明ら

かだと私は見ております。その現場からの声が人事

管理担当部門や市長に届いているのか、若干お伺い

したいと思います。もし届いていないとすれば、各

部の最高責任者である部長がきちんと報告していな

いのか、あるいは所管部長が報告はしているのだけ
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れども、その意図がいわゆる人事担当者や市長に伝

わっていないのか、お伺いしたいと思います。 

 ３点目、民間の考えや手法を取り入れるなどを行

政推進の軸としておりますが、組織のスリム化に必

要なのは、現場の最前線で行政サービスに携わる職

員を削るのではありません。企業では管理部門のス

リム化、しかも役職者のスリム化を進めるのが常識

だと言われております。今後、深川市として職員数

をどのようにコントロールしていくのか、考えをお

伺いします。また、2009年につくられました課内室、

いわゆる課の中に課長相当職を長とする室をつくる

ということがありましたが、私が見ると、やはり余

りにもいびつではないかと考えます。この際、現場

から職責ごとに各層の意見をまとめ、仕事を見直し、

仕事のやり方を見直すなどして部課の大胆な見直し

を進め、課設置の整理、部長職の廃止あるいは発展

的解消を進めるべきと考えますが、市長の考えをお

伺いします。 

 ４点目、これまでも採用計画の策定には、否定的

な答弁が続いておいております。しかし、市内の雇

用環境を向上させる先導的な役割や市内高校、大学

卒業生の受け皿としても、これまでの無計画な採用

ではなく、一定の期間をめどに職員の採用計画を策

定し、研修体制とあわせて、人材育成を進め、地域

主権を支える自治体としての力を高めることについ

て考えをお伺いします。 

 ５点目、２年前の私の一般質問で、障がい者の採

用についてお伺いしました。深川市ではこの間、障

がい者の新規採用がされていなかった。障がい者と

いう枠での採用が全くなかった、あるいは採用され

た方に障がいを持つ方もいなかったということで、

市の職員になってから、たまたまと言ったら失礼か

もしれませんけれども、障がいの認定になるような

立場になられたという方はいるけれども、障がい者

という意味合いで採用するという計画が全く、結局

採用されなかったということについて、この２年前

の答弁では、今後採用について検討するとしており

ましたが、その後の検討結果、採用計画についてお

伺いしたいと思います。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 坂本企画総務部長。 

〇企画総務部長（坂本光央君） 組織機構、職員管

理についてお答えいたします。 

 １点目の昨年第３回市議会定例会での定数条例に

かかわる総務文教委員会での答弁についてでござい

ますが、多様化、高度化する行政ニーズに対応し、

最小のコストで最も効果的な行政サービスを提供す

るためには、正規職員、再任用職員のほか、事務の

種類や性質に応じまして臨時的任用職員、非常勤職

員という多様な任用、勤務形態の職員の活用による

行政運営が求められていると考えております。この

ことを前提にしまして、昨年より、現行の臨時的任

用職員、非常勤職員の任用や勤務形態にかかわるさ

まざまな課題の解決に向けまして、検討を進めてい

るところでございます。この検討の中で、臨時的任

用職員、非常勤職員の任用の根拠、さらには適用の

範囲などについて明確にしたいと考えておりまして、

できる限り早期の素案づくりができるように、今現

在取り進めているところでございます。 

 次に、２点目の現場の職場の状況といいましょう

か、人が足りないというお話がございましたけれど

も、そういった声が人事管理担当部門や市長に届い

ているのかという質問をいただきました。各課の職

場の状況につきましては、当然各職場長、課長職が

中心になりますけれども、その所属職員の業務の状

況ですとか、さまざまな勤務状況なども把握し、適

宜必要な事項については所管部長に報告を行いまし

て、適正な職場管理が行われているということでご

ざいます。また、所管部課長と人事管理担当部門に

つきましては、職員配置等の人事案件については、

随時または必要の都度申し入れや聞き取りの情報交

換を行っているところでございまして、そういった

現場の声については、人事管理担当部門、また任命

権者でございます市長にも当然届いておりまして、

可能な限り、この声を踏まえた適正な人事管理とな

るように進めているということでございます。 

 次に、３点目の管理部門、役職者のスリム化及び

組織機構の見直しなどについてということでござい

ますけれども、組織機構のあり方の基本といいます

と、市民にわかりやすく簡素で効率的な行政運営を

行う、さらには、限られた職員数で行政課題に的確

に対応できる組織機構を目指すものということで考

えております。その仕組みや機能が時代の変化など

に対応したふさわしいものであるのかどうか、かつ、

当市の人口や財政規模に見合ったものとなるように

スリム化を図ることも念頭に置いて、今後も見直し

を図っていかなければならないものと受けとめてお

ります。当面、本市の抱える多くの行政課題に適切
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に対応していくためには、現在の部制・課制が必要

であると考えておりますし、相当職も含めた管理職

の配置についても、特定の課題や施策の推進などの

ために配置しているということでございます。今後

も逐次、配置の必要性なども十分に考慮しながら、

対応してまいりたいと考えております。 

 次に、４点目の一定の期間をめどに職員の採用計

画を策定する、研修体制とあわせて人材育成を進め

自治体の力量を高めることという質問をいただきま

した。職員採用に当たりまして、従前から行政運営

を安定的に継続していくためには、人口や産業構造

が類似する他自治体との職員数を比較するなど、人

口規模などに見合った職員数とするための検証を行

うととともに、その時々の社会情勢や財政状況を勘

案しながら方針を定めまして、適正に対応してきて

いるところでございます。今後の再任用の動向です

とか、平成25年度以降、国家公務員の定年年齢の引

き上げなどが検討されておりまして、職員採用に当

たって不確定な要素が多分にあると認識しておりま

すので、現時点で長期間の職員採用計画の策定は難

しいものだと考えておりますけれども、今後数年間

を見ますと、10人から20人程度の職員が退職すると

いう年度もあることから、その対応として平準化し

た採用とするという方策は必要であると考えており

ますので、この考え方に立った職員採用としてまい

りたいと考えております。また、職員の研修体制や

人材育成についてお尋ねをいただきましたけれども、

職員研修の計画に基づきまして、その職責ごとに応

じたスキルアップが図れるよう、今後とも人材育成

に努めていきたいと考えております。 

 最後に、５点目の障がい者の採用についての検討

結果、採用計画でございます。障がい者雇用率につ

きましては、毎年６月１日現在において、所管する

滝川公共職業安定所に報告することになっているわ

けですが、その報告は、48人以上の職員を雇用する

任命権者ごとに報告することになっておりまして、

本市におきましては市長部局のみとなっております。

対象となる職員でございますけれども、正規職員は

もちろんですが、１年以上引き続き雇用が見込まれ

る週30時間以上の勤務となっている非常勤職員は１

人カウントになります。さらに週20時間以上30時間

未満の勤務時間の非常勤職員、この職員については

0.5人換算をして積算していくということでござい

まして、本年の障がい者数、深川市の場合、市長部

局の場合に重度が２人、それから重度以外が２人の

４人となっておりまして、法定雇用率の算定に当た

って、重度については１人であっても２人と換算い

たしますので、障がい者の合計数は６人ということ

で、雇用率は1.5％となってございます。そこで、

法定雇用率は2.1％と示されておりまして、それで

計算しますと８人となりまして、現状２人不足して

いる状況になってございます。その原因といたしま

して、本年３月末に障がいのある職員が１人、勧奨

により退職したということと、さらには障がい者の

雇用率を算定する際の除外率の引き下げが適用され

たものです。この除外率と申しますのは、かつては

医師、保健師、助産師、看護師といった職種につい

ては、この雇用率の算定をする際に除外するという

ルールがございましたけれども、障がい者を雇用し

ていくことを推進するという意味もあったと思いま

すけれども、この職種にあっても一部算定の対象と

するという改正が段階的に行われてきたということ

でございます。そういったことで、今回２人不足し

ている状況になっているところでございますが、今

後の対応ということで、本年７月末に、滝川公共職

業安定所の職員によりまして、法定雇用率達成に向

けた訪問指導を受けたところでございます。そこで、

本市が未達成となった理由についての聞き取り、今

申し上げたようなことをお話しし、その中で、平成

24年中に法定雇用率に達するような手だてをとって

もらいたいという指導を受けたところでございます。

申すまでもございませんけれども、地方公共団体に

ついては、身体障害者の雇用の促進に関する法律に

基づいて、障がい者の雇用と職業安定を図るために

必要な施策を総合的に、かつ効果的に推進するとい

う立場、さらにみずから率先垂範して障がい者を雇

用するという立場がございますので、非常に限られ

た期限内ではございますけれども、障がい者の雇用

不足を解消するための方策について、公共職業安定

所の指導もいただきながら、検討し対応してまいり

たいと考えているところでございます。 

〇議長（長野 勉君） 田中昌幸議員。 

〇15番（田中昌幸君） 若干再質問させていただき

たいと思います。順番が逆になりますけれども、最

後のほうから再質問させていただきたいと思います。 

 障がい者の採用ということで、これまでも障がい

者の新規採用を進める、例えば肢体不自由な方を採

用してはというような話もあったと思うのです。た
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またま役所に入ってから障がいの認定を受けるとい

うようなことでは、政策の考え方というか、根本が

全く違うと思うのです。今答弁にあったとおりの指

導を受けるような状況というのは、やはりこの無計

画な状態の中で起きてきた結果だと、私は言わざる

を得ないと思うのです。障がい者の採用をどうする

かという全体像なしに、障がいの認定を受けている

方だけを採用しますというのも変な話です。やはり

職員をどういうふうに見ていくか、とらえていくか、

そういった方たちを採用することで、むしろ障がい

のある皆さんに対する政策をもっともっと充実しよ

うという発想も出てくるのではないか。それがなけ

ればできないということではないですけれども、そ

ういった考えを持った計画的な採用というのは、障

がい者のみならず一般職の採用、あるいは意欲を持

った、地域を先導的にリードしていくというような

職員の採用についての答弁もあったと思います。こ

れはやはり市内の高校あるいは大学を卒業される方

が、深川市役所で安定的に採用しますというものが

見えないと、子供たちが希望するのは、それはその

ときそのときで一生に１回しかないですけれども、

それを担当する進路指導の先生たちが、深川市役所

には採用枠があるから必ず１人は送り込みたいとい

う意欲も、全体の中で計画的な採用があるという前

提でなければ、ことしはある、来年はない、そうい

うところではなかなかうまくいかないのではないか。

市内の子供たちが希望を持って深川市役所に、地元

に勤めたいのだと、このような希望を果たすために

も計画採用というのは本当に大事なことではないか

と考えます。その点について、なかなか今採用計画

は立てないけれども、ある程度計画的にというよう

な答弁でした。それでは今までの域を全く超えてい

ないですし、結果として地元から採用された職員と

いうのは、最近非常に少なくなっているのではない

か。残念ですけれども、これは競争試験でやります

から、その成績が達していなかったということでや

むを得ないのかもしれません。けれども、やはり地

元で生まれて育って、ぜひ地元の市職員として行政

サービス、市民の皆さんの健康のために頑張ってい

きたいという子供たちをつくるためにも、こういっ

た計画採用というものは必要ではないかと思います

ので、改めて答弁をいただきたいと思います。 

 もう１点は、３点目の組織の見直しの部分で、部、

課についてはさわる考えはないという答弁をされま

した。職員がどんどん減っています。この職員数が

どれぐらいの規模なのかという全体を見渡したとき

に、必ずしも今の答弁が正しいままでいいのか。私

はそうは思わない状況になってきているのではない

か。正規職員は私の記憶する限りでは400人ぐらい

いたのが、今はもう250人だと思っております。そ

の当時と、ただ縦割りの枠を減らすだけでは、やは

りもう限界が来ている。今、５人の部長がいらっし

ゃいますけれども、市の行政全体を５人で分け合う

というのはなかなかもう厳しい状況ではないかと考

えますので、そういった点も含めて改めて答弁いた

だきたいと思います。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 坂本企画総務部長。 

〇企画総務部長（坂本光央君） 再質問にお答えい

たします。 

 まず、障がい者の採用ということで、こういった

指導を受けたことは、私どもとしましても好ましく

ないことであるのは当然のことでございますので、

十分にこのことを反省しながら、平成24年度中にま

ず法定雇用率を達成するという一つの短期的な目標

は当然持っていきたいと思います。それと、もう少

し中長期的に、５年、10年というところまでできる

かどうかはわかりませんが、少し長い期間で、職員

の定年を想定して採用計画の樹立を考えていたわけ

ですが、勧奨退職ということも当然想定しなければ

なりませんので、そういったことも踏まえた適切な

対応になるように取り組んでいきたいと思います。

職員の安定的な採用が意欲を生むということは、そ

のとおりと思いますので、そういったことになるよ

うに、なかなか厳しい状況で、大人数の職員採用と

いうのはなかなか達成できませんけれども、今質問

いただいた趣旨は十分に理解いたしますので、そう

いった対応になるように私どもも努力していきたい

と思います。 

 組織の見直しでございますが、田中裕章議員の一

般質問でもお答えさせていただきましたけれども、

決して組織機構の見直しをしないというのではなく

て、常日ごろから点検しながら、一定年数の中でさ

まざまな意見をくみ上げて、それが熟したときに組

織機構の見直しにつながると思います。そのことは

常日ごろから考えて対応していきたいと思っており

ますので、当面と申し上げましたのは、あくまでも

現状での認識を申し上げたわけで、いつまでもこう
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いった組織、このままでいいと思っているわけでは

ございませんので、ご理解いただきたいと思います。 

〇議長（長野 勉君） 田中昌幸議員の一般質問を

終わります。 

 暫時休憩します。 

（午前１１時０４分 休 憩） 

                                         

（午前１１時１８分 再 開） 

〇議長（長野 勉君） 休憩前に引き続き開議しま

す。 

 一般質問を続けます。 

 次に、北畑議員。 

〔北畑議員、質問席へ〕 

〇14番（北畑 透君） 一般質問を始めさせていた

だく前に、この２日に大雨で被害に遭われた方皆様

にお見舞い申し上げるとともに、この台風12号で亡

くなられた方、また被害に遭われた方に心からお見

舞い申し上げます。そして、改めて東日本大震災で

亡くなられました皆様を初め、被害に遭われた皆様

に心からお見舞い申し上げるとともに、一日も早く

復興されますようご祈念するものであります。 

 東北の生んだ青年詩人石川啄木は、「一国の王と

ならむよりも一人の人を救済することは大なる事業

なり」とうたっております。我が身をなげうって救

援支援に尽力なさっているすべての皆様方のご苦労

に、心から感謝申し上げるものであります。この11

日であの大震災から半年が経過しようとしておりま

す。死者は１万5,000人以上、そしていまだ行方不

明者は4,000人以上、加えてあの東京電力福島第一

原発では、いまだにその事故の収束及び解決の展望

は見えていないのが現状ではないかと思います。し

かし、その被災地で、子供たちからお年寄りまで、

あの絶望の淵からたくましく立ち上がろうとしてお

ります。災害にあっても心の財だけは絶対に崩さな

いとのことであり、人間の強さにただただ敬服する

ばかりでございます。そして、今私たちの国は、幾

たびとなく焦土の中からよみがえり、誇るべき国土

と国民をはぐくんできた驚嘆の歴史があります。日

本人には、世界に誇る高いモラルと勤勉と忍耐があ

ります。もちろん技術も経済力もあります。失われ

た命は戻りませんが、その失われた死にも国を復興

させる意味と力があるものと私は思います。防災の

見直し作業を通じてもっともっと災害に強い地域づ

くりと、そして災害に負けない暮らしをつくり上げ

ることこそ、自治体に求められる最大の責務ではな

いかと強く感ずるものであります。頑張れ東北、頑

張ろう日本の思いを込めて、以下お尋ねいたします。 

 １点目に、本市における地域防災計画は、災害対

策のバイブルとも言うべきものでございます。市民

の生命、生活、財産、産業活動を安心・安全に確保

していくために、大震災の教訓である想定外に対処

するためにも、過去の災害検証を実施し、想定にと

らわれない災害対策の改定作業に取り組むべきであ

ると思います。地域防災計画を今後どのように見直

していく考えなのか、防災会議の開催、そして改定

時期などの方針について伺います。 

 ２点目に、現在の防災計画の原型、出発点は昭和

40年であります。その当時、まだ車社会ではなく、

いわゆる住んでいるところと働く場所が近接したこ

ろにつくられております。現在は、家族全員がまち

中に住んではいるが、家族全員がほかのまちに通勤

通学している場合もあります。それだけに、近接の

市町一体の広域の防災計画をつくる必要があると考

えますが、所見を伺います。 

 ３点目に、本市でも、市の指定避難所においてい

わゆる耐震化されていない、また避難経路の課題な

ど、現在の防災計画も住民目線で総点検する必要が

あると考えますが、その所見を伺います。 

 次に、防災力のアップについて伺います。 

 地域防災計画の見直しというのは大変大きい問題

で、そう簡単にはいかないと思います。しかし、今

我々にすぐできることもあります。住民の生命と財

産を守るのは、住民と向かい合っている私たちの地

方自治体の最大の責務でもあると思います。東北で

起きたこと、起きていること、またこれから起きよ

うとしていることは、あすは我が身であります。心

して私たちが我がまちの防災力を検証しながら、身

近でできることから具体的に取り組む必要があると

考えます。そこで、この５月に、週刊ダイヤモンド

という週刊誌に、「あなたの街は安全か？震災に強

い街」という特集が組まれております。その中で安

心・安全のまちの四つの指針が挙げられております。

１点目には、防災拠点や水道管などの耐震率をはか

るハード力、２点目には、防災に予算を組む財政余

裕度があるかどうかをはかる財政力、３点目に、住

民による防災組織などの充実度をはかる人的ソフト

力、４点目に、災害の被害想定やエリア別危険度リ

ストを作成し、住民と情報を共有しているかをはか
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る情報ソフト力が挙げられております。こうした指

標から考えても、この三つ目の人的ソフト力、四つ

目の情報ソフト力は、いわゆる財政力やそれに伴う

ハード力に余り影響を受けないで取り組める、住民

との協働で築き上げることができるのではないかと

考え、以下、何点かお伺いします。 

 １点目に、地域の自主防災組織であります。 

 日本の社会は、家庭や地域でだんだん人間的なつ

ながりが薄れつつあります。いざというときに助け

合わなければならないのは地域であります。そして

近所です。これは例でございますけれども、兵庫県

加古川市にあるマンションの住民が、阪神大震災を

機に、防災活動に取り組む自主防災組織、加古川グ

リーンシティ防災会というものをつくっております。

メンバーは、都会でございますので40代から50代の

現役世代が中心で、防災組織としての日本の最先端

を走り続けていると言われております。その基本的

な内容は、まずは、あいさつ運動と小さな親切運動

から始まっております。そして特徴的なのは、特技

を事前に登録する制度でございます。例えば看護師

であるとか、医師であるとか、電気、電話、ガス、

水道工事、老人介護歴、子守、ネット操作など、非

常時に役立つ特技や資格などを登録して、非常時に

対応しようとしているとのことでございます。そし

て、この防災会のモットーは、楽しく防災しよう、

防災活動は仰々しく構えてしまうと長くは続かない、

そこで、炊き出しはいか焼き、防災井戸で井戸端会

議など、生活防災が中心であります。こういった自

主防災組織を地域に根づかせることこそ、急務の課

題ではないかと思いますが、その取り組みの考え方

について伺います。 

 ２点目、老々救助の現実について伺います。 

 助ける側の自主防災組織も高齢化し、助けが必要

な高齢者の実態の把握は進まないのが現状かと思い

ます。老々救助の実態は大きな課題と思いますが、

本市の実態とその対策について伺います。 

 ３点目、実践的訓練の必要性について伺います。 

 この震災の事例でございますけれども、400人が

避難生活を送っていた仙台市の小学校で保健業務を

担当してきた、派遣されていた名古屋市の保健師の

宮尾さんという方が、このような事例を紹介してお

ります。日ごろの近所づき合いや町内会行事での役

割分担をきちんとして、町内会単位での防災訓練の

必要性を訴えられております。町内会ごとに自主防

災会が中心となって、自分の命を守る自助、そして

町内会や近所で実践的な防災訓練を行うべきと考え

ますが、その認識と対応についても伺います。 

 ３点目、学校施設の防災強化について伺います。 

 この東日本大震災を受けて、文部科学省は、全国

の学校施設を地域の防災拠点として整備していく方

針を打ち出しました。今回、震災でのピーク時には

622校が避難所として使われ、５カ月が経過した現

在でもその約１割が避難所のままになっており、現

場からさまざまな問題提起がされております。さま

ざまな教訓を踏まえて、文部科学省は震災後、防災

や建築の専門家らによる検討会議を立ち上げ、震災

に対応できる学校施設のあり方を議論、そして今後

の整備に当たっての緊急提言がまとめられておりま

す。提言の柱は３点ございます。１点目は学校施設

の安全性の確保、２点目として地域拠点の学校施設

の機能の確保、３点目に電力供給力の減少などに対

応するための学校施設の省エネルギー対策の３点で

ございます。本市においても、小中学校がすべて避

難所に指定されており、今回の震災で地域における

学校の重要性が再認識されていることから、以下、

伺います。学校施設の耐震化が完了した現在、構造

体の耐震化だけではなく、多くの学校施設において

非構造体、例えば天井の部分であるとか、照明器具

の落下防止対策、非常用物資の備蓄、そしてプール

の水をトイレに使う水洗化、災害優先電話や自家発

電機の設置など、さらには避難所運営にかかわる役

割分担、地域コミュニティー拠点の機能強化などが

提言では要請されておりますが、今後の本市の取り

組みについて、これは教育委員会というよりも防災

担当の見地から、答弁を求めたいと思います。 

 次に、耐震改修の現状と対応について伺います。 

 平成７年の阪神・淡路大震災など、大規模な地震

が相次いで起こり、いつどこで起きてもおかしくな

い状況下で、21年３月に本市においても耐震改修促

進計画が作られております。 

 そこで１点目に、この計画では、平成27年時点で

耐震化率90％の目標を挙げておりますが、現在の耐

震化率の進捗状況と目標の達成の見込みについて伺

います。 

 ２点目に、この計画の中で、地震ハザードマップ

において耐震化されていない避難所が指定されるな

ど、このマップで本当に市民を地震の被害から守れ

るのかどうか、甚だ疑問の部分もございます。そし
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て、わかりやすく実効性のあるマップに改めるべき

と思いますが、その対応についても伺います。 

 そして、５点目の災害備蓄品の状況と、６点目の

独自の発電設備の確保については、現時点では聞き

ません。したがって、これは割愛いたします。 

 そして次に、被災者支援システムの導入について

伺います。 

 あの阪神・淡路大震災で壊滅的な被害を受けた兵

庫県西宮市が独自に開発した被災者支援システムは、

災害発生時の住民基本台帳のデータをベースに被災

者台帳を作成し、被災状況を入力することで、罹災

証明書の発行から支援金や義援金の交付、救援物資

の管理、そして仮設住宅の入退去などを一元的に管

理できるシステムと言っております。今回の東日本

大震災後の３月18日には、このシステムが民間業者

でも利用できるように、システムの設計図であるソ

ースコードを公開し、オープンソース化がされまし

た。災害発生時、何よりも人命救助が最優先であり

ます。しかし、その後はきめ細かな被災者支援が求

められます。中でも、家を失った住民が生活再建に

向けてなくてはならないのは、罹災証明であります。

この罹災証明を発行するためには、住民基本台帳と

家屋台帳、そして被災状況を確認して新たに作成し

た調査結果、この三つのデータを突き合わせる必要

があります。事前に本市に確認しましたところ、こ

の三つのデータは独立して存在している。仮に、こ

のたびのような大きな災害が起きた場合、本市にお

いても大量のいわゆる罹災証明の発行が必要になる

と思われます。今までは確認作業に手間取り、被災

者を長時間待たせる等、かなりの負担等を強いてき

たのも現実でございます。今回の震災で、改めて何

もない平時から災害時に住民本位の行政サービスが

提供される体制づくりを進める必要があると思いま

す。そのために、阪神・淡路大震災の教訓と実践に

裏打ちされたこのシステムを、平時に導入、運用し

ていくことは極めて有益と考え、提案させていただ

き、その認識と対応について伺います。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 坂本企画総務部長。 

〇企画総務部長（坂本光央君） 地域防災計画の見

直しについての質問のうち、１点目、２点目及び７

点目についてお答えいたします。 

 まず、１点目の過去の災害検証にとらわれない防

災対策につきましては、本市ではこれまで激甚的災

害等の経験もなく、まち全体としましても防災に対

する危機意識や経験が浅いことなどから、想定外を

具体的にイメージすることについてはなかなか難し

いものがあったと考えております。そうしたことか

ら、防災上の専門的知識やノウハウの蓄積なども少

なく、今後に向けては、外部知識の導入などを視野

に入れ、検討していく必要があるものと考えており

ます。一方、既存の防災計画及びこれに基づく対応

に関しましては、行政や市民、各防災関係機関等が

担う役割などが規定されておりますが、具体的にだ

れがどのように動くかなどについては明確ではない

点もございます。そうした部分の整理や対応、さら

には避難所運営や食料備蓄の対応などに取り組む必

要があるものと考えております。したがいまして、

当面の対応として、防災対応の根幹をなす防災計画

の見直しと、現状の防災体制の底上げという大きく

は二つの方向性、これを同時並行的に推進しなけれ

ばならないものだと考えております。市といたしま

しては、未曾有の大震災における極めて過酷な惨状

を目の当たりにしたことから、その対応の重要性は

十分認識しておりまして、積極的に取り組むことと

いたしておりますが、そのためには、防災会議の開

催や各防災関係機関等のご協力をいただくことが必

要となり、その前段には、さまざまな準備や検討、

調整などが必要となってくるものでございます。現

時点におきましては、その準備や調整が未了である

ということもございまして、防災計画の見直しを含

め、取り組みの具体的な時期などについてはお示し

できないものでありますけれども、適切な対応とな

るように取り組みを進めてまいりたいと考えます。 

 次に、広域の防災計画の必要性についてでありま

す。 

 ご指摘いただきましたとおり、災害時に近隣市町

村との連携を図ることは、防災対策上有効なものと

認識しております。このたびの大震災の教訓から、

現在、北空知圏振興協議会の専門部会において、北

空知１市４町による災害時の相互応援に関する体制

づくりについて、今後どのような形や方法が可能で

あるかという検討を始めているところでございまし

て、この部会の中で、広域防災計画の展望について

も考えてまいりたいと思います。 

 次に、住民目線による検証についてでございます。 

 現在、本市が指定している避難所は46カ所ありま

すけれども、そのうち耐震化されていない避難所が
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８カ所ございます。これは過去の避難所指定に対し

て、必ずしも地震災害を対象としていなかったこと

によるものでございまして、このような状況となっ

ているものでございます。一方、住民の避難経路な

どにつきましては、特に防災計画の中で明示すべき

こととはされておりませんが、避難住民等の安全性

を確保するという上では非常に重要なことであると

思っておりますので、避難所選定なども含めまして、

適切な対応等を図ってまいりたいと考えております。 

 次に、２点目の防災力アップについてであります。 

 初めに、地域の自主防災組織の取り組みと防災訓

練についてお答えします。 

 阪神・淡路大震災や今回の東日本大震災を初め、

近年全国各地で発生している地震、台風、豪雨など

の災害をきっかけに、地域防災に関する関心が高ま

っていると認識してございます。本市においては、

市民との協働を前提に、安全で住みよい地域づくり

を推進することとしておりまして、平成19年度より

各地区町内会で行う避難訓練や、災害図上訓練など

の各種防災訓練の実施に対し、一定の財政支援を行

っているという状況にございます。これらの訓練は、

これまで10回程度開催されておりまして、その主な

内容は、消火訓練、防災教室、災害図上訓練、炊き

出し訓練などとなっております。しかし、いずれも

自主防災組織の決定までには至っていないというこ

とでございますが、地域防災力を高めるという意味

からすると、自主防災組織の育成は不可欠であると

考えておりますので、支援していく必要があるもの

と考えております。その一端として、議員が質問の

中で紹介されましたユニークな事例だとか、さまざ

まな自主防災組織のあり方など、こういったことを

地域にお知らせし、地域の方々が組織の有用性や必

要性を感じていただけるよう、情報の提供に努める

とともに、防災組織の立ち上げに向けてバックアッ

プしてまいりたいと考えております。 

 次に、老々救助の現状ということでございます。 

 本市の高齢化率でございますが、本年３月末現在

で34.2％となっておりまして、質問にありましたよ

うに、助ける側も助けられる側も高齢者という状況

が徐々に近づいているというのが実感でございまし

て、地域コミュニティーや町内会等における協働、

あるいは相互扶助の精神での対応がますます重要に

なってくると考えておりますので、市といたしまし

ても、適切な対応となるように努めてまいりたいと

存じます。 

 次に、７点目の被災者支援システムの導入につい

てでございます。 

 この被災者支援システムでございますが、災害発

生時に自治体が担う復旧業務等を支援するためのシ

ステムであるということで、大規模災害時の被災者

支援業務、具体的には罹災証明の発行でありますと

か、さまざま質問の中でもご紹介いただいたことで

ございますけれども、大変有効なシステムであると

されておりまして、現在、全国の地方自治体に向け

て公開されている状況にございます。本市において

は、既に被災者支援システム全国サポートセンター

から利用許可証を発行していただきまして、現在デ

モサイトを利用して当該システムの業務内容を確認

しているところでございます。本システムについて

は、平常時から運用し、なれていくことが大事であ

るということで、不測の事態に備えておくというこ

とが非常に重要であるとも思っております。今後、

このシステムが本市でどのように活用できるか、ま

た、どのような構成が必要かなどの、本市に適した

システムとその運用体制について、研究してまいり

たいと考えております。 

〇議長（長野 勉君） 鈴木教育長。 

〇教育長（鈴木英利君） 地域防災計画の見直しの

３点目、学校施設の防災機能についてということで

ございますので、私からお答えさせていただきます。 

 本市の場合、避難所に指定されている学校施設は

10校ございますが、災害時にはそれぞれ重要な役割

を担うことになります。東日本大震災の被災地では、

学校施設が子供たちや地域住民の避難場所として大

変大きな役割を果たしましたが、緊急避難や避難生

活に関してさまざまな課題も見えましたことから、

文部科学省は、全国の学校施設の安全性、防災機能

の強化を図る必要があるとして、６月に東日本大震

災の被害を踏まえた学校施設の整備に関する検討会

を設置いたしまして、質問にございましたように、

そこで取りまとめられました学校施設の整備に関す

る緊急提言が７月７日に発表されたところでありま

す。この提言におきましては、これまで、質問にご

ざいましたように、非構造部材の耐震化、備蓄物資

や備蓄倉庫の整備、トイレや通信機能の整備、地域

の拠点としての学校を活用するための計画、設計な

どが示されているものであります。学校施設の耐震

化に関しましては、本市においては平成22年度にす
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べての小中学校において耐震化工事を完了し、学校

施設の安全性が図られたところでありますが、緊急

提言では、さらに大きな事故が起こりやすい屋内運

動場の天井材等の落下防止対策を進める必要がある

とされております。本市の場合、屋内運動場には天

井材を設けていないこともありまして、天井材その

ものの落下の心配はございませんが、照明など、ほ

かの部材の落下による被害が起きないように、学校

職員の目視などによる日常点検や専門職員による定

期点検などによる確認を行い、対応しているところ

であります。このほか、非常用物資等の備蓄、仮設

トイレや通信設備の整備、発電施設などについては

今後の課題でございます。また、避難所運営にかか

わっての学校側教職員と地域住民組織の方々との役

割分担や、地域コミュニティーの拠点としての学校

施設の機能強化につきましても、それらを深めてい

くことについては今後の課題ということでございま

す。今回いただきました議員の質問につきましては、

災害時における避難施設としての学校施設の整備活

用に向けてのご提言と受けとめさせていただきまし

て、防災担当所管としっかりした連携を図りながら、

この地域に求められている学校施設の防災機能の充

実に向けて取り進めてまいりたいと考えております。 

〇議長（長野 勉君） 松浦建設水道部長。 

〇建設水道部長（松浦龍行君） ４番目の耐震改修

の現状と対応についてお答え申し上げます。 

 初めに、１点目の耐震化目標の現状についてでご

ざいますが、本市では、昭和56年以前に建築された

市内の既存建築物の耐震性能を確保するため、耐震

診断とその結果に基づく耐震改修を計画的に促進す

ることにより、今後予想される地震災害に対して市

民の生命と財産を守ることを目的に、平成21年３月

に深川市耐震改修促進計画を作成したところでござ

います。その中で、市内の建築物の平成20年12月時

点の耐震化率を調査しておりまして、多数の方が利

用する民間特定建築物の耐震化率については47.2％、

同じく市が所有の特定建築物については73.2％、住

宅につきましては80.1％という結果となっておりま

す。この結果に基づき、国の基本方針や北海道の計

画を踏まえ、想定地震による市内の建築物の被害を

半減させるため、住宅の耐震化率につきましては、

平成27年度までに90％とする数値目標を示したもの

でございます。平成22年度末の耐震化率につきまし

ては、民間特定建築物が48.5％と若干率が伸びてお

り、また市有特定建築物は、昨年の小中学校の耐震

改修を行った結果87.8％となり、住宅につきまして

はまだ全体の改善数を把握していない状況でありま

すが、新築や耐震改修、または古い住宅の解体など

で、徐々にではありますが市内全体の耐震化が進ん

でいるものと考えております。しかしながら、平成

27年度までに耐震化率90％とする数値目標は相当高

いハードルとなっておりますし、また民間特定建築

物の耐震化もそれほど進んでいない状況もあります

ので、今後も耐震改修促進のための啓発活動や環境

整備、支援や助成などを検討してまいりたいと考え

ております。 

 次に、２点目の地震ハザードマップについてお答

え申し上げます。深川市耐震改修促進計画に記載さ

れております地震ハザードマップにつきましては、

想定地震による地形や地盤の状況から求めた揺れや

すさのマップ、それと、建物に被害が生じる程度を

危険度としてあらわした地域の危険度マップを、総

じて地震ハザードマップとして作成したものであり

まして、地震による建築物の倒壊などの被害から市

民の生命や財産を保護することなどを考えたもので

ございます。また、避難所の指定につきましては、

昭和56年以前に建築された建物も含まれておりまし

て、耐震診断などによる耐震性が確認されていない

ものもございますが、ご指摘にありますように、地

震災害が起きた場合の避難所の耐震化や、わかりや

すく実効性のあるマップの作成につきましては、今

後、市全体の防災計画を見直す中で、耐震化された

避難所の指定や耐震化の促進に努めてまいりたいと

考えております。 

〇議長（長野 勉君） 北畑議員。 

〇14番（北畑 透君） 再質問させていただきます。 

 １点目でございますけれども、幸いにして本当に

深川というまちでは、いわゆる激甚指定になるよう

な大きな災害というのは、本当に記憶にないぐらい

に長い間ございません。この２日の大雨では、議長

の英断によって議会を中断し、市長も午後から現場

に行かれたと。そして、改めてこの災害に対する被

害というものを目の当たりにされたと思います。そ

んな意味では、さまざま今答弁にあったように、こ

の見直しの計画になかなか着手できないというのは

説明ではわかりますけれども、やはりここで本当に

これを契機といいますか、今やらなければならない

自治体の最大の責任、責務でもあると思います。そ
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んな意味では、少なくともこの見直しの計画策定に

対してきちんとしたスケジュールというものを出す

べきでないかと思いますので、その点をまず１点、

再質問させていただきます。 

 それから、学校施設の防災機能の部分でございま

すけれども、これは提言として出されております。

そんな意味では、具体的に取り組むという状況には

ないと思います。しかしながら、やはり今回の大震

災の状況、それから教訓から言って、今後補助事業

という形でさまざまな取り組みを促進するような形

が出てくると思います。せっかく耐震化が終了した

本市においては、やはりそこが今回の東北の中で最

後まで避難所として使われているという貴重な部分

かと思います。そういった事業化、補助事業という

形で来たときには、ぜひこれに乗っていただきたい

と思いますが、答弁があれば求めます。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 坂本企画総務部長。 

〇企画総務部長（坂本光央君） 再質問にお答えい

たします。 

 防災の関係は、質問にございましたように、自治

体の最大の責務であるということでございまして、

私どももそのように認識してございますので、なる

べく早い時期にさまざまな準備や調整などを終えま

して、具体的なところに入って、こういった防災計

画などのさまざまなことについて、早期の改定とな

るように努めてまいりたいと考えます。 

〇議長（長野 勉君） 鈴木教育長。 

〇教育長（鈴木英利君） ただいま質問をいただき

ましたように、文部科学省でも一定の補助事業が既

に準備されておりますし、恐らくこの後、この東日

本大震災等を受けまして、いろいろな動きがあるだ

ろうと、あるかもしれないと思いますので、そこの

ところをしっかり注視しまして、災害のときには、

深川の避難所になるであろう学校施設をより安全な

ものにすることについて意を用いてまいりたいと思

います。 

〇議長（長野 勉君） 北畑議員。 

〇14番（北畑 透君） 次に、建設業の衰退につい

て、４点にわたってお伺いしたいと思います。 

 前段、防災の段階でさまざまな角度から質問させ

ていただきました。やはりこういった防災、いわゆ

る減災の直接的な担い手としての、防災対応力とし

ての建設業の衰退というのは、かなり問題という観

点で質問させていただきます。 

 ことしの冬は、全国各地が記録的な大雪に見舞わ

れる中、除雪作業のおくれが全国では目立っており

ました。そこで市民生活の混乱も出ております。そ

の原因の一つが、除雪や土砂の除去など、地域の災

害復旧を担う建設業者が長年の建設不況で疲弊して

いること、また自治体と災害協定を結ぶ全国の建設

業者の数は、この10年で３分の２に激減しておりま

す。災害対応に必要な重機を自社で保有する業者も

減っていることなども指摘されております。昨年の

12月には、全国建設業協会が国土交通省に、除雪の

おくれは氷山の一角である、全国で災害対応空白地

帯が生まれていると、業界への支援を訴えておりま

す。災害復旧には人、物、そして経験者の３点セッ

トが不可欠と言われております。公共事業の従事者

がいなくなるというのは、地域の安全・安心を確保

する担い手が消えることにもなります。これまでの

建設業界が担ってきた災害対応力が揺らいでいる、

現状は厳しいものがあると思っております。建設業

界は、いわゆるコンクリートから人への方針のもと、

平成22年度予算では公共事業関係費を前年度から一

気に約２割も削減、23年度予算でもさらに13.8％削

減され、一括交付金を含む総額は５兆5,000億円余

りであります。かつての10兆円規模から見ればほぼ

半減しております。また、公共事業を請け負う建設

業界は、国民生活に不可欠なインフラの整備や災害

復旧など、地域の経済社会を支える役割も担ってお

ります。特に、地方にとっては経済、雇用の下支え

効果は大きいものと思います。その地方における建

設業の実態も、また厳しいものがございます。建設

業の衰退はそのまま地方の衰退につながると思って

おります。地方の建設業者は社会基盤の守り手であ

ると同時に、貴重な雇用の受け皿でもあり、地域経

済の担い手でもあるからであります。深川市の工事

発注件数と金額では、平成13年には243件、34億

3,000万円だったのが、22年度では100件、13億

8,000万円と、件数、金額ともに半数以下の、約６

割もの減少でありました。業界の淘汰は進んでおら

ず、いわゆる供給過剰の状況にあるのは明白でござ

います。また、受注競争の激化からダンピング競争

も広がっていると聞いております。公共工事のコス

ト削減計画の進捗もあり、建設業の弱体化は著しい

ものと考えます。地方経済がなかなか回復しない理

由の一つもここにあると思います。そして、深川市
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と深川建設業協会との間の災害時における応急対策

業務に関する協定が、平成19年に締結されておりま

す。その深川建設業協会の会員数は、平成13年には

30社でありましたが、23年度では11社と、約３分の

１近くまで落ち込んでおります。 

 そこでお聞きします。 

 まず、建設業界は社会基盤の守り手であり、貴重

な雇用の受け皿であり、地域経済の担い手でもあり

ます。建設業の衰退はそのまま地域の衰退につなが

ると思いますが、建設業の置かれている状況を、市

としてはどのように認識されているのか。 

 ２点目に、建設業は、道路や河川などのインフラ

の維持管理や防災対策の重要な役割を担っておりま

す。とりわけ建設業が担ってきた災害対応力が揺ら

いでいる、この現状と対策について伺います。 

 ３点目、国の公共事業削減の行き過ぎた動きの中

で、雇用創出、地方活性化のためにも、地域に仕事

をつくり、公共施設の改修耐震化など、命を守る公

共事業の優先発注や社会資本の整備を前倒しで実施

すべきと考えますが、その所見を伺います。 

 ４点目に、地域経済と雇用を活性化させて税収を

増加させることは大変重要です。そのためにも、地

域経済を担う建設会社が正規の価格で仕事がとれ、

そこで働く従業員の方々も生活のできる給与がきち

んと保障されることは、大変重要なことであると思

います。公正公平な入札制度と地元業者優先の工事

発注の現状の取り組みについて、最後に伺います。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 山下市長。 

〇市長（山下貴史君） ただいま建設業の衰退に関

連して４点質問がございましたので、それについて

順次お答えしたいと思います。 

 まず、１つ目の建設業の置かれている状況につい

ての認識ということでございます。これは議員もる

る触れられましたけれども、過去10年ほどを振り返

ってみますと、国全体で公共事業関係費が、平成９

年度で９兆7,000億円ということでございましたが、

これをピークといたしまして、以後、道路、治水、

農業基盤整備など多方面にわたって削減されてきて

おりまして、22年度におきましては、そのピーク時

からおよそ40％減の５兆8,000億円にまで減少して

きているわけであります。こうした公共事業の著し

くかつ急激な減少によりまして、既存の各種社会資

本整備計画にやはり影響が生じているところであり

ますし、また国土の均衡ある発展や地域の個性ある

発展ということを進めていく上でも、やはり深刻な

影響が及びつつあると認識しております。議員の指

摘もありましたが、公共事業の削減は国、地方を通

じて今や大きな社会問題になっていると認識いたし

ております。そして統計によりますと、建設業の業

者数は平成20年度末の時点でもかなり減っておりま

すが、51万の業者数でございました。これはピーク

時の平成11年度と比べますと15％も減少し、かつ、

また建設業に働いておられるその就業者数も、この

20年度末で537万人ぐらいということで、９年のピ

ーク時から見まして22％も減少と、全国的にもきち

んと数字で厳しい状況が示されております。本市に

おきましても、産業別の就業者数で見ますと、建設

業は、この平成12年におきましては1,500人を超え

る人が働いておられましたが、５年後の17年には３

割ほど減りまして1,000人ぐらいになっているとい

うことで、この５年間の産業別の就業者数全体の減

少率が、深川市の場合は10％ぐらいでありますので、

その率にすると３倍近く減少しているということに

なりますので、ご指摘のように、建設業における減

少は大変顕著であります。なおかつ、平成17年まで

の数字でありますが、22年の最近の統計が出てまい

りますと明らかになろうかと思いますが、こうした

減少傾向は今日に至るまで続いているのではなかろ

うかと考えております。こうしたもろもろの状況か

らは、農業とともに本市経済の中核的な役割を担っ

ている産業である建設業は、やはり極めて厳しい現

状にあると認識いたしております。 

 ２点目の質問でございますが、災害について、先

ほどもるるご議論ございましたが、本市は、これま

で水害等の経験はございましたが、市民生活に大き

な影響が及ぶといった大規模な災害には幸い見舞わ

れてこなかったところでございますけれども、先ほ

どのやりとりでも出ておりましたが、今般の東日本

大震災の状況や、またつい最近の台風に伴う影響な

どにかんがみましても、やはり本市においても災害

発生がさまざま起こり得るということを想定して、

対応を考え直していく必要があるだろうと思ってお

りますが、そうした際の防災の取り組みであります

とか、復旧工事などの面で、市内にある建設業者が

果たす役割は大変大きいものがあると考えておりま

す。したがいまして、そうした災害への備えとして、

熟練した経験のある人材の確保、それから災害復旧
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の技術的なノウハウの蓄積といった面でも、市内建

設業がやはり維持発展していくということが大きな

課題だと認識いたしているところであります。 

 それから、３点目に公共事業の本市の発注につい

て、ご指摘やお尋ねがありました。ご指摘のように、

また既に述べてきておりますように、建設業は産業

あるいは生活の基盤整備や、また広い意味での雇用

の確保を通じて、地域経済を下支えする重要な役割

を担っておりますので、本市としては、これまでも

厳しい財政状況のもとではございますが、一定の公

共事業費用を確保するために、平成21年度、それか

ら22年度におきましては、国の臨時交付金を積極的

に活用することなどによりまして、例えば21年度は

102件、13億2,000万円の発注実績、それから22年度

は100件、13億8,000万円、これは先ほど委員が指摘

された数字に見合っておりますけれども、その発注

実績ということになっておりまして、また本年度に

おきましても、昨年度からの繰り越し分を含めまし

てほぼ同程度の公共事業金額を確保しているところ

であります。また、来年度以降につきましても、必

要な公共事業費の確保に意を用いてまいるというこ

とは当然でございます。前倒しでの実施といったこ

とについての言及もございましたが、本市といたし

ましては、社会基盤整備、インフラ整備のために必

要な投資につきましては、これは当然地域経済の活

性化や市民生活の向上、さらには雇用の拡大という

ことから重要なことでございますので、当然必要な

社会資本整備投資については、所要額をこれからも

しっかり確保するように努めていくという姿勢は、

しっかり堅持してまいりたいと思っておりますし、

これから始まる来年度の予算編成の中でも、そうし

たことをしっかり念頭において、十分配慮した予算

編成作業に当たっていきたい、努めていきたいと考

えているところであります。 

 最後に、４番目の質問についてでありますが、こ

れはご承知のように、本市は平成19年３月に、それ

までの指名競争入札制度から一般競争入札に大きく

制度変更いたしたところでありますが、この一般競

争入札の導入につきましても、ご存じのように一定

の制限つきの一般競争入札でございまして、市内業

者に限定した入札であったり、あるいは地元業者に

十分配慮した制度設計ということになっております

ので、そうしたことから、市内業者の落札件数全体

に占める割合は96％を超えているところであります。

また、全工事の予定価格の合計額と落札金額の合計

額を比べた総体的な落札率は、95％前後ということ

になっておりますので、ある程度機能を果たしてい

る入札制度になっているのではなかろうかと思って

おりますけれども、今後とも引き続き、議員が言わ

れております地元業者の育成といった面も十分勘案

して念頭に置きながら、かつまた透明性や公平性の

ある、より透明性などが高まるような入札制度の実

現に向けまして、引き続き所要の改善努力を行って

まいりたいと考えておりますことを申し上げてお答

えにいたします。 

〇議長（長野 勉君） 北畑議員。 

〇14番（北畑 透君） それでは、最後のＪＲ深川

駅西側の土地活用についてお伺いしたいところでご

ざいますけれども、先週の東出議員の質問への答弁

の中で、まだほわっとしているという部分と地権者

との協議もこれからということも踏まえまして、は

っきりした段階でまた改めて質問させていただきた

いと思います。そういった意味で今回は割愛して、

一般質問を終わります。 

〇議長（長野 勉君） 北畑議員の一般質問を終わ

ります。 

 暫時休憩します。 

（午後 ０時１０分 休 憩） 

                                         

（午後 １時１３分 再 開） 

〇議長（長野 勉君） 休憩前に引き続き開議しま

す。 

 一般質問を続けます。 

 次に、松沢議員。 

〔松沢議員、質問席へ〕 

〇16番（松沢一昭君） 第３回定例会が始まりまし

た。この定例会は、来年度予算に向けて、市民の皆

さんの声を求めてゆく定例会という位置づけでやっ

てまいりました。同時に、深川市政にかかわる政策

を共通の認識にしていく場でもあります。この定例

会の期間内に決算審査も行われますから、ここでの

調査、質疑をしていくことも含めて、大いに議論し

ていきたいと考えています。 

 １番目は、深川市における農家所得の引き上げに

ついて伺いたいと思います。 

 平成19年の第２回定例会で同じ趣旨の質問をし、

山下市長から答弁していただきました。そのときの

市長の答弁は、耕作面積の差が主な要因ではないの
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かということだったと思います。このときの統計は

平成17年のものでした。沼田町の耕作面積が16ヘク

タールに対して、深川市は10ヘクタール弱、ただし、

10アール当たりの所得では、沼田町が３万2,000円

に対して深川市は３万7,000円と、土地生産性では

上回っているという数値も示していただきました。

私の手元にデータがございませんけれども、恐らく

ハウスものや園芸作物の差ではないかと思われます。

それにしても、道内でおいしいお米がとれる指折り

の生産地の我がまち深川が、全道の農家１戸当たり

所得では最も低いところに位置するというのは、と

てもショッキングなデータでもありました。私がこ

の質問をいたしました平成19年は、カントリーエレ

ベーターが動き出した年でもありました。深川市の

この種の施設の建設についても、若干振り返ってみ

たいと思います。平成９年には玄米の貯蔵調整施設

ライスターミナルがつくられるとともに、旧単協ご

とに玄米の貯蔵受け入れ施設が整備されました。こ

の時点で、沼田町では既にもみ貯蔵施設を手がけ、

やがて雪中米のネーミングで売り出すということに

なります。深川市のお米の貯蔵や調整が、玄米によ

る取り扱いからもみ貯蔵の今ずり米に変わっていく

のに隣町から10年おくれたばかりではなく、二重投

資になってしまったのではないかと言われています。

こういった前提のもとに、以下、具体的にお尋ねし

たいと思います。さきの臨時会の補正予算に、この

整備にかかわる２億2,000万円余りが審議に付され

ました。ライスターミナルの支払い残が１億円あり、

マイナリーについては10億5,000万円が深川市の持

ち分の残債、ＪＡの持ち分７億6,000万円という、

いわば償還がこれから始まろうという時点で、第３

弾の投資を何ゆえ今の時点で決意したのか、そのい

きさつといいますか、市長の考えをまずお聞きした

いと思います。 

 次に、この施設をつくることによって有利販売を

していく考え方についてであります。 

 このことについてもたびたび一般質問をしてまい

りました。確かに、着実に自主販売の数量は伸びて

いますし、独自販売に努力している点は認めるので

すけれども、これだけの先行投資を行うわけで、

我々素人が聞いても納得できるような自主販売の実

績を、あるいは今の時点では目標を示していただき

たいと思います。この点について答弁願います。 

 次に、農家の負担についてお尋ねします。 

 先日の答弁では、１俵当たり処理費は500円から

600円になるということでしたし、４年前の答弁に

は、運営費の４割を面積割で、６割を利用量に応じ

てという答弁もございました。また、市として施設

運営費を年間1,000万円支援するとありました。今

後、市としての支援はどうなるのか、市が工事主体

となる低温倉庫部分の維持費はどのような負担割合

の考え方なのかもお聞かせください。 

 次に、カントリーエレベーターを中心とした今後

の農家の作業形態、経営形態についてお尋ねします。 

 以前、これは2005年11月になりますが、九州の唐

津の近く、小城郡広域農協のカントリーエレベータ

ーを常任委員会で見てきたことがあります。佐賀米

の産地で、早い施設は昭和46年に着工ということで

した。ここでは、稲の刈り取りからすべての収穫作

業を機械銀行で行い、水分二十五、六％というもの

も搬入するということで、農家はコンバインも持た

ない、納屋も持たない、自家用米や自家販売用は保

有米という名で、収穫した生産者に30キログラムの

玄米で戻していくという徹底ぶりでした。耕作面積

を含め、農家のニーズも違いますからそうはならな

いのでしょうけれども、今後高齢化が進む中で、大

面積を耕作する必要が生じてくると思います。当然、

乾燥機の寿命も来るわけで、いつまでも水分17％ま

で一たん下げて搬入することになるのでしょうか。

さまざまな予測の中で将来対応をしていく、そうい

う生ける施設にしておく必要があるように思います

けれども、そういった検討はしているのでしょうか。

この点についてもお答えください。 

 次に２点目、全国２位の生産量のあるソバの有利

販売について伺います。 

 幌加内町は全国１位の生産量ということで、マス

コミに取り上げられるのは幌加内ばかりです。しか

し、転作田中心の幌加内産に比べ、山地帯が主な生

産地の深川産ソバのほうが品質はずっとすぐれてい

るということもお聞きします。深川産ソバについて

も、販売戦略を練る必要があると思いますが、どう

でしょうか。 

 次に、和牛の導入事業と経営の実態について伺い

ます。 

 まさに和牛は受難続きであります。口蹄疫がおさ

まってやれやれと思っていたら、今度は原発による

放射能被害であります。この和牛導入事業も、本来

なら深川の農家収入を底上げする起爆剤になるべき
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はずのものであります。しかし、なかなかそうはな

ってはいないように見受けられます。先日、市場で

行われた焼肉パーティーに私も参加いたしましたが、

市長がずっとここに出ていたことはとてもよいこと

だと思っています。深川市民もこうしたイベントを

通じて、地元の牛肉消費の応援をしようという機運

が生まれてきます。和牛の経営の実態、そして深川

産農業の所得向上の起爆剤となっているのか、今後

の見通しについてもお答えください。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 藤田経済・地域振興部長。 

〇経済・地域振興部長（藤田正男君） 深川市にお

けます農家所得の引き上げについての１点目、カン

トリーエレベーター整備による農家負担及び米の有

利販売、今後の展望についてお答え申し上げます。 

 深川産米につきましては、議員の言われるとおり、

当初旧農協ごとに整備を行った玄米での調整施設で

ある米ばら集出荷施設のほか、同じく玄米での調整

施設であり、市が整備を行いました北育ち元気村ラ

イスターミナル施設により処理を行ってきたところ

であります。これらの施設整備に当たりましては、

建設当時、玄米の処理施設にするか、もみの処理施

設にするかの協議がなされ、深川産米について、当

時は玄米での処理施設でも十分に対応できるという

判断から、もみ処理施設としての整備を行っていな

いものでございます。しかし近年、もみでの貯蔵が

主流となりまして、より一層の良質・良食味米の供

給など、実需者等からの要望により、きたそらち農

協が事業主体となって、平成18年度に国の支援を受

け、市内の米生産量52万5,000俵のうち、契約で15

万俵処理する施設としてカントリーエレベーターの

整備を行い、19年度から稼働しているものでござい

ます。質問のライスターミナル、カントリーエレベ

ーターの起債償還が残っている中で、なぜ今の時点

で投資を決意したのか、その経過についてでござい

ますが、第２回市議会定例会時の補正予算審議の際

にも申し上げておりますが、カントリーエレベータ

ー整備後において、評価の高い今ずり米での出荷、

品質の均一化など、実需者からの要望や規模拡大に

伴う乾燥調製作業の軽減のため、生産者の意向もも

み出荷に変わってきており、過去３カ年を見ますと、

平成20年産米で約24万俵、21年産米で約20万俵、22

年産米で約23万6,000俵と計画を上回る処理を行っ

てきており、現施設ではフル稼働しても処理が限界

に来ている状況にあること、また、きたそらち農協

が昨年８月に実施いたしました深川マイナリー増設

工事にかかわる意向調査の結果においても、４万俵

を超える利用要望があったことなどから、実需者・

消費者ニーズに対応した良食味、高品質で安全・安

心な米の安定供給や乾燥機の増設など、設備投資の

負担軽減、乾燥作業における労働力の軽減を図るた

め、市内生産量52万5,000俵のうち、少量品種を除

く残り全量の45万俵をもみ処理できる施設として増

設を行うに至ったところであります。市といたしま

しては、昨年８月に、各農業団体からの支援要請な

どもあり、本年の市政方針でも、より一層の高品質

米生産のための施設や設備の充実について申し上げ

ましたが、農業を基幹産業とする本市にとりまして

重要な取り組みでありますことから、生産者負担の

軽減を図るため、それらに対する支援や多目的低温

倉庫を整備することとしたものでございます。 

 次に、有利販売の実績、今の時点での目標につい

てであります。 

 従来までは代金の回収等を踏まえ、ホクレンを主

体とする全道一律の販売となる全道共計の仕組みに

よりまして米の販売を行っておりましたが、平成19

年度以降、これまでの仕組みを維持しつつも、生産

販売努力がストレートに米代金に結びつく方法とし

て、実需とホクレン、農協とで独自に販売価格を決

定できる播種前契約などによる独自販売の仕組みが

創設され、きたそらち農協におきましても独自販売

の割合を高め、少しでも有利な販売に結びつくよう

取り進めをしているところでございます。質問の有

利販売の実績についてでございますが、きたそらち

農協に確認したところ、農協に出荷された主要３品

種のうち独自販売分は、全体出荷量と比較いたしま

すと、平成19年産で約25％、20年産で約35％、21年

産で約37％となっておりまして、１俵当たりの価格

につきましては、共計販売に対し、19年産で88円、

20年産で127円、21年産で317円高く取り引きされて

いると伺っております。また、独自販売の目標につ

いても、販売を担うきたそらち農協に確認したとこ

ろ、需給環境に応じて変動がありますが、平成23年

産米につきましては、全体の約50％を目標としてい

ると聞いてございます。今回、カントリーエレベー

ターの増設を行うことで、実需者ニーズに応じた良

食味、高品質で安全・安心な米を安定供給すること

ができ、産地指定の増に伴う独自販売の拡大が期待
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できますことから、市といたしましても、きたそら

ち農協と連携し、より一層の独自販売の取り組みを

推進していきたいと考えております。 

 次に、市としての支援の内容、市が整備を行う多

目的低温倉庫の維持費の負担割合の考え方について

お答え申し上げます。 

 市からの支援につきましては、本体工事などに対

してのものですが、過疎対策債の対象事業となるも

ので、補助対象事業における補助残及び補助対象外

事業の２分の１の支援、農協が負担する事業資金の

うち、農林金融公庫資金の借り入れ資金以外の資金

として地域総合整備資金貸付事業債、ふるさと融資

でございますが、これの無利子貸し付け、農協が借

り入れる農林金融公庫資金の利息分の全額支援を行

うこととしており、これらに伴います現段階におけ

る市の実質負担額は、全体で約５億8,000万円程度

と試算してございます。多目的低温倉庫につきまし

ては市が整備することになりますが、維持費の負担

につきましては、きたそらち農協に管理を委託する

予定としているため、施設の保険料を除き、基本的

には農協に負担いただく考えにしております。 

 次に、将来に対応できる施設整備の検討について

であります。 

 カントリーエレベーターにおけるもみの処理につ

きましては、現状、生産者段階で１次乾燥したもの

を搬入しておりますが、議員の言われるとおり、規

模拡大や高齢化が進行する中で、刈り取りしたもみ

をそのままカントリーエレベーターで処理すること

は、労働力の軽減を図る上でも必要なことと考え、

平成18年の当初建設時も、きたそらち農協において、

刈り取りしたもみをそのままカントリーエレベータ

ーに搬入することについて検討がなされたところで

ございますが、すべてのもみを直接カントリーエレ

ベーターに搬入する場合、１次乾燥のもみは水分が

多く、速やかに乾燥しなければ品質に影響が出ます

ことから、一斉に収穫された大量のもみをすぐに乾

燥させるには、大規模な乾燥機の設置など、当時の

試算では建設費の倍以上の経費を要すること、生産

者が保有する乾燥機の有効活用の問題などから、現

在の受け入れ体制を構築したと伺っております。今

回の増設につきましても、これらの検討は行ってい

るところでございますが、当初建設時同様、乾燥機

の増設などに多額な経費を要すると思われ、利用料

等生産者に大きな負担となることや、乾燥機の有効

活用の観点から、現行の受け入れ体制を継続してい

くこととしているものでございます。 

 次に、２点目の全国２番目の深川産ソバの利活用

と販売戦略についてお答えします。 

 深川市におけるソバの作付面積、生産量は、幌加

内町に次いで全国２番目となっております。深川産

ソバの販売については、そのほとんどがきたそらち

農協を通じ製粉業者等に販売が行われている状況に

ありますが、イチヤン屯田そば、多度志山そばなど、

それぞれ地域ごとのブランドを確立し、国産ソバを

優先的に使用いただいている製粉業者等に対し、品

質の評価を受けながら安定的な販売を行っており、

価格的なメリットもあると伺っております。市とい

たしましては、こうした取り組みをしっかり持続い

ただくとともに、きたそらち農協とも連携を図り、

本市のソバを有利販売につなげていけるよう、必要

な対応に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、３点目の和牛の導入事業と経営の実態につ

いてお答え申し上げます。 

 家畜の導入につきましては、市の家畜導入等事業

により、きたそらち農協を通じ無利子資金の貸し付

けを行っておりますが、近年の和牛繁殖牛の導入状

況を申し上げますと、平成20年度にあっては133頭、

21年度にあっては28頭、22年度にあっては24頭が導

入されている状況にあります。経営の実態について

でありますが、昨年７月の和牛の肥育牛１頭当たり

の価格が約59万5,000円だったものが、福島第一原

子力発電所の事故に伴う汚染牛問題などの影響によ

り、本年７月では約47万5,000円と約20％下落して

おり、また配合飼料につきましても、補てん金を除

いた１トン当たりの価格が昨年末の５万2,500円か

ら、現在の価格が５万4,800円と2,300円上昇するな

ど、非常に厳しい畜産環境の中で経営を維持してい

ると承知しているところでございます。厳しい畜産

情勢の中で、現状は和牛の導入がなかなか所得に結

びついていかない状況にございますが、家畜導入に

よる経営の複合化は、所得の確保や有機物の循環な

どの面で大変重要であると考えてございまして、特

に和牛生産の取り組みは、将来的にブランド化を推

進する上でも大事な取り組みでもありますので、今

後についても、畜産をめぐる情勢の推移を見きわめ、

きたそらち農協などの関係団体等と連携し、市の家

畜導入等資金のほか、国・道の制度を有効に活用し

ながら、農家所得の向上に向け、着実に推進してま
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いりたいと考えてございます。 

〇議長（長野 勉君） 松沢委員。 

〇16番（松沢一昭君） 答弁していただきました。 

 私の大きな項目の質問の部分であります、深川市

における農家所得の引き上げについてということで

項目を起こして、具体的に３項目にわたってお尋ね

したわけですけれども、正直申しまして、３年前の

平成19年に質問したそのときの状況と、余り画期的

に変わっていないと思って答弁を聞いていました。

和牛についても、経済的な農家所得の引き上げの起

爆剤になるには、いろいろな障害が今、発生してき

ているということです。ソバについては、幌加内産

よりも若干有利販売をしているというような部分も

あるようですし、あとカントリーエレベーターのこ

とについても、単協も独自に努力され、三百何十円

でしたか、同時販売での有利販売もしているという

ことでありました。一層この辺の独自販売に力を入

れていくということを、深川市も含めてもっともっ

と力を入れていかないと。道内最下位の所得ランク

にあると言われているこの深川の状況を脱していく

ためには、それこそしっかりと農業団体とも行政と

も協議する場面も必要でしょうし、もっともっと画

期的な取り組みをしていかないと、投資に対するバ

ランスシートが合わないのではないかと思って数字

を聞いておりましたが、今後に向けたその辺の取り

組みについて、もう少し決意をお聞かせいただきた

いと思います。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 藤田経済・地域振興部長。 

〇経済・地域振興部長（藤田正男君） 再質問にお

答え申し上げます。 

 ただいま、有利販売、独自販売の率をもっともっ

と高めていくべきでないかという趣旨での質問でご

ざいました。 

 先ほど、本年は50％程度を目途にしっかりと独自

販売を進めていきたいとお答えしまして、将来的に

はＪＡきたそらちと、いろいろな農産物の収穫量的

な面もありますから100％というのは当然無理な話

ですが、目標といたしましては、できるだけ７割程

度を目途にしっかり独自販売を広げてまいりたいと

打ち合わせをして進めているところでございます。 

〇議長（長野 勉君） 松沢議員。 

〇16番（松沢一昭君） 時間の関係もありますので

次にいきます。 

 ２番目は地方自治法の改正について伺います。 

 これはことし１月に法改正骨子が出されたもので、

両論併記がされているところや、まだ論議が必要な

ところが残されています。全体を通じての私の感想

は、余りゆっくりしたペースではなく進めてほしい

ということで行政も議会もそのような対応や改革が

大いに進むのではないかという期待があります。今

ここで論議してどうこうということにはなりません

が、この改正骨子について、どのように評価し押さ

えているのかまず伺います。 

 次に、ことし１月にこの案が出されて以降、国の

地方財政検討会議の動向及び今後のスケジュールに

ついても伺っておきたいと思います。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 坂本企画総務部長。 

〇企画総務部長（坂本光央君） 地方自治法の改正

についてお答えいたします。 

 この改正概要につきましては、総務大臣を議長と

いたしまして昨年１月に設置されました地方行財政

検討会議において、地域主権の確立を目指した地方

自治法の抜本的な見直しの案が検討され、これを踏

まえまして、総務省が本年１月26日に、地方自治法

抜本改正についての考え方として取りまとめられた

ものでございます。基本的な考え方といたしまして、

みずからの暮らす地域のあり方について、地域の住

民一人一人がみずから考え、主体的に行動し、その

行動と選択に責任を負うようにする改革が求められ

ており、その観点から地方自治法のあり方を抜本的

に見直す必要があるといたしまして、地方公共団体

の基本構造のあり方、長と議会の関係のあり方、住

民自治制度の拡充など７項目にわたっているもので

ございます。さらに、この同時期でございますけれ

ども、この考え方に基づいた地方自治法の一部を改

正する法律の概要が総務省から示されたところでご

ざいます。その改正内容でございますけれども、１

として、地方議会制度では会期に関すること、臨時

会の招集権、議会運営、２として、議長と長との関

係では、再議制度、専決処分、条例公布、３として、

直接請求制度の要件緩和など、４として、大規模な

公の施設の設置における住民投票制度の創設、５と

して、国等による違法確認訴訟制度の創設、６とし

て、一部事務組合・広域連合に関する規定の６項目

を改正する内容となっております。これらの考え方

や改正案の概要につきましては、昨年12月の案の段
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階から、総務省より地方団体に対して意見照会がな

されているということもございまして、各団体から

はそれぞれの立場から意見が出されているというこ

とでございます。そして全国市長会においては、提

案した意見が反映されていない、これに対してさま

ざま意見を述べているわけですが、これに対する反

映がされていないこと、まだ議論が不十分であると

いうこと、それから一部地域で問題となった極めて

まれなケースへの対応であることなどの問題を指摘

しているところでございます。本市といたしまして

は、時代に即した地方自治法の改正は必要だという

認識に立ちながらも、改正法案の姿が見えてこない

現状にあって、地方団体が出した意見の検討も含め

まして十分に時間を持って審議し、国、地方、さら

には住民が十分理解し納得し得る改正内容とすべき

であると思っているところでございます。 

 次に、地方行財政検討会議の動向と今後のスケジ

ュールについてでございますが、この検討会議は昨

年１月に第１回会議が開催されまして、12月までの

間に本会議が７回、第１、第２の分科会が９回と８

回の17回開催されている状況にございます。この一

連の会議で出された意見を踏まえて、総務省では、

前段申し上げました地方自治法抜本改正についての

考え方及び改正案の概要を取りまとめたということ

でございます。しかし当検討会議において課題が残

された検討事項については、引き続き検討するとい

う総務省の見解が示されておりますが、平成23年に

入ってからはこの会議が１回も開かれずに現在に至

っております。一方、去る８月24日ですけれども、

総務省内に第30次の地方行政調査会が発足いたしま

して、この地方自治法の改正案の概要についての審

議を行う旨のさまざまな決定をしたと伺っておりま

すので、そういった意味では、今までの地方行財政

検討会議の役割は終わり、今申し上げたような地方

行政調査会に移行したと考えておりまして、これは

スタートしたばかりですので、まだ少しスケジュー

ル的には明確なものは示せる状況にないのだろうと

思っているところでございます。 

〇議長（長野 勉君） 松沢議員。 

〇16番（松沢一昭君） 次に３番目、国民健康保険

税について、短期被保険者証、資格証明書の発行に

ついて伺います。 

 深川市は、つい近ごろまで資格証明書の発行をし

ないできていたはずであります。体調が悪くなって

も医者にかかれないことによって、直接命が脅かさ

れるということで、深刻な社会問題となっている事

例もあると聞いていますし、子供のいる家庭につい

てもその対応が問題になっています。深川市の対応

が温かいものであってほしいと思いますし、そうい

う立場でお尋ねします。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 瀬川市民福祉部長。 

〇市民福祉部長（瀬川 慎君） ただいまの国民健

康保険税にかかわって、資格証明書並びに短期被保

険者証の交付状況という質問ととらえさせていだき

ました。 

 まず初めに、短期被保険者証の交付状況と対応に

ついてでありますけれども、これは今現在、有効期

限が３カ月の保険証を交付しておりまして、一般の

被保険者証は１年間有効でありますけれども、この

一般の被保険者証は毎年８月が更新時期になってお

りますので、この時期に合わせて短期被保険者証も、

対象者を７月の下旬から抽出しまして、そして８月

の中旬には対象者全員に交付するという状況になっ

ています。その後、３カ月ごとに更新を迎えるもの

ですから、更新のご案内をいたしまして、そのとき

に窓口に来ていただきまして、納付がされているの

かどうかを含めた納税指導だとか相談、さらに場合

によっては分割納入などをしていただき、その後に

次の３カ月の短期被保険者証を交付するという流れ

となっております。それで、平成23年度の交付状況

でありますけれども、208世帯にこの短期被保険者

証を交付しておりまして、このうち27世帯において

は高校生以下のお子さんたちがいるのですが、平成

21年４月から、さらには22年７月１日から制度が改

正になりまして、高校生以下の方には６カ月間の短

期証を交付するということになっておりますので、

そういった27世帯の方たちには６カ月の短期被保険

者証を交付している現状にあります。 

 それから、資格証明書の交付につきましては、こ

れは保険税の滞納世帯に係る措置要綱に基づいて交

付させていただいているのですけれども、資格証明

書の対象世帯の判定につきましては、税務課が作成

した資料がございます。これはこれまでの納付状況

だとか、あるいは誓約書に基づいて納付されている

のかどうか、あるいは特別の事情の提出がなされて

いるかどうか、そういった詳細な中身について書か

れている資料なのですけれども、それに基づいて、
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税務課と担当課の市民課の両課でもって協議し、そ

して納付相談にもなかなか応じてくれない世帯、あ

るいは納付の約束をしているのですけれども、その

履行がやはりなされていない、そういうようないわ

ゆる悪質と判断せざるを得ない滞納者に限定いたし

まして、納付期限にきちんと納めていただいている

被保険者との間の公平性を保つために、ただし交付

に当たっては機械的にならないように、必要な医療

は受けられるような形で、やむを得ずこの資格証を

交付しているという現状にあります。平成23年度の

交付状況についてでありますけれども、32世帯に資

格証明書を交付しておりまして、うち２世帯の方に

は高校生以下のお子さんがいらっしゃるので、この

方たちには６カ月の保険証を交付しているという状

況にあります。 

 いずれにしましても、その資格証明書の交付、さ

らにはその短期被保険者証の交付にいたしましても、

やはりこれまでどおり、先ほど申しました滞納世帯

に係る措置要綱に基づきまして、特別な事情がない

にもかかわらず、納付相談に応じず、長期にわたっ

て滞納している世帯については、これも繰り返しに

なりますけれども、きちんと納付していただいてい

る方との公平性、やはりこれは不公平感が起きない

ように、そして先ほど申しましたように、必要な医

療が損なわれないような形で総合的に判断し、交付

していきたいと考えております。 

〇議長（長野 勉君） 松沢議員。 

〇16番（松沢一昭君） 次に、４番目は住宅リフォ

ーム支援制度について伺います。 

 この制度は、この不況の中で地域を活性化させて

いく上で高く評価され、深川市でも実施されました。

ただし、国の地域経済活性化支援交付金によって臨

時的に実施され、また、ことし３月の実施では、申

し込み受け付けを行ったその日に枠がいっぱいにな

るという好評ぶりだったと聞いています。 

 １点目に、過去２回についての地域経済への波及

効果は、投資に比べての倍率でも金額でもよろしい

ですが、どのくらいになっていると押さえているの

か、お答えください。 

 ２点目に、この制度の来年度の通常予算での実施

についてお尋ねします。第２回定例会での田中昌幸

議員の質問への答弁は、そういう内容の答弁だった

と思いながら聞いていましたが、実施についての明

確な答えをお聞かせください。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 山下市長。 

〇市長（山下貴史君） 住宅リフォーム支援制度に

ついてお答え申し上げます。 

 この住宅リフォーム緊急助成事業につきましては、

地域活性化に寄与する、そういう住宅あるいは住環

境づくりを促進するといったことなどを目的といた

しまして、国が制度化しました地域活性化経済危機

対策臨時交付金を活用して、平成21年９月から第１

回目を実施いたしました。さらに、国が平成22年度

の第１次補正予算で措置しました、地域活性化交付

金のきめ細やかな交付金を活用することによりまし

て、23年３月より第２回目の事業実施に取り組んで

いるところでございます。これらの事業の実施に伴

う経済波及効果という点でございますが、第１回目

のときの数字でございますが、助成件数が105件ご

ざいまして、それらの助成金額の総額が1,817万円

となりまして、これらに関連する工事契約金額の全

体の額は１億3,616万9,000円ということでございま

すので、この額は助成金額の7.5倍に当たっている

ということでございます。また、第２回目におきま

しては、助成件数が119件ございまして、その助成

金総額2,066万8,000円でありました。そしてこれに

対応する工事契約金額全体では１億4,943万7,000円

ということでございますので、この額も助成金額の

約7.2倍に上っております。こうしたことから、経

済波及効果としては、もちろんきちんとした正確な

数値の把握はできておりませんけれども、本市にお

ける住宅投資分野での相当程度の経済効果が生じた

ものと、上がったものと評価いたしているところで

ございます。 

 そこで次に、平成24年度以降の安定実施について

でございますが、これは今、松沢議員も述べられま

したけれども、先の第２回定例会で田中昌幸議員の

質問に対してお答えいたしましたが、住宅リフォー

ム緊急助成事業の開始に至った状況でありますとか、

この制度の内容ということにつきましては、申し上

げましたように、国の緊急的な臨時交付金などを活

用して、この事業の取り組みをする、そういうたぐ

いの仕事として最も有効な手段という面がありまし

て、住宅産業や地域経済の活性化という点から見る

と、２回実施したときの状況は、そうした臨時的な

交付金制度にのったわけでございますが、制度の通

年化ということについては、当然それができれば望
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ましいという判断をしております。具体的に平成24

年度以降につきましては、今も再々申し上げており

ますように、国の臨時交付金制度などといったもの

が今年度、これから先創出されるかどうかはよくわ

かりませんけれども、されればこれはそれに越した

ことありませんが、されなくても何とか通年化がで

きないものかということについて、これまた真剣に

検討したいと思っております。 

〇議長（長野 勉君） 松沢議員。 

〇16番（松沢一昭君） 再質問ではありませんが、

経済波及効果という言い方を私は質問でしたのです

が、通常、市が2,000万円取り組んだら、どこの自

治体でも20倍あるいは30倍、４億円とか５億円ぐら

いの波及効果という押さえ方で発表されているとこ

ろが多いというぐあいに押さえていますので、一言

だけつけ加えておきます。 

 次に移ります。 

 ５番目に山下市長の被災地訪問についてお尋ねし

ます。 

 先日の道新の記事だったと思いますが、隣町の滝

川市の市長と議長が岩手県宮古市を訪問してきたと

いうことでありました。３月11日の災害は、これか

ら何年もかかる息の長い復旧作業になっていくもの

と思われますし、深川市からも支援物資ばかりでな

く、消防車や救急車を送ったり、さまざまなつなが

りもできています。こういったつながりが今後、町

と町の交流となり、広がりとなっていくように思わ

れます。市長の考えをお聞かせください。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 坂本企画総務部長。 

〇企画総務部長（坂本光央君） 被災地への訪問に

ついてお答えいたします。 

 今回の東日本大震災にかかわりましては、３月の

第１回市議会定例会におきまして、市長より被災地

支援に向けた本市の基本姿勢を申し上げまして、被

災地への職員派遣ですとか住宅支援見舞金、義援金

の送付などということで、以降、さまざまな対応に

努めてきたところでございます。そこで今回、息の

長いつき合い、恒常的な支援をという質問につきま

しては、確かに被災地における復旧、復興の状況を

伺うところ、これからもかなりの時間と労力を要す

るものと考えますし、地域を特定しての長期的支援

という視点ももっともなことと受けとめているとこ

ろでございます。ただし、本市といたしまして、被

災地において特に縁のある市町村というのが現状ご

ざいませんので、現地に出向くに対しましても具体

的にどうすべきかといった課題がございます。しか

しながら、今回の質問につきましては、貴重なご提

言と受けとめさせていただきまして、現実的に何が

できるのか十分検討してまいりたいと思います。 

〇議長（長野 勉君） 松沢議員。 

〇16番（松沢一昭君） 私は最高の提案だと思って

質問しています。 

 次に６番目、指定管理者制度について。 

 昨年12月末に総務省から各自治体にあった指定管

理者制度に対する通達についてお尋ねいたします。 

 この通達は、日本共産党の山下芳生参議院議員が

国会で取り上げたことに端を発しています。これは

受注金額がダンピングされ、受注企業の労働者の月

収が低く、まともに生活できないという内容であり

ます。このことに対して片山総務大臣は、競争性の

導入によってコスト切り下げにこの制度を使うので

はなく、行政サービスの向上の手段という認識に自

治体の皆さんは立ってもらいたいということを述べ、

この通達になったものであります。この通達の概要

と６点目にある労働法制の遵守、雇用労働条件への

適正な配慮に対する考え方及びこれまでの市議会一

般質問で行ってきた北名照美前市議への答弁とのか

かわりについて、この通達に基づいてどのような対

応を深川市は行ったか答弁ください。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 坂本企画総務部長。 

〇企画総務部長（坂本光央君） 指定管理者制度に

ついてお答えいたします。 

 昨年12月28日付で、総務省自治行政局長からの指

定管理者制度の運用についてという通知を受けまし

て、市はどのような対応を行ったかという質問でご

ざいますけれども、この通知は議員が今おっしゃら

れましたように、地方公共団体においてさまざまな

取り組みがなされる中で、留意すべき点も明らかに

なってきたことから、改めて指定管理者制度の適切

な運用に努めるようにということでの、地方自治法

に基づく助言であると注釈がついているところでご

ざいます。その主な内容といたしまして、サービス

提供者を民間事業者等から幅広く求めることに意義

がある、複数の申請者に事業計画書を提出させるこ

とが望ましく、施設の態様等に応じて適切に選定を

行うこと、それと指定管理者の選定に当たりまして、
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指定管理者において労働法制の遵守や雇用条件への

適切な配慮がされるよう留意することなど、いろい

ろ列記されておりまして、８項目にわたる留意すべ

き事項という点を挙げられております。本市におい

ては、現在12の施設の管理運営を指定管理者にお願

いしておりまして、今年度は、現在、温水プールと

文化交流ホールの２施設の指定管理者の募集を行っ

ているという状況になっておりまして、これら12施

設のうち、今年度の２施設を含めまして10施設を公

募しているということ、また質問にございましたよ

うに、施設内で働く職員の賃金を含めた勤務条件な

ども適切なものかどうかということについては、申

請者から応募いただいた計画書の中に、そういうこ

とについて十分に記載いただくことになっておりま

すし、こういった計画書に基づきまして、審査する

段階でヒアリングを実施し、申請者からその内容を

確認するなどの対応はしているということでござい

ます。そういった意味では、総務省からの通知の内

容につきましては、既に募集要項などで規定したり、

指定管理者の選定において審査項目としており、こ

れはもう従前から実施しているということでござい

ますので、この通知による新たな取り組みを行って

いるということはございません。今後とも、指定管

理者の制度の目的であります住民サービスの向上と

施設の効果的、効率的な運営が図られますよう努め

てまいりたいと考えております。 

〇議長（長野 勉君） 松沢議員。 

〇16番（松沢一昭君） 再質問いたします。 

 以前の北名前市議の質問へのあなた方の答弁では、

最低賃金をクリアしているから問題ないという答弁

を繰り返してきたわけで、私は今度の総務省の通達

は趣旨として全く違うのではないかと思って、この

文章を読んでいるのです。にもかかわらずあなた方

は、以前からこれは取り組んでいることだから何も

しなかったということは、国の方針に対して深川市

は何もしなかったということに、論理上なるのでは

ないですか。私はそれは非常にうまくないことだと

思うのです。最低賃金をクリアしているから違法で

ないという、そういう立場ではないのです。国は、

働く人たちの暮らしを守る立場でしっかり地方自治

体は通達を出しなさいということで言ってきたので

す。にもかかわらず、以前からやってきたことの範

疇で間に合うのだということにはならないと思うの

ですが、どうですか。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 坂本企画総務部長。 

〇企画総務部長（坂本光央君） 再質問にお答えい

たします。 

 この総務省の通知を読み上げたいと思いますけれ

ども、「指定管理者が労働法令を遵守することは当

然であり、指定管理者の選定にあたっても、指定管

理者において労働法令の遵守や雇用・労働条件への

適切な配慮がなされるよう留意すること。」という

のがこの通知の内容でございます。そこで、今まで

の議会論議でもございますように、私どもとして、

先ほども言いましたけれども、ヒアリング等々で労

働関係法令については当然遵守しなさい、これは当

たり前のことですから再三再四申し上げております

し、そして議会論議にもございましたように、この

受注者である指定管理者が職員に対して支給する給

与については、それぞれ労使関係のもとで、それは

さまざま持っている経験でありますとか技術だとか、

そういったことを加味して労使協議のもとで、そう

いった賃金体系が定められているものだと思います。

そういった意味ではそのことが優先されるわけで、

私どもがそれ以上、その賃金体系についてとやかく

ということは申し上げるべき内容ではないと考えて

おります。 

〇議長（長野 勉君） 松沢議員。 

〇16番（松沢一昭君） 再々質問します。労使関係

の賃金体系がどうこうということ以前に、指定管理

者制度の労働賃金の取り扱いについて、国から通達

が来たわけです。その論旨というのは、少し違うの

ではないかと思うのです。法律に違反してなければ

いいという中身ではないです。当然あなた方は、国

からこういう通達が来ていますということを、指定

管理者の方々に通達すべきではないですか。水かけ

論みたいな話ではないと思うのです。通達しないで

済むという話ではないです。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 坂本企画総務部長。 

〇企画総務部長（坂本光央君） 再々質問にお答え

いたします。 

 こういった内容で、地方自治体の指定管理者の対

応については、このようにすべしという内容が示さ

れたわけでございますので、折に触れて、例えば指

定管理者のヒアリングだとかということがございま

すので、こういった中で、こういったことも出てい
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ますという話をすることは可能だと思いますので、

こういったことについては検討してまいりたいと思

います。 

〇議長（長野 勉君） 松沢議員。 

〇16番（松沢一昭君） ３度質問したら終わりとい

うのも非常に不自由ですが、次に移ります。一言言

いますが、遵守していくようにという通達を出しま

すというのが、私は正当な答弁だと思います。 

 次、７番目、ストーンサークルについて、案内板、

駐車場、登坂道路の整備についてお尋ねします。 

 この音江にある古代遺跡については、私も関心が

あり、議員になりたてのころ探した覚えがあります。

１度目は入り口がわからず帰ってきて、２度目もか

なり詳細に聞いて行ったのに入り口を見つけられず

に、またそのうちにと思いながら今まできてしまっ

ていました。先日、この近くで仕事をしていた人か

ら言われたことですが、札幌の人がこの遺跡を見に

来て車をスリップさせて苦労していたということで

す。改めて私も行ってみましたが、やはり案内板は

奥まっていて見つけにくいところにありました。ご

みボックスを目印にと言われて行ったので見つけら

れましたが、登坂道路は私のパジェロミニを四駆に

入れて何とか登ったというところです。下へ車を置

いてくればよかったと少々後悔しました。ちなみに、

ストーンサークルそのものはしっかりと管理されて

いたことを申し添えます。 

 この駐車場及び登坂道路の整備について、考えを

お聞かせください。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 沢田教育部長。 

〇教育部長（沢田敏幸君） ストーンサークルにつ

いてお答えいたします。 

 質問のありました音江町向陽にあります音江の環

状列石、ストーンサークルですけれども、これは市

内で唯一国の指定を受けた貴重な史跡で、適切に保

存しているところであります。 

 初めに、案内板を大きくとのことでありますけれ

ども、国道12号から環状列石への出入り口に、国か

ら史跡の指定を受けた翌年の昭和32年に石碑と、そ

の後に碑の横に説明看板を設置しております。その

石碑は台座を含め幅約１メートル、高さ約３メート

ルで、碑の部分は、史跡、音江の環状列石と刻んだ

ものであり、また説明看板は、幅1.8メートル、高

さ２メートルのトタン製のものでありますが、国道

用地が広いことなどから、この碑や説明看板は国道

の車道部分から20メートルぐらい奥まったところに

あり、国道を通行する車両からわかりづらい状況に

なっております。この碑や説明会看板を活用し、も

っと国道から見やすく工夫するなど、見学者に入り

口がわかりやすいよう、対応について研究してまい

りたいと考えております。 

 次に、駐車場と進入道路の整備につきましては、

関連がありますのであわせてお答えいたします。 

 国道12号から環状列石まで約400メートルぐらい

ありますが、その通路部分は国有地となっておりま

す。現在、車で来られる方の駐車場所を特に指定し

ていないことから、一部砂利を敷いている部分も含

めて通路部分全体を利用して駐車している状況にあ

ります。この通路部分は、国道から20メートルぐら

いは平たんな地形となっておりますが、それより奥

は勾配があり、また滑りやすいところもあり、加え

て車を方向転換することも困難でありますので、車

両は国道沿いにあります説明看板付近にとめていた

だき、その先は徒歩で見学していただくような、簡

易な看板の設置とともに、説明看板の周辺に駐車ス

ペースを確保できないか検討してまいりたいと考え

ております。また、駐車したところから徒歩での通

路部分につきましては、月１回程度草刈りを行って

おりますけれども、周辺の木の陰となり日当たりが

悪く、常に湿った状況で滑りやすくなっていること

から、今後も必要に応じまして草刈りや枝払いなど

も行いながら、通路の確保に努めてまいりたいと考

えています。 

〇議長（長野 勉君） 松沢議員。 

〇16番（松沢一昭君） 次に、８番目、私道の整備

について伺います。 

 第２回定例会でこのことを質問いたしました。そ

の後、経済建設常任委員会で所管事務調査をしてい

ただき、私も傍聴させていただきました。第２回定

例会での松浦部長の答弁では、私道の管理補修は所

有者と利用者によって行ってもらうことを原則と思

っているが、今後調査し検討したいという趣旨の再

質問への答弁がございました。ですけれども、私道

の所有者というのは名義上所有しているだけで、行

政としては固定資産税も免除しているという関係に

あります。ですから所有者はそこから何の利益関係

も生じていないことを、行政としても認めているわ

けであります。利用者にとっては、私道に沿って居
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住していても、土地や家屋の固定資産税も、時には

都市計画税も払っています。先日の調査の折には、

地域の人たちが出てきて切々と訴えていました。住

んでいる方たちにとっては切実な問題でありますけ

れども、言ってみれば本当にささやかな要求です。

全面舗装してほしいというのではない、水たまりに

砂利を入れてほしいというのですから。 

 もう一つあります。私道の除排雪についてですけ

れども、この冬、急病人が出て救急車が来たけれど

も入れなかったということです。今の助成事業は枠

が決まっていて、当初はもっと割合が高かったもの

が、申し込みがふえてきて、３分の１ほども助成さ

れていないと聞きます。これでは助成事業とは名ば

かりではありませんか。 

 この２点について、早急な対応を求めます。お答

えください。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 松浦建設水道部長。 

〇建設水道部長（松浦龍行君） お答え申し上げま

す。 

 私道の整備につきましては、第２回定例会で松沢

議員から質問をいただき、その後、経済建設常任委

員会で所管事務調査が行われ、一部路線の状況視察

も行われたところでございます。所管としましては、

現在これらを踏まえ、連檐戸数の調査を含め、私道

の実態や、どの程度の維持管理が必要なのかなどに

ついて調査しておりますが、全市的に範囲が広い調

査となりますことから、結果をまとめるまでにはも

うしばらく時間が必要となりますので、ご理解いた

だきたいと思います。 

 また、除雪の問題につきましては、深川市除排雪

事業助成実施要綱に基づく助成制度を、私道沿線の

多くの住民団体の皆様にもご利用いただいていると

ころでございまして、申請件数、実施延長の増から

年々助成率が減少している傾向でありますので、平

成23年度の予算につきましては、前年度より50万円

を増額し、総額590万円の予算で今後対応に努めて

まいりたいと考えております。 

〇議長（長野 勉君） 松沢議員。 

〇16番（松沢一昭君） 再質問いたします。 

 しばらくしばらくと言って２カ月たったのですが、

まだしばらくと言って何カ月たつのでしょうか。い

つごろをめどにしていたらいいのでしょうか。確か

にあなた方も、道路の維持管理とかいろいろな仕事

があって忙しいでしょうけれども、事は急ぎます。

これは春から言われてきてこれですから、この調子

でいったら、ことし１年かかってもまだ検討中とい

う話になるのではないですか。せっかくの議会です。

いつごろをめどに結論を出したい。やはり部長です

からその辺まで答えてほしいと思います。 

 あと、除雪の補助ですけれども、あなた方の努力

も認めます。認めますけれども、やはりこの北海道

の雪の最も深い日本海側にあって、この助成事業は

非常にみんなに喜ばれているわけです。50万円の増

額というのも貴重ですけれども、もう一踏ん張りし

てほしいというのが、やはり市民の側の立場から見

たとき言いたいことです。ぜひ来年度予算に向けて

の一層の取り組み、この点も答えてください。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 松浦建設水道部長。 

〇建設水道部長（松浦龍行君） 調査について、い

つごろかということについてでございますけれども、

現地調査については当初、２カ月から３カ月ぐらい

かかるというぐあいに考えておりましたが、通常業

務以外に今回のような大雨災害などの対応もありま

すので、若干予定どおり進んでいない状況でござい

ます。なるべく早く進めていきたいと考えておりま

す。 

 それから、除雪につきましては、来年度に向けて

もう一踏ん張りというような話でございますけれど

も、それについては今後十分検討してまいりたいと

思います。 

〇議長（長野 勉君） 松沢議員。 

〇16番（松沢一昭君） 全く満足いかない答弁です

けれども、また第４回定例会で聞きます。 

 次、９番目、最後ですが、拓大関係者の住民登録

の実態について伺います。 

 先日、ある町の議員と話していた折のことですが、

その町にも大学があるが、地元へ住民票を移してい

る人は４割から５割という話をしていました。正直

私はびっくりしてしまいました。拓大があるから深

川市の人口は辛うじてここをキープしているといっ

た会話が市民の間でよく交わされていますし、深川

市内に居住している人はすべて住民票を異動してい

ると私は思っていました。それでは、一体どのくら

いの方が深川市民になっているのでしょうか。人口

規模というのは、そのまちにとって最も基本的な数

値ですし、交付税算定の基礎にもなるということで
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すから、極力深川市の住民になってもらうようなＰ

Ｒも必要と思いますけれども、行政としての対応に

ついてお答えください。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 瀬川市民福祉部長。 

〇市民福祉部長（瀬川 慎君） 拓殖大学北海道短

期大学の学生の深川市の住民登録の現状ということ

でお尋ねがありました。 

 まず、通常住民登録につきましては、議員もご承

知のとおり、住民基本台帳法という法律に基づいて、

転入した場合には14日以内にその市町村に届け出る

ということになっております。このことから拓殖大

学北海道短期大学と協議いたしまして、大学側にお

願いしまして、合格者に対して入学書類の手続等を

送付する際に、住民異動届、転入届のお願い、さら

には、平成21年度から創設して交付しております入

学生自立生活助成金、こういったような文書などを

同封させていただきまして、積極的に本市への転入

を促しているというのが現実であります。これまで

市の大学の学生に対する住民登録の対応につきまし

ては、平成５年から、入学式後の平日に大学側の協

力を得まして、学内に異動届を受け付ける臨時窓口

を開設して対応してきたのですが、平日におきまし

ては学校の授業とぶつかるだとか、あるいはぶつか

ってできなかった場合は休み時間に来て集中すると

いうことで、なかなか学生が登録できない状況もあ

りましたので、これを改良いたしまして、16年度か

らは学生が学生証を取りに来る入学式の前日、これ

が一番適しているだろうということで、多くの学生

が来るこの日に臨時窓口を開設して対応していると

ころです。それで、ことしを含めて３カ年間の窓口

での受付状況をお知らせしますと、平成21年度にお

きましては、入学者数が190人に対して臨時窓口で

の受け付けが36人、22年度におきましては、197人

の入学生に対して39人の受け付け、23年度は214人

の入学生に対して55人の窓口での受け付けがあった

ということです。全体で４分の１程度の方が臨時窓

口で行った。ただ、学生が深川市にどのぐらいきち

んと転居しているのかということを正確にはかるた

めには、先ほども申しました入学生自立生活助成金

の受付件数で把握することができるわけです。そこ

で、担当する地域振興課にそのまとめたものを報告

していただいたときに、平成21年度については84人、

22年度では81人、23年度においては、10月にも受け

付けがありますので、前期分で98人という状況にな

っております。この数字をもとに考えていきますと、

深川市内に居住している学生のおよそ６割から７割

が住民異動届を行っており、残り３割から４割、人

数にしますと40人、多いときで50人前後がまだ提出

していないという状況にあります。恐らく何らかの

事情があってのことだと思うのですけれども、今後

におきましても、拓殖大学北海道短期大学ときちん

と協議しながら、やはり一人でも多くの方が深川市

に転入していただいて、そして深川市のよさを知っ

ていただく。そしてまた平成21年度から創設した助

成金といった利点もあるということも説明しながら、

周知に努めてまいりたいと考えています。 

〇議長（長野 勉君） 松沢議員の一般質問を終わ

ります。 

 暫時休憩します。 

（午後 ２時２０分 休 憩） 

                                        

（午後 ２時２８分 再 開） 

〇議長（長野 勉君） 休憩前に引き続き開議しま

す。 

 一般質問を続けます。 

 次に、太田議員。 

〔太田議員、質問席へ〕 

〇10番（太田幸一君） 今議会が始まった９月１日、

防災の日であります。さきに開催されました深川全

市の消防演習では、3.11の大震災を教訓とする深川

消防署と団員によります初の震災訓練が行われたと

ころであります。深川消防署と団員の率先垂範の取

り組みに敬意とその労をねぎらうところであります

し、また今回深川におきましても大変な大雨、集中

豪雨といいますか、こういったところで水田の冠水、

そして床下浸水、ほかの震災から見ればさほど大き

な災害ではありませんけれども、お見舞いを申し上

げるところであります。 

 それでは、私の一般質問を始めてまいりたいと思

います。 

 最初は、ふかがわ夏まつりにおける課題について

であります。 

 ７月29日からの３日間で開催されましたふかがわ

夏まつりは、好天に恵まれまして、中心市街地の活

性化に大いに貢献し、600人に膨らんだ今回最後と

されるしゃんしゃん傘踊りは、市民や多くの観客か

ら惜しむ声も聞こえていたところであります。いず
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れにしましても、準備に当たった関係団体、関係所

管の皆様には敬意とその労をねぎらうところでござ

います。 

 このまつりに関して、２点質問してまいりたいと

思います。 

 １点目は、東日本大震災で深川に避難、移住され

ている家族への花火大会への招待はしなかったのか

ということ。 

 ２点目としまして、しゃんしゃん傘踊りはことし

最後と聞くが、継続する考えはないのか。 

 次の３点目につきましては、地元の商品調達を行

ってきたけれども、品数がそろわずに、やむなく地

元業者を通して他市の品物となったということで理

解しましたので、割愛とさせていただきます。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 山下市長。 

〇市長（山下貴史君） それでは、ふかがわ夏まつ

りについてのお尋ねにお答え申し上げます。 

 １点目の件で、このたびの大震災で避難、移住さ

れている深川市にお住まいの方々への花火大会への

招待について、したのかどうかというお尋ねであり

ますが、そのことに関しましては、去年、ことしと

そういう麗々しい招待席のようなものはもともと設

けておりませんので、特にご招待といったような対

応はいたしておりませんけれども、ただ、ことしも

広報紙やホームページを通じましたＰＲのほか、新

聞各紙で記事に取り上げていただきましたし、また

新聞折り込みチラシなどでも十分市内外に周知に努

めてまいりましたので、避難移住されている皆さん

の中にもきっとごらんいただいた方がおられるので

はないかと考えております。なお、現在８世帯19人

の方々が、福島県や宮城県、それから千葉県から本

市に避難されておりますが、市といたしましては、

こうした避難されている方々に、これまでも住宅の

提供でありますとか、家財道具の手配など、可能な

限りの丁寧な対応に努めてきているつもりでござい

まして、そうした皆さん方には、そうした対応につ

いてよくご理解をいただけているものと思っている

ところでございます。ということで、特に招待をい

たしておりませんということを申し上げておきたい

と思います。 

 ２点目に、しゃんしゃん傘踊りの今後についてど

うなのかというお尋ねでございまして、これは商工

会議所が中心となりまして行われてきたしゃんしゃ

ん傘踊りでございますが、お話にもありましたよう

に、商工会議所は、今回の傘踊りに関しては、この

傘踊りが深川に来てからちょうど30年の節目に当た

るということから、そういう節目の年に少し華々し

くしゃんしゃん傘踊りを行って、それをもって、言

ってみれば傘を閉じるというか、終わりにしたいと

いった趣旨の発言をしておられましたので、今のと

ころ我々としてもそのように理解はいたしておりま

す。しかし、しゃんしゃん傘踊りに限らず、来年以

降のこの夏まつりの内容につきましては、今後、夏

まつり実行委員会の中で、各団体などからさまざま

なご意見、ご提言、ご提案などをいただくことにな

ると思いますので、そうした協議や検討を経て、来

年の夏まつりがどういう内容になるのか決定されて

いくことになると考えておりますので、この時点で

断定的に何かを申し上げるということは余り適切で

はないと考えております。 

〇議長（長野 勉君） 太田議員。 

〇10番（太田幸一君） １点目の招待の関係ですけ

れども、住宅ですとか家財ですとか、いろいろ手を

尽くしているのだと。こういったことについては、

ある程度どこの自治体でもやられていることだと私

らも認識しているのですが、今回私も花火大会を見

に行きまして、以前からそうなのですけれども、割

合この招待席が広々とがらんとしていると。残念な

のですけれども、そういったところに、世帯数とし

ても９世帯という少ない世帯なわけですから、その

ぐらいのところは何とか今後の問題としてできない

ものかと思うのですが、いかがですか。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います 

 山下市長。 

〇市長（山下貴史君） 招待席というような位置づ

けのスペースというふうには私たちも理解しており

ませんで、たまたま私などがいる場所というのは、

花火を見る場所としては端のほうに当たりまして、

必ずしも招待席と呼べるようなものでもございませ

んし、また、そこに来られる方に招待状を出したり

しているとか、全くそういうこともございませんの

で、招待席にご案内するといった手続を、例えば今

議員が言われたように、被災された方に特別に行う

ということはいかがなものかという感じは持ちます。

しかし、来年以降、引き続き大勢の市民にお越しい

ただきたいと思っておりますので、そうした方々へ

の周知などについても、一応しっかり入念に、情報
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が届くように配慮してまいりたいと考えております。 

〇議長（長野 勉君） 太田議員。 

〇10番（太田幸一君） 次に、２番目の桜山パーク

ゴルフ場におけるに課題について申し上げていきた

いと思います。 

 他市のパークゴルフ愛好者からも、深川に桜山が

あると絶賛されているこの桜山パークゴルフ場であ

りますけれども、やはり特有のすぐれたコースから、

深川の市民のみならず広くプレーヤーから愛されて

いたわけですが、最近、無料化当時よりも悪くなっ

てはいまいかとの指摘が残念ながら多く聞こえるわ

けであります。 

 何点か伺いますが、認定コースから一時脱退して、

このコースが悪化していないかということが、まず

1点目であります。 

 ２点目としては、芝焼け、芝枯れといった状況が

やはりひどく見受けられるわけですけれども、散水

はどのようにしてやられているのか。 

 ３点目としては、非常に時期的な問題はあります

けれども、毛虫の発生がひどい。駆除対策はしてい

ないのか。 

 ４点目としては、コースの奥に、これは以前から

言っておりますけれども、簡易トイレの設置はでき

ないのか。 

 この４点お伺いします。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 沢田教育部長。 

〇教育部長（沢田敏幸君） 桜山パークゴルフ場に

おける課題についてお答えいたします。 

 質問の１点目のコース管理と２点目の芝生への散

水につきまして、関連がありますので、あわせてお

答えいたします。 

 桜山パークゴルフ場は、平成８年８月にオープン

し、同年11月に日本パークゴルフ協会の公認コース

の認定を受け、きょうまで市民に親しまれる施設と

して運営しております。このパークゴルフ場は山の

起伏を利用し、変化に富んだ林間コースであり、ほ

かのパークゴルフ場とは違った楽しみのあるコース

ですが、その一方で芝生などの管理が大変難しいパ

ークゴルフ場でもあります。７月、８月は、樹木の

葉が生い茂る木陰の中でプレーができる反面、太陽

光が遮られ、芝生の生育、病気等に影響を与える時

期でもありますので、いつもの年と同様に注意を払

って芝生の管理をしておりましたが、ことしの７月

中旬から８月上旬にかけては、例年に比べ降雨が非

常に少なく、散水を行っても追いつかず、一部芝焼

け、芝枯れという状況になり、利用者の皆様にご迷

惑をおかけすることとなりました。今後はこのよう

なことが起こらないよう、コースコンディションの

維持に万全を期し、利用者に楽しんでプレーしてい

ただけるように適切な芝の管理に努めてまいりたい

と考えております。 

 次に、３点目の毛虫の駆除についてでありますが、

マイマイガ等の幼虫は一昨年ころから異常発生して

おり、幼虫が成長しますと駆除することが困難にな

ることから、幼虫の発生時であります５月を中心に、

殺虫剤散布による駆除を芝の管理を委託している業

者において実施しております。しかし、桜山パーク

ゴルフ場は、先ほど申し上げましたように樹木が多

く、幼虫の発生数も多いため、すべてを駆除するこ

とができず、この時期に発生しているものと思われ

ますので、引き続き毛虫の駆除等に努めてまいりた

いと考えております。 

 次に、４点目の簡易トイレの設置についてであり

ますが、３コースあるうち、管理棟から一番離れた

コースに簡易トイレを設置しておりましたが、にお

いなど衛生上の問題もあり、平成16年に撤去した経

緯があります。コース奥に簡易トイレを設置しては

どうかというお尋ねでありますが、桜山パークゴル

フ場には管理棟内にトイレが設置されており、この

トイレは奥のＣコースのスタート地点から距離で約

200メートル、歩いて約２分程度であることから、

コース内にトイレの案内板を設置し、管理棟内のト

イレを利用していただいている状況にありますので、

ご理解いただきたいと思います。いずれにいたしま

しても、引き続きパークゴルフ場は、市民などの健

康管理や交流の場として適切に管理し、より多くの

方々に利用していただけるよう努めてまいりたいと

考えております。 

〇議長（長野 勉君） 太田議員。 

〇10番（太田幸一君） 続きまして、３番目の虚構

の上に進められてきた原発施策とクリーンエネルギ

ーについてお伺いいたします。 

 原発再稼働に向け、九州電力でやられたいわゆる

やらせの世論操作は、九電のみならず経済産業省を

含めて進められてきたわけで、さらに、この動きは

氷山の一角となっているわけです。振り返ると、国

が施策の転換を推し進めるとき、住民説明会と称す
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る世論誘導、世論操作がやらせとして問題となって

きたわけで、原発推進の立場からは、プラント輸出

推進、目先の経済コスト論、利権などがあるわけで

すが、当時から国論を二分してきたものが、実は世

論操作によってゆがめられてきたことが強まってい

るわけであります。現在、国の段階では、不十分で

はあるものの、民間企業や個人宅からエネルギーの

買い取り制度をさらに進めようとしているわけです。

北海道においては、泊原発からの脱却が将来の課題

であり、メガソーラーがさらにこれを後押しし、北

海道の農水産物や観光産業を風評から守り、クリー

ン北海道を前面に押し出すことが、北海道に経済効

果をもたらすだろうし、北海道としてのコスト論で

あろうと思われるわけです。地球規模では、旧ソビ

エトのチェルノブイリ原発事故による国際的な潮流、

脱原発の高まりは、福島でさらにこれを加速させて

いるわけです。多くが日本のプルサーマル向けであ

ったイギリスのプルトニウム再処理工場の閉鎖の動

きはエネルギー転換の象徴的な動きであり、決して

一過性ではない世界の趨勢、流れとなっているわけ

です。 

 ここで何点か市の考えをお伺いします。 

 １点目、住民説明会への世論操作、やらせは民主

主義否定と思いますが、深川市の考えはいかがか。 

 ２点目、ここにきて脱原発クリーンエネルギーへ

の転換に、市としての考えと具体的対応策をお聞き

します。 

 ３点目として、農業を基幹産業とする深川市とし

て、原発のないクリーン北海道からクリーン農産物

を前面に押し出すことについての思いをお伺いしま

す。 

 ４点目として、非核平和都市宣言の深川市として、

核の平和利用はよしとするのかお伺いします。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 坂本企画総務部長。 

〇企画総務部長（坂本光央君） 原発施策とクリー

ンエネルギーに関する質問の１点目、２点目及び４

点目についてお答えいたします。 

 初めに、１点目の住民説明会でのやらせについて

市の考えということでございますけれども、ご指摘

のありました九州電力のいわゆるやらせメールは、

佐賀県玄海町にある九州電力玄海原子力発電所２号

機、３号機の運転再開に向け、経済産業省主催によ

り本年６月に開催した佐賀県民向け説明会に当たり

まして、九州電力が関係会社の社員らに、運転再開

を支持する内容の電子メールを説明会ライブ配信ウ

エブサイトに投稿するよう指示していたというもの

でございまして、この問題は国会でも取り上げられ

まして、国全体を巻き込んでの批判の的となってい

るものだと考えております。本市といたしましては、

このようないわゆるやらせによって、事の軽重にか

かわらず、物事の行く末が左右されるということに

つきましては、まことに遺憾でありますし、あって

はならないものだと考えているところでございます。 

 次に、２点目の脱原発とクリーンエネルギーへの

転換についてであります。 

 電力の安定供給については、国民生活の安定と経

済の発展に欠かすことのできない国家政策であると

考えておりまして、現状においては、原発もその一

翼を担っているものと存じます。菅前首相は、今後

のエネルギー施策をめぐりまして、脱原発依存社会

を掲げたところでありまして、今後、そのような方

向に進んでいくものだと思いますけれども、国内電

力供給のおよそ４分の１については原子力発電によ

るものであること、また本州におけることしの夏の

逼迫する電力需要の状況や北海道においても冬場の

電力確保の不安も聞かれることから、当面は原発な

しで国全体の電力を賄うことはできないものだとい

うことではないかと思います。したがいまして、原

発に依存しない電力供給については、まだ相当の時

間としっかりした国民的論議が必要であると考えて

おりますので、その動きを注視する必要があるもの

だと考えております。一方、太陽光や風力などによ

る発電につきましては、発電時に地球温暖化ガスや

放射性物質を排出しないクリーンなエネルギーとし

て、徐々に普及が進んでいるところでございます。

今般、国会で成立いたしました電気事業者による再

生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に

よりまして、太陽光、風力、水力、地熱、バイオマ

スなどを用いた発電がさらに促進されるものだと存

じます。本市におきましても、クリーンエネルギー

の導入については、今後の大きな課題であると認識

しておりますけれども、新たな法律のもとで、これ

ら新しいエネルギーの供給がどのように進んでいく

のか、また発電施設の導入に多額の費用がかかる現

状において、今後の国の具体的支援策などの対応が

どのようになっていくのかを見きわめた上で、本市

としてのさまざまな可能性について検討してまいり
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たいと存じます。 

 次に、４点目の核の平和利用ということでござい

ます。 

 これまで、我が国初め世界各国については、核の

平和的利用によって、電力の安定的な供給を初め、

広い意味でとらえるならば、現代科学の発展、医療、

例えば胸部レントゲンだとか、胃バリウム検査、Ｃ

Ｔ検査などの進歩にかかわる分野など、さまざまな

恩恵に浴してきたものだと思います。国は前段申し

上げましたように、脱原発依存社会に向けかじを切

ったところであり、原発についてはそのような方向

に進むものだと想定されますけれども、総枠として

の核の平和的利用、今後もその必要性はなくならな

いのではないかと考えているところでございます。 

〇議長（長野 勉君） 藤田経済・地域振興部長。 

〇経済・地域振興部長（藤田正男君） 私からは、

原発施策とクリーンエネルギーに関する質問の３点

目、深川市として原発のないクリーン農産物を前面

に押し出すことへの思いについて、お答え申し上げ

ます。 

 福島第一原発の事故により、国は食品衛生法に基

づく放射性物質の暫定規制値を設定し、その中で農

水産物などの食品に関する検査計画、出荷制限など

の品目、区域の設定、解除の考え方を取りまとめ、

暫定規制値を超えた多くの食品が出荷停止や出荷制

限の措置がとられており、今回の原発事故により、

制限区域などで農産物を生産する農業者にとりまし

ては、出荷停止や制限、さらには風評による影響な

ど、直接的、間接的に農業経営に甚大な被害を与え

ている状況にございます。このような情勢の中、北

海道は全国に安全でおいしい農産物などを提供する

国の食料生産基地として、重要な役割を担っている

ところでございます。農業を基幹産業とする本市に

おきましては、安心・安全な農産物を消費者に提供

していくことが、本市農業の発展や地域経済の活性

化につながることと認識するところでございますが、

質問のことにつきましては、現在、原発をめぐる将

来のエネルギー政策につきまして、国・道で検討さ

れている状況にありますことから、いましばらく

国・道の動向や情勢の変化などを注視してまいりた

いと考えております。 

〇議長（長野 勉君） 太田議員。 

〇10番（太田幸一君） それでは次、４番目、市民

の安全・安心確保に問題はないのかということにつ

いてお伺いしたいと思います。 

 市民の安全・安心の確保は、市行政としても、対

応へのちゅうちょや問題の放置はあってはならない

し、何らかの対応は当然なされなければなりません。

過去にも指摘しておりますが、対応に余り進歩が見

られない。したがって、再度確認するという事柄も

ありますけれども、お伺いしていきたいと思います。 

 １点目は、アンダーパスの問題であります。その

中の一つとして、これは車道と歩道を通路が分かれ

ているわけですけれども、歩行者が車道内を通行し

ているのを結構見かける。非常に危険であるという

ことで、何がしかの誘導といいますか、規制という

ものをできないものかということであります。 

 ２点目には、歩行者通路の監視カメラであります

けれども、ちぎれてぶら下がっていると聞いたとこ

ろであります。外注化を恐らくされているのだと思

いますけれども、この点検に問題はないのかという

ことであります。 

 ３点目としては、歩行通路の非常灯の不点灯が相

変わらず目立つ。犯罪の抑止効果ということであり

ますけれども、実際はそうなっていないのではない

かということで、この点についてお伺いしたいと思

います。 

 次は、交通事故の多い市道交差点を今までも指摘

してきています。交差点ありの標識は、公安委員会

を通すものと市行政が独自に対応できるものがある

ということでありますけれども、市独自で対応でき

る交差点ありの標識を敷設できないものか。 

 ３つ目として、踏切において、これはもう道路交

通法上、当然ながら一旦停止しなければならないし、

左右確認しなければならないわけでありますけれど

も、一旦停止してもなかなか確認ができない。線路

上に上がらなければ確認もできないという場所があ

る。こういったことについて、市民の安全・安心の

立場から、市としての対応を求めます。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 松浦建設水道部長。 

〇建設水道部長（松浦龍行君） 市民の安全・安心

確保にかかわる質問をいただきましたが、私から、

（１）アンダーパス内の課題のアとウ、それと

（２）市道への標識の設置にかかわる質問について

お答え申し上げます。 

 最初に、アンダーパス内の課題についてお答え申

し上げます。 
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 １点目の、車道内への歩行者の進入通行が危険で

あり、誘導と規制をすべきとのことについてでござ

いますが、車道部の最下部では若干道路幅員も狭く

なっておりますし、歩行者がここへ進入することに

より、交通事故の発生も心配されるところでござい

ます。深川警察署に問い合わせしたところ、幸いに

してこれまでのところ、この場所における人身事故

の取り扱いはなかったところでございます。これに

つきまして、危険防止の観点から規制すべきとのこ

とでございますが、交通規制については、公安委員

会との協議も必要となり、かなりの時間を要するこ

ととなります。このため、当面の対策として、歩行

者通路への誘導について対応してまいりたいと考え

ておりますが、現状では、市道蓬莱通線交差点の街

路灯に、歩道入口と記した矢印つきの誘導表示盤が

設置されておりますが、歩行者にはわかりにくいこ

とから、看板の表示内容や歩行者用通路の入り口を

明確にし、歩行者の着実な誘導を図れるよう、工夫

してまいりたいと考えております。 

 次に、歩行者用通路内の非常灯に係るランプの不

点灯についてでございますけれども、このことにつ

いては以前にも議員からご指摘をいただき、大変恐

縮しているところでございます。このたび、点検の

結果、８灯中４灯の球切れが確認されましたので、

早速交換修理の手配を行ったところでございます。

今後につきましては、ランプの球が特殊なものであ

り、納品まで日数を要することから、予備品をスト

ックするとともに、この施設においては定期的に清

掃委託業者が入りますので、その際、点検報告をし

てもらい、迅速に球の交換ができるよう指示徹底を

図ってまいりたいと考えております。 

 次に、（２）の交差点あり標識の設置についてで

ありますが、交通事故が多発する交差点においては、

交通量などを勘案して、都道府県公安委員会が信号

機や一時停止の規制標識を設置しており、また道路

管理者においても、運転者に危険や警戒すべきこと

を知らせたり、注意深い運転を促す目的で警戒標識

を設置しておりますが、一般的に交差点あり標識の

設置は、道路標識設置基準により、当該道路の設計

速度などにより、30メートルから120メートル手前

道路の左端と規定されております。本市では交通量、

道路幅員などを勘案し、幹線道路を除きますいわゆ

る生活道路では、30メートル手前の位置がその手前

の交差点に近くなること、これが沿線住民や車の出

入りに支障となるなどの理由から、必ずしも設置し

ていない箇所もございます。しかし、地域町内会等

から要望いただいた場合は、現状における道路や交

差点の状況を調査し、設置が可能かどうか再度検討

し、対応に努めてまいります。 

〇議長（長野 勉君） 坂本企画総務部長。 

〇企画総務部長（坂本光央君） アンダーパス内の

防犯カメラと踏切での左右確認ができない箇所につ

いての２点についてお答えいたします。 

 初めに、市道12号線アンダーパス内の防犯カメラ

につきましては、平成16年５月に深川警察署と深川

地区防犯協会連合会が防犯対策として設置したもの

でございまして、その管理は、深川警察署内に事務

局が置かれております深川地区防犯協会連合会が行

っているところでございます。ご指摘をいただきま

したこの防犯カメラが破損しているということにつ

きましては、８月上旬に都市建設課維持管理センタ

ーから企画課へ連絡がございましたので、企画課か

ら先ほど申し上げました深川地区防犯協会連合会へ

連絡したところ、早急に対応していただき、現在は

再設置されているところでございます。今後も市民

の安全・安心の確保に向けて、連携を図りながら対

応してまいりたいと考えております。 

 次に、踏切における左右確認のできない箇所とい

うことでございますが、踏切につきましては、事故

防止のため一旦停止し、左右確認することが道路交

通法の規定によって義務づけられているところでご

ざいます。議員ご指摘のように、草木の繁茂により

まして、踏切において左右確認ができないような状

況につきましては、ＪＲ北海道において適正に維持

管理されるべきものだと考えておりますけれども、

具体的にそのような箇所が確認された場合について

は、交通安全の観点からも、ＪＲ北海道に対しまし

て適切に対応していただくよう申し入れをしてまい

りたいと思います。 

〇議長（長野 勉君） 太田議員。 

〇10番（太田幸一君） 次は、建設行政の関係です

けれども、緑町中央部の市道整備についてお伺いし

ます。 

 市道緑町堤防線及び市道緑町４丁目線の道路は、

多少の雨でも水たまりとなる。この道路はご案内の

ように、緑町の中央に位置しているにもかかわらず、

なぜか改良がおくれているというところであります。

ここの改良についてのお考えを伺います。 
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〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 松浦建設水道部長。 

〇建設水道部長（松浦龍行君） 市道緑町堤防線及

び市道緑町４丁目線の整備についてお答えいたしま

す。 

 本市の市道の整備状況につきましては、平成23年

４月１日現在、835路線、約690キロメートルと長大

な延長を管理しておりまして、整備率は改良で

59.4％、舗装で55.7％という状況でございます。ま

た、道路整備に対する要望については、毎年各地域

から大変多くいただいておりまして、財政状況、道

路の交通量、家屋の張り付き状況、道路網としての

重要度、それから道路自体の老朽度などを総合的に

勘案して実施していく考えでございます。質問にあ

ります市道緑町堤防線につきましては、緑町地域を

東西に結ぶ路線でございまして、整備につきまして

は、市道11号線交差点から市道花園用水路線交差点

までの区間、延長約520メートルのうち、平成12年

度と15年度に公共用地を利用して道路幅員を確保し、

157メートルの整備を実施しておりますので、残り

363メートルにつきましては、交通量、老朽度、沿

線の状況等を調査いたしまして、どのような道路整

備が可能か、地域の要望や財政状況等を考慮して検

討してまいりたいと考えております。 

 次に、市道緑町４丁目線につきましては、市道緑

町堤防線を起点とし、市道緑町南２条線を終点に、

緑町東側の地域を南北に結ぶ路線でございまして、

整備につきましては、市道緑町堤防線交差点付近の

舗装の亀裂状況や路線の雨水状況については確認し

ておりますので、市道緑町堤防線の整備とあわせて、

地域の要望や財政状況等を考慮して、今後検討して

まいります。 

〇議長（長野 勉君） 太田議員。 

〇10番（太田幸一君） 最後に建設行政、市営住宅

に付随する駐車場の整備についてお伺いします。 

 これも緑町でありますけれども、市営住宅の駐車

場がその近隣に比較すると未整備の状態、水たまり

ができるといったようなことであります。整備の考

え方についてお伺いします。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 松浦建設水道部長。 

〇建設水道部長（松浦龍行君） 市営住宅に付随す

る駐車場の整備についてお答えいたします。 

 近年の車社会化に伴う自家用乗用車の普及により、

本市の市営住宅においても、多くの入居者の方が自

家用車を所有している状況となっております。質問

にあります緑町西団地の駐車場につきましては、舗

装ではなく砂利敷きの駐車場を利用していただいて

いるところでありますが、車が通過する頻度が高い

部分は、圧密沈下などにより水たまりができること

もございますが、その都度砂利を入れるなどして対

応してきているところでございますので、今後もこ

れまでと同様の対応をしてまいりたいと考えており

ます。また、駐車場の整備の考え方についてでござ

いますが、本市の市営住宅におきましては、質問に

あります緑町西団地を含め６カ所の団地については、

若干駐車場が不足していたり、または未舗装の駐車

場を利用しているといった状況になっております。

しかしながら、現在、国庫補助事業による建てかえ

事業を進める中で、駐車場につきましても、順次ア

スファルト舗装による整備を進めているところでご

ざいます。また、緑町西団地の駐車場の舗装整備に

つきましては、今後、建てかえ時に合わせて駐車場

の整備をすることになろうかと思いますが、建てか

え時期につきましては、もう少し後になる計画であ

りますが、今後少しでも早い時期に整備ができるか

どうか、財源も含めて研究、検討してまいりたいと

思います。 

〇議長（長野 勉君） 太田議員の一般質問を終わ

ります。 

 暫時休憩します。 

（午後 ３時１０分 休 憩） 

                                        

（午後 ３時１８分 再 開） 

〇議長（長野 勉君） 休憩前に引き続き開議しま

す。 

 一般質問を続けます。 

 次に、小田議員。 

〔小田議員、質問席へ〕 

〇４番（小田雅一君） まず初めに、２日の大雨で

被害に遭われました市民皆様に心よりお見舞い申し

上げるところでございます。 

 さて、６月に市議会議員となり、早いもので２カ

月を超え、毎日が緊張の連続でありました。その間、

今回を含めた２回の定例会、常任委員会及び組合議

会や地域の活動など、数々の経験をさせていただき、

日々勉強させていただいておりますが、私が議員と

して市民の皆さんから期待される活動にはまだまだ
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及びませんが、市民の声を議会に届けるという思い

だけは忘れずに臨みたいと思います。 

 さて、３月11日の東日本大震災発生から４カ月を

超え、もうじき５カ月を迎えようとしております。

この間、多くの国民より義援金等が被災地に送り届

けられ、復興支援に役立っているところであり、深

川市におきましても、震災直後より、住居を失った

方や原子力発電所事故に伴い避難指示が出ている地

域の方に市営住宅、教員住宅等を提供したり、多く

の市民からの献金を被災地に届けるなどの対応をと

っているところであります。一方、被災地において

は、大津波によって住居を失った方々が安心して暮

らせるよう、仮設住宅の建設が急ピッチで行われて

おります。必要とされる仮設住宅は、８月22日現在

５万2,358戸であり、いまだ４万7,811戸しか完成さ

れておらず、被災された方が安心して生活できます

よう、一日も早い完成を望むものであります。 

 では、通告に従い一般質問させていただきます。 

 福島第一原発は、東日本大震災の大津波によって

外部からの電源と非常用ディーゼル発電機を失い、

全交流電源喪失状態に陥り、原子炉や使用済み核燃

料貯蔵プールへの冷却水を循環させる機能、冷却装

置の機能が完全に喪失いたしました。これにより、

ポンプ車などで注水し冷却する必要が生じたわけで

あります。この注水過程で、建屋内での水素爆発や

放射性物質の大気中への漏えいが発生し、日本社会

や経済と国際社会に甚大な影響を与えていることは

言うまでもありません。 

 そこで、農産物の安心安全について伺います。 

 １つには、牛肉のセシウム汚染問題であります。 

 政府は、震災直後の３月19日に、県、農協を通し、

畜産農家に適正な飼育管理に関する通知を周知して

おりましたが、被災地では、混乱の中そのことがう

まく伝わらず、また生産者がそのことの重要性の認

識が甘く、稲わらを与えてしまったようであります。

一方、道内においては、稲わら等の利用実態調査の

結果、浜中町内の特定農家において宮城県産稲わら

等の利用が確認されたところであります。肉牛６頭

の肉が浜中町、帯広市、音更町内の食肉販売店に一

部販売されたことが判明しましたが、既に隔離され

ており、問題がないようであります。農林水産省は

８月１日、米の放射性物質検査の基本方針を固めま

した。旧市町村を基本とした地域ごとに数カ所から

一定量の米を抜き取って検査を行い、食品衛生法の

暫定規制値を下回ることが確認できれば、地域単位

で出荷を認めることが柱であります。また、水田の

土壌中の放射性セシウムが、土１キログラム当たり

1,000ベクレル以上か、大気中の放射線量が毎時

0.15マイクロシーベルト以上の地域では、収穫１週

間前の圃場で調べる予備検査も行うなど、２段構え

で対応するものであり、この検査は青森県までの実

施ということであります。一方、北海道においては、

各振興局単位で空間放射線を測定しており、今のと

ころ平常値ではありますが、農業者の思いは、食料

は命の源であり、安心・安全な農産物を消費者へ届

けなければならないという思いで農産物を生産して

いるわけであります。 

 そこで、１点目に、深川産牛肉については、米産

地である深川市において安全な稲わらを使用されて

いると思われますので、安全な牛肉であることは間

違いがないと思います。では、全国的にセシウム汚

染された牛肉が流通されたことによって、市内畜産

農家への風評被害の影響について伺います。 

 ２点目、本市の基幹作物はお米であります。国の

放射性物質検査の地域に当たらないわけであります

が、私は、安心・安全の観点から市内数カ所の米を

検査し、深川の米は安全であるという証明をしては

いかがと思っております。市としての考えをお伺い

いたします。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 山下市長。 

〇市長（山下貴史君） ただいま農産物の安心、安

全に関して、２点お尋ねがありましたのでお答えし

ます。 

 まず、１点目の深川産牛肉がセシウム汚染牛の風

評被害でどのように影響を受けているのかというこ

とについてでございますが、議員が言われたことと

若干重なりますけれども、福島第一原発の事故に伴

いまして、食品衛生法に基づくいわゆる暫定規制値

を超える放射性物質を含んださまざまな食品が検出

されるという状況が生じました中、先般、稲わらを

原因とする汚染牛肉が全国的に流通するという事件

がありまして、国民生活に大変大きな影響をもたら

したことがございます。この影響で岩手県、宮城県、

福島県、それから栃木県の牛肉が一時出荷停止にな

りましたこともあって、言ってみれば国民の牛肉離

れから、枝肉市場で牛肉価格が下落してしまいまし

て、例えば東京都の卸売市場の去勢和牛、Ａ４とい
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う等級の牛肉で比較してみますと、昨年７月の１キ

ログラム当たりのこの当該等級の牛肉の価格が

1,690円に対しまして、ことし７月ではこれが1,449

円、いろいろ波はあるのですけれども、ざっと14％

ほどの下落になっているところでございます。深川

市の肥育牛の販売価格につきましても、これは先ほ

どの松沢議員の質問にもお答えした数字と同じであ

りますけれども、昨年７月の１頭当たりの価格が約

59万5,000円でありましたが、ことし７月では約47

万5,000円ということで、20％下落しておりますの

で、やはり風評による影響を、我が深川の肥育牛に

おいても相当受けていると考えられると思います。

また一方で、配合飼料などの畜産関係資材の価格高

騰ということもありまして、畜産経営を取り巻く環

境は大変厳しいと認識し、承知しております。この

ため市といたしましては、今後の畜産をめぐる情勢

の推移を十分見きわめつつ、ＪＡきたそらちなどの

関係機関・団体と十分連絡をとり合いながら、必要

に応じて、畜産経営の安定のため、国・道などの制

度を有効に活用した所要の対策の検討などに、今後

必要に応じて努めてまいりたいと考えております。 

 次に、２点目のお米の放射性物質検査を実施して、

言ってみれば深川産米の安全を証明してはという質

問でございますが、これも議員がお話しのように、

国では米の放射性物質の検査方法と、それから出荷

停止の基準等を既に明示しておりまして、当該放射

性物質検査の対象区域は、土壌から高濃度の放射性

セシウムが検出されました17都県に限定されており

まして、幸い我が北海道は対象外ということになっ

ております。なお、これまた議員も言われましたが、

北海道におきましては、独自に道内の各総合振興局

において、13カ所ぐらいでありますが、毎日のよう

に大気中の放射線量を測定いたしておりますほかに、

農地の土壌については、道内７カ所の農業試験場で

４週間ごとに、それから水稲の栽培圃場３カ所で、

同じく４週間ごとにそれぞれ放射性物質のモニタリ

ング調査を実施いたしておりまして、それらを通じ

て安全性を確認しているというところでございます。

こうしたことから、本市といたしましては、今、独

自に放射性物質調査を実施するといったようなこと

は考えておりませんけれども、この先、国や道から

何か新たな指導でありますとか数値が示されました

場合には、それらを受けまして、国・道の動向も注

視しながら、関係機関・団体とよく連携して適切な

対応を図ってまいりたいと考えております。 

〇議長（長野 勉君） 小田議員。 

〇４番（小田雅一君） それでは次に、スクールバ

スについて伺います。 

 現在市内には、小学校の統廃合によりスクールバ

ス５路線の運行がされておりますが、我が母校であ

る菊水小学校は、98年の歴史に幕を閉じ、平成５年

に閉校となり、当時67人の児童は翌年より深川小学

校へ通学することとなりました。歴史ある母校が閉

校することは惜別の思いでいっぱいであったことが、

今でも心に残っております。その後３年間にわたり、

向陽、入志別、幌成、鷹泊と、それぞれの小学校が

統廃合されました。これまで、統廃合と同時に生徒

の通学手段としてスクールバスが導入されたわけで

あります。しかし、そのスクールバスも、菊水線の

バスにあっては19年目を迎え、老朽化が激しいよう

に思われます。また、日ごろより徹底した整備には

万全を期しているとは思いますが、子供たちの安全

な通学を考えた上でも、心配しているところであり

ます。また、平成19年より、スクールバスは通学以

外にも、営業バス路線と競合しない菊水線、入志別

線、湯内線の３路線に限って市民の方が混乗できる

状況でもあり、スクールバスの更新においては、第

四次深川市総合計画の中でもうたっていることであ

りますので、更新を考えるべきと思います。また、

平成22年11月に学校配置基本方針検討素案が示され、

幾度となく地域との協議を積み重ねながら、23年度

に学校統廃合の結論を出されるとお聞きしておりま

す。統合される区域によっては、新たなスクールバ

スのあり方についても示されると思いますが、その

ことも踏まえ３点伺います。 

 第１点目、スクールバス路線ごとの運用開始時と

現在の生徒利用状況の変化について。 

 第２点目、バスの利用に当たっては通学を基本と

しますが、他教育現場ではどのような使い方がある

のかについて。 

 第３点目、菊水線のスクールバスは19年を経過し

ております。今後、整備部品の供給状況が心配でも

あり、更新の時期であると考えますが、考えについ

て伺いたいと思います。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 沢田教育部長。 

〇教育部長（沢田敏幸君） スクールバスについて

お答えいたします。 
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 初めに、路線ごとの運用開始時と現在の生徒利用

状況の変化についてでありますが、現在運行してい

るスクールバス路線は、昭和47年度運用開始の鷹泊

幌成線、56年度運用開始の菊丘吉住線、63年度運用

開始の湯内線、平成５年度運用開始の菊水線、７年

度運用開始の入志別線の５路線となっております。

それぞれの利用状況ですが、運用開始当時のデータ

が残っておりませんので、平成18年度と23年度の利

用状況について、児童生徒合わせた人数をお答えさ

せていただきます。鷹泊幌成線は、18年度18人、23

年度15人、菊丘吉住線は、18年度11人、23年度10人、

湯内線は、18年度22人、23年度４人、菊水線は18年

度36人、23年度17人、入志別線は、18年度36人、23

年度35人の利用となっております。 

 次に、２点目の教育現場で通学利用以外でのバス

の活用についてでありますが、スクールバスは本来

の通学目的以外にも、特別運行として学校行事の際

に児童生徒の送迎に活用しており、そのスクールバ

スを活用する主な事業としては、田植え、登山など

の体験学習、図書館、消防署などの見学学習、水泳

学習、全校遠足などであります。 

 次に、３点目のバスの更新についてでありますが、

お尋ねのありました菊水線のスクールバスは、議員

ご指摘のとおり、平成５年度の運用開始以来、こと

しで19年目を迎えている車両であります。この車両

は年数こそ経過しておりますが、スクールバスの運

行を委託している会社におきまして十分な点検整備

がなされ、これまで大きな故障、修理を要すること

なく運行しておりますので、今後も引き続き安全に

効率的な運行ができるよう、車両の適切な維持管理

に努めながら使用していく考えであります。 

〇議長（長野 勉君） 小田議員。 

〇４番（小田雅一君） 次に、地上デジタル放送に

ついてであります。 

 ７月24日をもって、被災地を除き、全国一斉に地

上アナログ放送からデジタル放送へ移行されました。

放送がデジタル化されることにより、従来よりも豊

かな放送が実現し、臨場感あふれるハイビジョンの

高画質、ＣＤ並みの高音質が楽しめるようになりま

した。また、データ放送により、ニュースや天気予

報などの暮らしに役立つ情報をいつでも見ることが

できるようになったことと、字幕放送など高齢者や

障がいのある方に優しいサービスを充実させたと言

えます。このように地上デジタル放送は、視聴者に

多くのメリットをもたらしました。しかし一方では、

道内各地で難視地帯が存在し、そのうち4,270世帯

はアンテナ設置などができず、衛星放送でデジタル

放送を視聴するが、東京キー局の番組しか見られな

い現状であったりします。また、可視地区でも地デ

ジ対応テレビやチューナー設置済みの世帯は不明で、

地デジが見られない地デジ難民が多数に上る可能性

もあると言われております。深川市においても対策

が必要な地域があると聞いております。 

 そこで、地上デジタル放送に移行され、実際どの

ような現状なのか、何点か伺います。 

 第１点目に、難視地帯への対策と、そして建物影

響などにより受信障害を及ぼすおそれのある世帯の

把握など、受信障害対策についてどのように取り組

んでいるのか。 

 第２点目に、コミュニティセンター等公共施設の

整備状況についてお伺いいたします。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 坂本企画総務部長。 

〇企画総務部長（坂本光央君） 地上デジタル放送

についてお答えいたします。 

 １点目の難視地域への対策と建物などによる受信

障害対策についてでありますけれども、地上デジタ

ル放送の電波受信環境の悪い場所、いわゆる新難視

地区と言われる地区でございますけれども、現在、

多度志の幌成地区、宇摩地区の一部、納内５区の一

部、一已町達府の一部、東日向の一部、音江町菊丘

地区、吉住地区の一部、音江第１町内会と第４町内

会の一部、豊泉の一部の９地区、約八十数世帯とな

っている状況でございます。これらの地区につきま

しては、すべて衛星放送を利用して地上デジタル放

送を受信する暫定対策を受けるためのホワイトリス

トに登載いたしまして、地上波で視聴できないチャ

ンネルについては、衛星放送を通じて東京地区での

放送番組を視聴していただいているという状況にご

ざいます。総務省及び地上デジタル放送推進協議会

では、暫定対策の終了する予定の2015年３月までに、

それぞれの地区に合った難視解消対策を検討し、恒

久的な難視解消を図っていくこととしておりますの

で、それらの対応が適正に進められるよう、市とい

たしましても必要な協力をしていきたいと考えてお

ります。また、建物が原因での受信障害対策につい

てですが、デジタル放送に移行される前から、文化

交流ホールみ・らいの西側地区の住宅36棟で受信に



 - 102 -

影響があるため、み・らいに共聴施設を設置いたし

まして、障害解消を図ってきております。既にデジ

タル化に対応した設備を整備いたしておりますので、

デジタル放送以降後も変わらずに受信いただいてい

るという状況にあるところでございます。 

 ２点目のコミュニティセンター等公共施設の整備

状況でございますが、コミュニティセンターを初め

市内の各公共施設につきましては、各施設管理所管

課におきまして、設備のデジタル化への対応状況を

確認し、アンテナの交換、改修が必要なものなどに

つきましては、デジタル放送への移行前にそれぞれ

対応を終えているということでございます。なお、

幌成コミュニティセンターにつきましては、先ほど

申し上げました新難視地区にあるために、他の世帯

と同様でございますけれども、衛星放送による暫定

対策で対応しておりますので、2015年３月までの間

に難視解消対策を検討し、恒久的な難視解消を図っ

てまいりたいと考えているところでございます。 

〇議長（長野 勉君） 小田議員。 

〇４番（小田雅一君） 難視地域への対策について

再質問いたします。 

 １点目は、政府は2015年３月までに恒久的な難視

対策を図るとのことでありますが、深川市の難視地

区に対してどのような対策が考えられるのかお伺い

したいと思います。 

 ２点目に、難視地区ではアナログ放送を受信して

きていたわけでありまして、国の政策でデジタル化

されました。本来、すべての国民が等しく地上デジ

タル放送を受信できなければならないと考えます。

難視対策にかかる費用については、助成金があると

仄聞いたしておりますが、地域住民の負担軽減のた

めの助成金の内容についてお伺いしたいと思います。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 坂本企画総務部長。 

〇企画総務部長（坂本光央君） 再質問にお答えい

たします。 

 難視解消の対策といたしまして２種類ございます

けれども、１種類は個別受信対策ということで、こ

の場合についてはそれぞれ受信アンテナを高性能な

ものに交換するだとか、受信点を移設するなどとい

ったことで、これについても経費はいろいろありま

して、100万円から200万円というようなこともござ

いますけれども、国の補助が３分の２ございます。

さらに、個別対策の場合は15メートルを超えるよう

な伝送路については、10分の10という国の補助にな

っておりますので、これとＮＨＫとの受信契約をし

ている世帯にＮＨＫから10万円を上限としての補助

があるということで、この個別対策については実質

的な世帯負担は7,000円程度であろうと言われてお

りますので、これが可能であればそれが一番望まし

いことだと思います。それと、この個別対策ができ

ない場合、共聴施設の対策ということがございます

が、これは施設の設備それぞれいろいろありますけ

れども、場合によっては2,000万円から3,000万円か

かるというようなことが言われているようなもので

ございまして、国の補助が３分の２ございますけれ

ども、この場合は、１キロを超える伝送路について

は10分の10の助成があります。それから、同じくＮ

ＨＫの受信世帯については１世帯当たり10万円の補

助があるということでございますけれども、これに

ついては、どのようなものをつくるかによって相当

金額に差が出てまいりまして、対象世帯の世帯数が

少ない場合、非常に高額な負担になるということが

想定されます。そこで質問にございましたように、

このことについては国の責任でということについて

は、私どもも北海道市長会だとか空知総合開発期成

会などを通じまして、各世帯での負担を軽減して国

の責任で難視解消を図っていただくように要請して

いるということでございますので、今後も機会をと

らえまして要請してまいりたいと考えているところ

でございます。 

〇議長（長野 勉君） ここでお諮りいたします。 

 本日の会議時間は、議事の都合によりあらかじめ

延長したいと思いますが、異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（長野 勉君） 異議なしと認め、よって本

日の会議時間は延長することに決定しました。 

 一般質問を続けます。 

 小田議員。 

〇４番（小田雅一君） 次に、深川駅前の駐輪場に

ついて伺います。 

 近年、広報ふかがわを見ていますと、市民伝言板

の中で、駐輪場の質問、意見が掲載されているのを

よく見ます。深川駅前に行きますと、自転車が駐輪

場からあふれ、西側のスペースに並べられておりま

す。駅前広場が整備された当初は、十分に駐輪場と

しての機能は果たしていたと思います。原因として

は、平成17年より公立高校の学区の変更により、北



 - 103 -

空知第５学区から現在の空知北学区へ改変され、生

徒の通学の流れが滝川、旭川へと大きくふえたこと

が要因であると言えます。共栄商店街振興組合のご

協力をいただいて管理されておりますが、生徒が朝

置いた場所から夜には場所が変わっているというこ

とも書かれておりました。また、投稿者のご意見の

中では、駐輪場のスペースを深川へ通学してくる子

と深川市外へ通学する子の駐輪場所を区別するとい

う考え方も述べられていました。市民はこの現状に

困っております。根本的には自転車の数はふえてい

っているのであります。そこで、駐輪場の現状を踏

まえ、今後の取り組みについてお伺いしたいと思い

ます。 

 １点目、駐輪場の現状を踏まえ、今後どう予測し

ているのか。 

 ２点目、私は新たな駐輪場を今の段階でつくるこ

とは難しいと考えております。そこで、当面１条駐

車場の一画または隣接の公共施設の空きスペースに

仮設の駐輪場を設置してみてはいかがかと思います。

市としての見解を伺います。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 坂本企画総務部長。 

〇企画総務部長（坂本光央君） 深川駅前の駐輪場

についてお答えいたします。 

 この駐輪場につきましては、平成13年に駅前広場

整備の際に設置したものということでございまして、

現在182台の駐輪スペースがあります。駐輪場の利

用は、高校生の通学のための利用が非常に多いとい

う状況でございまして、時間帯にもよりますけれど

も、設置当初より100台ほど駐輪場よりあふれてい

るという状況でございましたので、ＪＲ深川駅とも

その対応について協議した経過がございます。 

 そこで、駅前広場付近において新たな駐輪場の設

置スペースを確保することも考えてみましたが、非

常に難しいという状況もございましたので、このあ

ふれた自転車の対応については、平成14年度から共

栄商店街振興組合に駐輪場の管理を委託し、あふれ

た自転車について広場西側に一列に整頓して駐輪い

ただくようにしまして、現在に至っているという状

況にございます。今後どう予測しているかというこ

とでございますけれども、自転車数については、現

状の状況で推移するのではないかと考えているとこ

ろでございます。 

 また、仮設の駐輪場設置についてのお話もござい

ましたけれども、駅から離れた場所に設置するとな

かなか利用されないことも想定されるということ、

さらには近くの公共施設についても、おのおの駐車

場として使用しているという現状がございまして、

これらの場所への駐輪場の設置というのは非常に難

しいのではないかと考えております。あふれた自転

車の対応策についてですが、あらかじめあふれてい

る場合については、今申し上げましたように、その

枠内ではなくて、共栄商店街振興組合の方にお願い

しているように、広場西端にあらかじめ置いていた

だくというようなことも対応の一つでございますし、

この商店街にお願いしていて、非常に整然と配置い

ただいているという状況にございますので、現状の

状況で、当面はこういった整理整頓が行き届いてい

る状況にあるということでございますので、このよ

うな対応を当面の間、続けていきたいと考えている

ところでございます。 

〇議長（長野 勉君） 小田議員。 

〇４番（小田雅一君） ただいま答弁いただきまし

たが、私は、駐輪場の問題は早急に解決しなければ

ならないものと考えております。深川市への玄関口

とも言える駅前広場は深川の顔と言えます。深川西

側の整備について、２日目の東出議員の質問に対し

て、山下市長の考えも伺いましたので、駐輪場の問

題をあわせて考えていく機会にしていただきたいと

思います。 

 では、最後の質問に移ります。 

 夏まつりについて伺います。 

 ７月29日から３日間行われたふかがわ夏まつりも

好天に恵まれ、多くの市民が参加される中、そして

農業団体、商工会議所、各商店の協力のもと、２回

目を終えることができました。スローフードフェス

タや料飲店夏祭りなど、他の夏のイベントも新たな

祭りの傘の下に集結して共同開催することにより、

幼児から高齢の方まであらゆる市民、住民がこぞっ

て楽しめる遊びと交流の場をつくり出すことが目的

であり、十分に達成されていたと思うところであり

ます。特に、スローフードフェスタにおいては、昨

年までの深川市場での開催からまちなかへ移動して

の開催となり、市の職員、きたそらち農協の職員、

そして多くの農業団体の皆さんのご協力をいただい

ての開催となりました。 

 ここで私が感じたことを何点か述べさせていただ

きます。日中は結構日差しが強く、買い物をしてい
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ただいた市民の皆様が休む場所は確保されていたわ

けではありますが、日蔭ではなく、今熱中症が全国

的に問題になっている中では、その配慮も必要では

なかったでしょうか。また、買い物をしていただい

た市民の方は、遠くの駐車場まで持っていかなくて

はならず、昨年の販売から見ると減少したように聞

いております。買い物客の駐車場についても考える

必要があると感じたところであります。 

 そこで、実行委員会の総括がまだなされていない

かと存じますが、所管として今回の夏まつりの反省

と、今後に向けての方針等について伺い、私の一般

質問を終わります。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 藤田経済・地域振興部長。 

〇経済・地域振興部長（藤田正男君） ふかがわ夏

まつりの反省と今後に向けての方針について、２点

の具体的ご指摘を交えて質問をいただきましたので、

順次お答え申し上げます。 

 初めに、ご指摘いただきましたスローフードフェ

スタにかかわる内容についてお答えいたします。会

場の休憩場所における熱中症への配慮につきまして

は、確かに、くつろいでいただくには厳しい状況で

あったと反省しているところでございます。ご指摘

のことにつきましては、休憩所にテントを用意する

など、今後に十分に生かしてまいりたいと考えてお

ります。また、買い物客用の駐車場の確保について

でありますが、会場近くへの車の乗り入れは、小さ

なお子さんからお年寄りまで多くの方が訪れること

を考えますと、事故防止の観点からは難しい面がご

ざいます。そのため、商品を係員が運ぶことなども

検討いたしましたが、人手の確保が困難なために今

回は対応ができなかったものでございます。このこ

とにつきましては、会場の設定だけではなく、催し

の内容を含めた十分な検討が必要と考えております。 

 このほか、ふかがわ夏まつり全体を通じた反省と

いたしましては、今回初めて参加いただいた催しの

スケジュール調整に手間取り、準備にかなりのおく

れが生じたことや、多くの催しを限られた日程に組

み込んだため、進行に余裕がなく一部の催しにおく

れが生じたこと、さらには、会場案内や分散した会

場間の連絡体制が不十分であったため、一部来場者

に混乱があったことなどでございますが、関係団体

の皆さんのご協力で、おおむね予定どおり実施でき

たところでございます。 

 そこで、今後の方針でございますが、さきの太田

議員の質問に市長からお答え申し上げましたように、

次回のふかがわ夏まつりの内容や運営につきまして

は、今後開催される実行委員会において、今ほど申

し上げました反省点を踏まえまして、関係団体の皆

さんのご協議をいただき決定していくものでござい

ますが、いずれにいたしましても、地域産業の振興

につながり、市民の皆さんに喜んでいただけるよう

な祭典にしてまいりたいと考えてございます。 

〇議長（長野 勉君） 小田議員の一般質問を終わ

ります。 

                                        

〇議長（長野 勉君） お諮りします。 

 常任委員会開催等のため、９月６日から９日まで

及び12日から15日までの８日間、休会したいと思い

ますが、異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（長野 勉君） 異議なしと認め、その８日

間を休会することに決定しました。 

                                        

〇議長（長野 勉君） 以上で、本日の日程はすべ

て終了しましたので、本日はこれで散会します。 

 なお、９月16日は午前10時から開議します。 

（午後 ３時５５分 散 会） 
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（午前１０時００分 開 議） 

〇議長（長野 勉君） これより本日の会議を開き

ます。 

                      

〇議長（長野 勉君） 事務局長から諸般の報告を

申し上げます。 

〇議会事務局長（山岸弘明君） 初めに、総務文教、

社会民生及び経済建設の各常任委員長からそれぞれ

議案１件、決算審査特別委員長から認定13件の審査

結果の報告がありました。 

 次に、東出議員外から意見案３件及び決議案１件、

市長から議案１件の提出がありました。 

 次に、第３回定例会４日目の議事日程は、お手元

に配付のとおりであります。 

 以上で報告を終わります。 

                      

〇議長（長野 勉君） 日程第１ 委員会報告第７

号議案第56号深川市税条例等の一部を改正する条例

についてを議題とします。 

 本件について委員長の報告を求めます。 

 松沢総務文教常任委員長。 

〇総務文教常任委員長（松沢一昭君）〔登壇〕 た

だいま議題となりました議案第56号深川市税条例等

の一部を改正する条例について、総務文教常任委員

会で審査しました概要と結果についてご報告申し上

げます。 

 本議案は、今定例会において当委員会に付託され、

９月６日に委員会を開催し、所管の部課長等の出席

を求め、審査を行いました。 

 質疑の中から主なものを申し上げます。 

 問い、震災により住宅や家財等に損害を受けた方

の雑損控除の特例では、どのようなものが対象とな

るのか。 

 答え、雑損控除の対象は、納税者本人もしくは納

税者と生計を一にする総所得金額が38万円以下の配

偶者や親族の所有する住宅、日常生活に必要な家具、

衣類、通勤用車両等の資産で、これらの修復や修繕

にかかる費用が控除の対象になりますが、最終的な

判断は税務署が行うものです。 

 問い、雑損控除は、損害を受けた資産を復元する

行為に対しての控除なのか、資産価値に対しての控

除なのか。 

 答え、雑損控除は、実際に被害を受けた損害に対

する控除となりますので、修復や修繕費などの損害

額を所得から差し引いて課税されるものです。 

 問い、住宅ローン控除の特例に該当する住宅の滅

失とは、住宅が全壊した場合なのか、半壊した場合

なのか。 

 答え、これまでの住宅ローン控除では、火災など

で建物がなくなった場合、その１年間は対象になっ

ていましたが、この特例により、震災で被害を受け

た建物の滅失の判断は、税務署が行うことになりま

す。 

 問い、住宅ローン控除の適用は、何年くらいを想

定しているのか。 

 答え、住宅ローン控除の適用は、住宅が震災によ

り滅失しても、特例の適用期間は居住年により異な

りますが、平成25年度分以降も継続して適用となる

ものです。 

 問い、震災により本市へ避難している方の中に、

この改正に該当する方がいると思うが、避難者の窓

口として、市ではどのように対応していくのか。 

 答え、被災地から避難している方には、個々の事

情があり、立ち入らないで欲しい方と説明が欲しい

方がいらっしゃいます。市では、情報が欲しい方に

は被災地の情報を適宜提供し、丁寧な説明をしてい

きます。 

 問い、本市へ避難している方の避難前の自治体と

の連携が必要となってくるが、どのような対応をし

ていくのか。 

 答え、被災者への情報通知や申告等の事務手続が

必要な場合は、避難前の自治体とその時々に応じた

連携を図っていきます。 

 問い、本市のふるさと寄附金の件数と金額及びこ

れらの使途はどのようになっているのか。 

 答え、ふるさと寄附金の実績は、平成20年度５件

31万円、21年度６件25万円、22年度11件46万5,000

円となっています。また、ふるさと納税をお願いす

る事業として、第四次深川市総合計画のまちづくり

の基本的方向に合わせて基金に積み立て、必要に応

じて基金から取り崩して使用しています。 

 問い、ふるさと寄附金をいただいた方に記念品等

を贈ることで、寄附の促進を図る動きがあるが、本

市の対応はどのようになっているのか。 

 答え、本市で、平成21年度から記念品の予算措置

をし、米の主産地であることから、３万円以上の寄

附者にふっくりんこと黒米きたのむらさきを贈呈し

ています。 
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 問い、寄附金控除の適用下限額を5,000円から

2,000円に引き下げることは、高額所得者ほど優遇

される制度であり、税の考え方として逆進性がある

と思うが、この効果をどのように予測しているのか。 

 答え、適用下限額を引き下げたことで、寄附行為

を従来よりも行いやすくなり、何らかの効果がある

と思います。今後、寄附がふえていくという希望的

観測を持っていますが、数字で幾らとは申し上げづ

らい内容です。 

 問い、寄附金控除の下限額の適用は、東日本大震

災の特例との受けとめでよいか。 

 答え、東日本大震災に対する義援金や自治体への

寄附金が寄せられたことから、これらがスムーズに

行えるよう、他の税制改正と分割されていますが、

下限額の適用は今後も継続すると思われます。 

 問い、避難している方が、本市で永住したいと思

えるよう、住民税を何年間か免除するなど、他市で

行っていない大胆な取り組みを行う考えはないのか。 

 答え、現状、市で協議した経過はありませんが、

移住定住施策の一つとして、難しい問題は数多くあ

ると思いますが、今後の検討課題としていきます。 

 質疑終結後、採決に入り、議案第56号は全会一致

をもって可決すべきものと決定いたしました。 

 以上で総務文教常任委員会の報告を終わります。 

〇議長（長野 勉君） これより質疑に入ります。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（長野 勉君） 質疑を終わります。 

 本件は討論の通告がありませんので、これより議

案第56号を採決します。 

 本件に対する委員長の報告は可決であります。 

 本件は委員長の報告のとおり決定することに異議

ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（長野 勉君） 異議なしと認め、よって議

案第56号は委員長の報告のとおり可決されました。 

                      

〇議長（長野 勉君） 日程第２ 委員会報告第８

号議案第57号沼田町からの旅券交付申請及び交付に

関する事務の受託についてを議題とします。 

 本件について委員長の報告を求めます。 

 北畑社会民生常任委員長。 

〇社会民生常任委員長（北畑 透君）〔登壇〕 た

だいま議題となりました議案第57号沼田町からの旅

券交付申請及び交付に関する事務の受託について、

社会民生常任委員会で審査しました概要と結果につ

いてご報告申し上げます。 

 本議案は、今定例会において当委員会に付託され、

９月６日に委員会を開催し、所管の部課長等の出席

を求め、審査を行いました。 

 質疑の中から主なものを申し上げます。 

 問い、今回は沼田町からの受託でありますが、受

託に至るまでの経過はどのようなものでしたか。 

 答え、沼田町は、昨年12月に北海道議会で既に権

限移譲の議決を受けており、当初単独で実施するこ

とになっておりましたが、妹背牛町、秩父別町、北

竜町の３町と深川市が事務委託方式で検討すること

になったことを受け、沼田町からも事務を委託した

いというお話があったことから、本年10月に先行し

て本市で事務を受託することになったものでありま

す。 

 問い、権限移譲交付金は１件1,350円であります

が、沼田町の事務を受託するに当たっても１件

1,350円となりますか。また、近隣の滝川市、砂川

市、名寄市が既に事務の受託を実施しておりますが、

深川市もこの近隣の市と同じような考え方で実施さ

れるのですか。 

 答え、権限移譲交付金と同額の１件1,350円で受

託することにしております。また、近隣の滝川市、

砂川市、名寄市も１件当たり1,350円で受託してい

ると聞いておりますが、深川市としては、先行して

実施している自治体の内容をベースにしながらも、

本市がその金額の範囲でできるかどうかを検討し、

新たな経費も発生しないことから、受託に当たって

は、１件当たり1,350円としたところであります。 

 問い、深川市は、平成21年６月から権限移譲でパ

スポートの事務をしており、そのときに必要な機材

を用意して使っておりますが、その機材の耐用年数

はどのくらいでありますか。また、将来的にはその

機材の扱いについて、広域的な中でやっていく考え

をお持ちですか。 

 答え、深川市が平成21年度に行ったときの初期投

資は70万円程度であります。この中で１番額の大き

いのがＩＣ旅券の窓口端末機でありますが、50万円

ほどかかっており、この機器の耐用年数は大体５年

です。なお、平成25年度くらいに機器更新を迎える

と考えておりますが、その段階では受託先の町にも

負担をいただく考えでおります。 

 問い、今後、沼田町以外の妹背牛町、秩父別町、
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北竜町に権限移譲が行われた場合は、本市に事務が

委託されますか。 

 答え、妹背牛町、秩父別町、北竜町については、

平成24年度に権限移譲が行われる予定であり、その

段階で３町の事務も受託する予定となっております。 

 問い、近隣町から委託を受けると取扱件数が多く

なりますが、本市の事務として、現在の体制で支障

はありませんか。また、将来的にその辺をどのよう

に考えておられるのですか。 

 答え、沼田町の部分に対しては、現在の職員体制

で十分対応できると考えております。なお、ほかの

３町から委託を受け、取扱件数が急激にふえる場合

には、臨時職員を雇うなど対応について各町と協議

させていただきたいと考えております。 

 問い、今後、深川市民以外の方がかなり市民課に

来られることになり、今まで以上にしっかりとした

対応ができる形をとらなければならないと思います

が、どのように考えておられるのか。 

 答え、現在、市民課ではマニュアルのほか、自分

たちで気づいたことや問題点について一定の様式に

書きとめるなど、職場内での研修も積んでおります

ので、今後もしっかりとした対応に努めていきます。 

 質疑終了後、採決に入り、議案第57号は全会一致

をもって可決すべきものと決定いたしました。 

 以上で社会民生常任委員会の報告を終わります。 

〇議長（長野 勉君） これより質疑に入ります。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（長野 勉君） 質疑を終わります。 

 本件は討論の通告がありませんので、これより議

案第57号を採決します。 

 本件に対する委員長の報告は可決であります。 

 本件は委員長の報告のとおり決定することに異議

ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（長野 勉君） 異議なしと認め、よって議

案第57号は委員長の報告のとおり可決されました。 

                      

〇議長（長野 勉君） 日程第３ 委員会報告第９

号議案第58号深川市営住宅条例の一部を改正する条

例についてを議題とします。 

 本件について委員長の報告を求めます。 

 東出経済建設常任委員長。 

〇経済建設常任委員長（東出治通君）〔登壇〕 た

だいま議題となりました議案第58号深川市営住宅条

例の一部を改正する条例について、経済建設常任委

員会で審査しました概要と結果についてご報告申し

上げます。 

 本議案は、今定例会において当委員会に付託され、

９月６日に委員会を開催し、所管の部課長等の出席

を求め、審査を行いました。 

 質疑の中から主なものを申し上げます。 

 問い、住居の図面にオイルタンク庫があるが、こ

の西町団地は集中供給システムなのか。 

 答え、西町団地は集中供給システムではありませ

ん。各棟、住戸の玄関の横にオイルタンクを設置し

ています。 

 問い、西町団地の建てかえ年次計画は、本年が最

終年になるかと思うが、今後の公営住宅の整備計画

について伺う。 

 答え、西町団地の計画は、住居部分については最

終年になりますが、古い住宅が残っていますので、

平成24年度に住宅の解体工事、駐車場の整備、児童

遊園整備といった外構整備を行い完了します。今後

の公営住宅の整備については、公営住宅ストック総

合活用計画に基づき、現在、基本・実施設計を進め

ています（仮称）まちなか団地について、平成24年、

25年の２カ年計画で取り組む予定です。 

 問い、駐車場の料金体系は、近隣の緑町西団地と

どういう関係性があるのか。また、駐車場料金の値

上げの考えは。 

 答え、駐車場料金については、緑町西団地の駐車

場料金と同額の2,100円になるものと思います。ま

た、料金の値上げについては、現状考えておりませ

ん。 

 問い、西町団地の建てかえに伴い、住みかえとい

う人はいるのか。また、その場合の家賃はどうなる

のか。 

 答え、新しい団地に入居を希望される方、あるい

は、ほかの団地に入居を希望される方などいろいろ

な方がおり、現在まで住みかえされている方もいま

す。家賃については、一例として、仮移転で従前住

んでいたところよりも安い家賃のところに入居する

場合は、安い家賃を適用し、逆に従前よりも高い家

賃のところに入居する場合は、従前の家賃を適用し

ています。 

 問い、条例附則第２項の「改正前の条例により現

に入居している者の退去に至るまでの家賃は、なお

従前の例による。」というこの従前の例の中身は。 
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 答え、今回、用途廃止を提案している住宅は、１

月１日で用途廃止しますので、万が一退去が１月以

降になった場合、条例上家賃を適用する住宅がなく

なってしまうことから、従前の条例を適用するとい

うことをうたっています。 

 質疑終結後、採決に入り、議案第58号は全会一致

をもって可決すべきものと決定いたしました。 

 以上で経済建設常任委員会の報告を終わります。 

〇議長（長野 勉君） これより質疑に入ります。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（長野 勉君） 質疑を終わります。 

 本件は討論の通告がありませんので、これより議

案第58号を採決します。 

 本件に対する委員長の報告は可決であります。 

 本件は委員長の報告のとおり決定することに異議

ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（長野 勉君） 異議なしと認め、よって議

案第58号は委員長の報告のとおり可決されました。 

                      

〇議長（長野 勉君） 日程第４ 委員会報告第10

号認定第１号平成22年度深川市一般会計歳入歳出決

算認定についてないし認定第13号平成22年度深川市

病院事業会計決算認定についての13件を議題としま

す。 

 本件について委員長の報告を求めます。 

 東出決算審査特別委員長。 

〇決算審査特別委員長（東出治通君）〔登壇〕 た

だいま議題となりました認定第１号平成22年度深川

市一般会計歳入歳出決算認定ないし認定第13号平成

22年度深川市病院事業会計決算認定の13件について、

決算審査特別委員会で審査しました概要とその結果

についてご報告申し上げます。 

 本件は、今定例会初日の９月１日に市長から提案

され、同日、決算審査特別委員会が設置され、付託

になったものです。付託後、初の委員会を開催し、

正副委員長の互選、資料要求について協議を行うと

ともに、９月５日には資料要求の確認のため、委員

会を開催いたしました。その後、９月９日、12日及

び13日の３日間、委員会を開催しました。９月９日

には、市長から各会計の決算認定について一括して

提案説明があり、財政課長及び担当部長から会計ご

との決算概要が説明されました。また、監査委員か

ら決算審査意見書にかかわる概要説明があり、その

後、書面審査に入りました。13日には午後１時より

総括質疑を行いましたので、数多い質疑の中から主

なものについて申し上げます。 

 問い、光ケーブルが整備されたが、市民の光通信

への接続状況と光通信を利用した将来の行政サービ

スにおける活用方法について伺う。 

 答え、光通信契約状況は、本年７月末現在の加入

数及び開通工事を待っている方の数を含め1,181件

となっています。整備エリアの対象世帯は、おおむ

ね5,000世帯であることから、当初目標としていた

２割を超える状況になっていますが、加入者の増加

を図るため、利活用や普及促進に向けた情報発信等

に努めてまいります。また、光ブロードバンドの新

たな活用については、具体的に申し上げる状況には

なっていませんけれども、市民ニーズを十分に踏ま

える中で考えていきたいと思っています。 

 問い、企業誘致のため企業訪問を行っているが、

平成22年度の企業訪問件数、面談内容及びその企業

を選択した基準を伺う。 

 答え、企業訪問は、専門機関を活用した企業立地

意向調査を行い、その結果をもとに実施しているも

ので、対象となる企業の抽出は、本市の基幹産業で

ある農業を基本とし、毎年テーマを持ち行っており

ます。毎年600社ほどを抽出し、回答のあった企業

へ訪問を実施しているもので、平成22年度は、農産

加工などをテーマに道外６社、道内６社の計12社を

訪問し、本市における立地の可能性などについて伺

ってきたところであります。景気が低迷する現状に

おいては、進出する企業はなかなかないのが現実で

すけれども、今後とも粘り強い活動の中で成果が上

がるよう取り組んでまいります。 

 問い、一般会計歳出決算額の不用額は、過去５年

間を見ると年々増加している。減額補正を行うこと

ができない特殊な事情があるにしても、不用額が増

大しないよう需要を予測し、実態に即した減額補正

を適切な時期に行うべきと考えるが、見解を伺う。 

 答え、予算執行においては、事業内容を的確に把

握し、過去の実績などから必要額を予測し、不足の

ないよう、また大きく残すことがないように安定的

な執行を考えているところです。事業確定に伴い翌

年度に国庫補助の追加交付を受けたり、超過交付分

の返還を要することもあり、予算に過不足が生じな

いようにしているところですが、最近不用額が多額

に出ていることは事実です。今後は、適宜適切な時
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期に補正予算を編成し、過不足が余り生じないよう

に検討を深めてまいりたいと考えております。 

 問い、まちなか居住推進支援制度の住宅リフォー

ム制度は大変好評であるが、市民ニーズをどのよう

にとらえているのか。また、この制度を安定的に予

算化できれば、雇用問題の解消につながると考える

が、見解を伺う。 

 答え、住宅リフォーム制度は、これまで２回実施

しましたが、いずれも申し込みが多く、早い時期に

予算限度額に達しています。事業に関連した業者の

中から聞き取り調査を行ったところ、助成制度につ

いて全社から継続要請があり、市民のニーズについ

ても当然あると伺っていることから、一定程度のニ

ーズはあるものと考えております。安定的に予算化

することにより、雇用問題の解消にも効果があると

考えますので、市の財政状況も勘案しながら検討し

たいと考えております。 

 問い、補助金交付事業の執行状況を伺う。また、

執行に当たり、金券もしくは商品券での支給をすべ

きと考えるが、認識とその対応についても伺う。 

 答え、補助金交付額は、およそ10億円となってお

り、主なものとして市立病院会計に１億8,000万円、

中山間地域等直接支払に２億6,000万円、農業や商

工関係の利子補給に5,000万円、拓殖大学北海道短

期大学に4,000万円、障がい者施設運営支援に4,000

万円となっています。商品券等による補助金の交付

は、市内経済への波及効果が非常に大きいものと思

っております。現在、拓殖大学北海道短期大学学生

の市内定住促進のための商品券交付がありますが、

ほかに例がないことから、今後、商品券等による補

助金の交付については、関係する各課と検討を深め

ていきたいと考えております。 

 問い、市立病院の年間入院患者数、外来患者数及

び病床利用率が減少しているが、その原因と課題は

何か。 

 答え、平成22年度の延べ患者数は21万568人で、

うち入院患者数は６万8,372人、外来患者数は14万

2,196人、病床利用率は許可病床に対し69.4％とな

っており、前年度と比較するとそれぞれ減少してお

ります。減少の原因としては、入院、外来患者数と

もに、整形外科などの医師数減少が最も大きな要因

と分析していますが、医療圏域内の人口減少も起因

するものと考えております。また、病床利用率につ

いては、平成22年度から５階東病棟を閉鎖し、51床

を休床とした影響によるものです。このことから、

医師の確保を図りながら、地域住民のニーズにこた

える医療の提供に努めてまいります。 

 問い、市税の滞納は、所管の取り組みの努力で総

体的には減少しているが、市税等収納対策委員会の

取り組み状況と成果について伺う。 

 答え、市税等収納対策委員会では、滞納繰越額の

増加を未然に防止するため、現年課税分を優先して

徴収する取り組みを進めるなど、収納率の向上に一

定の成果が得られているものと考えています。平成

22年度は、税以外の市債権の適正な管理に資するた

め、未収債権の適正な管理と債権処理対策について

協議を行い、深川市債権管理条例を制定したところ

であります。今後も各課との連携を図り、収納率の

向上に創意工夫を図ってまいりたいと思います。 

 問い、介護保険料の保険給付費が２億4,740万円

余り減額補正され、3,266万円余りの不用額が出て

いるのはなぜか。また、積立金は一定の残高を残し

ておく必要があると思うが、現在幾らあるのか。 

 答え、平成22年度予算における保険給付費は、20

年度に策定した第４次介護保険事業計画の数値を基

本に算出しているものですが、22年度は各介護サー

ビスの件数や給付実績が計画値を大きく下回ったこ

とから、減額補正を行い、不用額が生じたものです。

居宅介護等サービス給付費は、平成18年から20年ま

での前計画の利用が伸びたことから、21年から23年

までの３年間についても同様の利用を見込んでまい

りましたが、計画の途中で認定調査基準やサービス

内容の変更等があり、実績が思いのほか伸びなかっ

たものです。また、介護保険準備基金は、平成22年

度の取り崩し額が7,631万1,000円で、介護保険料の

剰余金及び基金運用利子の積立金が7,882万5,000円

で、基金残高は３億739万4,000円となっています。 

 問い、地方交付税や地方財源の変化に伴い、行財

政改革で減額した市民サービスの復活などが必要と

考えるがどうか。 

 答え、財政収支改善の取り組みなどにより、財政

収支が一定程度の改善の兆しを見せてはいますが、

健全財政への途上にあることから、取り組みの重要

性は薄れてはいないと認識しております。個々の施

策の必要性や重要性等を踏まえ、施策内容について

は、市民や議会の意見を聞きながら柔軟に対応して

いく考えです。 

 問い、19節の決算調べでは、予算に対し6,800万
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円ふえているが、原因は何か。また、今後の財政運

営において倹約が必要な費目と思うが、考え方につ

いて伺う。 

 答え、6,800万円の主な増額の内容は、生活交通

確保のための補助に1,200万円、障害者支援施設あ

かとき学園への運営補助に3,900万円、中・北空知

廃棄物処理広域連合への負担金として900万円、救

急医療業務の拡充のための市立病院への負担金とし

て600万円となっています。予算執行に当たりまし

ては、今後とも効果的、効率的な事業執行に努めて

まいります。 

 以上が質疑応答の概要であります。 

 質疑終結後、討論に入り、初めに、松沢委員から

一般会計、国民健康保険特別会計及び後期高齢者医

療特別会計の３会計の決算について認定反対、その

他の会計については賛成の立場で、平成20年度から

始まった行財政改革は、多くの箱物づくりをしてき

た前市長の行財政運営のツケと小泉改革が行ってき

た地方財源の縮減に要因があると考えている。厳し

い経済状況の中で行われた行財政改革により、市民

サービスがカットされ、固定資産税及び公共料金の

引き上げが行われた。平成22年度決算に当たり、国

の地方財源の見直しの中、山下市政が財政健全化へ

大きく踏み出した点は評価するものである。しかし、

山下市長が就任当時から言ってきた風通しのよい、

役に立つ市役所という点では、市民の見る目は厳し

いものがある。市民有志が起こした住民訴訟裁判で

は、札幌高等裁判所に控訴するという姿勢は認める

わけにはいかない。この件については結論が見えて

いるにもかかわらず、上告することは市民の血税と

時間の浪費である。 

 国民健康保険特別会計は、資格証明書の発行が理

由で反対する。 

 後期高齢者医療特別会計は、制度そのものの廃止

を求める。 

 市立病院については、採算はかなり改善されたと

思うが、一層信頼される病院づくりに励んでいただ

きたい。整形外科医の招致には、山下市長のトップ

セールスに期待する。 

 次に、田中委員から13会計決算すべてに認定賛成

の立場で、平成22年度一般会計については、依然と

して景気低迷による企業や人口の減少、自主財源と

なる市税の伸び悩みなど、本市の財政は一層厳しい

状況にある。その中で、平成21年度から財政収支改

善案に基づき各事業の見直しを行い、着実に推進し

ている山下市長の行政手腕を高く評価する。まず、

市民が安心して健康で生活できるよう、特定健診、

がん検診の周知、子宮頸がんなどの検診無料クーポ

ンの発行、疾病予防に力を入れてきた。また、地域

活性化交付金、住民生活に光をそそぐ交付金を活用

し、図書館の機能や資料の充実を図り、スポーツの

普及促進やスポーツ合宿の招致に努め、多くのチー

ムが本市を訪れている。さらに、まちなかの活性化

に寄与するまちなか居住の推進についても取り組ん

でおり、今後の動向を注視していきたい。基幹産業

の農業では、地場産品の販路拡大を初め、優良農地

の確保、担い手の育成・確保に努め、地域農業の活

性化を図っており、商工業では、空き地空き店舗活

用事業により中心市街地の活性化が図られている。

新産業の創出では、関係機関と連携し地域資源を活

用した商品開発やＰＲに努め、移住・定住の推進で

は、移る夢深川と連携し、受け入れ体制の充実を図

り、移住人口の増加につながるものと考える。 

 特別会計においては、10会計ともに収支均衡、黒

字決算であるが、今後も一層の努力を望むところで

ある。 

 病院事業会計は、現在順調に推移しているが、一

般会計からの繰り入れが必要最小限となるよう、今

後もしっかり経営健全化計画に取り組むことを申し

添える、との討論がありました。 

 討論終結後、採決に入り、認定第１号、認定第３

号及び認定第４号の３件は、賛成多数をもって、認

定第２号及び認定第５号ないし認定第13号の10件は、

全会一致をもって、認定すべきものと決定いたしま

した。 

 以上で決算審査特別委員会の報告を終わります。 

〇議長（長野 勉君） これより一括質疑に入りま

す。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（長野 勉君） 質疑を終わります。 

 本件は討論の通告がありませんので、これより採

決に入ります。 

 初めに、認定第１号を採決します。 

 この採決は起立によって行います。 

 本件に対する委員長の報告は認定であります。 

 本件は委員長の報告のとおり認定することに賛成

の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 
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〇議長（長野 勉君） 起立多数。 

 よって、認定第１号は委員長の報告のとおり認定

されました。 

 次に、認定第２号を採決します。 

 本件に対する委員長の報告は認定であります。 

 本件は委員長の報告のとおり認定することに異議

ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（長野 勉君） 異議なしと認め、よって認

定第２号は委員長の報告のとおり認定されました。 

 次に、認定第３号を採決します。 

 この採決は起立によって行います。 

 本件に対する委員長の報告は認定であります。 

 本件は委員長の報告のとおり認定することに賛成

の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

〇議長（長野 勉君） 起立多数。 

 よって、認定第３号は委員長の報告のとおり認定

されました。 

 次に、認定第４号を採決します。 

 この採決は起立によって行います。 

 本件に対する委員長の報告は認定であります。 

 本件は委員長の報告のとおり認定することに賛成

の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

〇議長（長野 勉君） 起立多数。 

 よって、認定第４号は委員長の報告のとおり認定

されました。 

 次に、認定第５号ないし認定第13号の９件を一括

して採決します。 

 本件に対する委員長の報告は認定であります。 

 本件は委員長の報告のとおり認定することに異議

ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（長野 勉君） 異議なしと認め、よって認

定第５号ないし認定第13号は委員長の報告のとおり

認定されました。 

                      

〇議長（長野 勉君） 日程第５ 議案第63号平成

23年度深川市一般会計補正予算を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 平山財政課長。 

〇財政課長（平山泰樹君）〔登壇〕 議案第63号平

成23年度深川市一般会計補正予算（第４号）につい

てご説明申し上げます。 

 第１条で歳入歳出それぞれ3,272万2,000円を追加

し、予算の総額を163億8,921万3,000円とするもの

であります。 

 第２条で地方債の追加を行うものであります。 

 このたびの補正予算は、台風12号がもたらした大

雨により、本市の広い範囲で道路、河川等に被害を

生じ、また災害対応に一定の経費を要したことから、

調製し提案するものであります。 

 初めに、歳出予算についてご説明を申し上げます。

10ページをお開きください。８款土木費、２項２目

道路維持費865万円の増額は、降雨による道路の砂

利流出、側溝閉塞などが生じた27カ所の復旧に係る

経費であります。 

 12ページをお開きください。３項２目河川維持費

210万円の増額補正は、土砂が河川に流入したこと

などにより、３カ所において土砂の除去などを行う

費用によるものであります。 

 次に、14ページをごらんください。９款消防費、

１項２目防災会議費30万8,000円の増額補正は、内

水排除に伴うポンプ借り上げ等に要した経費であり

ます。 

 次に、16ページをお開きください。11款災害復旧

費、１項１目農用施設災害復旧費256万4,000円の増

額は、降雨により農地並びに農業用施設に堆積した

土砂を除去するなど、営農活動に影響の出ないよう

にするものであります。 

 次に、18ページをごらんください。２項１目土木

施設災害復旧費1,910万円の増額補正は、公共土木

施設災害復旧事業施行のための測量設計等及び小規

模な公共土木施設の復旧に要する経費を計上するも

のであります。 

 次に、戻りまして４ページをお開きください。第

２表、地方債補正についてご説明を申し上げます。

地方債に新たに単独災害復旧債365万円を追加し、

その結果、地方債の限度額の合計額を13億3,550万

円としようとするものであります。 

 次に、８ページをごらんください。歳入予算につ

きましては、市債を充当するとともに19款繰越金

2,912万2,000円により対応するものであります。 

 以上、一般会計補正予算についてご説明を申し上

げましたが、原案に賛同賜りますようよろしくお願

い申し上げます。 

〇議長（長野 勉君） これより質疑に入ります。 
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 東出議員。 

〇12番（東出治通君） 補正予算全体を通じての質

疑ということで確認されておりますので、何点かお

聞かせいただきたいと思います。 

 ９月２日は、議会も本会議を開催していましたけ

れども、午前中で急遽閉会してというような状況で

ございました。前線停滞による豪雨、加えてその後

の台風12号の雨による被害については、９月５日に

開かれた本会議の冒頭、市長から中間報告的な形で

の発言がございました。それ以降の取りまとめによ

る全体的な被害について、住居の浸水あるいは自主

避難をされた方もおられるやに聞いておりますから、

この辺の状況あるいは道路、河川、農業など市とし

てこれらの豪雨による災害全体について、どのよう

な形で把握しているのか、このことについてまずお

聞かせいただきたいと思います。 

 ２点目でございますけれども、市民が電話等で被

災現場の確認を依頼してきた。そのときにたまたま

留守番の職員を除いて担当する所管の職員等が、全

員ほかの被災現場に赴いていて、それらの対応がす

ぐできないという状況があったと。都市建設課の職

員あるいは農政課の職員等、土日、休日にもかかわ

らず、現地を飛び回っていたと。これは、私も現地

で何人もの職員と顔をあわせましたし、そういう現

地をまず把握するという努力については、私は大変

これらの職員の皆さん方に敬意を表するところです。

しかし、これら被災現場にある住民にとって連絡を

入れてすぐ市の職員がとりあえず現地確認に来てく

れた。このことだけで、半分以上気持ちの上で安心

するのです。確認していただいた、見ていただいた。

しかし、残念ながら3.11で防災機運がこれだけ高ま

っている中で、これぐらいの災害の発生でそういう

現地確認の対応ができないような人員配置、体制、

これらのことについてはやはりきっちりこれからの

災害時に生かしていく、そういう発想をきちんと持

たなければいけないし、ここら辺の状況がどうであ

ったか。そして、今後についてどのようにお考えな

のかお聞かせいただきたいと思います。 

 ３点目、今回、補正という形でそれぞれ道路、河

川、農業被害等の部分の補正が組まれていますけれ

ども、これらの補正の部分とは別に、災害発生時に

応急的な形で対応された箇所がどれくらいあるのか。

あるいは、災害発生直後にもう既に対応された箇所

がどれぐらいあるのかお聞かせいただきたいと思い

ます。 

 それから、最後の災害復旧費のところで1,900万

円の設計費にかかわる予算が組まれていますけれど

も、比較的復旧にかかわる金額の大きいものについ

ては、設計費を計上して補助申請していくという形

になるのだろうと思いますけれども、これらはどう

いう見通し、あるいはこれらの申請が認められなか

ったときには、独自財源で対応していくのか、そこ

ら辺のことについてもお聞かせいただきたいと思い

ます。それで、加えて１番最後のところの補助設計

に出す災害箇所の件数はそれぞれどれぐらいあるの

か、そのことについてもお聞かせをいただきたいと

思います。 

〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 坂本企画総務部長。 

〇企画総務部長（坂本光央君） 東出議員から被害

の全体ということで、２点について私からお答えさ

せていただきたいと思います。 

 まず、１点目でございますけれども、中間的な報

告ということで、９月５日に市長より、住宅や町内

会館などへの床上浸水が１件、床下浸水が５件とい

うことと、農業被害として畦畔崩落３件などと報告

させていただいているところでございます。その後

の取りまとめでございますけれども、住宅などへの

被害ということについては、これ以上広がらなかっ

たという状況でございましたけれども、質疑にござ

いましたように自主避難ということで、納内地区で

１世帯２人の方が納内コミセンへの自主避難をされ

ているという状況にございます。また、９月13日現

在の調査結果によりますと、水田冠水によりまして

水稲被害が32.5ヘクタール、畑の冠水によりバレイ

ショ被害が0.5ヘクタール、営農施設被害、具体的

に申し上げますと、圃場の崩壊ということでござい

ますけれども、これが３件となってございます。ま

た、道路の冠水や砂利流出が45カ所、河川の決壊が

20カ所などの報告があるところでございますけれど

も、現段階ではすべてが掌握されているわけではあ

りませんので、今後におきまして、農作物の被害調

査や河川、道路等の原形復旧に向けまして速やかな

対応に取り組んでまいりたいと考えているところで

ございます。 

 次に、２点目の市民等が市に被災現場の確認等の

照会があったときの対応ということでございますけ

れども、このような災害時における現場等の確認や



 

 
 - 114 -

対処について迅速かつ適正にするということは原則

であるということでございまして、ただし実際には

さまざまな事象や被害等がふくそうする中でもござ

いますので、必ずしも十分な対応となっていない場

合、こういったことがあったかというふうに存じま

す。そうしながらも、その時々の災害の規模だとか、

実質的な要員確保の関係ということでございますけ

れども、今回のことを十分に教訓としまして災害全

般にわたる課題と受けとめさせていただいて、今後

におきましてはそうした状況が生じないように、防

災体制の適正化の面からも防災の窓口であります総

務課をもとよりとしながら、関係所管の対応につき

ましても、十分研究し適切な対応となるように努め

てまいりたいと考えているところでございます。 

〇議長（長野 勉君） 松浦建設水道部長。 

〇建設水道部長（松浦龍行君） 私からは、道路、

河川の被害についてお答えいたします。 

 初めに、９月２日の大雨に伴っての対応について

でございますが、当日、都市建設課には、お昼ごろ

から河川や道路側溝の増水に伴う道路冠水などの通

報が次々に入り、これらの状況確認並びに道路の通

行不能箇所や危険箇所へのバリケードの設置、また、

必要に応じ通行どめを行うとともに、道路、河川の

パトロールを実施し、さらに土のう資材の調達運搬

に当たったところでございます。また、石狩川の増

水に伴いまして、北海道開発局札幌開発建設部から

管理を受けております深川排水機場においては、排

水ポンプの運転作業を夕方から翌朝９時過ぎまで交

代しながら行ってきたところでございます。また、

翌３日以降についても、休日を返上し、道路、河川

の被災現場の調査、市民からの通報がありました現

場への対応とともに、河川や道路横断管の流木など

の障害物の除去、砂利流出道路の応急的復旧作業を

実施してきたところでございます。それから、道路、

河川の被害状況についてでございますが、このたび

の大雨により被害を受けました河川、道路のうち、

災害復旧事業として採択されるよう北海道に起債報

告をしている箇所は河川13カ所、道路が３カ所であ

ります。また、単独災害復旧事業として、河川が３

カ所、道路が３カ所でございます。また、公共土木

災害に該当にならない比較的小規模な被災に係る復

旧箇所は、現時点では河川13カ所、道路41カ所であ

ります。したがいまして、被災の大小に関係なく単

純に合計しますと、河川29カ所、道路が47カ所とな

っており、これが直近の被害状況でございます。 

 それから、補助申請の見通しということでござい

ますけれども、補助申請といいますのは、災害査定

でございますけれども、今後、原則被災後２カ月以

内に国土交通省などが現地で災害査定を実施して、

そこで初めて事業費が確定となりますけれども、申

請が認められないときの対応ということにつきまし

ては、その査定結果を見てから復旧について検討し

ていきたいと考えております。 

〇議長（長野 勉君） 田中昌幸議員。 

〇15番（田中昌幸君） 私からも３点質疑をさせて

いただきたいと思います。まず、このたびの災害で

被災された方に心よりお見舞い申し上げます。 

 やはり深川市は比較的災害が少ないということは

皆さんの認識ですが、こういうことは、必ず起きる

のだということを再認識させられたということで、

前段東出議員が言われた備えについてしっかりとや

っていかなければいけない、全くの同感でございま

す。そういった点についてはぜひ、今後、十分検討

していただきたいと思います。 

 私からは、今回の補正予算で出されている内容に

ついてお伺いしたいと思いますが、今回大変お忙し

い中資料も含めまして、準備をいただいていること

に感謝を申し上げたいと思います。あわせて、今回

の災害は、深川市にとって20年ぶりぐらいの大きな

災害ということでございますので、改めて災害の大

きさを感じているところでございます。今回の説明

の中では道路維持費で27カ所、河川維持費で３カ所、

単独災害復旧事業で６カ所、農業関係でも７カ所と

いうようなことで、あと測量設計費が計上されてお

りますが、今回の補正予算で主にどのような事業に

ついて計上されているのかお示しをいただきたいと

思います。 

 若干、東出議員からも設計委託等での質疑がござ

いましたが、今回、ここの計上に間に合わなかった

事業も多少あるのではないかと思いますし、聞いて

おります。今回計上していない内容がどのようなも

のがどれぐらい存在するのかお伺いしたいと思いま

す。 

 あわせまして、歳入でお伺いします。地方債が単

独災害復旧費として計上されておりますが、この起

債の充当率、それからこの起債に対して交付税など

がされることについてどれぐらいの予定をされてい

るのかお伺いしたいと思います。 
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〇議長（長野 勉君） 答弁願います。 

 松浦建設水道部長。 

〇建設水道部長（松浦龍行君） 田中昌幸議員の質

疑にお答えいたします。 

 初めに、１点目の今回の補正の主な内容について

でございます。まず、維持管理センターが所管の道

路、河川の維持補修としまして、河川３カ所分と道

路27カ所分の1,075万円を計上しておりますが、河

川は、主に閉塞土砂の撤去であり、道路につきまし

ては、主に砂利敷きや側溝の土砂撤去であります。

次に、公共土木施設災害復旧費については、13節委

託料に1,550万円、15節工事請負費に360万円の合計

1,910万円を計上しておりますが、被害の主な内容

としましては、河川の場合は主に河岸の損壊であり、

道路の場合は主にのり面の崩壊でございます。一般

的に、大雨により河川、道路、橋梁などの公共土木

施設が被災しますと、公共土木施設災害復旧事業費

国庫負担法に基づきまして、早急に北海道に災害報

告を行い、原則被災後２カ月以内に国土交通省など

が現地で災害査定を実施して初めて事業費が確定し

てまいります。そこで、13節1,550万円のうち、

1,500万円は災害復旧事業として採択される見込み

である河川13カ所、道路３カ所の調査測量設計の費

用であり、災害査定に対応するためのものでござい

ます。また、13節の残り50万円と15節360万円につ

きましては、資料を提出しておりますが、単独災害

復旧事業として、河川３カ所、道路３カ所の復旧事

業費でございます。 

 次に、２点目の今回計上していない内容というこ

とについてであります。まず、維持補修費について

は、今回道路は27カ所分、河川は３カ所分でありま

す。これは交通の安全上など、緊急に修繕が必要と

判断したものを計上しておりまして、それ以外の箇

所は、現時点では道路14カ所、河川10カ所がありま

すが、農耕地に接しているなどから、今後、収穫を

終えた後以降に現場対応を予定しておりまして、費

用については、再度精査した中で補正予算の提出を

予定しているところでございます。次に、公共土木

施設災害については、今後２カ月以内に災害査定が

実施されまして、事業費が確定しますので、確定後

この事業費を補正予算として提案させていただく予

定でおりますが、現時点での推定額としましては約

１億円と見込んでいるところでございます。 

〇議長（長野 勉君） 坂本企画総務部長。 

〇企画総務部長（坂本光央君） 地方債につきまし

て、計上しております単独災害復旧費の関係でござ

いますが、起債充当率及び交付税措置ということで

ございます。 

 災害復旧事業の財源措置といたしまして、国庫補

助金の交付を受ける補助災害復旧事業と交付を受け

ない単独災害復旧事業などに大別されまして、それ

ぞれ採択の要件が定められているというところでご

ざいます。単独災害復旧事業の対象となるもののう

ち、今回の補正予算につきましては、一般単独災害

復旧事業に該当いたしますので、充当率は100％と

いうことになるものでございます。この事業に対す

る交付税措置でございますけれども、一般単独災害

復旧事業債は、元利償還金の47.5％が普通交付税に

算入されるというものでありますけれども、財政力

の弱い本市のような自治体にありましては、さらに

かさ上げがされまして85.5％まで算入されるという

ことになっているものでございます。こうしたこと

から、補助事業に該当しない比較的小規模の災害復

旧事業の実施に当たりましては、可能な限り、この

起債を活用するということで負担軽減をするように

努めてまいりたいと考えています。 

〇議長（長野 勉君） 質疑を終わります。 

 お諮りします。本件は、会議規則第36条第３項の

規定によって委員会付託を省略したいと思いますが、

異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（長野 勉君） 異議なしと認め、よって本

件は委員会付託を省略することに決定しました。 

 本件は討論の通告がありませんので、これより議

案第63号を採決します。 

 本件は原案のとおり決定することに異議ありませ

んか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（長野 勉君） 異議なしと認め、よって議

案第63号は原案のとおり可決されました。 

                      

〇議長（長野 勉君） 日程第６ 意見案第６号森

林・林業・木材産業施策の積極的な展開に関する意

見書ないし意見案第８号平成24年度農業予算編成に

関する意見書の３件を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 楠議員。 

〇７番（楠 理智子君）〔登壇〕 ただいま議題と
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なりました意見案第６号森林・林業・木材産業施策

の積極的な展開に関する意見書ないし意見案第８号

平成24年度農業予算編成に関する意見書の３件につ

いて、提出者を代表し提案理由の説明を申し上げま

す。 

 本件につきましては、お手元に配付しております

内容により関係機関に提出するもので、内容の説明

は省略させていただきますが、議決くださいますよ

うよろしくお願い申し上げます。 

〇議長（長野 勉君） これより質疑に入ります。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（長野 勉君） 質疑を終わります。 

 お諮りします。本件は、会議規則第36条第３項の

規定によって委員会付託を省略したいと思いますが、

異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（長野 勉君） 異議なしと認め、よって本

件は委員会付託を省略することに決定しました。 

 本件は討論の通告がありませんので、これより意

見案第６号ないし意見案第８号の３件を一括して採

決します。 

 本件は原案のとおり決定することに異議ありませ

んか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（長野 勉君） 異議なしと認め、よって意

見案第６号ないし意見案第８号は原案のとおり可決

されました。 

                      

〇議長（長野 勉君） 日程第７ 決議案第２号総

合計画調査特別委員会設置に関する決議についてを

議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 和田議員。 

〇８番（和田秀隆君）〔登壇〕 ただいま議題とな

りました決議案第２号総合計画調査特別委員会の設

置に関する決議について、提出者を代表して提案の

ご説明を申し上げます。 

 今般、地方公共団体の組織及び運営について、そ

の自由度の拡大を図るために地方自治法の改正がな

されました。その中で、地方分権改革推進計画に基

づく義務づけの廃止として、市町村基本構想の議会

議決及びその策定義務が廃止されたところです。し

かしながら、総合計画は、この義務づけ規定の廃止

後にあっても、まちづくりの指針となる将来目標や

その実現に向けた具体的な方針などを定めるという、

本市の長期にわたる経営の基本としての重要な役割

を引き続き求められているものと認識しております。

このようなことから、当議会としては、総合計画に

求められる重要な役割について、幅広く必要な調査

を行うため、別紙ご配付のとおり特別委員会を設置

するものであります。 

 以上、決議案の提案趣旨を申し述べましたが、よ

ろしくご審議の上、議決くださいますようお願いい

たします。 

〇議長（長野 勉君） これより質疑に入ります。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（長野 勉君） 質疑を終わります。 

 本件は討論の通告がありませんので、これより決

議案第２号を採決します。 

 本件は原案のとおり決定することに異議ありませ

んか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（長野 勉君） 異議なしと認め、よって決

議案第２号は原案のとおり可決されました。 

 お諮りします。ただいま設置されました総合計画

調査特別委員会の委員の選任については、委員会条

例第８条第１項の規定によって、水上議員、小田議

員、和田議員、東出議員、北畑議員、田中昌幸議員

の６人を指名したいと思いますが、異議ありません

か。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（長野 勉君） 異議なしと認め、よって総

合計画調査特別委員会の委員は、ただいま指名した

とおり選任することに決定しました。 

 特別委員会開催のため暫時休憩します。 

（午前１１時１６分 休 憩） 

                      

（午前１１時４３分 再 開） 

〇議長(長野 勉君) 休憩前に引き続き開議します。 

 事務局長から諸般の報告を申し上げます。 

〇議会事務局長（山岸弘明君） 先ほど総合計画調

査特別委員会が開催され、正副委員長互選の結果、

委員長に東出委員、副委員長に水上委員が当選され

ました。 

 以上で報告を終わります。 

                      

〇議長（長野 勉君） 日程第８ 閉会中の所管事

務調査についてを議題とします。 
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 本件は、総務文教、社会民生、経済建設の各常任

委員長から、別紙ご配付のとおり閉会中の所管事務

調査についての申し出があります。 

 お諮りします。申し出のとおり決定することに異

議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（長野 勉君） 異議なしと認め、よって申

し出のとおり閉会中の所管事務調査とすることに決

定しました。 

                      

〇議長（長野 勉君） これで本定例会に付議され

ました事件の審議はすべて終了しましたので、平成

23年第３回深川市議会定例会を閉会します。 

（午前１１時４４分 閉 会） 
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